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「
苫
小
牧
駒
澤
大
学
紀
要
」
創
刊
を
祝
う

学
　
長

大
久
保
　
治
　
男

一
九
八
五
年
、「
苫
小
牧
大
学
誘
致
期
成
会
」
は
十
二
万
人
の
市
民
の
署
名
を
集
め
て
、
学
校
法
人
・
駒
澤
大
学
へ

「
四
年
制
大
学
」
の
新
設
を
陳
情
し
ま
し
た
。
一
方
、
一
九
九
五
年
、
三
十
余
年
の
実
績
の
あ
る
駒
澤
大
学
苫
小
牧
短
期

大
学
よ
り
も
「
四
年
制
大
学
」
へ
の
改
組
転
換
が
要
望
さ
れ
、
翌
九
六
年
四
月
に
は
「
苫
小
牧
駒
澤
大
学
設
置
準
備
委
員

会
」（
委
員
長
大
久
保
治
男
法
学
部
・
大
学
院
教
授
就
任
）
及
び
設
置
準
備
室
が
東
京
と
苫
小
牧
で
オ
ー
プ
ン
さ
れ
ま
し

た
。
七
月
に
は
理
事
会
決
定
。
同
時
期
、
市
議
会
で
も
全
会
一
致
で
「
公
私
協
力
に
よ
る
四
年
制
大
学
設
置
の
た
め
に
市

側
よ
り
五
十
三
億
円
の
財
政
支
援
と
約
十
五
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
（
四
万
六
千
坪
）
の
大
学
用
地
を
錦
西
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
内
に

提
供
す
る
こ
と
」
を
決
議
し
ま
し
た
。
苫
小
牧
市
民
の
二
十
年
に
わ
た
る
四
年
制
大
学
誘
致
運
動
は
こ
こ
に
花
開
い
た
の

で
あ
り
ま
す
。

旃
檀
林
以
来
四
百
余
年
の
伝
統
を
有
し
、
世
界
宗
教
で
あ
るH

禅I

の
精
神
を
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
す
る
駒
澤
大
学
と
胆

振
東
部
・
日
高
地
区
、
一
市
六
町
の
約
三
十
一
万
人
が
手
を
結
ん
だ
力
強
い
新
大
学
は
二
十
一
世
紀
に
向
け
てH

開
か
れ

た
大
学I

と
し
て
そ
の
使
命
は
重
大
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

樽
前
山
と
太
平
洋
を
一
望
で
き
る
広
大
な
キ
ャ
ン
パ
ス
に
整
然
と
並
ぶ
超
モ
ダ
ン
な
建
物
群
や
ス
ポ
ー
ツ
施
設
等
教
育
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環
境
は
抜
群
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

国
際
文
化
学
部
の
特
色
は
、
日
本
文
化
を
世
界
に
発
信
す
る
基
地
と
し
て
「
送
り
手
側
」
に
た
っ
た
学
問
を
重
視
し
、

真
の
国
際
人
と
し
て
通
用
し
、
世
界
各
国
へ
「
小
さ
な
民
間
大
使
」
と
し
て
派
遣
で
き
る
実
力
も
備
え
た
人
物
を
養
成
す

る
こ
と
で
す
。
教
官
方
も
ベ
テ
ラ
ン
、
新
人
、
実
務
経
験
者
、
外
国
人
等
総
合
力
を
発
揮
で
き
る
教
育
に
情
熱
の
あ
る
優

秀
な
ス
タ
ッ
フ
で
構
成
、
地
元
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
で
も
あ
り
ま
す
。
駒
澤
大
学
の
建
学
の
理
念
で
あ
る
「
行
学
一
如
」
の

教
育
実
践
の
た
め
に
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
、
海
外
研
修
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
、
さ
ら
に
、
ス
ポ
ー
ツ
や
文
化
両
面
の

課
外
活
動
も
盛
ん
で
、
留
学
生
受
け
入
れ
も
積
極
的
で
あ
り
ま
す
。
市
民
の
「
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
」
と
し
て
の
機
能
も

重
視
、
毎
セ
メ
ス
タ
ー
に
八
十
人
近
い
市
民
聴
講
生
も
入
学
し
て
い
ま
す
。

グ
ロ
ー
バ
ル
な
時
代
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
処
で
、
奉
仕
・
貢
献
が
で
き
る
と
い
う
感
動
を
得
ら
れ
る
よ
う
、
本
学
に
学

ん
だ
学
生
や
市
民
が
競
争
的
環
境
の
中
で
も
一
人
ひ
と
り
が
尊
重
さ
れ
、
個
性
豊
か
に
輝
く
教
育
の
メ
ッ
カ
に
な
る
よ
う

新
設
大
学
の
目
標
は
高
く
掲
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

扨
、
こ
の
よ
う
に
、
古
い
基
盤
の
上
（
学
校
法
人
・
駒
澤
大
学
は
伝
統
あ
り
）
で
も
新
し
い
（
苫
小
牧
市
と
の
公
私
協

力
大
学
の
新
設
）
大
学
で
は
研
究
実
績
の
蓄
積
は
ま
だ
少
な
い
の
で
す
が
、
常
に
大
学
の
教
官
集
団
は
教
育
に
情
熱
を
傾

け
る
と
共
に
、
研
究
活
動
に
も
真
摯
に
取
り
組
み
、
そ
の
成
果
を
発
表
し
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
正
に
車
の
両

輪
で
あ
り
ま
す
。

国
際
文
化
学
部
は
巾
広
い
学
問
対
象
を
包
摂
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
り
ま
す
。

此
の
度
、
新
大
学
が
「
紀
要
」
の
第
一
号
を
創
刊
で
き
ま
し
た
こ
と
は
御
同
慶
の
至
り
で
あ
り
ま
す
。
本
誌
が
斯
界
の

諸
先
達
の
御
指
導
に
よ
り
益
々
隆
盛
に
な
っ
て
参
り
ま
す
こ
と
を
祈
念
し
て
創
刊
号
の
御
祝
詞
と
致
し
ま
す
。
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徳
川
幕
府
刑
法
に
お
け
る
責
任
論
（
一
）

大
久
保
　
治
　
男

第
一
章
　
序
論

一
　
刑
事
責
任
に
お
け
る
「
応
報
刑
思
想
」
と
「
目
的
刑
思
想
」

徳
川
時
代
の
刑
事
法
に
お
い
て
、
犯
罪
の
意
味
内
容
を
表
示
す
る
用
語
例
は
、
多
く
「
悪
事
」「
咎
」
と
称
呼
さ
れ
た
が
「
邪
曲
」

「
罪
科
」「
不
法
」「
不
屈
」「
非
道
」「
不
実
」「
曲
事
」「
越
度
」
の
語
も
用
い
ら
れ
、
役
人
の
汚
職
に
は
「
非
分
」「
私
曲
」
の
語
が
使

用
さ
れ
た
り
、
更
に
「
重
科
」「
逆
罪
」「
軽
罪
」「
巧
事
」
等
の
限
定
的
用
語
例
や
「
火
附
」「
盗
賊
」「
人
殺
」
等
の
如
く
犯
罪
そ
の

も
の
を
表
示
す
る
具
体
的
用
語
例
も
存
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
用
語
の
多
く
は
刑
法
的
な
犯
罪
の
観
念
を
表
示
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
道
徳
的
な
「
悪
」
の
観
念
を
表
示
す
る
も
の
と
区
別

し
が
た
く
、
就
中
、
悪
事
、
邪
曲
、
非
道
、
不
実
等
の
用
語
は
第
一
義
的
に
は
反
道
徳
的
行
為
、
道
徳
的
悪
行
を
意
味
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
よ
り
も
、
刑
事
責
任
と
道
徳
責
任
の
未
分
化
あ
る
い
は
混
淆
の
時
代
で
あ
り
、
犯
罪
も
所
謂
「
自
然
犯
」
が
多
く
の
割
合
を
占

苫
小
牧
駒
澤
大
学
紀
要
　
創
刊
号

1

キ
ー
ワ
ー
ド：
徳
川
幕
府
刑
法（
犯
罪
と
刑
罰
）、
御
定
書
百
ケ
条
、
徳
川
禁
令
考
、
近
世
の
刑
事
責
任（
故
意
と
過
失
）、
公
事
方
御
定
書
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め
た
時
代
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

従
っ
て
、
一
定
の
犯
罪
に
対
し
て
何
故
に
刑
を
科
す
る
の
で
あ
る
か
と
い
う
刑
罰
の
本
質
や
目
的
に
つ
い
て
も
、
犯
罪
は
道
徳
ま
た

は
正
義
（
幕
藩
体
制
維
持
の
為
の
倫
理
観
）
に
反
す
る
悪
行
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
対
し
害
悪
た
る
刑
罰
の
科
せ
ら
れ
る
の
は
第
一
に

は
宗
教
上
の
因
果
応
報
の
理
に
因
っ
て
当
然
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
応
報
刑
思
想
」「
贖
罪
刑
思
想
」
が
中
核
と
な
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
犯
罪
を
以
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
社
会
秩
序
、
体
制
維
持
の
侵
害
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
立
て
ば
、
刑
罰
と
は

社
会
秩
序
、
社
会
生
活
を
保
全
す
る
た
め
の
目
的
を
全
う
す
る
手
段
で
あ
る
と
す
る
所
謂
「
目
的
刑
思
想
」「
社
会
防
衛
思
想
」（
予
防

主
義
）（
現
代
と
は
価
値
観
は
異
る
が
）
も
徳
川
幕
藩
体
制
時
に
お
い
て
も
思
考
さ
れ
る
余
地
も
存
す
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
点
に
関
し
、
中
田
薫
博
士
は
「
法
制
史
論
集
」
第
三
巻
―
岩
波
書
店
刊
―
収
録
の
「
徳
川
刑
法
の
論
評
」
の
論
文
に
お
い
て

『
予
の
見
る
所
を
以
て
せ
ば
徳
川
刑
法
は
刑
法
主
義
と
し
て
は
疑
も
な
く
予
防
主
義
を
採
用
し
て
居
る
の
で
あ
る
。（
所
謂
応
報
主
義
に

あ
ら
ず
し
て
）
然
ら
ば
特
別
か
一
般
か
と
云
う
に
こ
れ
亦
疑
も
な
く
両
者
兼
ね
用
い
て
居
る
の
で
あ
る
。』
と
結
論
ず
け
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
立
証
と
し
て
次
の
四
つ
の
理
由
を
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
―
―
七
三
〇
貢
以
降
―
―
要
約
す
れ
ば
、

第
一
に
は
、「
梟
首
」
す
る
獄
門
の
刑
。
礫
、
火
罪
、
死
罪
等
に
付
加
さ
れ
た
「
引
廻
」
や
「
鋸
挽
」。
礫
等
に
付
加
さ
れ
た
「
晒
」

の
属
刑
。
さ
ら
に
、
極
刑
執
行
に
際
し
建
て
ら
れ
る
科
書
の
「
捨
札
」
ま
た
罪
人
の
裁
判
中
に
牢
死
し
て
も
「
死
骸
塩
詰
」
し
て
判
決

後
処
刑
す
る
類
は
何
れ
も
公
衆
威
嚇
を
以
っ
て
犯
罪
を
予
防
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
に
は
『
旧
悪
免
除
』

（
1
）

の
法
規
定
に
よ
り
導
き
出
さ
れ
る
。「
犯
人
が
己
に
悔
悟
の
意
を
表
す
る
以
上
、
さ
ら
に
こ
れ
を
懲
戒
す

る
必
要
は
な
い
」
と
す
る
、
所
謂
、
特
別
予
防
主
義
を
認
め
て
い
る
。

第
三
に
は
、
当
時
の
奉
行
の
思
想
に
付
て
見
る
に
、
寛
政
元
年
九
月
十
六
日
、
松
平
越
中
守
が
評
定
所
一
座
に
心
得
の
た
め
与
え
た

る
書
付
に

大
久
保
治
男
　
徳
川
幕
府
刑
法
に
お
け
る
責
任
論
（
一
）

2
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公
事
裁
許
某
外
御
仕
置
之
事
。
一
人
の
休
戚
に
預
り
候
儀
に
も
無
之
天
下
邪
正
勧
懲
に
預
り
候
儀
ニ
而
風
俗
を
も
変
化
致
候
本
に
候
上
は
云
々

と
あ
る
の
は
こ
れ
「
明
ら
か
に
御
仕
置
を
以
て
独
り
犯
人
自
身
の
懲
戒
た
る
の
み
な
ら
ず
、
天
下
公
衆
に
対
す
る
勧
善
懲
悪
の
手
段
と

見
た
思
想
で
あ
る
」
と
せ
ら
れ

最
後
に
第
四
と
し
て
、
徳
川
時
代
に
お
け
る
学
者
や
論
評
家
の
考
え
を
資
料
的
に
掲
げ
る
こ
と
に
よ
り
こ
れ
と
中
田
博
士
の
論
説
と

一
致
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
宰
春
台

（
2
）

、
山
縣
周
南

（
3
）

、
安
井
息
軒

（
4
）

、
中
井
履
軒

（
5
）

、
大
塚
孝
威

（
6
）

ら
の
所
論
を
引
用

せ
ら
れ
て
以
っ
て
「
此
等
の
説
を
見
る
と
或
者
は
刑
罰
の
目
的
を
以
て
犯
人
懲
戒
に
あ
り
と
し
或
者
は
公
衆
威
嚇
に
あ
り
と
し
て
居
る

け
れ
ど
も
他
の
も
の
は
場
合
に
よ
っ
て
或
は
懲
戒
と
云
い
或
は
威
嚇
と
云
い
両
者
を
判
然
と
区
別
し
て
居
ら
ぬ
処
を
以
て
考
ふ
れ
ば
、

徳
川
時
代
に
於
け
る
学
者
、
政
論
家
の
胸
中
に
は
刑
罰
を
以
て
犯
人
を
懲
戒
し
改
善
せ
し
む
る
の
手
段
な
り
と
見
る
思
想
と
公
衆
を
威

嚇
し
教
育
す
る
の
方
法
で
あ
る
と
解
す
る
思
想
と
が
互
に
相
往
来
し
て
居
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
い
わ
れ
か
く
し
て
最
初

の
結
論
の
証
明
が
で
き
た
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
1
）
御
定
書
百
ケ
条
第
十
八
条
「
旧
悪
御
仕
置
之
事
」
逆
罪
之
も
の
。
邪
曲
に
て
人
を
殺
候
も
の
。
火
附
。
致
徒
党
人
家
え
押
込
候
も
の
。

追
而
并
人
家
え
忍
入
盗
入
。
都
而
公
儀
之
御
法
度
を
背
き
。
死
罪
以
上
之
科
に
可
被
行
も
の
…
…

右
は
旧
悪
に
候
共
。
御
仕
置
伺
可
申
候
。
此
外
之
科
一
旦
悪
事
い
た
し
候
共
。
其
後
相
止
候
由
申
之
。
尤
外
沙
汰
も
無
之
に
お
ゐ
て
は
、
十
二
ケ
月

以
上
之
旧
悪
は
不
及
咎
事
。

但
十
二
ケ
月
内
よ
り
、
吟
味
取
掛
り
、
十
二
ケ
月
以
後
吟
味
済
候
共
、
旧
悪
に
は
不
相
立
事
、（
各
々
極
の
年

●

●

●

等
筆
者
に
お
い
て
省
略
）

（
2
）
大
宰
春
台
『
経
済
録
』
八

「
刑
ハ
政
ヲ
乱
リ
治
ヲ
害
ス
ル
者
ヲ
誅
ス
ル
法
也
。
罰
ハ
過
失
ア
ル
者
ヲ
懲
シ
戒
ル

○

○

○

○

法
也
」

「
凡
聖
人
ノ
刑
法
ヲ
制
シ
玉
フ
ハ
皆
仁
恕
ノ
道
ニ
テ
一
ヲ
殺
シ
テ
萬
ヲ
生
シ
前○

ヲ
懲○

シ
テ
後
ヲ
戒
メ
ン
為
也
」
―
―
傍
点
は
筆
者
以
下
同
じ
―
―
。
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（
3
）
山
縣
周
南
『
為
学
初
問
』

「
罰
ハ
悪
ヲ
コ
ラ
サ
ン

○

○

○

○

○

○

為
也
」
又
「
善○

ヲ
勧○

メ
悪○

ヲ
懲○

ス
ハ
風
俗
ヲ
正
ス
ノ
道
ニ
テ
、
賞
罰
ハ
国
ノ
大
権
也
」

（
4
）
安
井
息
軒
、『
救
急
或
問
』

「
賞
罰
ハ
善○

ヲ
勧○

メ
悪○

ヲ
懲○

ス
ノ
具
ナ
リ
」

（
5
）
中
井
履
軒
『
年
成
録
』

「
罪
あ
る
も
の
に
刑
を
加
ふ
、
か
か
る
よ
こ
し
ま
を
す
れ
ば
か
か
る
う
き
め
を
見
す
る
は
と
て
他
人
を
威
し
て

○

○

○

皆
み
ご
り

○

○

○

を
し
て
よ
こ
し
ま
を
な
し

ぞ
と
の
心
也
、
故
に
是
を
懲○

と
い
ふ
な
り
、
腹
の
た
つ
ま
ま
に
い
た
め
く
る
し
め
て
是
に
て
腹
を
ゐ
る
と
お
ぼ
す
に
は
あ
ら
ず
」

（
6
）
大
塚
孝
威
『
救
時
策
』

「
刑
罰
な
る
者
は
悪
人
あ
れ
ば
善
人
の
害
に
な
る
故
、
悪
人
を
刑
し
て
善
人
を
勧
め
挙
る
為
に
設
け
た
る
も
の
に
し
て
、
皆
善○

を
勧○

め
、
悪○

を
懲○

し

て
民
を
恵
む
が
為
の
道
具
也
」

二
　
「
改
過
遷
善
思
想
」
と
「
人
足
寄
場
制
度
」

右
の
ご
と
く
中
田
説
に
よ
っ
て
、
徳
川
幕
府
刑
法
は
単
な
る
応
報
主
義
で
は
な
く
「
勧
善
懲
悪
」
思
想
に
よ
る
予
防
的
・
目
的
刑
主

義
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
た
が
、
わ
た
く
し
は
、
更
に
一
歩
進
め
て
徳
川
幕
府
刑
法
の
特
色
は
予
防
主
義
を
そ
の
基
盤
に

有
し
つ
つ
も
更
に
「
改
過
遷
善
思
想
」
お
も
そ
の
一
つ
の
根
幹
に
加
え
た
高
度
な
る
法
律
文
化
で
あ
る
と
看
取
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

勿
論
、
法
技
術
の
未
発
達
、
社
会
構
造
や
情
況
、
刑
法
理
論
の
低
水
準
等
、
現
代
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
し

か
し
、
近
代
化
以
前
の
刑
法
は
応
報
刑
思
想
の
み
で
あ
ろ
う
と
単
純
に
思
考
さ
れ
が
ち
で
あ
る
事
と
対
比
し
つ
つ
以
下
こ
の
点
少
々
の

大
久
保
治
男
　
徳
川
幕
府
刑
法
に
お
け
る
責
任
論
（
一
）

4

たて組み...大学用...1-62  99.3.30 8:50 PM  ページ 4



論
考
を
試
み
て
み
る
。

戦
国
乱
世
の
異
常
時
は
別
と
し
て
わ
が
国
で
は
生
来
的
民
族
性
と
し
て
温
暖
な
島
国
で
の
農
耕
民
族
で
あ
り
「
仏
教
思
想
」
や
「
儒

教
思
想
」
等
に
も
影
響
さ
れ
つ
つ
「
和
合
」
や
「
仁
恵
」
を
基
盤
と
す
る
「
改
過
遷
善
思
想
」
が
存
し
た
の
で
あ
る
。

聖
徳
太
子
の
『
十
七
条
憲
法
』
に
お
い
て
は
罪
囚
教
化
の
前
提
で
あ
る
性
善
説
あ
る
い
は
勧
善
懲
悪
を
説
く
条
項
が
は
や
く
も
存
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
二
条
に
お
い
て
「
人
鮮
二

尤
悪
一

、
能
教
徒
レ

之
」
と
あ
り
、
ま
た
、
第
六
条
に
お
い
て
「
懲
レ

悪
勧
レ

善
、
古

之
良
典
、
是
以
旡
レ

匿
二

人
善
一

、
見
レ

悪
必
匡
」
と
あ
る
。

次
に
、『
弘
仁
格
弐
序
』
は
「
律
二

以
懲
肅
一

為
宗
」
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
律
令
の
刑
法
た
る
律
は
犯
罪
者
に
懲
戒
を
加
え

て
こ
れ
を
善
導
す
る
こ
と
を
任
務
と
し
て
、
性
善
と
仁
政
の
思
想
の
系
統
が
見
ら
れ
る
。

さ
ら
に
「
赦
律
」
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
「
恩
赦
制
度
」
の
根
底
に
は
天
皇
等
為
政
者
の
仁
恵
思
想
が
存
し
、
こ
の
君
恩
の

恭
き
を
ひ
ろ
く
受
刑
者
に
も
頒
け
与
え
改
過
遷
善
を
促
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

神
武
天
皇
よ
り
允
恭
天
皇
ま
で
の
約
千
年
間
は
死
刑
は
な
か
っ
た
と
謂
わ
れ
、
聖
武
天
皇
が
神
亀
二
年
十
二
月
、
死
刑
一
時
廃
止
の

詔
を
出
さ
れ
、
嵯
峨
天
皇
は
弘
仁
九
年
、
死
刑
を
廃
止
さ
れ
て
以
来
、
三
百
四
十
七
年
間
も
法
制
度
と
し
て
死
刑
が
廃
止
さ
れ
て
い
た

事
実
等
も
重
要
な
証
明
と
な
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
「
改
過
遷
善
思
想
」
も
行
刑
技
術
の
未
発
達
に
よ
り
具
体
的
効
果
の
生
ぜ
ら
れ
る
こ
と
の
無
い
場
合

多
き
は
蓋
し
止
む
を
得
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
徳
川
時
代
の
行
刑
の
処
遇
に
お
い
て
も
ま
た
例
外
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
が
欠
点
を
排
除
し
た
の
は
「
人
足
寄
場
制
度
」
の
創
設
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
改
過
遷
善
思
想
は
現
実
の
改
善

行
刑
制
度
と
し
て
実
践
が
可
能
と
な
り
、
現
代
と
はH

量I

は
異
な
る
と
は
い
え
「
教
育
刑
思
想
」
的H

質I

が
醸
成
さ
れ
た
と
い

え
よ
う
。
そ
う
し
て
、
こ
れ
ら
を
さ
ら
こ
増
進
さ
せ
た
背
景
に
つ
い
て
は
、
石
田
梅
巌
創
立
の
「
心
学
」
の
精
神
的
後
押
し
が
あ
っ
た
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と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
足
寄
場
に
お
け
る
人
足
達
の
精
神
教
化
の
た
め
に
「
心
学
教
諭
方
」
な
る
役
職
が
心
学
者
に
よ

っ
て
代
々
為
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

徳
川
幕
府
の
刑
罰
体
系
に
お
い
て
主
位
を
占
め
て
い
た
「
追
放
刑

（
1
）

」
は
無
宿
人
の
増
加
に
加
担
し
た
の
み
な
ら
ず
、
再
犯
者
を
発
生

さ
せ
る
原
因
と
も
な
っ
た
の
で
、
こ
の
弊
害
除
去
の
た
め
の
刑
事
政
策
的
行
刑
制
度
と
し
て
幕
府
は
ま
ず
「
佐
州
水
替
人
足
」
所
謂
、

鉱
山
役
夫
の
制
度
を
考
案
し
、
次
い
で
「
人
足
寄
場
」
の
制
度
を
設
け
た
の
で
あ
る

（
2
）

。

佐
州
水
替
人
足
は
安
永
七
年
に
時
の
勘
定
奉
行
・
石
谷
淡
路
守
清
昌
の
献
策
に
基
き
「
無
罪
之
無
宿
共
」
を
佐
渡
の
金
山
に
送
っ
て

水
替
人
足
に
使
役
し
た
の
に
始
ま
る
も
の
で
元
来
一
種
の
保
安
処
分
で
あ
っ
た
。
天
明
八
年
以
降
は
、
敲
・
入
墨
刑
等
に
処
せ
ら
れ
た

者
も
釈
放
せ
ず
佐
渡
に
送
っ
て
予
防
処
分
的
処
遇
を
と
る
こ
と
と
し
、
さ
ら
に
文
化
二
年
に
は
追
放
刑
を
科
す
べ
き
者
で
犯
罪
を
な
す

虞
れ
の
あ
る
場
合
佐
渡
に
遺
す
こ
と
と
な
っ
た
か
ら
こ
の
制
度
の
適
用
範
囲
は
広
が
り
自
由
刑
の
性
格
を
帯
び
る
に
至
っ
た
。

右
の
如
き
「
佐
州
水
替
人
足
」
の
行
刑
上
の
苦
痛
刑
・
残
虐
刑
の
改
善
の
た
め
に
、
当
時
と
し
て
の
教
育
刑
的
思
想
に
基
く
犯
人
の

「
改
過
遷
善
」
や
「
社
会
復
帰
」
の
目
的
に
合
致
す
べ
く
一
歩
前
進
し
た
人
足
寄
場
│
│
加
役
方
人
足
寄
場
│
│
の
行
刑
制
度
が
犯
罪

の
傾
向
を
有
す
る
無
宿
人
の
授
産
更
生
を
目
的
と
し
て
寛
政
三
年
に
火
付
盗
賊
改
、
長
谷
川
平
蔵
宜
雄
の
建
議
に
よ
り
老
中
松
平
越
中

守
定
信
が
江
戸
佃
島
に
設
置
す
る
に
至
っ
た
こ
と
は
特
筆
せ
ら
れ
よ
う

（
3
）

。

そ
う
し
て
、
犯
罪
人
を
作
る
温
床
た
る

惰
者
、
貧
窮
者
、
手
業
無
き
者
、
無
宿
浮
浪
の
無
頼
漢
等
を
こ
の
寄
場
に
収
容
し
て
或
期

間
内
良
民
と
隔
離
せ
し
め
一
定
の
規
律
の
下
に
労
役
に
服
せ
し
め
て
、
以
っ
て
彼
等
の
放
浪
的
慣
習
を
脱
せ
し
め
、
勤
労
の
習
性
を
つ

け
さ
せ
、
生
産
技
術
を
得
さ
せ
、
出
所
後
の
生
活
を
保
障
し
て
や
り
、
即
ち
、
釈
放
後
に
お
い
て
再
び
彼
等
が
犯
罪
人
乃
至
無
宿
浮
浪

人
に
転
落
す
る
こ
と
の
な
き
様
生
活
安
定
の
途
を
講
じ
て
や
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
様
に
し
て
反
社
会
的
性
格
に
有
す
る
者
達
を
改
善

し
て
有
用
な
る
社
会
の
一
員
と
し
て
復
帰
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
保
全
を
完
う
し
よ
う
と
い
う
従
来
の
伝
統
的
な
牢
屋
思
想
に

大
久
保
治
男
　
徳
川
幕
府
刑
法
に
お
け
る
責
任
論
（
一
）
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お
い
て
は
考
え
ら
れ
な
い
様
な
当
時
、
世
界
的
に
み
て
も
高
度
な
る
行
刑
制
度
が
確
立
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る

（
4
）

。

こ
の
様
に
、
寄
場
創
設
の
目
的
は
第
一
に
無
罪
無
宿
の
収
容
を
主
と
し
て
こ
れ
に
手
工
を
授
け
て
他
日
生
業
を
営
む
の
素
地
を
育
成

す
る
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
後
に
至
り
、
追
放
刑
に
処
せ
ら
れ
た
犯
人
を
も
こ
こ
に
拘
置
す
る
様
に
な
る
と
寄
場
は
労
役
場
と
い
う
よ

り
も
囚
獄
、
牢
屋
敷
の
性
格
に
転
換
し
て
い
く
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
様
に
犯
罪
の
有
無
と
収
容
の
目
的
と
を
異
に
す
る
者
を
同
一
寄
場

に
収
容
す
る
こ
と
は
、
折
角
の
行
刑
改
善
政
策
も
そ
の
効
果
を
減
少
せ
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
残
念
で
あ
っ
た
。

こ
の
人
足
寄
場
は
町
奉
行
の
管
轄
下
に
寄
場
奉
行
を
し
て
支
配
せ
し
む
る
こ
と
と
し
た
。

次
に
、
人
足
寄
場
に
お
い
て
の
改
過
遷
善
思
想
、
教
育
刑
思
想
が
看
取
で
き
る
史
科
を
掲
げ
て
み
る
。
即
ち
、
寛
政
十
年
二
月
の
人

足
寄
場
に
収
容
の
際
、
人
足
達
に
言
渡
し
た
る
「
申
渡
条
目
」
こ
れ
で
あ
る
。

『
寄
場
人
足
共
へ
申
渡
條
目
』

其
方
共
儀
、
無
宿
の
も
の
ニ
付
、
佐
州
表
江
可
差
遣
處
、
此
度
厚
キ
御
仁
恵
を
以

○

○

○

○

○

○

○

、
寄
場
人
足
ニ
致
し
、
銘
々
仕
覚
候
手
業
を
申
付
候
、

旧
来
の
志
を
相
改

○

○

○

○

○

○

○

、
実
意
ニ
立
帰

○

○

○

○

○

、
職
業
出
精
致
し
、
手
元
ニ
も
有
付
候
之
様
可
致
候
、
身
元
見
届
候
ハ
ハ
年
月
之
多
少
ニ
無
レ

構
、
右
場
所
を
差
免

百
姓
素
生
之
も
の
江
者
相
応
之
地
所
被
レ

下
、
江
戸
表
出
生
之
も
の
江
者
、
出
生
之
場
所
江
店
を
為
レ

持
、
可
レ

為
レ

致
二

家
業
一

候
、
尤
、
公
義
よ
り
も
職

業
道
具
被
レ

下
候
歟
、
其
始
末
ニ
寄
、
相
応
之
御
手
当
可
レ

有
レ

之
候
、
若
又
御
仁
恵
之
趣
を
も
不
レ

弁
、
申
付
ニ
背
き
、
職
業
不
精
ニ
致
し
候
歟
、
或
ハ

悪
事
等
於
レ

有
レ

之
者
、
重
き
御
仕
置
可
二

申
付
一

も
の
也
。

一
、
此
度
人
足
ニ
申
付
候
者
、
職
業
出
精
致
し
渡
世
相
続
可
レ

致
体
ニ
成
候
も
の
者
、
寄
場
差
免
家
業
可
二

相
成
一

程
手
当
差
遣
、
身
寄
之
も
の
江
引
渡
、

身
寄
無
レ

之
も
の
者
、
出
生
之
所
名
主
或
は
地
役
人
ニ
引
渡
、
家
業
相
続
為
レ

致
候
事

一
、
寄
場
逃
去
候
も
の
　
始
末
ニ
寄
、
死
罪

一
、
於
二

寄
場
一

盗
い
た
し
候
も
の
　
或
死
罪
入
墨
敲
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一
、
徒
党
ケ
間
敷
儀
致
し
候
も
の
　
死
罪

始
末
ニ
寄
御
定
書
ニ
準
シ
御
仕
置
申
付
候

一
、
於
寄
場
博
奕
い
た
し
候
も
の
　
死
罪
或
ハ
遠
島
重
敲

一
、
職
業
不
精
又
者
申
付
不
レ

用
も
の
　
手
鎖
入
牢
其
始
末
ニ
寄
、
咎
申
付
候
而
も
不
レ

用
ニ
お
ゐ
て
ハ
遠
島
申
付
候
事

一
、
博
奕
又
ハ
悪
巧
等
い
た
し
候
も
の
有
之
趣
申
出
候
も
の
江
者
、
其
品
ニ
寄
、
相
応
之
褒
美
を
可
差
遣
候
事

一
、
門
外
江
出
候
儀
、
堅
可
レ

為
二

無
用
一

事

一
、
火
之
元
入
念
ニ
可
致
候
事

此
度
御
仁
恵
を
以
、
佐
州
並
在
溜
差
免
候
上
者
右
之
條
々
堅
相
守
　
銘
々
職
業
可
レ

致
二

出
精
一

も
の
也

（
4
）（
5
）

。

二
　
月

右
の
史
料
よ
り
も
明
ら
か
な
如
く
改
過
遷
善
、
社
会
復
帰
の
為
に
は
幕
府
は
人
足
寄
場
で
無
事
研
修
し
た
無
宿
人
の
う
ち
農
業
希
望

者
に
は
農
地
を
商
売
希
望
者
に
は
店
舗
を
与
え
る
こ
と
も
あ
り
、
さ
ら
に
当
面
の
手
当
金
や
身
寄
の
者
や
名
主
、
地
役
人
ま
で
が
世
話

を
す
る
と
い
う
の
だ
か
ら
現
在
の
行
刑
制
度
以
上
の
厚
き
保
護
が
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
な
る
。
│
│
こ
の
制
度
が
全
面
的
に
実
際
に
行

わ
れ
た
か
否
か
は
不
明
と
さ
れ
て
い
る
。
│
│

最
後
に
人
足
寄
場
に
お
け
る
改
過
遷
善
思
想
を
完
遂
さ
せ
る
為
に
「
心
学
」
を
導
入
し
た
が
、
こ
れ
に
よ
り
初
め
て
改
善
主
義
は
物

心
両
面
よ
り
押
し
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
少
し
述
べ
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
心
学
と
囚
人
教
化
」

と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
細
川
亀
市
氏
著
『
史
的
研
究
・
日
本
法
の
制
度
と
精
神
』
収
録
の
論
文
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
処
で
あ
る
が
、

今
こ
こ
に
そ
の
要
旨
を
ま
と
め
て
み
る
と
お
よ
そ
次
の
如
く
に
な
る
。

人
足
寄
場
に
お
け
る
心
学
講
話
者
は
「
心
学
教
諭
方
」
と
し
て
そ
の
官
職
に
つ
い
た
の
で
あ
っ
た
。
心
学
教
諭
の
内
容
は
、
主
と
し

大
久
保
治
男
　
徳
川
幕
府
刑
法
に
お
け
る
責
任
論
（
一
）

8

たて組み...大学用...1-62  99.3.30 8:50 PM  ページ 8



て
脇
坂
義
堂
の
「
心
学
教
諭
録
」
で
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
反
社
会
的
性
格
の
者
を
改
過
遷
善
せ
し
め
て
、
元
の

良
民
に
復
帰
さ
せ
る
こ
と
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
堪
忍
、
感
謝
の
念
、
報
恩
―
五
恩
と
し
て
天
地
神
儒
仏
の
御
加
護
、

御
代
の
御
仁
恵
、
主
君
、
先
祖
父
母
の
恩
を
あ
げ
る
―
和
の
精
神
、
仁
徳
等
の
条
項
に
つ
き
、
仏
教
の
如
く
未
来
を
あ
お
ぐ
も
の
で
も

な
く
、
儒
教
の
如
く
観
念
的
抽
象
的
の
こ
と
を
論
ず
る
の
で
も
な
く
、
今
は
た
だ
今
か
ら
現
実
に
実
行
で
き
る
地
に
つ
い
た
眼
前
現
実

の
生
活
に
即
す
る
心
構
え
を
説
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
人
足
達
は
す
べ
か
ら
く
己
れ
を
知
り
、
慾
を
張
ら
ず
堪
忍
の
生
活
を

送
る
と
共
に
、
公
儀
の
御
仁
恵
を
常
に
念
頭
に
置
き
、
父
母
の
恩
を
忘
れ
ず
、
交
友
を
撰
び
仍
っ
て
以
て
一
日
も
早
く
本
心
に
立
ち
還

っ
て
善
人
と
な
り
、
国
恩
に
奉
謝
す
べ
く
心
掛
け
た
の
で
あ
り
、
こ
の
様
に
本
心
に
訴
え
る
還
善
こ
そ
真
の
改
過
遷
善
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

（
1
）
幕
府
の
刑
法
に
於
て
追
放
刑
は
士
民
を
通
じ
て
適
用
せ
ら
れ
、
罪
の
軽
重
に
従
っ
て
所
拂
・
江
戸
拂
・
江
戸
十
里
四
方
追
放
・
軽
追
放
・
中
追
放
・

重
追
放
等
あ
り
、
私
領
に
於
て
も
亦
領
分
拂
、
村
拂
等
あ
り
、
刑
の
執
行
中
は
何
れ
も
一
定
の
地
域
内
に
立
入
る
を
許
さ
ざ
り
し
事
に
て
こ
れ
を
「
搆
」

と
称
せ
り
、
然
る
に
欺
く
の
如
く
人
民
を
し
て
其
居
住
地
を
離
れ
し
む
る
は
縦
ひ
犯
罪
の
為
め
な
る
に
も
せ
よ
、
幕
府
の
土
着
を
奨
励
し
て
無
宿
を
防

止
せ
ん
と
す
る
の
方
針
と

鑿
相
容
れ
ざ
る
も
の
な
り
、
│
│
三
浦
周
行
著
、
法
制
史
之
研
究
。
二
六
七
頁
。

（
2
）
法
律
学
演
習
講
座
「
日
本
法
制
史
」
石
井
良
助
博
士
編
収
録
「
人
足
寄
場
」
の
項
参
照
。
三
〇
四
頁
〜
。

（
3
）
幕
府
は
こ
の
時
、
同
時
に
常
陸
筑
波
郡
御
村
に
も
寄
場
を
設
置
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

文
化
二
年
に
は
こ
の
常
陸
寄
場
は
廃
止
さ
れ
た
。
幕
府
は
天
保
十
四
年
に
は
更
に
大
坂
、
文
久
元
年
に
函
館
に
も
寄
場
を
設
置
し
て
い
る
。

（
4
）
幕
府
の
人
足
寄
場
の
そ
の
目
標
通
り
の
実
効
性
に
つ
い
て
は
三
浦
、
高
柳
、
石
井
各
博
士
等
有
力
説
は
こ
れ
を
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。

保
安
処
分
と
し
て
発
足
し
な
が
ら
後
に
は
自
由
刑
執
行
と
混
同
せ
し
め
ら
れ
、
し
か
も
油
絞
り
等
を
中
心
に
重
労
働
刑
に
変
質
し
て
い
き
、
改
過
遷

善
の
理
想
は
肉
体
的
苦
痛
刑
と
現
実
は
地
に
落
ち
た
感
も
あ
っ
た
。

苫
小
牧
駒
澤
大
学
紀
要
　
創
刊
号

9

たて組み...大学用...1-62  99.3.30 8:50 PM  ページ 9



（
5
）
細
川
亀
市
著
、
史
的
研
究
「
日
本
法
の
制
度
と
精
神
」
三
五
九
貢
〜

（
6
）
ラ
ー
ド
ブ
ル
フ
は
刑
法
の
進
化
を
説
い
て

「
よ
り
よ
き
刑
法
よ
り
も
、
刑
法
よ
り
も
よ
り
よ
い
改
善
法
及
び
社
会
保
全
法
」
と
し
「
刑
法
の
発
展
は
将
来
、
刑
法
を
踏
み
越
え
て
す
す
み
、
刑

法
の
改
正
が
一
の
よ
り
良
き
刑
法
に
終
る
こ
と
な
く
む
し
ろ
刑
法
よ
り
も
よ
り
良
く
刑
法
よ
り
も
よ
り
聡
明
で
あ
る
と
同
じ
く
人
間
的
で
あ
る
よ
う
な

一
の
改
善
法
及
び
保
全
法
に
至
る
で
あ
ろ
う
」
と
云
わ
れ
て
い
る
。
│
│
市
川
秀
雄
教
授
『
刑
法
総
論
』
四
九
八
頁
。

こ
の
新
ら
し
い
刑
法
思
想
と
は
る
か
昔
の
徳
川
時
代
に
お
け
る
「
人
足
寄
場
」
に
対
す
る
行
刑
思
想
を
対
比
す
る
時
、
当
時
と
し
て
は
い
か
に
進
ん

だ
法
律
文
化
思
想
の
要
素
、
傾
向
を
有
し
て
い
た
か
に
驚
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

（
7
）「
心
学
教
諭
方
」
は
第
一
代
中
沢
道
二
、
以
下
脇
坂
義
堂
、
大
島
有
隣
、
竹
由
道
雄
、
第
五
代
は
加
藤
玄
圃
と
古
賀
兵
蔵
と
の
両
名
、
第
六
代
平
野

橘
翁
、
第
七
代
菊
地
冬
斎
、
こ
れ
で
明
治
三
年
に
至
り
、
人
足
寄
場
制
度
の
発
展
的
解
消
と
共
に
心
学
教
諭
方
も
廃
止
と
な
る
。

三
　
「
縦
的
秩
序
維
持
」
の
刑
事
責
任

大
宰
春
台
は
『
経
済
録
』
巻
八
後
半
収
録
の
刑
罰
の
項
の
劈
頭
に
お
い
て
刑
罰
の
目
的
に
つ
い
て
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

刑
ハ
政
ヲ
乱
り
治
ヲ
害
ス
ル
者
ヲ
許
ス
ル
法
也
、
罰
ハ
過
失
ア
ル
者
ヲ
懲
シ
戒
ル
法
也
、
今
ノ
俗
ニ
過
怠
ヲ
カ
ク
ル
ト
イ
フ
是
也
、
刑
罰
ハ
治
ヲ
佐
ク

ル
具
也
、
法
令
ヲ
出
シ
、
禁
制
ヲ
立
テ
、
民
此
ヲ
慎
ミ
守
リ
テ
、
犯
ス
コ
ト
ナ
ケ
レ
バ
刑
罰
ヲ
用
ル
ニ
及
バ
ザ
レ
ド
モ
、
人
ノ
性
サ
マ
ザ
マ
ナ
レ
バ
、

萬
民
ノ
中
ニ
ハ
法
令
ニ
違
ヒ
、
禁
制
ヲ
犯
ス
者
ナ
キ
コ
ト
有
ラ
ズ
、
是
ヲ
忽
ニ
シ
テ
刑
セ
ザ
レ
バ
、
政
ノ
敗
ル
端
ト
ナ
リ
、
国
家
ノ
乱
ヲ
起
ス
故
ニ
、

唐
虞
三
代
ノ
時
ヨ
リ
刑
ヲ
用
テ
治
ヲ
佐
ケ
ズ
ト
イ
フ
コ
ト
ナ
シ
…
略
…
（
日
本
経
済
叢
書
巻
六
、
二
一
九
頁
、
二
二
〇
貢
）

武
家
法
の
最
も
爛
熟
し
た
時
期
の
徳
川
幕
府
刑
法
は
右
の
理
念
に
も
最
も
合
い
五
倫
五
常
を
中
心
と
す
る
封
建
的
道
徳
主
義
を
刑
事

大
久
保
治
男
　
徳
川
幕
府
刑
法
に
お
け
る
責
任
論
（
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責
任
論
の
中
核
に
位
置
づ
け
る
こ
と
と
な
る
。

「
封
建
制
度
と
は
主
従
関
係
と
い
う
縦
の
秩
序
関
係
の
連
環
的
状
態
を
そ
の
構
成
要
素
の
一
つ
と
す
る
社
会
制
度
で
あ
る

（
1
）

」
が
由
に
、

徳
川
幕
府
体
制
で
の
道
徳
の
中
心
は
「
封
建
主
従
の
関
係
」
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
「
封
建
主
従
の
関
係
は
道
徳
的
要
素
が
濃
い
、

主
が
従
を
扶
養
し
、
従
が
献
身
的
に
主
に
奉
仕
す
る
の
は
法
律
上
の
義
務
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
道
徳
上
の
義
務
で
あ
る
」
と
な

り
、
そ
し
て
縦
的
秩
序
の
態
様
は
大
別
し
て
、
主
君
と
家
臣
の
主
従
間
の
そ
れ
と
血
族
、
親
族
間
の
長
幼
間
の
そ
れ
と
に
な
ろ
う
し
、

刑
事
責
任
に
関
し
て
も
こ
の
尺
度
で
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

三
代
将
軍
家
光
の
時
の
寛
永
十
二
年
の
『
武
家
話
法
度
』
に
は
第
二
十
条
の
新
規
定
が
設
け
ら
れ
「
不
孝
之
輩
於
レ

有
レ

之
者
、
可
レ

處
二

罪
科
一

事
」
と
不
孝
者
は
犯
罪
と
さ
れ
、
さ
ら
に
、
五
代
将
軍
網
吉
の
時
の
天
和
三
年
の
『
武
家
諸
法
度
』
で
は
第
一
条
に
「
文
武

忠
孝
を
勵
し
可
レ

正
二

礼
義
一

事
」
と
責
任
が
明
記
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
封
建
的
縦
的
道
徳
責
任
が
総
て
の
法
律
解
釈
の
基
本
的
指
針
と

な
り
、
幕
府
刑
法
の
責
任
論
の
基
本
原
則
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

内
藤
耻
叟
講
述
『
徳
川
氏
法
律
の
精
神
』
の
中
に
板
倉
周
防
守
が
京
都
所
司
代
と
し
て
公
事
を
始
め
た
時
の
理
念
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。

「
仮
令
へ
親
重
々
不
義
ヲ
申
シ
候
ト
モ
、
子
ト
シ
テ
親
二
対
シ
他
人
ノ
如
ク
ハ
公
事
仕
ツ
ル
儀
不
存
ノ
第
一
ナ
リ
、
万
一
他
人
ノ
如
ク
公
事
仕
ツ
ル

段
ハ
重
々
ノ
咎
メ
ニ
候
條
、
殺
害
セ
シ
ム
ベ
ク
候
、
但
、
親
慈
心
ヲ
起
サ
バ
命
ヲ
ハ
親
ノ
心
ニ
委
セ
憐
家
ノ
心
得
ト
シ
テ
折
檻
致
シ
、
孝
行
ノ
本
意
相

違
シ
候
様
二
扱
ヒ
沙
汰
仕
ツ
ル
ベ
キ
事
」（
十
七
頁
）

ま
た
、
同
書
に
は
次
の
記
事
も
あ
る
。

「
親
子
ノ
訴
訟
デ
イ
リ

ハ
諸
親
類
、
其
他
町
中
ニ
於
テ
之
ヲ
取
扱
フ
ト
雖
モ
、
子
ト
シ
テ
得
心
無
ク
、
目
安
ヲ
差
上
ケ
訴
訟
ニ
及
ブ
輩
ハ
不
孝
ノ
科
ヲ
以
テ

或
ハ
久
舎
或
ハ
久
離
ヲ
切
り
追
拂
沸
フ
ベ
キ
事
」（
十
五
頁
）
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こ
の
様
に
徳
川
幕
府
の
裁
判
の
規
範
価
値
は
縦
的
秩
序
維
持
を
最
優
先
し
、
君
臣
、
親
子
、
夫
婦
、
兄
弟
の
如
き
主
従
、
長
幼
の
人

倫
関
係
の
維
持
と
発
揚
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

公
事
方
御
定
書
下
巻
七
十
一
条
『
人
殺
并
疵
附
御
仕
置
之
事
』
の
条
に
「
主
殺
は
二
日
晒
一
日
引
廻
鋸
挽
之
上
磔
」
と
あ
ら
ゆ
る
極

刑
を
総
て
科
し
て
い
る
。
普
通
殺
人
が
下
手
人
と
六
種
類
の
死
刑
の
内
最
低
の
処
刑
と
対
比
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
主
殺
犯
は
才

判
中
に
獄
死
し
て
も
「
死
体
を
塩
詰
の
上
、
礫
」
に
処
せ
ら
れ
る
念
の
入
れ
よ
う
で
あ
る
。
主
人
へ
の
単
な
る
傷
害
事
件
も
「
主
人
に

為
手
負
候
も
の
晒
之
上
礫
」「
主
人
に
切
か
か
り
打
か
か
り
候
も
の
死
罪
」
と
相
成
る
の
で
あ
る

（
3
）

。

主
従
関
係
は
現
在
は
無
く
て
も
過
去
に
一
回
た
り
と
も
存
す
れ
ば
「
古
主
」
と
し
て
法
益
を
強
く
保
護
さ
れ
て
い
た
。
同
条
に
よ
れ

ば
「
古
主
を
殺
候
も
の
晒
之
上
磔
」「
同
為
手
負
候
も
の
引
廻
之
上
礫
」「
同
切
か
か
り
打
か
か
り
候
も
の
死
罪
」
と
な
る

（
4
）

。

縦
的
秩
序
維
持
の
為
に
主
人
を
重
く
保
護
す
る
こ
と
は
さ
ら
に
「
主
人
之
親
類
」
に
迄
そ
の
範
囲
は
拡
げ
ら
れ
殺
人
の
場
合
「
引
廻

之
上
獄
門
」「
兼
て
巧
事
に
候
は
ば
死
罪
」
の
極
刑
に
処
せ
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、「
地
主
」「
元
地
主
」「
師
匠
」「
伯
父
・
伯
母
」「
兄
・
姉
」「
夫

（
5
）

」
等
が
法
益
が
重
く
配
慮
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
条
文

や
仕
置
例
等
詳
し
く
刑
事
責
任
の
特
色
を
論
ず
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
道
徳
主
義
の
問
題
と
身
分
主
義
や
連
帯
責
任
主
義
の
問
題

は
次
回
ま
と
め
て
述
べ
る
こ
と
と
し
、
今
回
は
所
謂
「
社
会
的
責
任
論
」
の
側
面
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
論
述
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
1
）
隈
崎
渡
博
士
著
『
日
本
法
の
生
成
』
第
四
章
、
武
家
法
、
九
二
頁
。

（
2
）
隈
崎
博
士
、
同
右
。

（
3
）
主
人
江
手
向
い
た
し
候
も
の

享
保
十
五
成
年
六
月
二
十
二
日
入
牢

亀
沢
町
彌
右
衛
門
店
市
兵
衛
寄
子

大
久
保
治
男
　
徳
川
幕
府
刑
法
に
お
け
る
責
任
論
（
一
）
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森
　
丹
　
七

右
丹
七
儀
長
谷
川
町
植
永
勾
當
方
ニ
若
党
奉
公
仕
罷
在
候
處

○

○

○

○

○

○

○

○

○

傍
輩
志
ゆ
ん
衣
類
七
色
并
勾
當
印
判
盗
出
横
山
同
朋
町
兵
右
衛
門
店
半
左
衛
門
方
江
段
々

質
物
ニ
入
其
上
当
月
廿
四
は
之
夜
勾
當
罷
帰
り
吟
味
い
た
し
候
得
ハ
右
之
通
志
ゆ
ん
衣
類
盗
出
シ
質
物
ニ
置
候
段
相
知
候
ニ
付
請
人
右
市
兵
衛
を
呼
ニ

遣
候
得
ハ
丹
七
主
人
脇
差
を
抜
刃
向
候
ニ
付
居
合
候
者
も
ぎ
取
候
節
勾
當
右
之
親
指
少
し
疵
付

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

勾
當
方
よ
り
請
人
江
預
ケ
置
願
出
候
ニ
付
今
日
召
出
し

令
詮
議
候
処
其
節
丹
七
洒
二
給
酔
前
後
不
覚
候
由
申
候
得
共
牢
舎
申
付
遂
詮
儀
候
處
勾
當
印
判
盗
出
し
志
ゆ
ん
衣
類
七
色
質
物
ニ
入
且
又
主
人
勾
當
を

脇
差
ニ
而
突
可
申
と
い
た
し
候
を
押
候
節
勾
當
右
之
指
ニ
疵
付
送
罪
之
も
の
ニ
付

○

○

○

○

○

○

○

松
平
右
近
将
監
依
差
図
戌
八
月
廿
九
日
町
中
引
廻
し
於
浅
草
礫
ニ
行

之
。

（
4
）『
徳
川
禁
令
考
』
後
聚
五
帙
峡
一
八
一
頁
。

「
寛
永
二
酉
年
豊
後
国
針
小
野
村
権
助
儀
同
郡
井
出
野
村
百
姓
安
兵
衛
方
江
質
奉
行

○

○

○

ニ
出
傍
輩
女
か
な
と
致
密
通
居
候
処
、
年
季
明
暇
出
候
後

○

○

○

○

○

○

○

「
元
主
人
」

安
兵
衛
方
江
参
か
な
と
出
合
居
候
処
、
安
兵
衛
見
出
杖
を
以
権
助
ニ
打
掛
候
得
ハ
脇
差
を
抜
打
合
手
疵
負
立
退
安
兵
衛
ハ
権
助
ニ
被
切
候
旨
申
死
候
ニ

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

付○

権
助
令
吟
味
処
、
当
惑
之
上
切
殺
候
旨
及
白
状
ニ
付
於
其
所
三
日
晒
鋸
引
磔

○

○

○

○

○

○

ニ
行
之
」

（
5
）
縦
的
秩
序
維
持
の
為
に
は
例
え
上
が
下
を
犯
罪
該
当
行
為
を
行
っ
て
も
ほ
と
ん
ど
処
罰
さ
れ
な
い
と
云
う
驚
く
べ
き
一
方
的
な
道
義
責
任
で
あ
っ
た

が
そ
の
具
体
例
と
し
て
夫
に
対
し
て
悪
口
雑
言
を
吐
け
る
妻
を
殺
害
す
る
も
そ
の
罪
は
不
問
に
付
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。『
御
定
書
』
に
添
候
例
書
第
六

十
二
条
「
女
房
法
外
有
之
ニ
付
切
殺
候
も
の
之
事
」

寛
延
二
己
年
六
月
の
御
仕
置
例

下
総
国
西
親
野
井
村
　
藤
　
兵
　
衛

此
藤
兵
衛
儀
女
房
い
ら
短
慮
も
の
ニ
而
藤
兵
衛
江
対
し
度
々
悪
口
い
た
し
候
事
も
有
之
候
藤
兵
衛
稲
刈
ニ
出
中
食
給
ニ
帰
候
処
早
ク
帰
候
段
不
将
之
由

い
ら
悪
口
い
た
し
候
ニ
付
藤
兵
衛
叱
り
候
処
口
惜
候
ハ
ハ
切
候
様
い
ら
申
之
居
直
候
間
残
念
ニ
存
脇
指
取
出
し
い
ら
を
切
殺

○

○

○

○

○

藤
兵
衛
ハ
自
害
仕
損
候
然
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処
い
ら
母
并
親
類
共
藤
兵
衛
助
命
之
儀
相
願
候
得
共
い
ら
口
答
い
た
し

○

○

○

○

○

○

○

候
共
致
方
も
可
有
之
処
切
殺
候
段
不
届
ニ
付
下
手
人
可
申
付
哉
と
相
伺

御
指
図

い
ら
儀
夫
江
対
し
法
外
之
事

○

○

○

○

○

○

○

○

共
ニ
而
被
切
殺
候
儀
ニ
候
間
下
手
人
ニ
不
及
搆
無
之

○

○

○

旨
被
仰
為
候
事
。

下
手
人
（
死
刑
）
に
処
し
た
き
伺
に
対
し
搆
無
之
（
無
罪
）
と
の
御
指
図
で
あ
っ
た
。

四
　
「
反
社
会
秩
序
性
」
と
刑
事
責
任

徳
川
幕
府
刑
法
の
刑
事
責
任
追
求
の
根
底
に
は
三
で
述
べ
た
ご
と
く
縦
的
封
建
的
秩
序
維
持
の
為
の
道
義
的
責
任
が
存
し
た
こ
と
は

明
白
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
研
究
し
て
い
く
と
、
反
道
義
的
犯
罪
行
為
が
常
に
重
く
罰
せ
ら
れ
て
い
た
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
個

別
的
に
犯
罪
を
観
察
し
た
場
合
、
反
社
会
性
、
あ
る
い
は
社
会
的
危
険
性
が
反
道
義
性
以
上
に
重
く
罰
せ
ら
れ
て
い
る
罰
条
や
事
例
が

存
す
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
点
よ
り
す
れ
ば
、
徳
川
時
代
に
お
い
て
も
、
刑
法
の
支
配
す
る
世
界
が
、
道
徳
の
世
界
と
同
一
で
は
な
い

事
が
判
明
し
、
刑
事
責
任
論
の
特
質
が
論
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
下
か
か
る
側
面
に
付
詳
論
す
る
こ
と
と
す
る
。

伝
統
的
な
る
道
義
的
責
任
論
か
ら
す
れ
ば
、
刑
罰
は
犯
罪
に
対
す
る
正
義
的
応
報
で
あ
る
か
ら
、
当
然
自
由
意
思
論
を
前
提
と
し
て

い
る
の
で
、
刑
事
責
任
の
評
価
の
多
寡
は
道
義
責
任
の
評
価
を
基
準
と
す
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
乍
ら
、
犯
罪
を
以
っ
て
社
会
に
対

す
る
侵
害
行
為
と
解
し
刑
事
責
任
の
評
価
の
基
準
を
犯
人
の
「
反
社
会
秩
序
性
」「
社
会
的
危
険
性
」
と
す
る
と
、
常
に
刑
事
責
任
と

道
義
責
任
は
相
関
関
係
に
あ
る
と
は
限
ら
ず
、
社
会
保
全
上
よ
り
し
て
刑
事
責
任
は
犯
人
の
有
す
る
社
会
的
危
険
性
「
反
社
会
性
」
に

比
例
す
る
事
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
的
責
任
論
こ
れ
で
あ
る
。

刑
事
責
任
を
犯
罪
人
に
問
う
の
に
我
々
は
本
能
的
か
つ
一
次
的
な
心
理
的
反
応
に
つ
い
て
観
察
す
れ
ば
、
犯
罪
実
行
時
の
犯
人
の
道

大
久
保
治
男
　
徳
川
幕
府
刑
法
に
お
け
る
責
任
論
（
一
）
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義
的
反
応
に
反
す
る
制
禦
の
欠
如
が
思
慮
さ
れ
る
が
、
す
べ
て
が
理
性
人
と
は
限
ら
ず
、
道
義
心
の
濃
淡
も
そ
の
者
の
人
格
形
成
（
素

質
や
環
境
の
差
に
よ
り
）
の
差
も
現
実
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
犯
罪
の
類
型
に
よ
っ
て
は
応
報
感
情
と
無
関
係
に
社
会

秩
序
、
社
会
保
全
を
全
う
す
べ
く
、
所
謂
「
社
会
的
責
任
論
」
的○

に
目
的
論
的
に
刑
事
責
任
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ

り
、
社
会
は
自
己
に
対
す
る
侵
害
に
対
し
て
自
己
を
保
全
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
故
に
責
任
無
能
力
と
い
え
ど
も
社
会
を
侵
害
し
乃

至
危
険
を
感
ぜ
し
め
た
こ
と
に
対
し
て
は
社
会
に
対
し
て
責
任
を
免
れ
な
い
も
の
と
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
畢
竟
、
社
会
が
そ
の
侵
害
に

対
し
て
自
己
を
保
全
す
る
為
の
措
置
と
し
て
刑
罰
の
手
段
に
依
る
こ
と
を
適
当
と
す
る
場
合
に
そ
の
侵
害
者
の
社
会
に
対
す
る
責
任
に

刑
事
責
任
の
根
拠
を
求
め
る
の
で
あ
る
。

社
会
的
責
任
論
的○

刑
事
責
任
を
そ
の
重
点
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
条
文
を
公
事
方
御
定
書
よ
り
具
体
的
に
挙
げ
右
の
如
き
特
色
の

証
明
に
し
て
い
き
た
く
思
う
。

第
一
に
御
定
書
百
ケ
条
の
第
七
十
一
条
中
「
人
を
殺
候
も
の
　
下
手
人
」
と
あ
る
。
普
通
の
殺
人
犯
に
対
し
て
は
最
軽
の
死
刑
で
あ

る
下
手
人
を
科
す
る
に
止
ま
る
の
で
あ
る
が
、
第
五
十
六
条
「
盗
人
御
仕
置
之
事
」
の
中
に
「
盗
人
之
手
引
い
た
し
候
も
の
　
死
罪
」

「
追
剥
い
た
し
候
も
の
　
獄
門
」「
追
落
い
た
し
候
も
の
　
死
罪
」
等
の
規
定
が
あ
り
「
盗
可
致
と
徒
党
い
た
し
人
家
之
押
込
候
者
　
頭

取
　
獄
門
。
同
類
　
死
罪
」「
家
内
之
忍
入
或
は
土
蔵
抔
破
り
候
類
、
金
高
雑
物
之
不
依
　
多
少
　
死
罪
」
さ
ら
に
「
家
蔵
之
忍
入

旧
悪
に
候
共
、
五
度
以
上
之
度
致
盗
い
た
し
候
者
、
物
不

○

○

二

得○

レ

取○

一

候
共

○

○

、
引
廻
之
上
　
死
罪
」
又
「
手
元
に
有
之
品
を
與
風
盗
取
候

類
　
金
子
は
拾
両
よ
り
以
上
、
雑
物
は
代
金
に
積
、
拾
両
位
よ
り
以
上
は
　
死
罪
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
を
比
較
考
慮
す
れ
ば
、
盗
犯
を

殺
人
犯
よ
り
重
く
罰
す
る
場
合
も
存
す
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
所
謂
窃
盗
や
そ
の
教
唆
及
そ
の
手
段
と
し
て
住
居
侵
入

等
そ
の
窃
取
金
額
の
多
寡
に
よ
り
、
或
場
合
は
そ
れ
す
ら
必
要
で
な
く
、
或
は
窃
盗
行
為
の
回
数
等
に
よ
っ
て
「
物
不
得
取
候
」
等
の

場
合
で
あ
っ
て
も
下
手
人
よ
り
一
等
重
き
「
死
罪
」
に
処
せ
ら
れ
、
更
に
「
獄
門
」
を
科
せ
ら
れ
る
場
合
す
ら
存
す
る
の
で
あ
る
。
現
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行
刑
法
と
対
比
す
る
時
、
極
め
て
重
刑
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
い
。
勿
論
、
道
義
上
は
殺
人
が
窃
盗
よ
り
大
悪
で
あ
る
事
は
論
を
俟
た
な

い
が
然
し
、
何
故
に
窃
盗
を
か
よ
う
に
ま
で
重
く
罰
し
た
の
か
の
点
が
問
題
に
な
る
。
こ
れ
正
に
社
会
保
全
上
よ
り
の
要
求
で
あ
ろ
う
。

即
ち
、
か
か
る
厳
格
な
る
刑
罰
を
科
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
心
に
心
理
的
圧
迫

○

○

○

○

○

を
加
え
窃
盗
を
予
防
し
て
い
る
に
外
な
ら
な
い
。

「
小
悪
は
大
悪
よ
り
犯
し
や
す
い
」
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
反
道
義
性
が
少
な
い
か
ら
と
云
っ
て
刑
罰
を
緩
や
か
に
し
て
お
く
こ
と
は

社
会
に
危
害
を
及
ぼ
す
こ
と
が
頻
繁
と
な
り
、
極
め
て
社
会
の
安
寧
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
殺
人
と
い
う
如
き
大
悪
は
、
よ

ほ
ど
の
決
意
が
無
い
と
犯
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
窃
盗
ほ
ど
の
小
悪
は
容
易
に
犯
し
や
す
い
。
そ
こ
で
極
刑
を
科
し
、
そ
の
刑
罰
の

恐
怖
に
よ
り
犯
罪
実
行
前
に
心
理
的
圧
迫
を
加
え
、
よ
っ
て
行
為
者
の
決
意
を
抑
圧
し
、
か
か
る
犯
罪
行
為
を
防
圧
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
│
│
刑
法
の
威
嚇
力
│
│
社
会
秩
序
を
保
金
す
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
或
る
種
の
過
失
殺
人
が
普
通
殺
人
よ
り
重
く
罰
せ
ら
れ
る
事
例
を
考
え
よ
う
。

第
七
十
一
条
に
「
車
を
引
掛
、
人
を
殺
候
時
、
殺
候
方
を
引
候
も
の
　
死
罪
」
又
「
牛
馬
を
牽
掛
、
人
を
殺
候
も
の
　
死
罪
」
と
あ

る
。
こ
れ
ら
は
殺
人
の
犯
意
の
存
し
な
い
場
合
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
反
道
義
性
も
無
色
に
近
く
過
失
犯
を
か
く
も
厳
罰
に
処
す
る
の

は
甚
し
く
道
義
上
よ
り
は
権
衡
を
失
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

『
徳
川
禁
令
考
』
後
聚
第
五
帙
二
四
二
頁
収
録
の
『
享
保
元
申
年
四
月
御
觸
書
』
な
る
も
の
が
、
右
に
関
し
重
要
な
る
解
答
と
な
る

の
で
あ
る
。
即
ち
、

「
車
を
引
き
馬
を
追
、
重
き
物
を
持
候
者
共
、
馬
車
を
引
か
け
持
候
も
の
を
取
落
し
、
又
は
、
渡
し
船
に
人
を
乗
せ
其
船
か
へ
り
て

人
を
殺
し
候
類
ハ
　
あ
や
ま
ち
よ
り
出
来
候
事

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

二
而
、
故
あ
り
て
殺
し
候

○

○

○

○

○

○

○

と
は
同
じ
か
ら
ず
候
に
つ
き
て
、
只
今
迄
ハ
罪
科
に
も
行
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

れ
ず
候

、
、
、

。
然
に
、
近
来
、
此
等
之
類
度
々
に
及
候
事
ハ
下
賎
之
輩
、
其
つ
つ
志
み
な
き
故
と
相
見
江
候

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

。
然
ら
は
、
す
へ
て
其
罪
な
く

と
も
い
ふ
へ
か
ら
す
、
自
今
以
後
は
比
等
之
類
、
た
と
ひ
あ
や
ま
ち
よ
り

○

○

○

○

○

○

出
来
候
而
人
を
殺
シ
候
共
、
一
切
に
流
罪
に
行
は
れ
事
の
躰

大
久
保
治
男
　
徳
川
幕
府
刑
法
に
お
け
る
責
任
論
（
一
）
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ニ
よ
り
て
猶
又
、
重
科
に
も
行
は
る
べ
き
為
也
。」
と
あ
り
、
更
に
、『
禁
令
考
』
後
聚
第
五
帙
二
四
三
頁
収
録
の
『
享
保
十
三
申
年
九

月
、
御
觸
書
』
の
「
覚
」
も
重
要
な
参
考
と
な
る
。

牛
車
大
八
車
地
車
并
荷
馬
等
引
通
候
儀
往
来
之
障
リ
ニ
不
罷
成
様
ニ
前
々
も
度
に
相
觸
候
処
就
中
去
ル
寅
年
急
度
相
觸
候
処
近
キ
頃
又
候
猥
ニ
相
成

往
来
之
人
を
よ
け
不
申
我
侭
ニ
引
通
り
候
付
頃
日
も
神
田
佐
久
間
町
壱
町
目
久
次
郎
店
仁
兵
衛
神
田
相
生
町
伝
右
衛
門
店
清
六
と
申
も
の
両
人
か
ら
車

を
引
牛
込
拂
方
町
通
り
候
節
同
町
四
兵
衛
悴
新
八
と
申
拾
五
才
二
成
候
者
江
車
を
引
掛

○

○

○

○

新
八
相
果
候

○

○

○

畢
竟
先
年
よ
り
度
々
觸
書
之
趣
亡
却
い
た
し
候

故
之
儀
旁
不
届
至
極

○

○

○

○

ニ
付
仁
兵
衛
ハ
死
罪

○

○

清
六
ハ
遠
島

○

○

仰
付
候
自
今
車
引
馬
士
等
比
趣
を
急
度
相
守
可
申
候
比
以
後
往
来
之
も
の
江
我
侭
い
た
し
怪
我

人
等
於
有
之
ハ
当
人
共
ハ
重
御
仕
置
被
仰
付
人
之
召
仕
ニ
而
候
ハ
ハ
其
主
人
并
家
主
五
人
組
名
主
迄
そ
れ
ぞ
れ
ニ
御
咎
メ
可
被
仰
付
候
雇
ひ
候
も
の
方

ニ
而
も
念
を
入
候
様
ニ
彌
可
申
付
候
粗
末
之
儀
も
候
ハ
ハ
可
為
越
度
此
度
町
中
地
借
り
店
借
召
仕
等
迄
委
細
可
觸
知
者
也

右
の
史
料
よ
り
も
明
ら
か
な
様
に
、
こ
の
類
の
行
為
に
基
く
過
失
殺
は
初
め
は
何
ら
罪
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
道
徳
的
に
無

色
で
あ
っ
て
も
そ
の
過
失
行
為
に
よ
っ
て
現
実
に
被
害
者
が
出
て
相
果
て
る
者
も
あ
る
し
、
か
か
る
行
為
が
度
重
な
る
と
、
被
害
者
の

法
益
保
護
上
よ
り
も
、
い
や
そ
れ
以
上
に
社
会
保
全
の
要
求
か
ら
し
て
も
か
か
る
行
為
が
刑
法
的
評
価
の
対
象
と
す
る
必
要
が
あ
り
、

刑
事
責
任
も
初
め
は
無
罪
で
あ
っ
た
の
が
流
罪
、
遠
島
よ
り
死
罪
に
迄
漸
次
加
重
せ
ら
れ
て
行
く
の
み
な
ら
ず
、
か
か
る
行
為
に
全
く

何
ら
の
加
担
さ
せ
ぬ
者
に
迄
、
行
為
者
と
一
定
の
関
係
が
あ
っ
た
と
云
う
だ
け
で
行
為
の
結
果
に
対
し
て
刑
事
責
任
を
負
担
せ
し
め
る

に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
に
『
御
定
書
百
ケ
条
』
第
六
十
七
条
に
よ
れ
ば
「
似
せ
金
銀
拵
候
も
の
　
引
廻
之
上
　
磔
」
と
あ
り
、
同
第
六
十
八
条
に
は

「
似
せ
秤
、
似
せ
桝
、
似
せ
朱
墨
拵
候
も
の
御
仕
置
之
事
」
の
項
に
「
似
せ
秤
拵
候
も
の
引
廻
之
上
　
獄
門
。
但
掛
目
違
無
之
に
お
い

て
は
　
中
追
放
。
一
、
似
せ
桝
拵
候
も
の
　
獄
門
。
但
人
目
違
無
之
に
於
ハ
　
中
追
放
。
一
、
似
せ
朱
墨
拵
候
も
の
　
家
財
取
上
　
所

拂
」
と
あ
る
。
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「
似
せ
金
造
り
」
の
事
例
と
し
て
は
「
享
保
六
年
十
二
月
の
根
津
門
前
又
四
郎
地
借
の
古
か
ね
屋
　
武
兵
衛
」
の
一
件
を
挙
げ
よ
う
。

此
も
の
儀
酉
年
よ
り
亥
年
迄
似
せ
金
拵
候
処
亥
四
月
相
手
仕
候
宇
右
衛
門
と
申
も
の
被
召
捕
候
ニ
付
越
後
に
参
隠
し
居
其
後
御
當
地
江
参
り
当
丑
十

一
月
頃
又
々
似
せ
金
拵
候
諸
道
具
所
持
仕
候
科
ニ
よ
っ
て
町
中
引
廻
礫
ニ
行
ふ
者
也
。

│
│
徳
川
禁
令
考
後
聚
五
帙
八
十
九
頁
│
│

次
に
「
似
せ
升
造
り
」
の
事
例
と
し
て
、『
貞
享
二
丑
年
十
一
月
十
一
日
入
牢
、
馬
喰
町
二
丁
目
、
又
四
郎
店
、
宇
兵
衛
』
の
一
件

を
挙
げ
る
。

此
も
の
御
定
よ
り
細
キ
似
せ
升
二
而
油
商
売
仕
候
由
浅
草
森
田
町
権
助
店
角
兵
衛
預
ケ
茂
兵
衛
訴
来
ニ
付
今
日
召
寄
穿
鑿
候
處
右
之
段
無
紛
候
此
も
の

申
候
ハ
四
年
以
前
召
仕
候
六
兵
衛
と
申
も
の
右
之
升
致
所
持
候
処
六
兵
衛
儀
同
年
暇
出
し
唯
今
行
衛
知
不
申
候
由
申
之
候
」
六
兵
衛
暇
出
候
上
ハ
右
之

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

升
此
も
の
方
ニ
差
置
申
間
致
処
ニ
手
前
ニ
差
置
キ
今
遣
ひ
候
不
届
成
故

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

牢
舎

○

○

右
之
も
の
丑
十
月
廿
五
日
　
死
罪

首
ハ
四
ツ
谷
笹
塚
ニ
而
　
獄
門

右
宗
兵
衛
倅
　
長
太
郎

此
も
の
親
之
依
科
　
同
十
二
月
三
日
　
死
罪

こ
れ
ら
は
ま
ず
貨
幣
経
済
の
基
本
で
あ
る
貨
幣
の
公
信
性
を
侵
害
す
る
罪
で
あ
り
、
徳
川
時
代
に
あ
っ
て
は
米
の
経
済
中
心
と
は
云

え
実
体
は
貨
幣
の
流
通
が
盛
ん
で
あ
っ
た
の
で
、
貨
幣
制
度
の
確
実
、
安
全
が
保
持
さ
れ
ず
、
そ
の
是
正
が
保
障
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、

そ
の
弊
害
、
社
会
経
済
秩
序
の
攪
乱
と
す
る
と
こ
ろ
は
か
り
し
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
徳
川
幕
府
刑
法
に
お
い
て
も
通
貨
の
公

の
信
用
を
維
持
す
る
為
に
こ
れ
を
侵
害
す
る
偽
造
、
変
造
な
ど
の
行
為
に
対
し
て
厳
刑
を
科
し
社
会
経
済
生
活
の
保
全
を
全
う
し
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。

大
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治
男
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刑
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責
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第
二
の
「
似
せ
升
」「
似
せ
秤
」
等
の
ご
ま
か
し
も
、
度
量
衡
の
基
準
を
迷
わ
し
、
こ
れ
に
よ
る
社
会
の
混
乱
も
又
大
で
あ
る
の
で

「
似
せ
金
銀
」
に
優
る
と
も
劣
ら
な
い
反
社
会
的
行
為
で
あ
る
。

こ
の
類
の
犯
罪
行
為
は
「
反
道
義
性
」
は
少
な
い
が
「
反
社
会
性
」
が
大
で
あ
り
、
社
会
保
全
上
よ
り
必
要
が
あ
る
の
で
極
刑
に
処

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
か
か
る
刑
事
責
任
の
追
求
の
厳
格
性
は
犯
人
が
死
亡
後
も
そ
の
死
骸
に
対
し
て
迄
存
せ
ら
れ
る
念
の
入
れ
様
で

あ
っ
た
こ
と
は
特
筆
さ
れ
よ
う
。

文
政
四
己
年
正
月
三
日
の
『
似
金
銀
拵
遣
捌
候
者
死
骸
御
仕
置
之
儀
ニ
申
上
候
書
付
』
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
か
る
死
骸
に

対
す
る
御
仕
置
は
単
に
応
報
感
情
の
満
足
と
云
う
も
の
で
は
な
く
、
社
会
保
全
攪
乱
に
対
し
社
会
に
責
任
を
負
う
の
に
例
え
犯
人
が
死

す
と
も
刑
事
責
任
は
免
れ
な
い
と
云
う
刑
法
的
思
想
か
ら
来
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
史
料
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

似
金
銀
拵
遣
捌
候
も
の
申
口
相
決
病
死
致
し
候
節
之
御
役
所
先
例
相
糺
候
処
　
文
化
四
卯
年
五
月
右
死
骸
塩
詰
引
廻
し
之
上
礫
と
相
伺
候
処
　
其
通
御

下
知
相
済
　
�
又
其
後
相
伺
候
処
度
に
同
様
之
先
例
有
之
候
然
処
御
定
書
ニ
主
殺
親
殺
関
所
破
重
キ
謀
計
之
も
の
ハ
死
骸
塩
詰
引
廻
し
之
上
磔
と
有
之

似
金
銀
拵
遣
捌
候
も
の
死
骸
塩
詰
之
ケ
条
者
無
御
座
候
共
…
…
中
略
…
…
右
者
御
役
所
之
先
例
ニ
似
金
銀
拵
遣
捌
候
も
の
病
死
い
た
し
候
節
塩
詰
ニ
致

し
置
死
骸
引
廻
し
之
上
磔
と
相
伺
候
度
々
之
先
例
江
も
振
候
ニ
付
此
段
別
紙
を
以
申
上
條

│
│
徳
川
禁
令
考
後
聚
第
五
帙
九
十
頁
│
│

更
に
似
せ
秤
を
造
る
と
か
、
使
う
と
か
と
云
う
積
極
的
場
合
で
な
く
と
も
先
代
よ
り
の
秤
を
改
め
ず
し
て
使
用
し
て
い
る
様
な
消
極

的
な
行
為
、
検
査
義
務
違
反
と
で
も
云
う
様
な
不
作
為
犯
的
責
任
を
追
求
さ
れ
社
会
の
度
量
衡
秩
序
保
全
の
為
に
処
罰
さ
れ
た
事
例
も

看
取
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
「
…
…
右
之
も
の
共
儀
　
先
代
よ
り
有
来
候
品
ニ
候
と
も
前
々
触
渡
有
之
事
ニ
付
兼
而
秤
度
改
為
可
申
処

○

○

○

○

○

○

○

○

○

無
其
儀
既
年
来
紛
致
干
木
秤
所

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

持
い
た
し
候
段
不
束
ニ
付

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

急
度
叱
り

○

○

○

○

。
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此
儀
　
先
代
よ
り
持
伝
候
干
木
秤
外
々
江
売
渡
候
儀
も
無
之
秤
座
改
可
受
心
附
も
無
之
不
念
迄
ニ
御
座
候
間
一
件
御
答
之
当
り
を
も
見
合
　
叱
り
」

と
あ
る
の
が
こ
れ
で
あ
る
。

│
│
『
徳
川
禁
令
考
』
後
聚
五
帙
、
百
三
頁
│
│

社
会
的
責
任
論
的
な
考
え
に
立
脚
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
第
四
の
事
例
と
し
て
、『
御
定
書
』
第
七
十
九
条
『
捨
五
才
以
下
之
者
御

仕
置
之
事
』
の
条
が
思
考
さ
れ
る
。「
子
心
に
て
無
弁
人
を
殺
候
も
の
　
拾
五
才
迄
親
類
預
置
　
遠
島
」「
子
心
に
て
無
弁
火
を
付
候
も

の
　
右
同
断
　
遠
島
」「
盗
い
た
し
候
も
の
　
大
人
之
御
仕
置
よ
り
一
等
軽
く
可
申
付
」「
拾
五
才
以
下
之
無
宿
者
は
途
中
其
外
に
て
小

盗
い
た
し
候
に
お
ゐ
て
は
　
非
人
手
下
」
以
上
の
規
定
は
成
年
者
が
殺
人
罪
を
犯
し
た
場
合
は
下
手
人
（
死
刑
で
一
番
軽
い
）
放
火
罪

を
犯
し
た
場
合
は
火
刑
に
処
す
る
定
で
あ
る
の
と
対
比
す
れ
ば
幼
年
者
が
同
種
の
犯
罪
を
犯
し
た
時
に
は
そ
れ
よ
り
一
等
軽
い
刑
を
以

っ
て
臨
む
べ
き
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
盗
犯
の
場
合
に
つ
い
て
は
そ
の
各
種
の
刑
の
減
軽
方
針
そ
の
も
の
を
一
般
的
に
規
定
し

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
無
宿
の
幼
年
者
の
盗
犯
に
つ
い
て
は
社
会
的
政
策
的
見
地
よ
り
し
て
特
別
の
処
置
を
為
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

然
ら
ば
、
か
く
の
如
く
幼
年
者
の
刑
が
成
年
者
に
対
す
る
場
合
と
対
比
し
一
等
ば
か
り
軽
く
な
っ
て
い
る
も
の
の
尚
厳
刑
に
処
せ
ら

れ
る
理
由
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

現
行
刑
法
第
四
十
一
条
で
は
「
十
四
才
ニ
満
タ
サ
ル
者
ノ
行
為
ハ
之
ヲ
罰
セ
ス
」
と
な
っ
て
お
り
、
現
行
刑
法
の
「
十
四
才
未
満
」

と
徳
川
幕
府
刑
法
の
「
十
五
才
以
下
」
と
さ
ほ
ど
年
齢
に
違
い
が
な
い
が
刑
事
責
任
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
は
根
本
的
に
差
が
あ
る
の

で
あ
る
。

現
行
法
で
は
十
四
歳
未
満
の
少
年
は
犯
罪
行
為
無
能
力
者
で
あ
る
か
ら
犯
罪
そ
の
も
の
が
不
成
立
で
あ
る
が
、
徳
川
幕
府
刑
法
で
は

十
五
歳
以
下
の
少
年
と
い
え
ど
も
「
不
届
至
極
」
の
行
為
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
犯
罪
そ
の
も
の
は
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
少
年
に
大
人
と
同
じ
刑
罰
を
科
し
て
も
、
ま
だ
十
分
に
善
悪
、
道
理
を
わ
き
ま
え
る
弁
別
心
が
欠
如
し
懲
罰
の

大
久
保
治
男
　
徳
川
幕
府
刑
法
に
お
け
る
責
任
論
（
一
）
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意
も
十
分
理
解
で
き
な
い
の
で
十
五
歳
に
な
る
ま
で
親
類
に
預
け
て
お
い
て
十
五
歳
以
降
に
な
っ
て
は
じ
め
て
刑
罰
を
執
行
す
る
の
で

あ
る
か
ら
、
犯
罪
実
行
時
に
お
け
る
刑
罰
受
忍
能
力
と
解
す
る
こ
と
と
も
異
な
る
。

徳
川
時
代
の
刑
罰
は
一
般
予
防
的
な
威
嚇
刑
で
残
虐
刑
主
義
で
あ
り
、
処
刑
は
公
開
さ
れ
見
懲
ら
し
的
効
果
も
期
待
さ
れ
て
い
た
の

で
処
刑
が
子
供
に
対
し
て
為
さ
れ
れ
ば
処
刑
を
見
た
大
衆
の
同
情
を
呼
ん
だ
り
役
人
が
残
酷
な
処
刑
を
す
る
と
敵
意
を
有
し
た
り
さ
れ

る
の
で
刑
の
執
行
は
十
五
歳
以
降
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
但
し
敲
刑
は
執
行
さ
れ
た
。
因
み
に
、
十
五
歳
以
下

○

○

と
は
未
満

○

○

の
意
で
あ

る
。

安
永
元
辰
年
十
二
月
十
四
日
、
三
奉
行
江
出
さ
れ
た
『
拾
五
才
以
下
者
御
仕
置
之
儀
ニ
付
御
書
付
』

一
拾
五
才
以
下
之
も
の
御
仕
置
之
儀
仕
来
之
通
十
四
才
よ
り
内
之
も
の
を
幼
年
之
御
仕
置
申
付
十
五
才
よ
り
大
人
之
御
仕
置
可
申
付
事
一
幼
年
之
も

の
敲
之
儀
十
五
才
以
下
二
而
も
敲
可
申
付
事

但
、
御
定
書
ニ
幼
年
ニ
而
致
盗
候
も
の
大
人
之
御
仕
置
よ
り
一
等
軽
可
申
付
と
有
之
候
間
敲
ニ
当
り
候
も
の
を
敲
候
而
ハ
右
御
定
ニ
相
当
不
致
候
無

宿
ニ
而
無
之
幼
年
も
の
敲
ニ
当
り
候
も
の
ハ
向
後
過
怠
牢
可
申
付
事

右
之
通
一
統
相
心
得
区
々
ニ
不
相
成
様
可
被
致
候

幼
年
者
の
所
為
は
「
無
分
弁
」
よ
り
で
は
あ
る
が
、
そ
の
行
為
は
反
社
会
性
も
強
度
で
あ
り
危
険
な
る
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
放

置
し
て
お
く
事
は
、
社
会
秩
序
の
安
寧
上
よ
り
も
よ
ろ
し
く
な
い
の
で
社
会
的
に
責
任
を
負
は
ね
ば
な
ら
ず
、
社
会
保
全
上
よ
り
隔
離

刑
の
如
き
も
の
を
以
っ
て
処
罰
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
て
、
生
命
刑
を
減
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
幼
年
者
は
大
人
に
比
し
改
悛
の

情
の
発
生
の
可
能
性
も
多
い
し
、
又
、
改
過
遷
善
の
傾
向
も
考
え
ら
れ
る
為
で
あ
っ
て
、
更
に
当
時
、
刑
罰
の
目
的
と
考
え
ら
れ
た
懲

戒
の
実
を
あ
げ
る
為
に
な
さ
れ
た
事
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
幼
年
者
の
受
刑
体
力
や
一
般
大
衆
に
対
す
る
威
嚇
力
の
点
も
考
え
て

の
事
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
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次
に
、
幼
年
者
自
身
が
犯
罪
を
行
な
わ
な
く
て
も
徳
川
幕
府
刑
法
で
は
「
縁
坐
」
と
い
う
家
族
の
連
帯
責
任
に
伴
う
幼
年
者
の
処
罰

の
問
題
が
あ
る
。
幼
年
者
に
は
全
く
酷
で
あ
り
、
現
代
の
個
人
責
任
主
義
よ
り
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
封
建
道
徳
に
お
け
る
家
族
の
共

同
体
意
識
と
社
会
に
お
け
る
単
位
と
し
て
家
族
全
員
が
社
会
に
対
し
て
刑
事
責
任
を
負
う
と
い
う
特
色
よ
り
当
時
は
幼
年
者
も
連
帯
し

て
処
罰
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
町
人
、
百
姓
そ
の
他
軽
き
者
の
子
で
も
、
親
が
主
殺
、
親
殺
の
罪
を
犯
せ
ば
縁
坐
を
免
れ
る
こ
と

が
で
き
ず
、
武
士
の
子
に
至
っ
て
は
、
依
然
と
し
て
「
死
罪
も
の
之
子
ハ
　
遠
島
」
に
「
遠
島
も
の
之
子
ハ
　
中
追
放
」
に
処
せ
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
緑
坐
に
つ
い
て
は
、『
公
事
方
御
定
書
』
上
巻
第
四
十
条
『
重
科
人
之
倅
親
類
等
御
仕
置
之
儀
ニ
付
御
書
付
』
が
あ
る
。

主
殺
、
親
殺
之
科
人
之
子
ハ
伺
之
上
可
申
付
、
親
類
ハ
搆
無
之
候
得
共
其
所
江
預
置
本
人
落
着
之
上
右
悪
事
之
企
不
存
ニ
相
決
候
ハ
ハ
可
差
免
之
、
此

外
火
罪
磔
ニ
成
候
も
の
之
子
と
も
搆
無
之
事
。

右
ハ
町
人
、
百
姓
、
其
外
軽
キ
も
の
共
之
事
ニ
候

最
後
に
、
幼
年
者
の
刑
罰
執
行
に
対
し
、
寺
院
の
治
外
法
権
的
、
ア
ジ
ー
ル
的
役
割
に
関
す
る
史
料
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

幼
年
の
間
に
窃
盗
犯
罪
を
行
っ
た
の
で
、
十
五
歳
迄
親
元
へ
預
け
置
か
れ
、
十
五
歳
以
降
は
該
当
の
刑
罰
た
る
遠
島
に
処
せ
ら
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
幼
年
者
が
親
類
へ
預
け
ら
れ
て
い
る
問
に
俗
人
の
籍
を
脱
し
て
僧
籍
に
入
れ
ば
、
即
ち
、
出
家
す
れ
ば
俗
法

が
排
除
さ
れ
遠
島
も
免
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
事
で
あ
る

（
1
）

。

安
永
四
末
年
御
渡
『
拾
五
才
以
下
ニ
而
盗
い
た
し
遠
島
ニ
可
相
成
も
の
出
家
為
致
度
願
出
候
儀
ニ
付
評
議

（
2
）

』
の
史
料
を
挙
げ
よ
う
。

「
…
…
紀
伊
国
屋
吉
蔵
倅
捨
松
儀
捨
三
才
之
節
道
頓
堀
立
慶
町
狂
言
芝
居
江
見
物
ニ
罷
越
側
ニ
罷
在
候
も
の
之
膝
元
ニ
差
置
候
紙
入
内
ニ
金
三
拾
両
有

之
を
盗
取
候
処
、
幼
少
ニ
付
親
善
蔵
江
預
ケ
置
拾
五
才
ニ
相
成
候
上
遠
島
申
付
処
、
此
度
、
生
国
中
寺
町
法
音
寺
出
家
願
い
た
し
候
、
御
仕
置
ニ
相

成
其
子
遠
島
ニ
可
相
成
も
の
幼
少
故
、
預
ケ
置
寺
院
之
願
ニ
而
出
家
仕
儀
例
ハ
御
座
候
得
共
、
其
身
之
悪
事
ニ
而
親
類
江
預
ケ
置
候
内
出
家
願
申
出

候
例
不
相
見
候
ニ
付
相
伺
申
候
』
に
対
し
て
『
遠
島
御
免
出
家
仕
候
様
可
申
渡
旨
御
聞
』
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
『
先
例
も
有
之
』
な
の
で
『
法

大
久
保
治
男
　
徳
川
幕
府
刑
法
に
お
け
る
責
任
論
（
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音
寺
願
之
通
捨
松
遠
島
御
免
弟
子
ニ
仕
出
家
為
致
候
様
可
申
渡
旨
被
仰
渡
可
然
哉
ニ
奉
存
候

（
3
）

」
と
評
議
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
史
料
よ
り
も
明
ら
か
な
如
く
十
五
歳
以
下
の
幼
少
者
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
寺
院
が
介
入
し
、
幼
年
犯
罪
者
を
出
家
さ
せ
る

事
に
よ
り
│
│
そ
れ
は
宗
教
的
意
味
で
為
さ
れ
た
と
し
て
も
│
│
社
会
に
対
し
て
も
犯
罪
人
の
改
過
遷
善
を
全
う
し
、
改
俊
の
情
の

効
果
も
生
じ
た
事
と
な
り
、
幼
年
時
に
無
分
弁
に
為
し
た
犯
罪
を
悔
い
改
め
さ
せ
仏
に
帰
依
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
格
を
陶
冶
さ
せ

る
と
い
う
教
育
刑
的
見
地
、
目
的
刑
の
思
想
を
も
看
取
す
る
事
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
寺
院
の
保
護
司
的
役
割
、
機
能
も
見

逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

然
し
、
こ
の
様
な
幼
年
犯
罪
者
に
対
す
る
特
別
の
処
遇
方
法
は
寛
政
四
年
に
な
っ
て
覆
さ
れ

（
4
）

、
以
降
、
こ
の
種
の
出
家
の
願
出
を

認
許
し
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
「
赦
律
」
で
明
ら
か
に
な
る
。

『
赦
律
』
第
三
十
一
条
。『
幼
年
も
の
当
人
之
科
ニ
而
親
類
江
預
中
出
家
願
い
た
く
候
も
の
之
事
』
に
よ
れ
ば
「
幼
年
も
の
当
人

之
科
ニ
而
遠
島
追
放
申
付
親
類
江
預
之
内
出
家
願
出
候
と
も
難
成
事

○

○

○

」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
『
赦
律
』
の
中
に
規
定
さ
れ

て
い
る
幼
年
犯
罪
に
関
す
る
事
例
を
三
つ
挙
げ
て
み
る
。

『
赦
律
』
第
十
八
条
『
附
火
い
た
し
候
も
の
之
事
』

幼
年
ニ
而
無
思
慮
附
火
い
た
し
遠
島
ニ
相
成
候
も
の
ハ
拾
六
ケ
年
以
上
赦
免
可
申
付
幼
年
ニ
候
と
も
遺
恨
又
ハ
盗
為
可
致
仕
成
候
類
ハ
赦
免
難
成

其

大
人
愚
昧
之
附
火
等
ハ
赦
免
難
成
事
。

『
赦
律
』
第
十
九
条
『
幼
年
も
の
之
事
』

幼
年
ニ
而
悪
事
い
た
し
御
仕
置
ニ
相
成
候
も
の
ニ
候
と
も
遺
恨
物
取
等
ニ
而
仕
成
候
ハ
大
人
同
様
之
心
得
を
以
赦
免
有
無
評
議
い
た
し
子
心
ニ
而
無

弁
仕
成
候
ハ
所
拂
ハ
六
ケ
年
以
上
江
戸
拂
江
戸
拾
里
四
方
追
放
ハ
拾
壱
ケ
年
以
上
軽
追
放
中
追
放
重
追
放
遠
島
ハ
拾
六
ケ
年
以
上
赦
免
可
申
付
事
。

『
赦
律
』
第
三
十
条
『
依
父
之
科
御
仕
置
相
成
候
も
の
之
事
』
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依
父
之
科
遠
島
追
放
申
付
候
も
の
年
数
ニ
不
拘
赦
免
可
申
付
事

同
拾
五
才
以
下
ニ
付
親
類
江
預
中
之
も
の
年
数
ニ
不
拘
赦
免
可
申
付
事
。

以
上
の
例
証
よ
り
も
明
ら
か
な
如
く
、
徳
川
幕
府
刑
法
の
一
つ
の
特
色
と
し
て
、
社
会
的
危
険
性
の
大
な
る
も
の
に
刑
罰
を
重
く
す

る
こ
と
で
あ
る
。

公
事
方
御
定
書
並
び
に
徳
川
禁
令
考
、
御
仕
置
例
類
集
等
の
刑
事
仕
置
例
等
を
通
じ
て
看
る
に
、
幕
府
刑
法
に
お
い
て
は
封
建
的
、

縦
的
道
義
的
責
任
を
も
っ
て
刑
事
責
任
の
基
礎
に
置
き
つ
つ
も
、
一
方
、
社
会
的
危
険
性
に
対
す
る
社
会
へ
の
責
任
、
封
建
秩
序
維
持

の
為
に
、
反
社
会
的
行
為
者
の
反
社
会
性
を
も
重
視
し
刑
事
責
任
の
基
礎
に
付
加
し
て
刑
罰
体
系
を
組
織
し
て
い
た
面
も
あ
り
、
従
っ

て
、
犯
人
の
改
過
遷
善
、
改
悛
の
情
よ
り
更
に
社
会
復
帰
へ
の
行
刑
制
度
お
も
刑
事
政
策
の
中
に
と
り
こ
み
つ
つ
、
徳
川
幕
府
当
時
と

し
て
の
刑
事
責
任
に
対
す
る
考
え
方
は
、
法
律
文
化
水
準
よ
り
見
て
相
当
高
度
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
1
）
親
類
預
中
の
幼
年
者
も
緑
坐
に
よ
る
場
合
に
つ
い
て
は
既
に
『
御
定
書
』
第
九
十
七
条
『
御
仕
置
ニ
成
候
も
の
倅
親
類
江
預
ケ
置
候
内
出
家
願
い
た

し
候
も
の
之
事
』
に
お
い
て
、
そ
れ
が
「
伺
之
上
出
家
ニ
可
申
付
事
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
御
仕
置
に
な
っ
た
者
の
子
は
も
と
も

と
何
の
犯
罪
も
犯
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
し
十
五
歳
に
な
っ
て
父
の
罪
だ
け
で
遠
島
に
す
る
の
は
不
憫
の
事
で
あ
る
の
で
、
此
の
寛
典
を
設
け
た
の
で

あ
ろ
う
。
幼
年
者
自
身
が
罪
を
犯
し
た
上
で
十
五
歳
迄
親
類
へ
預
け
ら
れ
て
い
る
場
合
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。

（
2
）『
徳
川
禁
令
考
』
後
聚
五
帙
四
四
五
頁
。

（
3
）
同
様
の
仕
置
例
は
安
永
四
末
年
御
渡

『
大
坂
御
城
代
伺
　
拾
五
才
以
下
ニ
て
盗
い
た
し
遠
島
ニ
可
相
成
も
の
出
家
為
致
度
願
出
候
儀
ニ
付
評
議
』
を
参
照
│
│
『
御
仕
置
例
類
集
古
類
集
』

〔
二
〇
四
〕
│
│

（
4
）『
幼
年
ニ
而
附
火
い
た
し
遠
島
申
付
候
も
の
出
家
願
之
事
』

大
久
保
治
男
　
徳
川
幕
府
刑
法
に
お
け
る
責
任
論
（
一
）
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『
寛
政
四
子
年
十
二
月
、
幼
年
に
て
附
火
い
た
し
候
も
の
遠
島
御
免
出
家
為
仕
度
段
願
出
候
儀
に
付
、
寺
社
奉
行
板
倉
周
防
守
伺
』

両
国
掘
埋
立
地
義
八
店
清
七
召
仕
粂
蔵
子
十
四
才
以
上
右
条
蔵
義
附
火
い
た
し
候
依
科
、
当
三
月
中
遠
島
申
附
、
十
五
才
迄
請
人
藤
蔵
江
預
置
候
段
、

池
田
筑
後
守
方
ニ
而
申
渡
候
処
、
此
節
深
川
七
軒
寺
町
陽
岳
寺
義
、
粂
蔵
遠
島
御
免
出
家
為
仕
度
段
願
出
候
ニ
付
　
相
糺
候
処

宝
暦
十
三
年
之
頃
よ
り
願
之
通
御
免
有
之
趣
ニ
候
得
共
父
之
科
に
よ
っ
て
御
仕
置
相
成
候
類
と
は
品
も
違
な
く
共
身
之
科
に
御
座
候
間
願
之
趣
難
成

段
申
渡
候
方
可
然
方
可
然
哉
に
奉
存
候
、
乍
然
近
来
追
々
御
免
之
例
も
御
座
候
に
付
右
願
書
并
例
書
相
済
此
段
相
伺
申
候

御
指
図

伺
之
通
難
成
段
可
申
渡
　
尤
以
来
共
此
度
御
差
図
之
趣
を
以
不
及
伺
取
計
可
申
旨
　
戸
田
采
女
正
殿
被
仰
渡
。

第
二
章
　
責
任
能
力

一
　
責
任
能
力
と
は

責
任
能
力
と
は
肉
体
的
・
精
神
的
健
康
又
は
成
熟
に
よ
っ
て
社
会
的
行
動
を
為
し
得
る
能
力
、
即
ち
、
行
為
是
非
を
弁
別
出
来
、
か

つ
、
こ
の
弁
別
心
に
従
っ
て
自
己
の
行
動
を
責
任
を
以
っ
て
制
御
で
き
る
能
力
を
謂
う
の
で
あ
る
。

刑
事
責
任
に
付
て
も
そ
の
前
提
条
件
に
通
常
の
責
任
能
力
が
存
す
る
。
即
ち
、
責
任
あ
る
者
が
そ
の
弁
別
能
力
や
制
御
能
力
を
失
い
、

あ
え
て
反
道
義
的
、
反
社
会
的
、
反
規
範
的
行
為
を
犯
す
と
こ
ろ
に
犯
罪
が
成
立
し
、
刑
事
責
任
が
論
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
責
任
能

力
と
は
有
責
行
為
能
力
で
あ
り
、
犯
罪
行
為
能
力
と
も
謂
え
る
。
人
々
は
自
分
の
自
由
の
意
思
決
定
で
社
会
秩
序
を
守
り
犯
罪
の
防
止
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可
能
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
あ
え
て
反
社
会
的
、
違
法
行
為
に
出
る
処
に
、
責
任
の
根
拠
が
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
弁
別
心
の
無
い
者
は

責
任
無
能
力
者
と
し
て
刑
事
責
任
は
問
え
な
い
事
と
な
る
。

こ
れ
に
対
し
、
責
任
能
力
が
あ
る
か
否
か
は
、
犯
罪
能
力
が
あ
る
か
否
か
で
は
な
く
、
刑
罰
を
科
す
場
合
に
適
応
能
力
が
あ
る
か
否

か
で
あ
る
と
す
る
考
え
も
存
す
る
の
で
あ
る
。
刑
罰
執
行
に
当
り
、
こ
の
効
果
が
被
執
行
人
に
十
分
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か

る
考
え
は
社
会
保
全
、
社
会
秩
序
保
持
の
貫
徹
が
第
一
に
重
視
さ
れ
る
。
責
任
能
力
は
刑
罰
能
力
で
あ
っ
て
犯
罪
能
力
で
は
な
い
か
ら

責
任
能
力
者
も
又
犯
罪
を
為
し
得
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
社
会
防
衛
手
段
と
し
て
は
通
常
の
刑
罰
を
科
す
る
事
は
適
当
で

は
な
く
な
る
。
責
任
能
力
と
は
刑
罰
受
忍
能
力
、
刑
罰
適
応
能
力
を
意
味
し
、
刑
罰
を
よ
り
効
果
的
に
執
行
す
る
為
の
一
つ
の
基
準
で

あ
る
と
解
さ
れ
る
。
責
任
無
能
力
に
対
し
て
は
他
の
社
会
防
衛
手
段
を
科
す
こ
と
と
な
る
。

現
在
の
刑
法
理
論
に
お
い
て
責
任
能
力
に
付
右
の
如
き
二
つ
の
考
え
方
が
あ
る
が
、
江
戸
幕
府
刑
法
に
お
い
て
は
ど
の
様
で
あ
っ
た

か
を
以
下
論
じ
て
い
こ
う
と
思
う
。

二
　
幼
年
者
の
責
任
能
力

現
行
刑
法
第
四
十
一
条
で
は
、
十
四
才
未
満
の
者
は
い
か
な
る
犯
罪
を
行
っ
て
も
、
法
的
に
は
責
任
無
能
力
者
で
あ
る
か
ら
刑
罰
制

裁
を
科
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
十
四
才
以
上
で
あ
っ
て
も
、
二
十
才
未
満
の
場
合
は
罪
を
犯
し
た
少
年
に
対
し
て

は
、
少
年
法
の
適
用
を
受
け
、
原
則
と
し
て
刑
事
処
分
は
科
さ
れ
ず
保
護
観
察
、
少
年
院
、
養
護
施
設
な
ど
へ
送
致
さ
れ
、
裁
判
所
も

ま
ず
家
庭
裁
判
所
に
付
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
比
し
、
徳
川
幕
府
刑
法
に
つ
い
て
は
享
保
改
革
の
一
環
と
し
て
法
制
の
整
備
が
な
さ
れ
、
八
代
将
軍
、
徳
川
吉
宗
の
時
制

大
久
保
治
男
　
徳
川
幕
府
刑
法
に
お
け
る
責
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定
さ
れ
た
、
寛
保
二
年
の
『
公
事
方
御
定
書
』
下
巻
の
場
合
を
見
る
に
、

第
七
十
九
条
、
十
五
才
以
下
之
者
御
仕
置
之
事
。

一
、
子
心
に
て
弁
へ
無
く
人
を
殺
候
も
の
、
十
五
才
迄
親
類
へ
預
け
置
き
「
遠
島
」

一
、
子
心
に
て
弁
へ
無
く
火
を
付
候
も
の
、
右
同
断
「
遠
島
」

一
、
盗
い
た
し
候
も
の
、
大
人
之
御
仕
置
よ
り
一
等
軽
く
申
付
べ
し
。

と
あ
る
。

現
行
刑
法
の
「
十
四
才
未
満
」
と
徳
川
幕
府
刑
法
の
「
十
五
才
以
下
」
は
さ
ほ
ど
年
齢
差
は
無
い
。
十
五
才
以
下
．
．

と
は
江
戸
時
代
の

用
語
で
は
未
満
の
意
で
あ
る
。

安
永
元
辰
年
十
二
月
、
三
奉
行
へ
出
さ
れ
た
御
書
付
に
よ
れ
ば
「
十
五
才
以
下
の
者
御
仕
置
の
儀
仕
来
之
通
十
四
才
よ
り
内
之
者
幼

年
之
御
仕
置
申
付
十
五
才
よ
り
大
人
之
御
仕
置
可
申
付
事
」
と
あ
る
。

し
か
し
、
現
行
刑
法
と
徳
川
幕
府
刑
法
と
で
は
刑
事
責
任
に
対
す
る
根
本
的
な
考
え
の
違
い
が
あ
っ
た
。

現
行
法
で
は
十
四
才
未
満
の
少
年
に
は
犯
罪
該
当
行
為
を
し
て
も
犯
罪
そ
の
も
の
が
成
立
せ
ず
、
刑
罰
に
も
処
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
が
、
江
戸
に
刑
法
で
は
十
五
才
未
満
の
少
年
で
も
犯
罪
該
当
行
為
を
行
え
ば
反
社
会
的
行
為
で
あ
る
こ
と
に
は
大
人
と
異
な
ら
ず
被

害
も
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、「
不
届
至
極
」
で
あ
り
犯
罪
行
為
そ
の
も
の
は
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
但
し
、
そ
の
よ
う
な

少
年
に
大
人
の
同
一
の
刑
罰
、
御
仕
置
を
科
し
て
も
、
善
悪
、
道
理
の
弁
別
心
が
無
く
懲
罰
の
意
も
十
分
理
解
で
き
な
い
の
で
、
十
五

才
に
な
る
迄
親
類
に
預
け
ら
れ
て
、
十
五
才
以
降
に
は
じ
め
て
刑
罰
を
執
行
す
る
の
で
あ
る
。
徳
川
時
代
の
刑
罰
は
、
一
般
予
防
的
な

威
嚇
刑
で
あ
り
、
残
虐
刑
主
義
で
も
あ
り
、
処
刑
は
公
開
さ
れ
見
懲
ら
し
的
効
果
も
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
幼
年
者
に
対
し
て
処
刑
が

執
行
さ
れ
れ
ば
、
大
衆
の
同
情
を
呼
ん
だ
り
、
役
人
が
残
酷
な
処
刑
を
す
る
と
役
人
に
適
意
を
持
っ
た
り
す
る
の
で
刑
の
執
行
は
十
五
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才
以
降
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
但
し
「
敲
刑
」
は
さ
ほ
ど
残
虐
性
も
無
く
犯
罪
時
に
近
い
段
階
で
懲
罰
、
改
悛
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で

十
五
才
未
満
で
も
執
行
さ
れ
た
。

安
永
辰
年
十
二
月
の
前
述
の
御
書
付
に

一
、
幼
年
之
も
の
敲
之
儀
十
五
才
以
下
二
而
も
敲
可
申
付
事
。

但
、
御
定
書
の
幼
年
ニ
而
盗
致
候
も
の
大
人
之
御
仕
置
よ
り
一
等
軽
可
申
付
と
有
之
候
間
敲
ニ
当
り
候
も
の
を
敲
候
而
ハ
右
御
定
ニ
相
当
不
致
候
無

宿
ニ
而
無
之
幼
年
も
の
敲
ニ
当
り
候
も
の
ハ
向
後
過
怠
牢
可
申
付
事
。

犯
罪
該
当
行
為
を
行
っ
た
幼
年
者
と
い
え
ど
も
、
こ
れ
を
放
置
で
き
ず
、
社
会
保
全
よ
り
、
親
類
に
し
っ
か
り
監
督
、
保
束
さ
せ
た

り
、
社
会
よ
り
「
過
怠
牢
」
で
隔
離
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
死
刑
に
は
処
さ
な
い
と
い
う
の
は
や
は
り
徳
川
幕
府
と
い
え
ど
も

幼
年
者
や
社
会
に
対
す
る
配
慮
と
い
え
よ
う
。

『
御
定
書
』
第
七
十
九
条
。
寛
保
元
年
極
に
よ
れ
ば
「
子
心
に
て
無
レ

弁
人
を
殺
候
も
の
拾
五
才
迄
親
類
に
預
置
、
遠
島
。
一
、
同
、

子
心
に
て
無
レ

弁
火
を
附
候
も
の
右
同
断
、
遠
島
。
一
、
同
、
盗
い
た
し
候
も
の
大
人
之
御
仕
置
よ
り
一
等
軽
く
可
申
付
。
一
、
寛
保

二
年
極
、
拾
五
才
以
下
之
無
宿
者
は
途
中
其
外
に
て
小
盗
い
た
し
候
に
お
ゐ
て
は
　
非
人
手
下
」
と
あ
る
。
こ
の
規
定
は
幼
年
者
の
、

殺
人
・
放
火
、
窃
盗
の
三
種
の
犯
罪
に
対
す
る
刑
罰
を
決
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
成
年
者
の
普
通
殺
人
罪
は
下
手
人
、
放
火
罪
は
火
罪

で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
を
幼
年
者
が
犯
し
た
場
合
に
は
死
一
等
減
ぜ
ら
れ
た
遠
島
で
処
罰
せ
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
盗
犯

に
つ
い
て
は
、
一
般
的
減
軽
法
則
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
又
、
無
宿
者
に
つ
い
て
の
特
別
規
定
は
、
刑
事
政
策
的
見
地
よ
り
し
て
特
別

の
処
分
を
科
し
て
い
る
の
で
あ
る

（
1
）

。

右
に
見
る
如
く
、
御
定
書
に
お
い
て
幼
年
者
の
刑
事
責
任
が
成
年
者
に
比
し
軽
減
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
理
由
を
考
え
て
み
れ
ば
御
定

書
に
は
「
子
心
に
て
無
辨
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
所
謂
「
子
心
に
て
犯
せ
る
罪
」
の
規
定
で
あ
っ
て
こ
れ
に
関
し
て
は
、
責
任
能
力
の
限
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定
の
面
か
ら
の
他
に
、
意
思
能
力
欠
缺
の
見
地
よ
り
も
、
更
に
、
犯
意
の
面
よ
り
も
こ
れ
を
考
察
す
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
幼
年

者
の
犯
罪
行
為
は
、
初
め
よ
り
無
分
辨
の
至
す
処
で
あ
る
と
い
う
事
を
熟
知
し
な
が
ら
、
尚
、
幼
年
者
の
行
為
に
刑
を
科
す
る
の
か
の

理
由
を
探
索
す
る
ゐ
は
重
要
な
問
題
点
で
あ
る
。

ま
ず
幼
年
者
が
為
す
所
為
は
「
無
分
辨
」
に
で
は
あ
る
が
、
そ
の
行
為
は
反
社
会
性
も
強
度
で
あ
り
危
険
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ

れ
を
放
置
し
て
お
く
事
は
、
社
会
秩
序
の
安
寧
上
よ
り
も
よ
ろ
し
く
な
い
の
で
、
社
会
的
に
責
任
を
負
は
ね
ば
な
ら
ず
、
社
会
保
全
上

よ
り
、
隔
離
刑
の
如
き
も
の
を
以
て
処
罰
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
て
、
生
命
刑
を
減
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
幼
年
者
は
大
人
に
比

し
改
悛
の
情
の
発
生
の
可
能
性
も
多
い
し
、
又
、
改
過
遷
善
の
傾
向
も
考
え
ら
れ
る
為
で
あ
っ
て
、
更
に
当
時
、
刑
罰
の
目
的
と
考
え

ら
れ
た
威
嚇
的
、
見
懲
的
懲
戒
の
実
を
あ
げ
る
為
に
な
さ
れ
た
事
な
の
で
あ
る
。

徳
川
時
代
の
刑
法
思
想
は
論
ず
る
迄
も
な
く
、
客
観
主
義
・
応
執
刑
思
想
が
主
流
で
あ
り
、
犯
罪
的
行
為
は
す
べ
て
罰
せ
ら
れ
る
べ

き
で
あ
っ
た
が
、
一
方
、
特
別
予
防
・
主
観
主
義
的
思
想
の
発
展
す
る
に
従
い
、
幼
年
者
に
つ
い
て
は
改
過
遷
善
の
期
待
、
及
び
受
刑

体
力
が
考
慮
さ
れ
て
、
死
刑
は
避
け
、
又
、
刑
罰
は
一
等
減
じ
ら
れ
つ
つ
も
、
社
会
に
対
す
る
甚
だ
危
険
の
性
質
を
有
す
る
幼
年
に
対

し
て
は
、
こ
れ
を
処
罰
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
幼
年
者
の
責
任
能
力
は
、
刑
罰
受
忍
能
力
の
色
彩

の
濃
い
場
合
で
あ
り
、
刑
事
責
任
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
社
会
的
責
任
と
し
て
把
握
さ
れ
う
る
場
合
で
あ
ろ
う
。

然
し
、
責
任
能
力
は
刑
罰
能
力
で
あ
る
と
云
っ
て
も
、
現
在
に
お
け
る
如
き
純
粋
の
意
味
で
は
な
い
事
は
前
述
し
た
如
く
で
あ
る
が
、

徳
川
幕
府
刑
法
を
現
在
的
に
解
釈
し
て
、
か
よ
う
な
考
え
の
出
来
る
要
素
も
存
す
る
と
言
う
に
す
ぎ
な
い
。
当
時
に
あ
っ
て
は
犯
意
な

き
幼
年
者
の
行
為
も
刑
罰
に
価
値
す
る
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
│
│
眞
の
意
味
で
、
幼
年
者
の
刑
事
責
任
を
も
っ
て
社
会
的
責
任
と
見

る
に
は
、
幼
年
者
に
対
し
て
加
え
ら
れ
る
刑
罰
が
通
常
の
刑
罰
と
は
異
っ
た
も
の
で
あ
る
事
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

行
刑
技
術
の
未
発
達
の
当
時
に
あ
っ
て
は
、
か
か
る
要
求
自
体
が
無
理
か
も
し
れ
な
い
が
│
│
幼
年
者
の
殺
人
犯
や
放
火
犯
に
科
せ
ら
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れ
る
遠
島
は
、
な
る
ほ
ど
遠
隔
す
る
特
別
の
形
式
を
有
し
た
刑
罰
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
当
時
の
刑
罰
の
段
階
中
、
死
刑
に
次
い
で
重

い
通
常
の
刑
罰
で
あ
り
、
盗
犯
に
関
し
て
も
、
単
に
成
年
者
に
対
す
る
。
通
常
刑
が
一
段
階
減
軽
さ
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
。
た
だ
そ
の
刑
罰
が
成
年
者
の
犯
罪
に
対
す
る
場
合
に
比
し
て
減
軽
さ
れ
る
の
は
、
幼
年
者
は
意
思
能
力
や
規
範
意
識
、
更
に
、

体
力
等
も
成
年
者
よ
り
不
備
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
と
同
一
の
刑
事
責
任
を
科
す
る
事
は
適
当
と
し
な
い
と
せ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
や

は
り
、
行
為
の
結
果
を
重
視
し
犯
罪
行
為
が
発
生
し
た
以
上
、
行
為
者
が
未
成
年
者
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
の
刑
事
責
任
を
全

く
免
除
す
る
事
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
、
未
成
年
者
に
対
す
る
刑
罰
は
、
そ
の
意
思
能
力
、
即
ち
、
辨
別
心
が
無
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
科
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
更
に
極
端
な
場
合
は
、
所
謂
「
�
坐
」
に
よ
る
科
刑
の
場
合
で
も
、
幼
年
者
は
責
任
能
力

な
き
も
の
と
し
て
、
特
別
の
容
赦
を
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
町
人
・
百
姓
そ
の
外
軽
き
者
の
子
で
も
、
親
が
主

殺
、
親
殺
の
罪
を
犯
せ
ば
�
坐
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
武
士
の
子
に
至
っ
て
は
、
依
然
と
し
て
「
死
罪
も
の
之
子
ハ
遠
島
」
に

「
遠
島
も
の
之
子
ハ
中
追
放
」
に
處
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
�
坐
に
つ
い
て
は
、『
公
事
方
御
定
書
』
上
巻
第
四
十
条
『
重
科
人
之
忰
親

類
等
御
仕
置
之
議
ニ
付
御
書
付
』
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、「
主
殺
・
親
殺
之
科
人
之
子
供
ハ
伺
上
可
申
付
、
親
類
ハ
構
無
之
候
得
共
其
所

江
預
置
本
人
落
着
之
上
右
悪
事
之
企
不
存
ニ
相
決
候
ハ
、
可
差
免
之
、
此
外
火
罪
磔
ニ
成
候
も
の
之
子
と
も
構
無
之
事
。
右
ハ
町
人
・

百
姓
、
其
外
軽
キ
も
の
共
之
事
ニ
候
」
と
あ
る
。

尤
も
以
上
の
事
は
、
殺
人
犯
に
対
す
る
遠
島
の
如
き
重
刑
に
の
み
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
盗
犯
に
対
し
て
は
前
述
の
如
く
単
に
成

年
者
に
比
し
て
相
当
刑
が
一
等
軽
減
さ
れ
る
だ
け
で
普
通
、
入
墨
、
過
怠
牢
、
敲
等
が
刑
の
宣
告
と
共
に
執
行
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、

遠
島
に
比
し
て
そ
の
刑
が
軽
徴
で
あ
る
為
、
十
五
才
未
満
の
者
に
対
し
て
も
科
刑
の
目
的
が
達
せ
ら
れ
、
刑
罰
適
応
性
も
一
応
存
す
る

と
考
え
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
あ
く
ま
で
、
未
成
年
者
を
刑
事
責
任
無
能
力
者
と
し
て
は
取
扱
は
ず
、
行
為
に
対
す
る
責
任
を
応
報
的
に

科
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

大
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男
　
徳
川
幕
府
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法
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け
る
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次
に
、
幼
年
者
の
刑
罰
執
行
に
関
連
し
て
、
寺
院
の
治
外
法
権
的
、
ア
ジ
ー
ル
的
役
割
に
つ
い
て
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
江
戸

幕
藩
体
制
に
お
い
て
、
寺
院
の
体
制
へ
の
協
力
姿
勢
や
補
完
的
役
割
は
重
要
で
あ
っ
た
。
壇
家
制
度
で
キ
リ
シ
タ
ン
を
監
視
し
た
り
、

村
々
で
は
壇
那
寺
の
通
行
手
形
で
旅
行
し
た
り
、
又
、
女
性
か
ら
離
婚
請
求
不
可
能
な
当
時
の
法
体
系
の
実
体
的
抜
道
と
し
て
「
縁
切

寺
」
に
よ
る
内
済
あ
っ
せ
ん
や
宗
法
に
よ
る
俗
法
の
排
除
で
女
性
と
離
婚
で
き
た
り
種
々
存
し
た
が
、
幼
年
者
に
対
す
る
刑
罰
執
行
に

関
し
て
も
寺
院
の
役
割
が
重
要
で
あ
っ
た
。

幼
年
の
間
に
窃
盗
犯
罪
を
行
っ
た
の
で
、
十
五
才
迄
親
元
へ
預
け
お
き
、
十
五
才
以
降
は
、
該
当
の
刑
罰
た
る
遠
島
に
處
せ
ら
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
幼
年
者
が
親
類
へ
預
け
ら
れ
て
い
る
間
に
俗
人
の
籍
を
脱
し
て
僧
籍
に
入
れ
ば
、
俗
法
は
排
除
せ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
即
ち
、
出
家
す
れ
ば
遠
島
が
免
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
事
で
あ
る
。

安
永
四
未
年
御
渡
『
拾
五
才
以
下
ニ
而
盗
い
た
し
遠
島
に
可
相
成
も
の
出
家
為
致
度
額
願
出
候
儀
ニ
付
評
議

（
2
）

』
が
こ
れ
で
あ
る
。

「
…
…
紀
伊
国
屋
吉
藏
忰
捨
松
儀
拾
三
才
之
節
、
道
頓
堀
立
慶
町
狂
言
芝
居
江
見
物
ニ
罷
越
側
ニ
罷
在
候
も
の
之
膝
元
ニ
差
置
候
紙
入

内
ニ
金
三
拾
両
有
之
を
盗
取
候
処
、
幼
少
ニ
付
親
善
藏
江
預
ヶ
置
拾
五
才
ニ
相
成
候
上
遠
島
申
付
處
、
此
度
、
生
国
中
寺
町
法
音
寺
出

家
願
い
た
し
候
、
御
仕
置
ニ
相
成
其
子
遠
島
ニ
可
相
成
も
の
幼
少
故
、
預
ヶ
置
寺
院
之
願
ニ
而
出
家
仕
候
例
ハ
御
座
候
得
共
、
其
身
之

悪
事
ニ
而
親
類
江
預
ヶ
置
候
内
出
家
願
申
出
候
例
不
相
見
候
ニ
付
相
伺
申
候
」
に
対
し
て
、「
遠
島
御
免
出
家
候
様
可
申
渡
旨
御
聞
」

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、「
先
例
も
有
之
」
な
の
で
「
法
音
寺
願
之
通
捨
松
遠
島
御
免
弟
子
ニ
仕
出
家
為
致
候
様
可
申
渡
旨
被
仰
渡

可
然
哉
ニ
奉
存
候
」
と
評
議
し
た
の
で
あ
っ
た

（
3
）

。

こ
の
資
料
よ
り
明
ら
か
な
様
に
、
未
成
年
犯
罪
に
つ
い
て
は
寺
院
が
介
入
し
、
幼
年
犯
罪
者
を
出
家
さ
せ
る
事
に
よ
り
―
そ
れ
は
宗

教
的
意
味
に
お
い
て
で
あ
れ
、
―
犯
罪
人
の
改
過
遷
善
を
全
う
し
て
、
改
悛
の
情
よ
り
感
謝
の
念
に
迄
発
達
さ
せ
、
幼
年
時
に
お
い
て
、

無
分
辨
に
為
し
た
犯
罪
を
悔
い
改
め
さ
せ
仏
に
帰
依
す
る
事
に
よ
っ
て
、
人
格
を
陶
冶
さ
せ
る
と
云
う
教
育
刑
的
見
地
、
目
的
刑
の
思
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想
を
も
看
取
す
る
事
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
寺
院
の
保
護
司
的
役
割
・
機
能
も
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
然
し
、

こ
の
様
な
幼
年
犯
罪
者
に
対
す
る
特
別
の
処
遇
方
法
は
、
寛
政
四
年
に
な
っ
て
覆
さ
れ
、
以
後
こ
の
種
の
出
家
の
願
出
を
認
許
し
な
く

な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
は
、『
赦
律
』
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
即
ち
、『
赦
律
』
第
三
十
一
条
『
幼
年
も
の
当
人
之
科
ニ
而
親
類

江
預
中
出
家
願
い
た
し
候
も
の
之
事
』
に
よ
れ
ば
、「
一
、
幼
年
も
の
当
人
之
科
ニ
而
遠
島
追
放
申
付
親
類
江
預
之
内
出
家
願
出
候
と

も
難
成
事

○

○

○

」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、「
�
坐
」
に
よ
っ
て
幼
年
者
が
連
帯
責
任
上
（
自
分
自
身
は
犯
罪
行
為
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
）
親
類
に
預
中
の
場

合
に
つ
い
て
は
、『
御
定
書
』
第
九
十
七
条
『
御
仕
置
ニ
成
候
も
の
忰
親
類
江
預
ヶ
置
候
内
出
家
願
い
た
し
候
も
の
之
事
』
を
み
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
「
伺
之
上
出
家
ニ
可
申
付
事
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
御
仕
置
に
な
っ
た
者
の
子
は
も
と
も
と
何

の
犯
罪
も
犯
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
し
、
十
五
才
に
な
っ
て
父
の
罪
だ
け
で
、
遠
島
に
す
る
の
は
不
憫
の
事
で
も
あ
る
の
で
こ
の
意
思

を
設
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
幼
年
者
自
ら
の
罪
に
よ
っ
て
十
五
才
迄
親
類
へ
預
け
ら
れ
て
い
る
場
合
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。

安
永
三
午
年
御
渡
『
所
司
代
伺
』
の
『
依
父
之
科
中
追
放
ニ
成
候
幼
年
之
も
の
出
家
に
い
た
し
度
旨
、
願
出
候
ニ
付
評
議
』
に
よ
れ

ば
、
次
の
条
件
付
で
寺
院
へ
出
家
す
れ
ば
同
心
の
父
の
罪
に
よ
り
忰
が
中
追
的
に
処
せ
ら
れ
る
処
が
、「
御
免
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

即
ち
、
そ
の
条
件
と
は
評
議
に
よ
れ
ば
、「
…
…
江
戸
徘
徊
不
仕
、
住
居
定
置
、
地
所
え
参
候
節
は
、
奉
行
所
之
相
届
、
勿
論
、
御
未

印
地
又
は
御
由
緒
有
之
、
且
、
御
目
見
仕
候
程
之
寺
院
え
は
住
職
不
仕
、
若
住
持
不
次
候
て
、
不
叶
訳
も
有
之
歟
、
公
儀
向
之
罷
出
候

儀
有
之
候
ハ
ハ
、
奉
行
所
之
、
其
節
伺
旨
、
申
渡
、
右
之
役
、

弟
と
も
ニ
、
証
文
可
申
付
書
」
と
大
変
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た

（
3
）

。

次
に
『
赦
律
』
の
中
に
規
定
せ
ら
れ
て
い
る
幼
年
犯
罪
に
関
す
る
も
の
を
二
三
挙
げ
て
み
る
。

『
赦
律
』
第
十
八
条
『
附
火
い
た
し
候
も
の
之
事
』

幼
年
ニ
而
無
思
慮

、
、
、

附
火
い
た
し
遠
島
ニ
相
成
候
も
の
ハ
拾
六
ヶ
年
以
上
赦
免
可
申
付
幼
年
ニ
候
と
も
遺
恨
又
ハ
盗
為
可
致
仕
レ

成
候
類
ハ
赦
ハ
免
難

大
久
保
治
男
　
徳
川
幕
府
刑
法
に
お
け
る
責
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成
其
餘
大
人
愚
昧
之
附
火
等
ハ
赦
免
難
成
事
。

『
赦
律
』
第
十
九
条
『
幼
年
も
の
之
事
』

幼
年
ニ
而
悪
事
い
た
し
御
仕
置
ニ
相
成
候
も
の
ニ
候
と
も
遺
恨
物
取
等
ニ
而
仕
成
候
ハ
大
人
同
様
之
心
得
を
以
赦
免
有
無
評
議
い
た
し

子
心
ニ
而
無
弁

○

○

○

○

○

○

仕
成
候
ハ
所
拂
ハ
六
ヶ
年
以
上
江
戸
拂
江
戸
拾
里
四
方
追
放
ハ
拾
壱
ヶ
年
以
上
軽
追
放
中
追
放
重
追
放
遠
島
ハ
拾
六
ヶ
年
以
上
赦
免

可
申
付
事
。

『
赦
律
』
第
三
十
条
『
依
父
之
科
御
仕
置
相
成
候
も
の
之
事
』

依
父
之
科
遠
島
追
放
申
付
候
も
の
年
数
ニ
不
拘
赦
免
可
申
付
事

同
拾
五
才
以
下
ニ
付
親
類
江
預
中
之
も
の
年
数
ニ
不
拘
赦
免
可
申
付
事

最
後
に
幼
年
者
の
犯
罪
に
関
す
る
具
体
的
仕
置
例
（
判
例
）
を
二
三
挙
げ
、
十
五
才
以
下
之
者
の
刑
事
責
任
に
付
理
解
す
る
事
と
し

た
い
。

①
「
預
り
之
も
の
無
之
場
合
」
即
ち
、「
無
宿
之
場
合
」
に
は
「
溜
預
」
と
さ
れ
た
が
、
一
方
、
幼
年
犯
罪
と
い
え
ど
も
非
常
に
「
品
不
宣
」
場
合
は
親
類

が
あ
っ
て
も
、
こ
れ
に
預
け
る
事
は
で
き
ず
、「
溜
預
」
さ
れ
た
。

前
者
の
例
と
し
て
、

寛
政
十
一
未
四
月
十
一
日
進
達
、
五
月
二
日
安
藤
対
馬
守
殿
御
差
図
　
池
田
雅
次
郎
掛

『
武
州
足
立
郡
上
尾
吹
村
曹
洞
宗

巖
寺
弟
子
　
良
勇
一
件
』

上
州
無
宿
　
覚
　
善
　
未
十
四

此
覚
善
儀
百
姓
家
入
口
戸
建
寄
有
之
候
ニ
付
明
這
入
座
敷
に
有
之
候
股
引
斧
盗
取
右
品
々
は
預
ヶ
置
残
借
り
又
は
盗
可
致
た
め
松
仙
寺
本
堂
裏
之
法

軒
下
に
掃
寄
有
之
候
杉
之
葉
其
落
葉
之
上
江
多
葉
粉
之
火
を
は
さ
み
附
火
致
候
段
重
々
不
屆
至
極
に
付
火
罪
御
仕
置
も
可
奉
伺
も
の
に
御
座
候
共
拾
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五
才
以
下
に
付
遠
島
申
渡
、
拾
五
才
迄
申
寄
り
之
者
江
預
け
置
可
申
處
、
預
り
之
も
の
無
之
候
間

○

○

○

○

○

○

○

○

○

、
溜
預

○

○

。

後
者
の
例
と
し
て
、

『
拾
五
才
以
下
遠
島
申
付
候
も
の
品
不
宜
親
類
預
ニ
不
成
例
』

文
化
四
卯

年
　
荒
尾
但
馬
守
掛

武
州
岩
槻
宿

芳
林
寺
弟
子

遠
島
申
渡
拾
五
才
迄
溜
預
　
元
　
隨

前
　
段
　
略

師
匠
芳
林
寺
ニ
被
叱
候
を
残
念
ニ
存
附
火
い
た
し
或
は
右
之
紛
盗
可
致
と
仕
成
候
ハ
大
人
同
様
之
所
業
ニ
付

○

○

○

○

○

○

○

○

○

遠
島
申
付
叔
父
岳
右
衛
門
江
預
ヶ
置
候

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

而
ハ
、
、

逃
去
又
ハ
如
何
様
之
悪
事
仕
出
候
も
難
計
候
間

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

遠
島
申
渡
拾
五
才
迄
溜
預

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
申
聞
之

│
│
禁
考
後
五
帙
四
四
八
頁
│
│

か
か
る
事
件
の
場
合
は
十
五
才
以
下
之
者
と
は
い
え
大
人
同
様
之
悪
党

○

○

○

○

○

○

○

も
の
で
あ
り
、
即
ち
、「
幼
年
之
身
分
ニ
あ
る
ま
じ
き
重
々
不
屆
至
極
」
の
も
の
で

あ
る
の
で
、
こ
れ
を
親
類
に
預
け
置
く
だ
け
で
あ
れ
ば
、
そ
の
者
に
対
す
る
隔
離
監
視
等
も
行
屆
か
な
い
か
ら
、
逃
走
し
た
り
、
又
、
ど
の
様
な
悪
事
を

犯
す
か
わ
か
ら
な
い
の
で
十
五
才
に
な
る
迄
「
溜
預
」
と
し
た
方
が
社
会
保
全
上
よ
り
適
し
て
い
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

②
奉
公
人
が
金
子
八
両
一
分
窃
取
し
た
事
案
で
、
主
人
の
「
御
仕
置
赦
免
」
の
願
い
に
よ
っ
て
免
ぜ
ら
れ
江
戸
に
不
罷
在
様
申
渡
さ
れ
た
事
例
。

享
和
元
酉
八
月
十
三
日
進
達
　
同
月
二
十
二
日

安
藤
対
馬
守
殿
御
差
図
　
岡
部
内
記
掛

初
筆
　
当
時
無
宿

大
久
保
治
男
　
徳
川
幕
府
刑
法
に
お
け
る
責
任
論
（
一
）
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此
者
儀
奉
公
い
た
し
候
砌
ほ
く
し
相
成
候

〆
り
無
之
土
藏
内
佛
壇
引
出
し
に
有
之
候
金
八
両
壱
分
取
逃
い
た
し
右
金
子
之
内
遺
捨
又
は
所
持
い
た

し
候
段
不
屆
に
不
入
墨
之
上
敲
可
申
付
者
に
候
處
拾
五
才
以
下
に
付
入
墨
可
申
付
處
、
主
人
彦
八
御
仕
置
赦
免
相
願
候
ニ
付
願
之
通
宥
免

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

江
戸
不
罷

在
様
申
渡
被
相
伺
御
下
知
重
敲
可
申
付
処
主
人
御
仕
置
赦
免
之
儀
願
候
間
令
宥
免
。

江
戸
に
不
罷
在
様
申
渡
請
人
新
兵
衛
に
引
渡
。

③
犯
罪
行
為
と
裁
判
時
が
十
五
才
以
前
以
後
に
渡
る
場
合
の
処
置
は
い
か
に
す
る
か
を
記
し
て
い
る
意
味
に
於
て
興
味
あ
る
判
例
で
、
行
為
の
時
が
十
五

才
以
下
の
時
な
れ
ば
可
と
し
て
い
る
。

文
化
六
巳
三
月
九
日
進
達
、
三
月
二
十
二
日
　
牧
野
備
前
守
殿
御
差
図
　
大
林
彌
佐
衛
門
掛

『
永
富
町
三
丁
目
清
七
店
九
番
組
人
宿
源
兵
衛
方
日
雇
安
五
郎
初
筆
一
件
』

麹
町
四
丁
目
文
助
店
五
郎
兵
衛
忰

銀
　
次
　
郎
　
巳
十
六

○

○

此
者
儀
町
家
表
入
口
戸
建
寄
有
之
處
明
這
入
手
元
に
有
之
銭
盗
取
又
は
両
国
橋
広
小
路
赤
坂
御
門
外
に
て
町
人
躰
之
者
懐
中
に
銀
入
候
鼻
紙
袋
或
は
腰

に
提
居
候
銀
き
せ
る
拔
取
、
其
外
所
々
人
立
場
に
銭
拔
取
右
銀
銭
不
残
遺
捨
候
段
不
屆
に
付
墨
之
上
重
敲
と
相
伺
御
下
知
入
墨

吟
味
書
之
趣
途
中
盗
ハ
当
正
月
以
来
之
儀
に
て
戸
明
有
之
處
這
入
候
は
三
ヶ
年
以
前
卯
年
正
月
之
儀
ニ
付
拾
五
才
内
之
儀
ニ
付
本
文
通
御
下
知

（
4
）

。

（
1
）
身
寄
の
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
寛
政
元
酉
年
松
平
伊
豆
守
殿
御
口
達
『
父
之
科
ニ
て
御
仕
置
被
仰
幼
年
ニ
付
親
類
江
御
預
ヶ
之
も
の
親
類
身
寄
無

之
節
取
計
之
儀
ニ
付
評
議
』
を
参
照

│
│
『
御
仕
置
例
類
集
古
類
集
』〔
二
〇
二
〕
│
│

（
2
）
同
様
の
仕
置
例
は
、
安
永
四
未
年
御
渡
『
大
坂
御
城
代
伺
、
拾
五
才
以
下
ニ
て
盗
い
た
し
遠
島
ニ
可
相
成
も
の
出
家
為
致
度
願
出
候
儀
ニ
不
評
議
』

を
参
照
。
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│
│
『
御
仕
置
例
類
集
古
類
集
』〔
二
〇
四
〕
│
│

（
3
）
司
法
者
編
、『
御
仕
置
例
類
集
古
類
集
』
一
の
〔
二
〇
〇
〕
安
永
三
午
年
御
城
所
代
伺

（
4
）『
幼
年
に
而
附
火
い
た
し
遠
島
申
付
候
も
の
出
家
願
之
事
』

『
寛
政
四
子
年
十
二
月
、
幼
年
に
て
附
火
い
た
し
候
も
の
遠
島
御
免
出
家
為
支
度
段
願
出
候
儀
に
付
、
寺
社
奉
行
板
倉
周
防
守
伺
』

両
国
薬
研
堀
埋
立
地
義
八
店
清
七
召
仕
粂
藏
子
十
四
才
上
右
粂
藏
義
附
火
い
た
し
候
依
料
、
当
三
月
中
遠
島
申
附
、
十
五
才
迄
請
人
藤
藏
江
預
置
候
段
、

池
田
筑
後
守
方
ニ
而
申
渡
候
処
、
此
節
深
川
七
軒
寺
町
陽
岳
寺
義
、
粂
藏
遠
島
御
免
出
家
為
仕
度
段
願
出
候
ニ
付
、
相
糺
候
處
。
宝
暦
十
三
年
之
頃
よ

り
願
之
通
御
免
有
之
趣
に
候
得
共
父
之
科
に
よ
っ
て
御
仕
置
相
成
候
類
と
は
品
も
違
全
く
其
身
之
科
に
御
座
候
間
願
之
趣
難
成
段
申
渡
候
方
可
然
哉
に

奉
存
候
、
乍
然
近
来
追
々
御
免
之
例
も
御
座
候
に
付
右
願
書
並
例
書
相
添
此
段
相
伺
申
候

御
差
図

伺
之
通
難
成
段
可
申
渡
、
尤
以
来
共
此
度
御
差
図
之
趣
を
以
不
及
伺
取
計
可
申
旨
、
戸
田
采
女
正
殿
被
仰
渡
。

三
　
老
年
者
の
責
任
能
力

『
名
例
律
』
に
よ
れ
ば
「
年
七
十
以
上
十
六
以
下
及
癈
疾
犯
二

流
罪
以
下
一

收
贖
」「
八
十
以
上
十
才
以
下
及
篤
疾
犯
二

反
逆
殺
人
一

応
レ

死
者
上
請
。
盗
及
傷
レ

人
亦
收
レ

贖
余
皆
勿
レ

論
」「
九
十
以
上
七
才
以
下
難
レ

有
二

死
罪
一

不
レ

加
レ

刑
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
然
し
、
御

成
敗
式
目
に
お
い
て
は
、
年
令
上
の
能
力
を
規
定
し
た
も
の
は
見
当
ら
な
い

（
1
）

。

徳
川
幕
府
刑
法
に
お
い
て
も
「
拾
五
才
以
下
之
も
の
と
違
ひ
、
老
年
之
も
の
御
仕
置
弛
ミ
候
儀
、
御
定
ニ
は
無
御
座
候

（
2
）

」
の
様
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
、
具
体
的
な
仕
置
例
に
は
犯
情
等
と
も
関
連
す
る
が
「
極
老
」
の
場
合
等
は
や
は
り
少
々
宥
免
さ
れ
た
如
く
で

大
久
保
治
男
　
徳
川
幕
府
刑
法
に
お
け
る
責
任
論
（
一
）
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も
あ
る
。
以
下
二
つ
ば
か
り
仕
置
例
を
あ
げ
て
資
料
を
通
じ
て
理
解
し
て
み
よ
う
。

寛
政
六
寅
年
御
渡

火
附
盗
賊
改
　
長
谷
川
平
藏
伺

『
七
拾
才
ニ
成
候
も
の
敲
御
仕
置
之
儀
ニ
付
評
議
』

前
略
│
│
六
拾
才
以
上
之
も
の
敲
御
仕
置
ハ
不
被
仰
付
様
に
も
御
心
得
被
成
候
段
御
尋
御
座
候
間
。

幼
年
之
も
の
敲
ニ
当
り
候
も
の
ハ
拾
五
才
以
下
に
て
も
敲
御
仕
置
可
申
付
旨
明
和
九
辰
年
之
御
書
付
も
有
之
幼
年
之
も
の
ニ
て
も
敲
御
仕
置
申
付
候
間
六

拾
才
以
上
ニ
て
も
敲
相
当
之
も
の
ハ
無
差
別
。

相
伺
候
心
得
ニ
罷
在
候
段
申
上
其
通
相
済
候
例
御
座
候
…
…
中
略
…
…
前
々
も
申
上
候
通
。
杖
罪
之
儀
は
、
不
致
気
絶
様
、
敲
候
事
ニ
付
、
老
弱
と
も
難

成
と
申
刑
ニ
も
無
御
座
候
間
、
明
和
九
辰
年
御
書
付
並
去
ル
戍
年
甲
斐
守
申
上
候
趣
を
以
、
西
念
儀
も
伺
之
通
、
重
敲
被
仰
付
可
然
哉
ニ
奉
存
候（

3
）

寅
七
月

寛
政
六
寅
年
御
渡

町
奉
行
　
池
田
筑
波
守
伺

『
八
十
才
以
上
之
も
の
御
咎
之
儀
ニ
付
評
議
』

池
田
筑
後
守
、
中
川
勘
三
郎
申
上
候
、
山
里
御
庭
方
・
小
嶋
庄
右
衛
門
初
筆
、
御
仕
置
一
件
之
内
、
右
、
庄
右
衛
門
祖
母
・
へ
ん
儀
、
八
拾
才
餘
之
も
の
ニ

候
処
、
五
十
日
押
込
と
相
伺
、
咎
之
当
り
ハ
、
相
当
も
可
致
候
得
共
、
八
十
才
餘
之
も
の

、
、
、
、
、
、
、

、
極
老
之
儀
に
付

、
、
、
、
、
、

御
咎
弛
ミ
候
儀
も
可
有
之
哉
、
例
を
も
相
糺
・

評
議
仕
、
可
申
上
旨
、
被
仰
聞
候
。

此
儀
、
押
込
御
仕
置
之
儀
ハ
他
出
不
為
仕
戸
を
建
寄
置
候
事
ニ
て
過
怠
牢
又
は
手
鎖
抔
と
違
ひ
、
極
老
之
も
の
ニ
て
も
、
忍
ひ
難
き
御
仕
置
ニ
は
無
御
座

候
得
共
、
十
五
才
以
下
之
も
の
御
仕
置
之
儀
は
人
を
殺
し
、
又
は
火
を
附
候
程
之
重
刑
之
も
の
ニ
て
も
遠
島
ニ
相
成
盗
い
た
し
候
も
の
、
大
人
之
御
仕
置

苫
小
牧
駒
澤
大
学
紀
要
　
創
刊
号

37

たて組み...大学用...1-62  99.3.30 8:51 PM  ページ 37



よ
り
一
等
軽
キ
御
定
も
御
座
候
ニ
付
、
御
尋
之
趣
、
御
尤
ニ
奉
存
候
間
、
例
を
も
相
糺
候
處
、
老
衰
ニ
付
、
御
仕
置
弛
ミ
候
例
は
無
御
座
候
得
共
手
銷
ニ

可
相
伺
も
の
、
極
老
之
上
・
病
気
ニ
相
成
候
近
例
も
有
之
候
間
、
品
々
評
議
仕
候
處
、
其
人
物
悪
事
之
次
第
ニ
寄
、
一
範
ニ
被
宥
候
筋
は
有
御
座
間
敷
候

得
共
、
極
老
、
女
之
儀
ニ
も
有
之
候
召
、
右
之
訳
も
申
聞
、
重
く
も
可
被
、
仰
付
處
、
御
宥
免
を
以
、
急
度
叱
り
置
可
申
旨
、
被
仰
渡
、
可
然
哉
ニ
奉
存

候（
4
）

、

（
1
）
隈
崎
教
授
『
法
制
史
概
論
』
一
一
二
頁

（
2
）『
御
仕
置
例
類
集
古
類
集
』〔
二
〇
九
〕
事
案
中

（
3
）
同
右
　
例
類
集
〔
二
〇
八
〕

（
4
）
同
右
　
例
類
集
〔
二
〇
九
〕

四
　
精
神
障
礙
者
の
責
任
能
力

│
│
乱
気
之
者
と
愚
昧
之
者
と
酒
狂
人
│
│

（
一
）

『
御
定
書
百
ヶ
条
』
第
七
十
八
条
に
は
『
乱
気
に
て
人
殺
之
事
』
と
題
す
る
規
定
が
存
す
る
が
、
こ
れ
は
、
更
に
三
項
目
に
分
れ

る
。

第
一
に
は
、
享
保
六
年
極
、
元
文
三
年
極

「
一
、
乱
心
に
て
人
を
殺
候
共
可
レ

為
二

下
手
人
一

候

然
と
も
乱
心
之
証
拠

に
有
レ

之
上
、
被
レ

殺
候
も
の
之
主
人
並
親
類
等
下
手
人
御
免
願
申
に
お
ゐ
て
は
遂
二

詮
議
一

可
二

相
伺
一

事
。

大
久
保
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男
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享
保
六
年
極

一
、
但
、
主
殺
、
親
殺
た
り
云
う
共
乱
気
無
レ

紛
に
お
ゐ
て
は
死
罪
、
自
滅
い
た
し
候
は
ゝ
、
死
骸
取
捨
可
レ

申
事
」

が
あ
げ
ら
れ
る
。

右
の
如
く
殺
人
罪
は
法
益
侵
害
の
最
悪
の
場
合
で
あ
る
の
で
、
乱
心
者
と
い
へ
ど
も
原
則
と
し
て
下
手
人
の
刑
に
處
せ
ら
れ
た
。
こ

の
下
手
人
と
言
う
刑
は
乱
心
者
で
な
い
場
合
で
も
普
通
殺
人
に
は
科
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
「
乱
心
」
と
云
う
こ
と
が
、

責
任
能
力
の
制
限
に
つ
い
て
は
何
ら
参
酌
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

然
し
、
意
思
能
力
の
重
大
な
る
瑕
疵
の
場
合
、
即
ち
、「
乱
心
之
証
拠
が

に
証
明
さ
れ
」、
更
に
、
被
害
者
側
の
主
人
並
び
に
親
類

等
か
ら
の
加
害
者
の
下
手
人
宥
免
の
願
出
が
あ
る
場
合
に
は
、
加
害
者
の
刑
事
責
任
は
阻
却
さ
れ
た
の
で
あ
る

（
1
）

。

然
し
、
刑
の
免
除
の
願
は
詮
議
に
よ
っ
て
可
否
が
決
せ
ら
れ
る
。
即
ち
、
裁
判
官
の
自
由
裁
量
に
よ
る
事
で
あ
り
、
又
、
被
害
者
に

よ
る
刑
の
赦
免
願
の
制
度
を
認
め
た
こ
と
は
、
刑
事
訴
訟
に
私
人
の
意
思
が
反
映
さ
れ
る
事
に
な
る
の
で
、
裁
判
の
画
一
性
が
貫
ぬ
け

ぬ
点
も
存
す
る
事
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
乍
然
、
封
建
的
秩
序
と
し
て
最
重
要
な
る
縦
的
秩
序
関
係
を
破
る
場
合
に
は
、
即
ち
、

も
し
被
害
者
が
加
害
者
の
主
人
或
い
は
親
で
あ
れ
ば
、
そ
の
行
為
者
が
確
実
に
乱
心
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
宥
免
願
は
認
め
ら
れ
ず
に

死
罪
に
処
せ
ら
れ
る
の
は
蓋
し
当
然
で
は
あ
る
が
、
通
常
人
の
主
殺
・
親
殺
に
対
す
る
死
刑
の
方
法
よ
り
は
軽
く
な
っ
て
い
て
「
乱
心

者
」
と
い
う
こ
と
が
、
少
し
で
は
あ
る
が
、
主
殺
・
親
殺
の
場
合
で
も
責
任
能
力
の
制
限
に
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
い
る
事
が
看
取
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
享
保
十
九
年
極

「
一
、
乱
心
に
て
其
人
よ
り
至
て
軽
き
も
の
を
致
二

殺
害
候
は
ゝ
下
手
人
に
不
レ

及
事
。

寛
保
二
年
極
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但
、
慮
外
者
を
切
殺
候
者
、
切
捨
に
成
候
程
之
高
下
と
可
心
得
事
。」

で
あ
る
。

こ
れ
は
、
第
一
項
の
乱
心
者
の
殺
人
に
対
す
る
例
外
規
定
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
も
し
被
害
者
が
加
害
者
よ
り
至
っ
て
身
分
の
低
い
も

の
で
あ
っ
た
場
合
に
は
そ
の
加
害
者
は
下
手
人
に
処
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
不
平
等
性
は
、「
身
分
社
会
で
あ
る
当
時
と

し
て
は
当
然
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
云
う
身
分
の
低
い
者
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
慮
外
者
と
し
て
も
切
殺
し
て
も
、
所
謂
、
切
捨
御
免
が
認

め
ら
れ
罪
と
な
ら
ぬ
場
合
で
あ
ろ
う

（
2
）

。
そ
う
し
て
、
第
七
十
一
条
中
に
「
足
軽
体
に
候
共
軽
き
町
人
百
姓
之
身
と
し
て
法
外
之
雑
言
等

不
屆
之
仕
形
不
得
止
事
切
殺
候
も
の
吟
味
之
上
於
無
紛
は
無
搆
」
と
刑
事
責
任
阻
却
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
本
項
の
場
合

は
加
害
行
為
が
乱
心
の
場
合
で
あ
り
、
更
に
、
被
害
者
た
る
身
分
の
軽
い
者
に
何
ら
の
不
屆
が
な
く
て
も
切
捨
御
免
と
な
る
の
で
あ
る
。

町
人
百
姓
の
権
利
侵
害
は
眞
に
そ
の
極
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
殺
害
者
が
武
士
で
被
害
者
が
庶
民
で
あ
れ
ば
、
武
士
の
身
分
の
権

威
の
為
に
乱
心
者
で
あ
っ
て
も
下
手
人
と
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
。
身
分
主
義
よ
り
来
る
封
建
武
家
社
会
の
道
理
か
ら
は
け
だ
し
当
然

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
武
士
に
つ
い
て
は
「
乱
心
」
が
身
分
の
低
い
者
に
つ
い
て
は
完
全
に
刑
事
責
任
阻
却
事
由
と
な
る
の
で
あ
る
。

第
三
に
は
、
同
六
年
極
、
元
文
八
年
極

「
一
、
乱
心
に
て
火
を
附
候
も
の
乱
気
之
証
拠
於
二

不
分
明
に
一

は
死
罪
。
乱
心
に
無
レ

紛
に
お
ゐ
て
は
押
込
置
候
様
、
親
類
共
え
可
二

申
付
一

事
」

で
あ
る
。

か
よ
う
に
、
乱
心
者
の
放
火
に
つ
い
て
は
、
乱
心
に
つ
い
て
の
確
証
が
あ
れ
ば
親
類
の
許
へ
押
込
め
ら
れ
る
が
、
も
し
乱
心
の
証
拠

が
確
か
で
な
け
れ
ば
、
通
常
人
の
放
火
が
火
罪
に
処
せ
ら
れ
る
の
に
対
比
す
れ
ば
、
刑
事
責
任
は
軽
減
さ
れ
て
は
い
る
が
、
死
罪
の
刑

を
免
か
れ
る
事
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
放
火
の
い
か
に
反
社
会
性
が
大
で
あ
り
、
刑
事
責
任
の
重
か
っ
た
か
を
物
語
る
も
の
で
あ

る
。 大

久
保
治
男
　
徳
川
幕
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以
上
の
諸
規
定
よ
り
も
理
解
さ
れ
る
様
に
「
乱
心
ニ
無
紛
」
き
事
が
明
ら
か
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
刑
が
減
軽
さ
れ
る
事
は
あ
る
が
、

刑
事
責
任
が
全
面
的
に
阻
却
さ
れ
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
、
未
だ
行
為
者
を
十
分
観
察
す
る
事
に

欠
け
、
行
為
を
中
心
と
す
る
結
果
責
任
主
義
・
客
観
主
義
が
強
く
支
配
し
て
い
た
事
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
が
、
然
し
、
通
常
の
心
神

の
状
態
の
場
合
よ
り
は
刑
責
を
軽
く
し
て
差
異
を
つ
け
て
い
た
事
も
明
ら
か
な
の
で
あ
る
か
ら
、
責
任
能
力
に
制
限
を
う
け
る
一
事
由

と
し
て
乱
心
者
を
取
扱
っ
て
い
た
事
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
は
、
刑
事
責
任
に
対
し
て
、
主
観
主
義
的
な
考
が

と
り
い
れ
ら
れ
て
お
り
、
素
朴
な
意
味
で
の
客
観
主
義
と
は
そ
の
趣
を
異
に
し
て
い
る
と
い
は
ざ
る
を
え
な
い
。

（
1
）
乱
心
者
に
宥
免
願
が
出
さ
れ
る
場
合
に
乱
心
の
証
拠
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
享
保
十
六
年
の
書
付
が
こ
の
事
情
を
示
し
て

い
る
。

（
2
）『
徳
川
禁
令
考
』
後
聚
五
帙
四
二
三
頁

（
二
）

扨
、
如
何
な
る
程
度
が
「
乱
心
之
証
拠
の

に
存
す
る
場
合
」
と
言
わ
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

具
体
的
判
例
等
少
々
研
究
し
た
が
、「
乱
心
ニ
而
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
み
に
て
、
そ
の
内
容
の
説
明
は
詳
で
な
い
。

具
体
的
事
案
に
お
い
て
、
相
当
性
の
価
値
判
断
の
下
に
個
々
的
に
評
価
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

天
明
六
午
年
御
渡
、
大
坂
町
奉
行
、
小
田
切
土
佐
守
伺
『
実
母
を
殺
死
骸
切
碎
候
一
件
』
│
│
『
徳
川
禁
令
考
』
後
聚
五
帙
第
四
三

二
頁
│
│
、
実
母
バ
ラ
バ
ラ
事
件
と
も
い
え
る
も
の
に
付
、
次
に
史
料
を
挙
げ
る
。
犯
人
は
北
條
相
模
守
領
分
河
州
錦
部
郡
石
見
川
村
、

百
姓
・
定
吉
、
、

が
主
犯
、
同
人
姉
は
な
、
、

幇
助
犯
、
同
人
弟
伝
七
、
、

が
教
唆
犯
に
て
、
こ
の
実
子
三
人
で
実
母
を
殺
害
し
死
体
を
バ
ラ
バ
ラ
に

し
た
事
件
で
あ
る
。
バ
ラ
バ
ラ
事
件
等
は
い
つ
の
時
代
で
も
変
態
的
異
常
者
の
犯
行
と
さ
れ
る
が
、
本
事
案
は
何
ら
遺
恨
と
か
嫉
妬
と
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か
に
基
因
す
る
犯
行
で
は
な
く
、
反
対
に
通
常
人
よ
り
強
度
の
孝
心
を
有
せ
る
子
等
の
様
で
あ
っ
た
が
、
即
ち
「
尤
平
日
親
子
四
人
共

睦
敷

○

○

別
而
母
小
り
ん
江
ハ
三
人
之
も
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

孝
心

○

○

ニ
致
し
候

、
、
、
、

云
々
。」
と
あ
る
。
と
こ
ろ
が
伝
七
が
精
神
に
異
常
を
き
た
し
兄
教
唆
し
姉
に

手
伝
は
せ
実
母
殺
害
を
犯
し
た
の
で
あ
る
。
伝
七
は
と
も
か
く
、
兄
姉
共
全
く
異
常
的
心
理
状
態
＝
乱
気
で
あ
っ
た
に
他
な
ら
ぬ
の
で

あ
る
。
伝
七
に
付
て
は
、「
…
…
石
見
川
村
統
一
円
山
中
に
て
山
神
之
咎
析
々
有
之
を
怖
百
姓
共
里
近
江
住
居
を
替
候
処
、
定
吉
親
子

之
も
の
ハ
一
ッ
家
ニ
罷
在
尤
近
年
右
山
中
に
て
奇
怪
之
も
の
を
見
受
病
気
附
相
果
又
ハ
な
に
と
な
く
山
中
に
て
至
発
熱
物
之
化
之
所
為

ニ
而
無
訳
も
儀
を
口
走
候
儀
有
之
、
勿
論
伝
七
最
初
引
寄
候
節
よ
り
熱
病
之
躰
ニ
て
吟
味
中
も
折
々
不
都
合
之
事
共
御
座
候
間
相

見

候
処
相
果
候
節
迄
正
気
ニ
ハ
相
成
不
申
云
々
」
と
あ
る
。
何
か
悪
性
の
病
気
に
基
因
す
る
精
神
狂
乱
の
状
態
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

主
犯
定
吉
、
、

に
付
て
は
「
弟
伝
七
物
之
化
之
様
に
て
怪
敷
ゐ
と
も
口
走
候
を
相
守
同
人
差
図
ニ
任
母
小
り
ん
を
殺
、
死
骸
切
碎
候
段
、
全、

乱
心

○

○

無
紛
、
、

候
云
々
」「
…
…
本
心
を
取
失

、
、
、
、
、

」
と
記
述
し
て
あ
る
。
姉
は
な
、
、

に
付
て
は
「
…
…
母
小
り
ん
を
殺
候
様
定
吉
江
伝
七
差
図
候

節
ハ
薄
々
正
気
有
之

、
、
、
、
、
、

迯
し
遺
度
存
候
処
定
吉
小
り
ん
を
殺
候
上
ハ
い
つ
と
な
く
夢
中
ニ
相
成
死
骸
切
碎

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

候
節
ニ
至
候
而
ハ
面
白
相
覚

○

○

○

○

骨

肉
等
捨
ひ
寄
候
始
未
是
又
一
件
之
内
伝
七
定
吉
同
様
之
乱
心

、
、
、
、
、
、
、
、
、

ニ
候
得
共
云
々
。」
と
あ
る
。
以
上
の
三
人
共
、
眞
に
乱
心
・
狂
心
的
精

神
異
常
を
き
た
し
て
い
た
事
が
判
か
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
親
殺
の
場
合
で
あ
る
の
で
乱
心
で
あ
っ
た
と
し
て
も
死
罪
で
あ
る
が
、
乱

心
の
具
体
的
一
事
例
を
考
察
す
る
の
に
眞
に
、
怪
談
め
い
た
興
味
深
さ
を
与
え
る
。

乱
心
者
に
宥
免
願
が
出
さ
れ
る
場
合
、
乱
心
の
証
拠
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
享
保
十
六
年
の
書
付
に
こ
れ

を
戒
し
め
た
も
の
が
み
え
る
。
即
ち
、
享
保
十
六
亥
年
御
書
付
の
「
乱
心
酒
狂
等
ニ
而
人
殺
候
時
下
手
人
之
事
』
に
、

享
保
十
六
亥
年
御
書
付

武
州
豊
島
郡
代
々
木
村
彌
平
次
と
申
百
姓
妻
を
殺
候
處
妻
之
親
兄
弟
共
並
名
主
組
頭
儀
下
手
人
ニ
不
及
候
様
ニ
仕
度
旨
相
願
候
乱
心
ニ
而
妻
を
殺
候
も

の
右
被
殺
候
も
の
之
親
な
と
相
願
一
命
御
助
候
類
も
有
之
候
得
共
是
以
乱
心
之
儀
証
拠
等
有
之
候
上
願
候
ハ
し
其
様
子
次
第
御
免
も
可
有
之
候
得
と
も

大
久
保
治
男
　
徳
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幕
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刑
法
に
お
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る
責
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親
共
願
候
迚
も
猥
に
御
免
ハ
有
之
間
敷
事
ニ
候
况
此
度
之
も
の
妻
を
殺
候
段
酒
狂
之
由
ニ
候
ヶ
様
之
類
願
に
よ
っ
て
御
免
有
之
候
ハ
し
毎
度
願
候
様
ニ

相
成
其
内
ニ
ハ
賄
賂
等
不
宜
筋
に
て
願
候
も
出
来
可
申
儀
旁
如
何
ニ
候
間
願
取
上
か
た
き
儀
ニ
候
條
可
為
下
手
人
と
の
御
事
ニ
候
。

右
之
通
被
仰
出
候
間
自
今
書
面
文
趣
ニ
可
被
相
心
得
候
以
上

│
│
『
禁
令
考
』
後
聚
五
帙
四
二
九
頁
│
│

乱
心
の
証
拠
が
確
か
に
存
す
る
場
合
、
親
類
中
の
一
方
が
宥
免
願
を
し
た
の
に
、
他
の
一
方
は
願
出
な
い
場
合
に
つ
き
、
も
し
宥
免

願
を
出
せ
ば
出
し
う
る
の
に
出
さ
な
い
時
は
、
奉
行
所
で
差
出
す
よ
う
勧
告
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

即
ち
、『
例
書
』
第
三
十
五
条
に
は
『
乱
心
ニ
而
両
人
切
殺
候
も
の
之
事
』
と
あ
る
事
案
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

「
…
…
百
姓
乱
心
致
し
二
人
致
殺
害
候
処
壱
人
之
親
類
共
相
手
下
手
人
御
免
願
出
候
今
壱
人
之
親
類
ハ
其
儀
無
之
候
口
論
之
上
人
を
殺

乱
心
に
い
た
し
成
シ
候
証
拠
有
之
候
ハ
し
其
段
ハ
可
申
出
事
ニ
候
殺
さ
れ
候
も
の
親
類
と
も
相
手
乱
心
と
乍
存
念
残
り
候
と
申
儀
一
向

不
謂
事
ニ
候
間
能
々
致
了
簡
重
而
可
申
出
旨
可
申
聞
事
…
…
。」

│
│
『
禁
令
考
』
後
聚
六
帙
四
一
九
頁
│
│

乱
心
者
の
親
殺
が
死
罪
と
な
る
こ
と
は
御
定
書
よ
り
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
例
書
第
三
十
六
条
に
よ
れ
ば
親
に
疵
を
負
わ
せ
た
場
合

も
、
た
と
え
乱
心
者
で
あ
っ
て
も
死
罪
の
刑
事
責
任
を
負
担
す
る
の
で
あ
っ
た
。

乱
心
之
上
親
江
疵
付
候
も
の
御
仕
置
之
事

延
享
二
丑

年
六
月
御
仕
置
之
例

神
田
同
朋
町
　
又
　
右
　
衛
　
門

此
又
右
衛
門
儀
両
親
之
顔
馬
ニ
相
見
恐
敷
存
疵
付
候
旨
申
之
乱
心
無
紛
候
得
共
両
親
江
切
付
候
段
不
屆
ニ
付
死
罪
可
申
付
哉
然
共
両
親
並
親
類
其
外

所
之
者
共
も
又
右
衛
門
乱
心
無
相
違
両
親
手
疵
も
軽
ク
平
愈
仕
候
ニ
付
又
右
衛
門
助
命
之
儀
度
々
相
願
候
故
押
込
置
候
様
可
申
付
哉
と
相
伺

御
差
図
　
死
　
罪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
│
│
禁
令
考
後
聚
六
帙
四
一
八
頁

（
2
）

│
│
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寛
政
十
二
申

年
御
渡
の
町
奉
行
伺
の
事
例

「
浅
草
町
町
二
丁
目
、
甚
吉
儀
熱
病
煩
の
上
、
女
房
け
ん
を
及
殺
害
候
一
件
」
で
は
「
…
…
熱
病
相
煩
候
夫
甚
吉
は
暮
方
困
窮
ニ
付
女

房
け
ん
を
遊
女
奉
公
ニ
差
出
、
右
給
金
を
以
可
取
続
」
と
し
た
が
、
け
ん
は
不
承
知
、
其
後
、
離
婚
話
に
も
な
っ
た
が
、
甚
吉
は
熱
病

に
て
乱
心
し
、
小
刀
を
以
っ
て
け
ん
を
殺
害
し
て
し
ま
っ
た
が
、
夫
が
あ
ま
り
に
も
理
不
尽
で
あ
る
の
で
「
不
届
ニ
付
、
遠
島
」
に
処

せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が

（
1
）

犯
意
の
欠
缺
、
心
神
喪
失
状
態
で
の
犯
行
で
は
あ
ろ
う
が
、
事
件
全
体
の
流
れ
か
ら
し
て
も
、
夫
婦
は
主
縦
的

価
値
観
の
支
配
す
る
当
時
と
し
て
も
、
や
は
り
、
夫
の
刑
事
責
任
を
科
す
こ
と
で
世
間
を
納
得
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

隣
り
に
寝
て
い
た
妻
の
顔
が
馬
に
見
え
て
切
り
付
け
た
夫
に
対
し
、
咎
の
無
い
判
決
も
あ
る
時
代
で
あ
っ
て
も
や
は
り
「
道
理
」

「
社
会
的
常
規
」
が
乱
心
の
場
合
で
も
裁
量
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
1
）
御
仕
置
例
類
集
、
古
類
集
三
。
九
九
三
収
録

（
2
）「
乱
心
ニ
て
」
犯
罪
を
為
し
た
場
合
の
仕
置
例
の
追
加
。

（
1
）
天
明
六
午

年
御
渡

大
坂
町
奉
行
　
小
田
切
土
佐
守
伺

『
紀
伊
殿
家
来
、
乱
心
ニ
て

○

○

○

○

、
継
人
足
を
致
殺
害
並
手
疵
為
負
、
自
害
仕
損
候
ニ
付
、
取
計
方
評
議
一
件
』

│
│
『
御
仕
置
例
類
集
』
古
類
集
壱
・
二
六
六
頁
│
│

（
2
）
寛
政
十
二
申

年
御
渡

大
御
番
頭
、
堀
　
近
江
守
申
上

『
大
御
番
同
心
、
在
番
之
旅
中
、
乱
心
ニ
て

○

○

○

○

傍
輩
を
殺
候
儀
ニ
付
評
議
』
一
件

│
│
御
仕
置
例
類
集
古
類
集
壱
・
二
七
二
頁
│
│

大
久
保
治
男
　
徳
川
幕
府
刑
法
に
お
け
る
責
任
論
（
一
）
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（
三
）

『
赦
律
』
第
十
八
条
の
「
附
火
い
た
し
候
も
の
之
事
」
の
中
に
「
其
餘
大
人
愚
昧
之
附
火
等
ハ
赦
免
難
成
事
」
と
し
て
い
る
が
、

「
愚
昧
」
と
は
精
神
薄
弱
の
程
度
が
強
く
回
復
の
見
込
の
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
か
か
る
者
の
反
社
会
的
危
険
性
は
病
的
で
あ
り
、
改

悛
さ
れ
え
な
い
の
で
社
会
保
全
上
よ
り
も
、
愚
昧
之
者
に
対
し
て
は
赦
免
を
せ
ず
に
永
久
に
流
罪
と
し
て
社
会
か
ら
隔
離
し
て
お
く
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
主
観
主
義
的
、
社
会
責
任
論
的
意
義
を
有
す
る
事
例
で
あ
る
。

『
赦
律
』
十
八
　
附
付
い
た
し
候
も
の
之
事

「
幼
年
ニ
而
無
思
慮
附
火
い
た
し
遠
島
ニ
相
成
候
も
の
ハ
拾
六
ヶ
年
以
上
赦
免
可
申
付
幼
年
ニ
候
と
も
遺
恨
又
ハ
盗
為
可
致
仕
成
　
　

候
類
ハ
赦
免
難
成
其
餘
大
人
愚
昧
之

○

○

○

○

○

附
火
等
ハ
赦
免
難
成
事
」

『
御
仕
置
例
類
集
』
中
の
事
例
に
は
、「
愚
成
も
の
」
の
放
火
に
つ
い
て
、
単
に
「
押
込
」
の
刑
事
責
任
の
み
し
か
科
し
て
い
な
い

も
の
が
あ
る
。
即
ち

寛
政
七
卯

年
御
渡

火
附
盗
賊
改
　
長
谷
川
平
藏
伺

『
武
州
下
澁
谷
村
宝
泉
寺
隠
居
・
法
如
弟
子
・
龍
光
、
附
火
い
た
し
候
一
件

武
州
豊
島
郡
下
澁
谷
村

眞
言
津
宗

宝
泉
寺
隠
居
法
如
弟
子
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龍
　
　
光

右
之
も
の
儀
、
宝
泉
寺
隠
居
方
ニ
罷
在
候
砌
、
何
之
趣
意
も
な
く

、
、
、
、
、
、
、

、
不
斗
出
来
心
ニ
て

、
、
、
、
、
、
、

、
附
火
い
た
し
焼
拂
候
段

、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
不
屆
ニ
は
候
得
共
、

乱
心
同
様
之
愚
成
も
の
ニ
て

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

、
外
類
焼
も
無
之
候
ニ
付
、
師
匠
・
法
如
え
引
渡
、
押
込
。

│
│
『
御
仕
置
例
類
集
古
類
集
』
四
・
二
九
一
頁
〔
一
九
四
七
〕
│
│

更
に
こ
の
理
由
の
文
中
に
も
「
…
…
一
旦
乱
心
い
た
し
其
以
来
小
兒
ニ
劣
り
候
由
ニ
候
上
は
放
心
い
た
し
候
も
の
ニ
て
…
…
』
と
か

『
…
…
一
旦
乱
心
い
た
し
其
後
放
心
ニ
て
小
兒
同
様
の
段
は
…
…
」
あ
る
こ
と
か
ら
「
愚
成
も
の
」
の
意
味
は
解
さ
れ
よ
う
。

（
四
）

心
神
喪
失
の
状
態
に
て
犯
罪
行
為
に
該
当
す
る
所
為
を
為
す
事
由
に
は
「
酒
狂
」
の
場
合
も
存
す
る
の
で
あ
り
、
御
定
書
第
七
十
七

条
に
は
「
酒
狂
人
御
仕
置
之
事
」
の
下
に
詳
細
な
規
定
を
設
け
て
い
る
。

例
え
ば
酒
狂
の
上
で
人
を
殺
し
た
場
合
は
遺
恨
等
が
あ
っ
て
も
、
心
神
喪
失
の
状
態
、
即
ち
、
自
主
性
な
き
行
為
に
よ
っ
て
結
果
が

発
生
し
た
よ
う
に
み
せ
か
け
、
こ
れ
の
刑
事
責
任
を
軽
く
す
る
事
を
謀
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
え
る
。
所
謂
、「
原
因
に
お
い
て
自
由
な

る
行
為
」
を
為
さ
ざ
る
と
も
限
ら
な
い
。
又
、
社
会
保
全
上
も
好
き
ま
し
く
な
い
の
で
假
令
、
被
レ

殺
候
も
の
之
主
人
並
親
類
等
よ
り

下
手
人
御
免
の
願
が
で
て
も
こ
れ
を
「
取
上
問
敷
事
」
と
し
、
酒
狂
人
へ
の
み
せ
し
め

、
、
、
、

と
し
て
下
手
人
の
刑
事
責
任
を
科
し
て
い
る
。

（『
御
定
書
』
第
七
十
七
条
中
「
享
保
十
六
年
極
」
の
項
参
照
）
こ
れ
は
行
為
の
み
看
て
の
結
果
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
社
会
保
全
上
よ

り
の
要
請
よ
り
重
き
刑
事
責
任
が
科
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

又
、
同
七
年
極
で
は
、
酒
狂
に
て
人
に
傷
害
行
為
を
為
し
た
場
合
、
被
害
者
が
死
亡
せ
ず
平
愈
し
た
時
は
そ
の
治
療
代
を
補
填
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
被
害
者
の
治
療
中
は
加
害
者
が
奉
公
人
で
あ
る
場
合
は
主
人
江
預
け
ら
れ
、
其
他
の
者
は
牢
舎
又
は
預
け
ら
れ
平
愈

大
久
保
治
男
　
徳
川
幕
府
刑
法
に
お
け
る
責
任
論
（
一
）
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の
上
治
療
代
を
出
し
て
許
さ
れ
る
旨
が
規
定
し
て
あ
る
。

第
三
項
は
、
酒
狂
の
上
人
に
疵
付
け
た
者
が
武
家
の
家
来
で
あ
る
な
ら
ば
、
江
戸
拂
の
処
罰
を
受
け
る
治
療
代
は
中
小
姓
体
に
候
は

ば
銀
二
枚
、
徒
士
は
金
一
両
　
足
軽
中
間
は
　
銀
一
枚
で
あ
り
、
町
人
百
姓
銀
壱
枚
、
或
は
、
軽
き
者
は
そ
れ
に
准
じ
治
療
代
を
払
う

事
と
せ
ら
れ
る
。

第
四
項
で
は
治
療
代
を
出
す
事
の
出
来
な
い
貧
者
の
場
合
に
は
「
刀
脇
指
為
二

相
渡
一

可
レ

申
事
」
と
さ
れ
、
更
に
、
一
、
酒
狂
に
て

人
を
打
擲
し
た
者
で
あ
っ
て
治
療
代
を
出
し
難
い
者
は
、
諸
道
具
取
上
。
逢
打
擲
候
者
之
可
レ

為
レ

取
諸
道
具
も
無
レ

之
、
償
不
レ

成
身
上

之
も
の
は
所
拂
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

又
、
酒
狂
に
て
諸
道
具
を
損
さ
し
た
も
の
は
損
失
之
道
具
償
可
二

申
付
一

償
不
レ

成
上
之
者
は
所
拂
と
さ
れ
た
。
こ
の
他
、
同
条
に
は

享
保
五
年
極
、
元
文
五
年
極
の
細
か
い
規
定
が
あ
る
。

以
上
の
如
く
酒
狂
人
の
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
は
、
こ
ま
か
い
規
定
を
設
け
て
損
害
の
補
填
と
刑
事
責
任
を
科
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

現
行
法
の
如
く
酒
狂
人
を
責
任
無
能
力
者
と
し
て
刑
事
責
任
を
科
さ
な
い
こ
と
事
と
比
較
し
た
場
合
、
徳
川
幕
府
刑
法
の
態
度
の
方
が

社
会
保
全
の
維
持
の
為
に
は
遙
か
に
効
果
が
あ
っ
た
。
即
ち
、
酒
狂
人
と
い
え
ど
も
責
任
能
力
の
点
に
お
い
て
は
特
別
の
取
扱
を
う
け

ず
、
酒
狂
が
責
任
阻
却
事
由
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

年
号
は
闕
で
あ
る
が
次
の
事
件
は
具
体
的
で
あ
り
右
の
結
論
の
理
解
を
助
け
る
の
で
挙
げ
て
み
る
。

酒
狂
ニ
而
足
江
切
掛
其
身
相
果
候
儀
ニ
付

私
知
行
所
武
州
埼
玉
郡
堺
村
百
姓
幸
右
衛
門
忰
幸
藏
儀
、
弟
幸
吉
と
口
論
之
上
、
幸
吉
儀
手
負
候
間
相
果
候
段
申
出
候
ニ
付
、
家
来
見
分
差
遺
、
相
糺

候
処
、
去
月
十
六
日
親
幸
右
衛
門
夫
婦
熊
谷
宿
江
相
越
、
留
守
ニ
而
足
幸
藏
儀
居
山
ニ
而
涼
罷
在
候
処
、
弟
幸
吉
儀
、
酒
給
、
、

、
足
元
も
立
兼
候
躰

、
、
、
、
、
、
、

ニ
而

罷
帰
候
間
、
親
共
留
守
之
儀
ニ
候
間
、
大
酒
致
候
儀
不
宜
旨
聞
候
処
、
幸
吉
儀
、
挨
拶
も
不
仕
、
家
内
江
立
入
、
脇
差
を
持
来
、
理
不
尽
ニ
幸
藏
江
切
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掛
候
ニ
付
、
幸
藏
儀
、
脇
差
之
柄
ニ
手
ヲ
掛
、
無
躰
ニ
も
き
取
候
得
共
、
幸
吉
儀
、
甚
た
憤
り
、
給
酔
居
候
事
故
、
足
元
も
立
兼
、
転
掛
り
、
自
分
之

腹
江
抜
身
突
立
、
右
疵
ニ
而
相
果
申
候
旨
、
幸
藏
申
聞
、
依
之
親
幸
右
衛
門
夫
婦
並
親
類
組
合
村
役
人
等
段
々
相
糺
候
処
、
平
曰
兄
弟
中
悪
敷
儀
も
無

之
候
得
共
、
幸
吉
儀
、
兼
而
大
酒
仕
、
酔
狂
之
上
ハ
、
不
宣
儀
も
御
座
候
ニ
付
、
親
共
毎
度
異
見
差
加
候
得
共
、
取
用
不
申
由
、
全
右
躰
立
儀
ニ
而
之

始
末
ニ
可
有
御
座
旨
、
外
ニ
一
向
心
当
之
儀
も
無
之
…
…

│
│
徳
川
禁
令
考
　
後
集
第
四
。
五
五
頁
│
│

こ
れ
に
対
し
、
兄
幸
藏
は
弟
幸
吉
の
疵
の
手
当
が
十
分
行
届
な
か
っ
た
と
し
て
、「
急
度
叱
り
」
程
度
の
処
分
を
受
け
た
。

四
　
盲
人
（
1
）

の
刑
事
責
任

盲
人
は
一
般
庶
民
法
の
適
用
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
独
立
の
規
範
に
よ
る
自
治
に
ま
か
さ
れ
て
い
た
。
即
ち
、
盲
人
に
関
す

る
法
秩
序
は
重
罪
の
外
は
座
元
、
長
吏
、
総
録
等
に
一
任
さ
れ
て
お
り
「
盲
人
仕
置
」「
座
頭
仕
置
」
と
し
て
独
立
の
も
の
で
あ
っ
た

「
自
分
仕
置
」
と
も
い
う
。

盲
人
の
規
約
に
つ
い
て
は
『
當
道
要
集
』
が
あ
り
罰
則
も
其
の
「
科
行
次
第
」（
寛
永
十
一
年
三
月
）
が
あ
っ
た
し
、
文
化
十
年
三

月
の
幕
令
に
據
れ
ば
、
百
姓
・
町
人
・
武
家
・
陪
臣
の
子
弟
で
も
、
市
中
居
住
分
、
主
人
居
舗
内
に
居
る
と
も
、
琴
三
味
線
、
針
治
、

導
引
等
の
芸
業
に
従
事
す
る
も
の
は
、
検
校
の
支
配
を
受
け
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
様
な
盲
人
の
自
治
司
法
制
度
は
、
足
利
時
代
よ
り
あ
っ
て
、
江
戸
時
代
で
は
寛
永
の
頃
、
小
池
検
校
の
當
道
式
目
や
元
禄
時
代

の
杉
山
検
校
の
新
式
目
等
が
有
名
で
あ
る
が
、
盲
人
団
体
は
老
中
の
直
轄
で
寺
社
町
奉
行
に
は
関
係
な
く
、
人
命
・
放
火
犯
の
外
は
此

の
盲
人
団
体
に
加
入
せ
る
も
の
に
対
し
て
は
、
座
頭
は
公
認
の
刑
罰
を
科
し
得
た
の
で
あ
っ
た

（
2
）

。

『
御
定
書
』
に
は
「
座
頭
御
仕
置
、
惣
禄
江
科
之
次
第
申
聞
座
法
ニ
可
申
付
旨
申
渡
」
と
あ
る
が
、
盲
人
も
座
頭
と
し
て
盲
人
の
一
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定
し
た
身
分
を
も
つ
も
の
は
座
法
の
支
配
を
う
け
る
事
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
安
永
八
年
の
書
付
に
よ
り
死
刑
以
上
に
当
る
罪

を
犯
し
た
場
合
は
幕
府
法
に
よ
り
処
罰
さ
れ
、
そ
の
他
の
場
合
が
座
法
の
支
配
を
う
け
る
事
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
盲
人
も

死
刑
に
相
当
す
る
罪
を
犯
し
た
時
は
や
は
り
普
通
人
同
様
の
取
扱
い
を
為
す
建
前
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
敲
や
入
墨
等
の
刑
に
つ

い
て
も
同
様
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
盲
人
が
特
別
な
責
任
能
力
者
と
さ
れ
る
場
合
の
あ
っ
た
の
は
遠
島
・
追
放
の
如
き
刑
罰
の

特
別
な
性
質
を
顧
慮
し
た
結
果
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う

（
3
）

。

こ
の
点
に
つ
き
、『
御
定
書
』
第
百
三
条
「
御
仕
置
仕
形
之
事
」
の
中
に
、「
追
加
、
寛
保
三
年
極
、
盲
人
御
仕
置
」
と
あ
り
「
遠

島
・
追
放
等
に
可
レ

成
科
は
親
類
之
預
居
村
外
猥
ニ
徘
徊
致
間
敷
旨
可
二

申
付
一

」
と
規
定
し
て
あ
る
。
盲
人
の
刑
罰
適
応
性
の
考
慮
か

ら
限
定
的
責
任
能
力
者
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

尚
、

�
者

（
4
）

に
つ
い
て
規
定
は
見
出
さ
れ
な
い
様
で
あ
る
。

（
1
）
徳
川
幕
府
当
時
の
法
令
、
判
例
の
用
語
例
の
ま
ま
使
用
。
以
下
同
じ
。

（
2
）
井
上
和
夫
著
『
藩
法
幕
府
法
と
維
新
法
』
中
巻
第
四
款
刑
事
法
規
第
一
項
刑
法
の
概
要
。
第
一
節
幕
府
刑
法
Ａ
序
説
よ
り
引
用

（
3
）
司
法
資
料
犯
冊
九
『
徳
川
時
代
刑
法
の
概
観
』
高
仰
眞
三
著
、
二
七
頁

（
4
）
註
（
1
）
同
じ
。

五
　
女
性
の
刑
事
責
任
能
力

女
性
が
犯
罪
行
為
の
主
体
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
御
定
書
の
条
文
中
に
散
見
で
き
る
。
即
ち
女
性
の
み
に
責
任
能
力
や
刑

事
責
任
が
科
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
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『
御
定
書
』
第
四
十
七
条
で
は
、
享
保
七
年
極
。「
一
、
隠
売
女
い
た
し
候
も
の
、
一
、
踊
子
を
抱
置
為
レ

致
二

売
女
候
者
」
に
対
し
、

「
身
上
に
応
し
過
料
之
上
。
百
日
手
鎖
に
て
所
江
預
。
隔
日
封
印
改
」
と
あ
る
。
享
保
八
年
極
「
一
、
隠
売
女
、
三
ヶ
年
之
内
。
新
吉

原
え
と
ら
せ
遺
す
」

『
御
定
書
』
第
四
十
八
条
「
密
通
御
仕
置
之
事
」
で
は
、「
密
通
い
た
し
候
妻
、
死
罪
」
と
厳
罰
で
処
せ
ら
れ
た
。「
二
つ
に
重
ね
て

四
つ
に
斬
る
」
の
諺
の
如
く
妻
敲
討
は
夫
の
専
権
で
姦
夫
、
姦
婦
を
切
殺
し
て
も
か
ま
わ
な
い
と
さ
れ
た
程
、
妻
の
貞
操
義
務
は
強
く

要
請
さ
れ
て
い
た
時
代
背
景
で
の
刑
事
責
任
で
あ
る
。「
密
通
之
男
女
共
に
夫
殺
候
は
ば
、
無
紛
に
お
ゐ
て
は
無
搆
」
で
あ
っ
た
。

『
御
定
書
』
第
五
十
条
の
「
男
女
申
合
相
果
候
者
之
事
」
所
謂
、
心
中
事
件
で
生
き
残
っ
た
男
女
は
日
本
橋
へ
三
日
間
、
晒
さ
れ
た

後
、
男
は
非
人
手
下
へ
身
分
が
落
と
さ
れ
る
が
、
女
の
場
合
は
吉
原
の
遊
女
へ
身
売
り
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
遊
女
奉
行
の
苦
難
が
待
っ

て
い
た
。

「
子
お
ろ
し
」「
は
っ
さ
ん
」「
子
返
し
」「
間
引
く
」
等
い
わ
れ
た
堕
胎
も
女
性
の
主
と
し
て
行
う
こ
と
で
あ
る
。「
辺
土
民
間
子
孫

繁
昌
手
引
草
」
に
は
堕
胎
を
禁
ず
る
訓
誡
書
が
あ
る
。

「
田
舎
に
は
所
に
よ
り
て
貧
乏
人
に
子
供
多
き
は
身
代
の
か
せ
な
り
と
て
、
産
み
落
し
た
る
時
、
口
を
塞
ぎ
、
尻
を
押
さ
え
て
ひ
ざ
で
敲
き
殺
し
、

ま
た
は
産
め
ぬ
さ
き
に
飲
ぐ
す
り
、
さ
し
ぐ
す
り
に
て
流
す
を
、
子
返
し
と
云
ひ
、
ま
た
、
子
ま
び
き
と
も
云
ふ
」

こ
れ
は
正
に
、
殺
人
該
当
行
為
で
は
あ
ろ
う
が
、
当
時
の
貧
乏
生
法
の
苦
し
み
は
「
人
べ
ら
し
」
を
放
任
し
、
胎
胎
の
風
習
が
陰
湿

に
も
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
百
姓
共
大
勢
子
供
あ
り
候
得
ば
、
出
生
の
子
を
産
所
に
て
直
に
殺
候
、
国
柄
も
こ
れ
あ
る
段
相
聞
、
不
仁
の
至
り
に
候
。
以
来
右

躰
の
儀
こ
れ
無
き
様
村
役
人
は
勿
論
、
百
姓
共
も
相
互
に
心
を
附
申
す
べ
し
、
以
降
は
曲
事
た
る
べ
し
」
と
あ
る
。

│
│
尾
佐
竹
猛
『
犯
罪
、
刑
罰
事
例
集
』
柏
書
房
参
照
│
│
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性
別
が
責
任
能
力
に
影
響
を
及
ぼ
す
か
に
関
し
て
の
一
般
的
規
定
は
見
出
さ
れ
な
い
が
、
第
一
〇
三
条
「
御
仕
置
仕
形
之
事
」
の
規

定
中
に
、「
一
、
追
加
、
寛
保
三
年
極
、
一
、
科
有
レ

之
女
之
儀
、
中
追
放
に
は
御
関
所
内
、
相
模
国
は
御
構
之
外
に
付
、
中
追
放
迄
は

可
二

申
付
一

、
重
追
放
に
は
申
付
間
敷
事
。
追
加
、
宝
暦
三
年
極
、
一
、
町
人
百
姓
之
女
は
、
重
追
放
に
も
可
二

申
付
一

事
」
と
あ
る
。
責

任
能
力
一
般
に
つ
い
て
は
、
特
別
に
制
限
を
う
け
る
事
も
な
か
っ
た
。
刑
罰
の
執
行
の
方
法
に
、
特
に
女
性
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
場
合

は
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
敲
の
刑
罰
は
女
性
に
は
科
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
責
任
能
力
を
刑
罰
能
力
と
解
す
る
前
提
に

立
て
ば
、
こ
の
様
な
場
合
も
、
責
任
能
力
が
制
限
さ
れ
る
一
場
合
と
も
い
え
よ
う
。

因
み
に
、『
徳
川
禁
令
考
』
後
聚
第
六
帙
四
〇
四
頁
に
よ
れ
ば
、「
寛
政
二
年
四
月
三
奉
行
に
与
え
ら
れ
た
書
付
。
懷
胎
之
女
死
罪
御

仕
置
申
付
候
儀
、
只
今
迄
区
々
ニ
候
、
死
刑
ニ
相
成
候
も
の
之
子
ニ
而
も
、
依
父
母
之
科
死
刑
ニ
ハ
及
ハ
す
候
、
懐
妊
之
女
を
殺
候
而

ハ
、
胎
内
之
子
科
な
く
し
て
命
を
絶
ニ
当
り
候
間
、
以
来
出
産
之
後
死
罪
ニ
可
被
申
付
候
。
右
之
通
被
仰
出
、
出
産
後
死
刑
ニ
申
付
候

上
、
磔
ニ
当
り
候
女
も
出
産
後
本
罪
磔
た
る
へ
き
事
。」
と
あ
る
。

然
し
、
こ
れ
は
胎
児
保
護
の
見
地
よ
り
の
規
定
に
て
、
こ
の
目
的
よ
り
す
る
。
懷
胎
の
婦
女
の
刑
罰
執
行
の
制
限
な
の
で
あ
る
。

註
　
仕
置
例

（
1
）
寛
政
二
戌
年
御
渡

大
坂
町
奉
行
　
小
田
切
土
佐
守
伺

『
女
盗
賊
御
仕
置
之
儀
、
評
議
』

│
│
『
御
仕
置
例
類
集
古
類
集
』
四
　
一
三
〇
頁
〔
一
七
五
九
〕
│
│

※
盗
犯
の
仕
置
例
に
は
多
く
の
女
の
犯
人
の
名
が
あ
が
っ
て
い
る
。

（
2
）
寛
政
十
一
未
年
御
渡
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駿
府
町
奉
行
伺

『
武
州
三
反
田
村
、
織
右
衛
門
、
女
を
連
　
箱
根
御
関
所
を
除
、
山
越
い
た
し
候
一
件
』

│
│
同
右
仕
置
集
　
二
七
四
頁
〔
一
九
三
二
〕
│
│

第
三
章
　
責
任
条
件

一
　
責
任
条
件

古
代
の
刑
法
は
犯
意
の
有
無
と
言
う
事
を
度
外
視
し
て
、
直
ち
に
犯
罪
行
為
の
結
果
を
の
み
見
て
こ
れ
を
処
罰
し
た
の
で
あ
る
。
行

為
主
義
（T

at
Prinzip

）
で
あ
り
、
正
に
「
行
為
が
人
を
殺
す
」（D

ie
T
hat

to ¬tet
den

m
ann.

）
と
云
う
事
に
な
り
結
果
責
任
主
義

（E
rfolgshoftung

Prinzip

）
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
、
古
代
の
刑
法
は
有
意
犯
と
無
意
犯
の
区
別
は
存
せ
ず
、
両
者
共
処
罰
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

我
が
徳
川
時
代
の
刑
法
に
お
い
て
は
、
単
な
る
行
為
の
み
を
み
ず
、
行
為
者
も
又
観
察
す
る
行
為
者
主
義
（T

a ¬ter
Prinzip

）
も
│
│
純
粋
な
意
味
で
な
い

に
せ
よ
│
│
加
味
さ
れ
て
い
た
の
で
、
有
意
犯
・
無
意
犯
、
即
ち
、
故
意
犯
・
過
失
犯
の
区
別
は
存
し
た
の
で
あ
る
。

│
│
石
井
良
助
編
、『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
二
巻
二
九
七
頁
│
│

『
律
令
要
略
』
序
に
「
…
…
罪
な
き
者
を
殺
さ
ん
よ
り
ハ
罪
あ
る
も
の
を
や
る
し
そ
こ
な
へ
は
ふ
と
し
た
る
過
ち

、
、
、
、
、
、
、

（
過
失
犯
）
な
れ
ハ
、

た
と
ひ
大
キ
な
る
事
な
り
と
て
も
宥
め
、
故
犯

ハ
ザ
ト

（
故
意
犯
）
し
た
る
事

、
、
、
、

な
れ
ハ
小
キ
事
な
り
と
て
も
ゆ
る
す
事
な
し
、
罪
の
う
た
か
は

し
く
重
く
す
へ
き
か
軽
く
す
へ
き
か
と
お
も
ふ
は
軽
き
方
に
し
。
功
有
者
を
賞
す
る
時
重
く
す
へ
き
か
、
軽
く
す
へ
き
か
と
お
も
ふ
分

大
久
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は
重
き
方
ニ
す
。
心
得
ち
か
ひ
て
罪
な
き
を
殺
さ
ん
よ
り
は
、
ゆ
る
す
ま
し
き
も
の
を
ゆ
る
し
て
、
経
の
法
に
ち
か
ふ
分
へ
く
る
し
か

る
ま
し
き
よ
し
な
り
」
云
々
と
あ
る
。

こ
の
資
料
か
ら
も
明
ら
か
な
様
に
「
故
犯

ハ
ザ
ト

し
た
る
事
」「
ふ
と
し
た
る
過
ち
」
と
故
意
（V

orsatz

）
と
過
失
（F

ahrla ¬ssigkeit

）
を

区
別
し
て
い
る
。
又
、「
重
か
る
べ
き
に
重
く
、
軽
か
る
べ
き
に
軽
く
」
と
い
う
最
も
進
歩
せ
る
近
代
刑
法
思
想
の
グ
ル
ン
ド
の
香
も

あ
り
、「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」
│
│in

dubio
pro

reo

│
│
の
原
則
も
看
取
で
き
、
刑
罰
は
応
報
で
は
な
く
犯
罪
人
の
改

過
遷
善
で
あ
り
、
法
の
恩
澤
に
よ
り
あ
た
ゝ
か
き
心
を
も
っ
て
法
を
執
行
す
る
の
で
あ
る
と
、
教
育
刑
・
目
的
刑
の
思
想
も
見
出
さ
れ
、

江
戸
時
代
の
法
律
思
想
・
法
律
文
化
水
準
の
高
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

二
　
故
意
犯

『
御
定
書
百
ヶ
条
』
中
よ
り
、
責
任
条
件
に
関
連
す
る
条
文
を
調
べ
て
み
よ
う
。
ま
ず
故
意
犯
に
関
し
て
、
第
六
十
四
条
『
巧
事

○

○

か

た
り
事
重
キ
ね
た
り
事
い
た
し
候
も
の
御
仕
置
之
事
』「
享
保
八
年
延
享
二
年
極
一
、
か
た
り
事
之
品
、
対
二

公
儀
之
一

候
事
歟
、
又
は

兼
て
巧
候
事

○

○

○

歟
、
或
は
人
を
誘
引
申
合
候
も
の
、
贓
物
一
両
以
上
死
罪
、
一
、
巧
成
儀

○

○

○

申
掛
、
度
々
金
子
等
か
た
り
候
も
の
、
金
高
雑

物
之
不
レ

依
二

多
少
一

、
獄
門
。
一
、
巧
を
以

○

○

○

人
を
打
擲
い
た
し
云
々
」
と
あ
り
、
第
六
十
五
条
中
に
は
、「
前
々
よ
り
之
例
　
一
、
御
褒

美
可
レ

取
巧
に
て

○

○

○

偽
之
訴
人
い
た
し
候
も
の
、
敲
之
上
　
中
追
放
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
構
成
要
件
中
に
「
巧
」
と
い
う
語
を
使
用
し

て
い
る
。
故
意
犯
の
第
一
に
右
に
範
畴
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
は
、
予
謀
熟
慮
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
が
相
手
方
を
欺

し
て
犯
罪
を
犯
す
と
言
う
狭
い
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
故

意
犯
一
般
の
意
味
よ
り
は
狭
い
、
そ
う
し
て
、
一
般
に
は
、
構
成
要
件
に
特
に
「
巧
」
を
以
て
、
と
記
載
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
当
然
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に
故
意
犯
と
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

故
意
犯
は
、
右
の
他
に
、
偶
然
の
動
機
に
因
っ
て
或
は
か
っ
と
し
て

、
、
、
、
、

犯
罪
行
為
を
犯
す
場
合
も
含
ま
れ
る
、「
不
斗
」
＝
「
与
レ

風
」

犯
せ
る
罪
が
こ
れ
で
あ
る
。
第
五
十
六
条
、『
盗
人
御
仕
置
之
事
』
の
中
、「
享
保
五
年
寛
保
元
年
極
、
一
、
手
元
に
有
レ

之
品
を
与
レ

風

○

○

盗
取
候
類
、
金
子
は
拾
両
よ
り
以
上
、
雑
物
は
代
金
に
積
拾
両
位
よ
り
以
上
は
死
罪
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
過
失
犯
よ
り
は
反
社
会
性
が

存
す
る
が
、「
巧
事
」
よ
り
は
軽
い
犯
意
に
基
く
犯
行
の
場
合
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、「
手
元
に
有
レ

之
品
を
与
レ

風
」
に
つ
き
今
少
し
分
析

し
て
み
れ
ば
、「
盗
を
心
懸
候
ニ
無
之
、
用
談
等
い
た
し
居
候
上
、
与
レ

風
之
出
来
心
を
以
其
場
之
品
盗
取
候
も
の
之
可
引
当
」
或
は

「
盗
を
心
掛
罷
越
候
も
の
之
儀
ニ
無
之
」
の
場
合
の
如
く
、
知
人
宅
、
旅
籠
屋
　
遊
女
屋
等
に
趨
き
、
そ
こ
に
て
「
不
斗
悪
心
発
り
」

窃
取
に
出
で
た
も
の
や
、
主
人
宅
の
商
品
家
財
を
奉
公
中
に
窃
取
し
た
る
奉
公
人
の
如
き
が
「
手
元
之
盗
」
の
例
で
あ
り
、
こ
れ
は

「
通
り
掛
り
椽
先
等
ニ
有
之
品
を
与
レ

風
盗
取
候
も
の
と
も
訳
違
」
敲
よ
り
重
き
入
墨
敲
の
刑
事
責
任
で
処
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
例
よ
り
も
明
ら
か
な
如
く
、

徳
川
幕
府
刑
法
に
お
け
る
「
故
意
」
の
概
念
は
、
現
行
法
に
お
け
る
如
く
、
犯
罪
行
為
者
の
内
面
的
犯
罪
意
思
の
探
究
と
云
う
意
味
で

把
握
す
る
迄
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
様
で
、
主
と
し
て
行
為
の
態
様
を
具
体
的
に
考
察
し
、
行
為
の
中
に
あ
ら
わ
れ
た
る
犯
罪
者
の

犯
罪
的
意
思
の
強
弱
を
判
断
し
て
可
罰
の
度
を
決
し
た
の
で
あ
る
。「
巧
」
も
「
与
レ

風
」
も
、
そ
れ
故
客
観
的
な
行
為
と
不
可
分
に
結

び
つ
い
て
、
行
為
を
通
し
て
の
犯
罪
意
思
の
考
究
で
あ
る
。
従
っ
て
、
時
と
し
て
は
、
窃
盗
の
場
合
の
様
に
、
一
定
の
行
為
が
「
巧
」

「
与
レ

風
」
の
懲
憑
と
し
て
法
定
さ
れ
、
こ
れ
が
存
す
る
時
は
一
定
の
刑
罰
を
科
す
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
巧
」
な
る
観
念
に
よ
っ
て
行
為
を
行
為
者
の
悪
性
の
懲
憑
と
す
る
法
理
は
、
徳
川
後
半
期
幕
府
刑
法
に
ひ
ろ
く
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
っ
て
、
例
え
ば
、「
忍
入
之
盗
」
を
加
重
す
る
理
由
も
行
為
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
犯
罪
的
意
思
の
強
さ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
が
、
尚
、
徹
底
し
た
も
の
で
は
な
く
、「
所
業
」
の
「
品
不
レ

宜
」
こ
と
も
併
せ
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
「
戸
の
〆
リ
」
の
有
無
、
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厚
薄
、
、

に
も
多
く
影
響
さ
れ
た
。
か
か
る
法
理
の
不
徹
底
さ
は
、
更
に
「
忍
入
之
盗
」
を
加
重
す
る
理
由
を
被
害
者
に
過
失
な
か
り
し
こ

と
に
求
め
ん
と
し
た
次
の
仕
置
例
に
お
い
て
も
明
瞭
と
な
る
。

寛
政
十
二
申
年
御
渡
、
火
附
盗
賊
改
、
岡
部
内
記
伺
、『
秋
津
村
無
宿
・
全
智
、
盗
い
た
し
候
一
件
』
の
中
に

「
…
…
〆
リ
を
固
辞
明
候
ニ
は
無
之
、
表
口
戸
、
押
候
処
、
外
レ
候
ニ
付
這
入
盗
い
た
し
候
も
の
ニ
て
、
〆
リ
等
も
い
た
し
置
不
申

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
戸
明
キ
又
ハ
手
元
に
有

、
、
、
、
、
、
、
、
、

之
候
品
を
被
盗
取
候
も
の
ハ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
被
盗
主
之
方
ニ
も
不
念
有
之
候
故

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

、
死
刑
ニ
不
及
、
入
墨
之
上
・
重
敲
又
ハ
敲
、
重
敲
、
敲
、
と
夫
々
之
御
定
も
有
之
候
間

…
…
」

│
│
『
御
仕
置
例
類
集
』
Ⅱ
二
九
一
頁
〔
六
一
七
〕
│
│

（
本
論
文
で
は
総
て
『
古
類
集
』
よ
り
引
用
す
る
の
で
以
下H

『
古
類
集
』I

と
明
記
す
る
事
は
こ
れ
を
省
略
す
る
）

然
し
、「
〆
リ
」
の
有
無
も
絶
対
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
は
な
く
、
犯
人
のH

故
意I

＝H

巧
成
仕
方I

の
方
を
重
要
視
し
て
い
た

様
で
も
あ
る
。
即
ち
、
寛
政
ハ
辰
年
御
渡
、
駿
府
町
奉
行
伺
『
駿
州
無
宿
・
五
兵
衛
、
盗
い
た
し
候
一
件
』
の
中
に
、

「
…
…
晝
中
、
〆
リ
等
無
之
場
所
之
入
、
都
合
九
ヶ
所
ニ
て
盗
い
た
し
候
も
の
ニ
御
座
候
、
勿
論
、
〆
リ
無
之
場
所
ニ
て
盗
い
た
し
候
類
に
も

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
事
実
ニ
お
ゐ

、
、
、
、
、

て
ハ
、
、

、
巧
成
仕
方

○

○

○

○

・
其
外

○

○

、
〆
リ
を
明
ヶ
入
候
盗
人
よ
り
も
不
屆
之
所
業

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

、
有
之

○

○

分
ハ
、
御
仕
置
附
い
た
し
、
可
申
上
旨
、
去
ル
丑
年
之
御
書
付
を
も
見
合

…
…
」

│
│
『
御
仕
置
例
類
集
』
Ⅱ
三
一
四
頁
〔
六
四
二
〕
│
│

「
往
來
通
り
懸
之
盗
」
で
あ
る
「
軽
キ
盗
」「
途
中
之
盗
」
よ
り
も
家
内
に
あ
っ
て
「
与
レ

風
之
出
来
心
を
以
其
場
之
品
盗
取
」
る
「
手

元
之
盗
」
は
重
く
、「
手
元
之
盗
」
よ
り
も
「
盗
可
致
」
と
家
内
へ
立
入
る
「
戸
明
之
盗
」「
忍
入
之
盗
」
は
重
く
罰
せ
ら
れ
た
。
し
か

し
て
「
戸
明
之
盗
」
よ
り
「
忍
入
之
盗
」
は
重
く
、
両
者
は
「
〆
リ
」
の
有
無
厚
薄
と
「
巧
」
の
深
浅
に
よ
っ
て
「
死
生
之
境
」
を
区

別
さ
れ
た
。
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侵
入
を
困
難
な
ら
し
め
て
い
る
閉
鎖
を
破
っ
て
入
る
盗
人
、
通
常
人
の
出
入
せ
ざ
る
場
所
よ
り
潜
入
す
る
盗
人
、
隠
れ
潜
ん
で
盗
取

の
機
会
を
覗
う
盗
人
、
か
ね
て
よ
り
鍵
等
の
器
具
を
用
意
し
こ
れ
を
以
て
窃
盗
を
働
く
者
の
如
き
は
、「
巧
」
深
き
「
品
不
宜
」
も
の

と
し
て
「
忍
入
之
盗
」
の
御
定
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
死
罪
で
処
断
さ
れ
た
様
で
あ
る
。

右
は
窃
盗
犯
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
の
で
あ
る
が
こ
れ
よ
り
も
明
ら
か
な
様
に
、
徳
川
幕
府
刑
法
に
お
け
る
「
故
意
」
と
い
う
も
の

は
、
行
為
の
態
様
に
よ
っ
て
、
そ
の
程
度
の
軽
重
が
段
階
ず
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
犯
罪
者
の
犯
意
は
、
そ
の
外
部
的
行
為
の
中

に
自
ら
示
し
た
犯
罪
的
意
思
の
強
弱
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

窃
盗
犯
の
故
意
犯
に
関
し
重
要
な
る
資
料
と
し
享
保
五
子
年
御
書
付
『
盗
人
御
仕
置
軽
重
之
事
』
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
、
盗
人
御
仕
置
之
儀
大
概
死
罪
ニ
成
候
得
共
向
後
ハ
人
之
家
江
忍
入
或
ハ
土
蔵
等
を
破
盗
い
た
し
候
類
ハ
巧
候
而
之
儀
ニ
候
間

、
、
、
、
、
、
、
、

盗
取
候
全
高
雑
物
之

軽
重
多
少
ニ
不
レ

依
可
レ

為
二

死
罪
一

候
。

但
忍
入
候
共
巧
候
儀
ニ
而
も
無
之
其
品
軽
キ
ハ
入
墨
之
上
重
く
敲
可
申
候
。

一
、
手
元
ニ
有
之
品
を
巧
候
事
も
無
之
不
斗

○

○

少
分
之
物
盗
取
候
類
ハ
縦
ハ
金
子
拾
両
位
雑
物
成
ら
ハ
直
段
積
り
右
ニ
准
し
都
而
比
類
自
今
ハ
重
く
百
敲

此
御
定
よ
り
軽
キ
も
の
ハ
五
拾
敲
可
申
候
尤
右
之
内
ニ
も
入
墨
之
上
敲
候
程
之
も
の
計
を
入
墨
敲
ニ
仕
其
外
ハ
右
之
通
敲
可
申
候
。

但
巧
候
品
ハ
不
相
決
候
共
科
重
く
候
は
ば
入
墨
之
上
重
キ
追
放
可
申
付
候

右
之
通
可
被
心
得
候
以
上
。

│
│
徳
川
禁
令
考
後
聚
四
帙
三
三
三
頁
│
│

次
に
非
常
に
主
観
主
義
的
色
彩
の
濃
い
仕
置
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
前
科
の
あ
る
も
の
が
犯
意
を
い
だ
い
た
徘
徊
し
た
ゞ
け
で
未
だ

何
ら
の
窃
取
の
実
行
の
著
手
が
な
く
と
も
罰
せ
ら
れ
た
事
例
で
あ
る
。

寛
政
八
辰
年
、
戸
田
采
女
正
殿
御
書
取
御
渡
、『
盗
い
た
し
候
依
科
、
敲
ニ
相
成
候
以
後
、
無
宿
等
申
合
、
盗
可
致
と
、
所
々
徘
徊
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い
た
し
、
未
、
盗
は
不
致
も
の
之
儀
ニ
付
評
議
』
こ
れ
で
あ
る
。『
…
…
盗
可
致
と
無
宿
人
の
申
合
、
人
立
場
え
罷
越
候
段
」「
盗
可
致

と
所
々
徘
徊
い
た
し
、
い
ま
た
盗
は
不
致
候

、
、
、
、
、
、
、
、

共
」「
不
屆
ニ
付
」
入
墨
の
刑
事
責
任
を
科
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
正
に
犯
人
の
反
社
会
的

性
格
そ
の
も
の
を
罰
し
た
事
例
で
あ
る
。

│
│
『
御
仕
置
例
類
集
』
Ⅰ
二
八
四
頁
〔
一
九
七
〕
│
│

『
御
定
書
百
ヶ
条
』
第
七
十
一
条
中
に
、「
寛
保
二
年
極
。
一
、
非
分
も
無
レ

之
実
子
養
子
を
殺
候
親
、
短
慮
に
て
与
レ

風

○

○

○

○

○

○

殺
候
は
ゞ

遠
島
』
と
あ
る
が
、
思
わ
ず
に
、
カ
ー
ッ
と
し
て
手
を
下
し
た
様
な
場
合
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
も
故
意
犯
の
一
態
様
な
の
で
あ
る
。

註
〈
仕
置
例
〉

（
1
）
寛
政
十
一
未
年
御
渡

火
附
盗
賊
改
　
加
藤
玄
蕃
伺

『
下
谷
山
崎
町
壱
丁
目
・
藤
助
、
遺
恨
を
以
、
附
火
い
た
し
候
一
件
』

こ
れ
は
、
外
部
的
行
為
よ
り
の
主
観
的
な
行
為
者
の
犯
意
・
悪
性
に
重
い
刑
事
責
任
を
科
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、

「
…
…
物
取
ニ
無
之
、
遺
恨
を
以
、
附
火
い
た
し
候
処
…
…
燃
立
不
申
候
と
も
…
…
町
中
引
廻
し
之
上
・
火
罪
」

│
│
『
御
仕
置
例
類
集
』
Ⅱ
七
八
頁
〔
四
三
六
〕
│
│

（
2
）
享
和
二
戍
年
御
渡

町
奉
行
、
小
田
切
土
佐
守
伺

『
無
宿
・
佐
七
、
か
た
り
事
い
た
し
候
一
件
』

「
…
…
馴
合
取
計
候
始
末
、
巧
成
い
た
し
方

、
、
、
、
、
、

、
全
之
同
類
ニ
付
」
刑
事
責
任
は
死
罪
。

│
│
『
御
仕
置
例
類
集
』
Ⅱ
一
八
八
頁
〔
五
二
一
〕
│
│

（
3
）「
ふ
と
」
犯
す
場
合
に
、「
不
斗
」
と
「
不
図
」
の
用
語
例
も
「
与
レ

風
」
の
他
に
存
す
る
。
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（
イ
）「
不
斗
」
の
用
語
例

寛
政
十
二
申
年
御
渡

甲
府
勤
番
支
配
伺

『
甲
州
今
福
新
田
・
百
姓
・
良
右
衛
門
・
盗
い
た
し
候
一
件
』

│
│
『
御
仕
置
例
類
集
』
Ⅱ
三
三
〇
頁
〔
六
六
一
〕
│
│

（
ロ
）「
不
図
」
の
用
語
例

「
不
図
出
来
心
」
の
語
は
『
御
定
書
』
の
規
定
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
が
、『
御
仕
置
例
類
集
』
に
は
使
用
し
て
あ
る
場
合
が
あ
る
。

（
4
）
最
后
に
所
謂
「
中
止
犯
」
の
場
合
と
考
え
ら
れ
る
仕
置
例
が
存
す
る
。
即
ち
、
犯
罪
の
実
行
に
著
手
し
又
は
そ
の
実
行
を
終
了
し
た
が
、
そ
の
犯
罪

を
完
成
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
未
遂
の
場
合
の
「
自
己
の
意
思
」
│
│freiw

illiger
R
u ..cktrittvom

V
ersuch

│
│
に
因
る
場
合
で
あ
る
。

寛
政
七
卯
年
御
渡

火
附
盗
賊
改
　
塩
入
大
三
郎
伺

『
亀
井
町
八
郎
兵
衛
・
寄
子
・
庄
八
、
盗
い
た
し
候
一
件
』
の
中
に
「
…
…
全
、
心
得
違
と
心
付
、
右
品
々
、
捨
置
候
…
…
」
と
改
悛
の
情
が
現
は
れ

て
い
る
。

│
│
『
御
仕
置
例
類
集
』
Ⅱ
三
一
二
頁
〔
六
三
九
〕
│
│

○
寛
政
五
丑
年
御
渡

火
附
盗
賊
改
、
長
谷
川
平
藏
伺

『
神
田
上
白
壁
町
・
甚
助
店
・
伊
助
・
元
召
仕
・
太
助
、
取
迯
い
た
し
候
一
件
』

前
段
略
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「
比
儀
、
手
元
ニ
有
之
金
五
両
、
盗
取
候
も
の
ニ
付
、
本
罪
は
、
入
墨
・
敲
ニ
て
、
担
当
可
仕
処
、
吟
味
書
之
趣
に
て
ハ
、
全、
、
心
得
違
と
心
附

、
、
、
、
、
、

、
右、

之
内
、
、

、
二
両
佗
い
た
し
相
返
し
候

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ニ
付
相
対
之
上
、
残
金
之
儀
は

、
、
、
、
、

、
追
々
ニ
も
弁
済
い
た
し
候
様

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
申
聞
置
候
段
、
被
盗
主
・
平
兵
衛
、
申
之
候
旨
、

朱
書
ニ
有
之
候
処
、
差
当
り
、
相
当
之
例
も
相
見
不
申
候
間
、
右
本
罪
よ
り
一
等
軽
ク
、
重
敲

朱
書

御
差
図
、
入
墨
・
敲
」

│
│
『
御
仕
置
例
類
集
』
Ⅱ
三
九
六
頁
〔
七
四
〇
〕
│
│

右
の
事
案
の
如
く
、
犯
罪
行
為
を
改
悛
し
て
眞
摯
な
る
損
害
填
補
行
為
を
為
し
た
場
合
で
も
、
御
差
図
は
一
等
軽
く
な
っ
て
お
ら
ず
、
本
罪
の
入
墨
・

敲
の
刑
事
責
任
を
負
っ
て
い
る
。
一
度
、
窃
取
行
為
を
為
し
た
以
上
、
後
の
改
悛
の
情
は
刑
責
に
は
参
酌
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
　
過

失

犯

次
に
「
過
失
犯
」
に
つ
い
て
考
究
し
て
い
こ
う
。
過
失
犯
は
「
怪
我
に
て
」「
あ
や
ま
ち
て
」
犯
し
た
場
合
で
あ
り
、
犯
意
は
存
し

な
い
の
で
あ
る
が
、
行
為
者
の
不
注
意
に
よ
り
結
果
が
発
生
し
、
そ
れ
に
関
し
何
ら
か
の
刑
事
責
任
を
負
担
す
る
場
合
で
あ
る
。

『
御
定
書
』
第
七
十
四
条
『
怪
我
に
て
相
果
候
も
の
相
手
御
仕
置
之
事
』
に
多
く
過
失
犯
の
規
定
が
存
す
る
。「
寛
保
元
年
極
、
一
、

弓
鉄
炮
を
放
、
あ
や
ま
ち
に
て

、
、
、
、
、
、

人
を
殺
候
も
の
（
過
失
殺
人
）
吟
味
之
上
、
あ
や
ま
ち

、
、
、
、

に
無
紛
並
怪
我
人
之
親
類
存
念
相
尋
候
上
、
遠

島
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
同
じ
殺
人
の
場
合
で
も
、
そ
の
手
段
が
過
失
に
基
く
弓
・
鉄
炮
の
発
射
に
よ
る
場
合
で
あ
る
が
、
他
の
手
段

に
よ
る
過
失
殺
の
場
合
に
ど
の
様
に
取
扱
わ
れ
た
か
が
問
題
と
な
ろ
う
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
又
の
機
会
に
研
究
し
よ
う
。

具
体
的
事
例
と
し
て
は
、『
徳
川
禁
令
考
』
後
聚
第
五
帙
三
五
四
頁
辺
り
に
多
く
み
ら
れ
る
。
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『
元
文
五
申
年
正
月
十
四
日
神
谷
志
摩
守
伺
、
小
笠
原
信
濃
守
領
分
・
播
州
末
広
村
獵
師
平
九
郎
下
手
人
之
儀
申
上
候
書
付
』
中
に

「（
十
一
月
廿
一
日
）
…
…
平
九
郎
、
皆
河
村
森
ニ
而
鉄
炮
に
て
鳥
を
打
候
処
玉
そ
れ
畑
に
罷
在
候
百
姓
七
兵
衛
妻
ニ
中
リ
同
廿
四
日
相

果
候
由
に
御
座
候
…
…
。」
と
あ
る
。

又
、『
享
保
十
七
年
子
六
月
鉄
炮
あ
た
落
ニ
而
人
殺
之
事
の
一
件
』
に
お
い
て
は
、「
後
藤
庄
左
衛
門
御
代
官
所
武
州
秩
父
郡
上
吉
田
村

百
姓
、
万
右
衛
門
が
、
猪
狩
に
罷
出
畑
江
猪
追
懸
ヶ
候
処
、
万
右
衛
門
持
候
鉄
炮
あ
た
落
い
た
し
近
所
之
岩
ニ
当
り
玉
そ
れ
候
而
三
之

丞
と
申
も
の
江
中
リ
其
疵
ニ
而
三
之
丞
相
果
候
由
右
之
通
ニ
候
得
ハ
万
右
衛
門
下
手
人
た
る
へ
く
候
得
共
三
之
丞
存
命
之
内
万
右
衛
門

儀
親
類
其
上
常
々
意
趣
等
無
之
不
慮
之
怪
我

○

○

○

○

○

ニ
候
間
、
相
果
候
共
下
手
人
之
御
仕
置
御
免
被
成
下
候
様
ニ
と
相
願
三
之
丞
親
兄
弟
共
迄

も
同
様
ニ
願
候
、
三
之
丞
親
兄
弟
右
之
通
相
願
候
之
條
御
構
有
之
間
敷
候
得
共
鉄
炮
を
打
ニ
出
候
上
ハ
筒
先
等
心
を
付
入
念
可
取
扱
儀

極
り
た
る
事
ニ
候
処
畢
竟
末
よ
り
あ
た
落
い
た
し
候
依
之
追
放
、
、

申
付
之
候
、
右
之
通
可
被
申
渡
候
以
上
」
と
あ
る
。

万
右
衛
門
は
猪
を
と
る
為
発
砲
し
た
が
、
玉
が
岩
に
当
っ
て
そ
れ
三
之
丞
に
当
り
、
こ
れ
を
殺
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
全
く
予
期
せ

ざ
る
結
果
が
発
生
し
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
万
右
衛
門
は
三
之
丞
に
対
し
て
は
何
ら
の
犯
意
は
な
く
「
未
必
的
故
意
」
は
も
ち
ろ
ん

「
認
識
あ
る
過
失
」
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
文
中
に
も
「
…
…
万
右
衛
門
儀
親
類
其
上
常
々
意
趣
等
無
之
不
慮
之
怪
我
ニ
候
間
…
…
」

と
述
べ
ら
れ
、
更
に
被
害
者
側
の
親
族
が
加
害
者
の
御
仕
置
の
御
免
の
願
い
を
し
て
い
る
事
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
然
し
全
然
、
責

任
を
負
担
せ
ず
と
も
よ
い
か
と
い
う
に
、
鉄
炮
を
取
扱
う
者
は
筒
先
等
心
を
付
入
念
に
取
扱
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
即
ち
、
通
常
人
以
上
の

相
当
な
る
注
意
義
務
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
結
果
に
対
し
て
は
何
ら
か
の
責
任
を
負
う
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
尚
こ
の

事
案
と
も
関
連
し
、
第
七
十
四
条
第
三
項
を
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
「
怪
我
に
て
、
与
レ

風
疵
付
、
其
疵
ニ
て
相
手
死
候
も
の
、

吟
味
之
上
、
あ
や
ま
ち
無
紛
並
怪
我
人
之
親
類
、
存
念
相
尋
候
上
、
中
追
放
」「
但
、
吟
味
之
上
不
念
之
儀
於
レ

有
レ

之
は
、
一
等
重
く

可
申
付
事
。」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
尚
、
過
失
犯
の
研
究
の
他
に
、
因
果
論
の
局
面
よ
り
も
研
究
で
き
る
と
考
え
ら
れ
、
具
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体
的
諸
事
例
か
ら
し
て
、
江
戸
時
代
の
相
当
因
果
関
係
の
範
囲
等
を
考
究
す
る
事
も
興
味
深
い
処
で
あ
ろ
う
。

註
、
責
任
論
と
は
直
接
関
係
な
い
が
、
因
果
関
係
を
研
究
す
る
場
合
、
参
考
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。
仕
事
例
を
二
三
あ
げ
る
な
ら
ば
、

（
1
）
天
明
七
未
年
御
渡
、
堺
奉
行
伺
、『
密
通
仕
候
女
入
水
い
た
し
候
一
件
』
│
│
『
御
仕
置
例
類
集
』
Ⅲ
七
頁
〔
九
八
五
〕。

（
2
）
天
明
八
申
年
御
渡
、
大
坂
町
奉
行
　
小
田
切
土
佐
守
伺
『
帶
刀
人
を
致
打
擲
、
無
程
、
行
倒
相
果
候
一
件
』
│
│
同
前
Ⅲ
九
頁
〔
九
八
八
〕。

（
3
）
享
和
元
酉
年
御
渡
、
日
光
奉
行
、
大
久
保
内
膳
正
伺
。『
野
州
今
市
宿
、
研
屋
孫
助
抱
職
人
・
長
五
郎
之
手
疵
為
負
候
一
件
』
│
│
同
Ⅲ
二
九
頁

〔
一
〇
〇
九
〕。

（
4
）
寛
政
八
辰
年
御
渡
、
町
奉
行
、
坂
部
能
登
守
伺
、『
酒
井
雅
楽
頭
足
軽
・
源
内
事
・
眞
田
文
次
、
遺
恨
を
含
、
人
家
之
鉄
炮
を
打
込
候
一
件
』
│
│

同
Ⅲ
三
六
四
頁
〔
一
四
一
七
〕
等
。

次
に
、
過
失
犯
の
範
畴
に
入
り
な
が
ら
、
責
任
の
一
層
軽
限
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
即
ち
、
結
果
に
対
す
る
行
為
者
の
責
任
追
求
が
、

そ
の
様
な
注
意
義
務
迄
負
担
さ
せ
る
事
は
行
為
者
に
酷
で
あ
る
と
の
理
由
で
、
相
当
性
の
範
囲
外
と
し
て
、
軽
限
さ
れ
る
場
合
な
の
で

あ
る
。
全
く
偶
然
の
出
来
事
「
不
斗
」
の
場
合
な
の
で
あ
る
。
現
行
刑
法
で
は
当
然
、
何
ら
の
責
任
を
負
わ
さ
れ
ぬ
期
待
可
能
性
の
皆

無
の
場
合
で
あ
ろ
う
。
御
定
書
に
お
い
て
も
、「
咎
不
及
」
と
し
て
い
る
。
然
し
、
こ
れ
は
、
全
く
刑
罰
を
免
除
す
る
意
味
で
は
な
い
。

「
重
キ
咎
に
不
及
」
の
意
味
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
三
十
日
遠
慮
の
遠
慮

○

○

も
御
仕
置
の
一
形
態
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
行
為
刑

法
の
残
影
を
見
出
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

第
七
十
四
条
第
二
項
に
よ
れ
ば
、「
延
享
二
年
極
、
一
、
定
り
た
る
矢
場
鉄
炮
場
に
て
、
外
よ
り
不
慮
に
入
参
懸
り
、
若
矢
玉
の
当
り
、

縦
令
其
人
死
候
共
、
不
及
咎
、
三
十
日
遠
慮
可
二

申
付
一

事
。」
と
あ
る
。
矢
場
鉄
炮
場
と
標
識
あ
る
場
所
は
、
危
険
な
の
は
当
然
知
る

べ
き
で
あ
る
の
で
、
不
慮
に
こ
の
場
所
に
侵
入
す
る
者
は
、
入
り
来
っ
た
方
の
者
が
責
任
が
あ
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
現
行
法
も
同
じ
原

則
で
あ
る
。
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右
と
同
じ
様
に
、
偶
然
の
出
来
事
に
よ
っ
て
、
人
を
殺
し
た
場
合
、
刑
責
の
軽
減
さ
れ
る
事
例
と
し
て
文
政
二
卯
年
御
渡
、
奈
良
奉

行
伺
、『
和
州
土
佐
町
平
八
伐
木
之
節
過
ニ
而

、
、
、

縄
蹈
切
右
伐
木
旅
人
こ
ま
江
中
、
同
人
相
果
候
一
件
。』
を
み
よ
う
。

「
政
植
村
駿
河
守
領
分
、

和
州
高
市
郡
土
佐
町
、
平
八
。
右
之
も
の
儀
山
内
崛
岨
ケ
ン
ソ

之
場
所
ニ
而
木
を
小
伐
い
た
し
候
事
ニ
候
ハ
バ
右
場
所
下
ハ
道
筋
ニ
付
通
行
人
も
無
之
哉
殊
樹

木
生
茂
リ
難
見
分
事
ニ
候
ハ
ヽ
猶
更
通
行
人
之
手
当
方
も
可
有
之
処
右
木
縄
を
以
繁
置
候
と
ハ
乍
申
既
過
ニ
而
縄
踏
切
木
転
落
旅
人
こ
ま
江
中
右
ニ
而

相
果
候
上
ハ
不
行
屆
ニ
付
所
払
。」

│
│
『
禁
令
考
』
後
聚
五
帙
三
七
六
頁
│
│

更
に
一
事
例
を
あ
げ
る
、『
寛
政
十
午
年
御
渡
、
長
崎
奉
行
伺
、
高
木
作
右
衛
門
中
間
虎
藏
手
荒
之
取
扱
い
た
し
候
一
件
。』「
高
木

作
右
衛
門
中
間
・
虎
藏
、
右
之
も
の
儀
時
津
村
ニ
而
朋
輩
酒
ニ
醉
伏
候
を
連
帰
度
存
、
正
気
を
附
可
申
と
善
藏
指
居
候
脇
差
を
取
、
鞘

之
儘
頭
を
打
足
ニ
而
踏
付
候
儀
兼
而
遺
恨
等
有
之
及
仕
儀
事
ニ
ハ
無
之
朋
輩
之
儀
殊
ニ
別
而
懇
意
ニ
も
致
し
候
事
ニ
付
遅
成
候
而
ハ
主

人
之
手
前
を
憚

は
ば
か
り、

一
刻
も
早
く
連
帰
り
度
存
念
ニ
而
心
迫
右
之
及
始
末
候
儀
之
旨
申
之
其
段
ハ
無
相
違
相
聞
候
得
共
、
畢
竟
、
酒
酔
之

儀
致
方
も
可
有
之
処
、
手
荒
之
取
扱
よ
り
事
起
り
善
蔵
即
死
い
た
し
候
段
、
不
屆
御
座
候
得
共
、
全
過
之
儀
ニ
付
　
遠
島
。」
│
│

『
禁
令
考
』
後
聚
五
帙
三
六
八
頁
。

（
お
お
く
ぼ
　
は
る
お
・
本
学
教
授
）
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道
元
禅
師
の
実
体
論
批
判

―
戒
解
釈
の
視
点
に
関
連
し
て
―

佐
久
間
　
賢
　
祐

一
、
は
じ
め
に

標
題
に
つ
い
て

（
1
）

、
先
ず
銘
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
批
判
す
べ
き
実
体
論
と
は
、
道
元
禅
師
（
1
2
0
0
〜
5
3
）
の
そ

れ
を
批
判
す
る
た
め
の
謂
い
で
は
な
く
、
道
元
禅
師
が
批
判
し
、
も
し
く
は
そ
こ
に

徊
せ
ぬ
よ
う
細
心
の
注
意
を
払
わ
れ
た
で
あ
ろ

う
批
判
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

実
体
論
と
は
、dha‐tu-va‐da

（
基
体
説
）

（
2
）

及
びdha‐tu-va‐da
を
論
理
的
構
造
と
し
て
も
つ
本
覚
思
想
と
思
考
法
と
し
て
は
近
似
し
た

思
想
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
本
覚
思
想
に
関
し
て
は
近
年
め
ざ
ま
し
い
学
問
的
な
成
果
を
見
せ
て
お
り
、
筆
者
な
ど
に
は
入
り
込
む
余

地
す
ら
無
い
か
の
如
く
で
は
あ
る
。
小
論
に
お
い
て
は
、
本
覚
思
想
の
批
判
に
よ
っ
て
、
切
り
口
鮮
や
か
に
中
世
以
来
の
日
本
仏
教
、

乃
至
は
日
本
思
想
を
一
刀
両
断
に
し
、『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
問
う
仏
教
』
の
源
淳
子
氏
よ
ろ
し
く
、
国
体
と
戦
争
責
任
、
自
然
破
壊
、

そ
し
て
、

キ
ー
ワ
ー
ド：

道
元
、
実
体
論
、
本
覚
思
想
、
戒
体
、『
教
授
戒
文
』
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確
固
た
る
「
個
」
を
生
み
出
さ
な
い
代
わ
り
に
、「
造
作
・
作
為
」
の
価
値
判
断
も
で
き
な
い
と
い
う
お
ぞ
ま
し
い
思
想
を
、
日
本
人
の
生
活
の
な
か
に
根

づ
か
せ
た
の
で
あ
る

（
3
）

。

と
、
本
覚
思
想
の
「
罪
」
を
正
面
切
っ
て
論
ず
る
こ
と
を
目
論
む
も
の
で
は
な
く
、
仏
教
徒
の
証
と
し
て
、
宗
教
的
な
清
浄
な
生
活
を

保
障
す
る
た
め
の
「
戒
律
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
道
元
禅
師
に
と
っ
て
の
実
体
論
批
判
と
は
何
か
を
合
わ
せ
検
討

し
な
が
ら
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。

本
覚
思
想
そ
の
も
の
の
定
義
と
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
近
年
様
々
な
研
究
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
が
、
よ
り
広
範
な
構
造
論

的
解
釈
と
し
て
は
、

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
『
包
括
す
る
も
の
』
と
し
て
の
一
（hen

）
な
る
『
本
覚
（
包
括
的
な
根
源
的
覚
り
）』
が
、
全
（pan

）
な
る
『
包
括
さ
れ
る
も

の
』
と
し
て
の
一
切
の
根
底
に
あ
っ
て
実
在
し
て
い
る
と
主
張
す
る
思
想
で
あ
る

（
4
）

。

と
さ
れ
る
袴
谷
憲
昭
氏
の
例
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
特
色
と
し
て
、
思
想
的
に
は
一
元
的
な
絶
対
の
現
実
肯
定
を
示
し
、
実

践
的
に
は
修
行
の
無
用
化
を
促
す
に
至
っ
た
と
い
う
見
立
て
が
、
一
般
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

二

一
方
、
実
体
の
形
而
上
学
は
、
古
代
の
西
洋
哲
学
に
お
い
て
も
存
在
論
の
中
核
を
成
す
実
体
論
が
展
開
さ
れ
、
近
世
に
至
っ
て
も
盛

ん
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
論
理
的
構
造
の
中
心
を
な
す
重
要
な
概
念
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
西
洋
思
想
史
上
の
実
体
概
念
か
ら
、
ス
ピ

ノ
ザ
の
簡
に
し
て
要
を
得
た
定
義
を
借
り
れ
ば
、

実
体
と
は
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
存
在
し
、
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
概
念
を
形
成
す
る
た
め
に
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他
の
も
の
の
概
念
を
必
要
と
し
な
い
も
の
の
こ
と
で
あ
る

（
5
）

。

と
述
べ
ら
れ
、
西
欧
に
お
い
て
は
、
神
、
イ
デ
ア
、
ロ
ゴ
ス
、
理
性
、
精
神
、
本
質
存
在
な
ど
が
哲
学
的
認
識
上
そ
れ
と
み
な
さ
れ
て

き
た
。

古
代
ギ
リ
シ
ャ
以
来
、「
存
在
す
る
も
の
」
を
表
す
枢
要
概
念
で
あ
るÒousia Ó

（
希
）、Òsubstantia Ó

（
羅
）
は
、
こ
の
よ
う
に
多

義
性
を
有
し
て
お
り
、
一
方
、
東
洋
哲
学
に
お
い
て
も
、
イ
ン
ド
哲
学
に
お
け
る
実
体
に
最
も
対
応
す
る
術
語
で
あ
るÒdravya Ó

は
、

哲
学
系
の
事
典
に
よ
れ
ば
、「
実
体
」「
個
物
」「
属
性
な
ど
の
基
体
」「
様
態
・
変
化
に
通
じ
て
不
変
の
中
核
部
分
」「
名
詞
の
指
示
対

象
」「
究
極
的
本
質
」（『
哲
学
思
想
事
典
』
岩
波
書
店
、
九
八
年
な
ど
）
等
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
に
解
さ
れ
て
い
る
。

古
代
釈
尊
以
来
仏
教
に
お
い
て
は
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
存
在
原
理
に
対
す
る
批
判
と
相
剋
に
そ
の
論
理
体
系
を
お
い
て
き
た
も
の

と
も
み
な
し
得
よ
う
が
、
仏
教
内
部
で
も
、
有
部
が
説
く
「
三
世
実
有
、
法
体
恒
有
」
の
諸
ダ
ル
マ
と
い
う
概
念
に
は
、
ダ
ル
マ
と
い

う
エ
レ
メ
ン
ト
を
実
在
と
規
定
し
、
そ
の
実
体
の
属
性
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
は
た
ら
き
が
表
出
し
て
く
る
と
い
う
実
体
的
・
実
有
論
的

思
考
の
一
面
が
う
か
が
わ
れ
る
と
い
え
よ
う
。

よ
っ
て
述
べ
ら
れ
る
実
体
論
的
な
思
考
と
は
、
基
体
説
に
類
同
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、「
現
象
や
存
在
す
る
も
の
の
背
後
に
、
そ

の
本
質
あ
る
い
は
基
体
と
し
て
の
実
体
的
原
理
を
想
定
し
て
存
在
の
根
拠
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
象
を
捉
え
、
そ
の
絶
対
的
原
理
へ

の
志
向
を
説
く
も
の
」
で
あ
り
、
心
的
現
象
と
の
繋
が
り
で
と
ら
え
る
な
ら
ば
、「
主
体
の
精
神
活
動
の
基
礎
に
ひ
そ
み
、
客
観
的
存

在
の
根
源
を
な
す
実
在
と
し
て
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
」
と
仮
に
定
義
し
て
以
下
の
考
察
を
進
め
た
い
。

丸
山
圭
三
郎
氏
は
、
そ
の
著
『
生
命
と
過
剰
』
に
お
い
て
、
実
体
論
批
判
な
る
一
節
を
設
け
、
実
体
論
の
弊
害
に
つ
い
て
論
説
し
て

い
る
。

「
実
体
論
」
な
る
も
の
が
、
…
…
一
つ
に
は
広
義
の
レ
ア
リ
ス
ム
と
い
う
事
実
信
仰
で
あ
り
、
二
つ
に
は
「
真
理
志
向
」「
絶
対
的
根
拠
志
向
」
で
あ
る
と
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し
た
ら
、
こ
れ
が
は
ら
ん
で
い
る
問
題
も
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
事
実
信
仰
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
す
べ
て
の
事
物
・
事
象
が
リ
ア
ル
な
意
味
充
実
体
と
し
て
現
前
す
る
こ
と
を
疑
わ
な
い
態
度
で
あ
る
し
、
そ

れ
が
自
己
同
一
性
を
保
ち
続
け
て
ゆ
ら
ぐ
こ
と
が
な
い
と
信
じ
込
む
こ
と
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
…
…

実
体
論
が
否
応
な
し
に
ひ
き
ず
る
「
真
理
志
向
」「
絶
対
的
根
拠
志
向
」
は
こ
れ
ま
た
必
然
的
に
価
値
の
一
元
化
と
絶
対
化
を
も
た
ら
す
。
そ
し
て
こ
の
立

場
に
固
執
す
る
限
り
、
あ
ら
ゆ
る
批
判
は
自
ず
か
ら
の
信
ず
る
正
し
い
立
場
か
ら
の
、
ま
ず
は
啓
蒙
と
説
得
、
つ
い
で
折
伏
で
あ
り
、
相
手
と
の
対
話
が
不

可
能
と
な
る
時
に
は
、
相
手
の
存
在
の
暴
力
的
な
抹
殺
に
結
び
つ
く
こ
と
は
、
人
間
の
不
幸
な
歴
史
が
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
三
五
〜
四
五
頁
）

（
6
）

cf.

私
た
ち
人
間
は
、
事
物
、
事
象
の
意
味
を
求
め
て
、
現
象
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
一
枚
一
枚
は
い
で
い
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
欲
望
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
ヴ
ェ

ー
ル
の
下
に
あ
る
究
極
的
な
絶
対
存
在
と
い
う
素
顔
を
見
出
す
た
め
で
は
な
く
、「
ヴ
ェ
ー
ル
と
は
、
そ
の
下
に
顔
が
な
い
こ
と
を
隠
し
て
い
る
も
の
だ
」
と

い
う
こ
と
に
気
づ
く
た
め
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

（
同
五
八
頁
）

こ
の
よ
う
に
、
絶
対
的
根
拠
志
向
に
よ
る
価
値
の
一
元
化
と
、
不
変
の
も
の
に
固
着
せ
ん
と
す
る
閉
鎖
性
と
も
い
う
べ
き
、
実
体
論

パ
ラ
ダ
イ
ム
が
呈
す
る
閉
塞
性
と
硬
直
化
・
絶
対
化
が
も
た
ら
す
弊
害
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
わ
け
て
も
「
真
理
志
向
」
に
つ
い

て
は
、
人
文
・
社
会
・
自
然
科
学
な
ど
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
学
問
と
、
す
べ
て
の
宗
教
に
通
底
す
る
抜
き
差
し
な
ら
な
い
問
題
が
包
摂
さ

れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
学
問
は
正
し
さ
の
追
求
で
あ
ろ
う
し
、
宗
教
は
、
自
分
の
信
ず
る
宗
教
が
正
し
い
と
思
う
と
こ
ろ
か
ら
信
仰
生

活
が
始
ま
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
念
頭
に
お
け
ば
、
主
に
六
十
年
代
以
降
声
高
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
、
諸
宗
教
の
も
つ
真
理
の
多
元
的
承
認
を
謳
っ

た
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
を
旗
頭
と
す
る
宗
教
多
元
主
義
（
ヒ
ッ
ク
理
論
に
対
す
る
批
判
を
含
む
）、「
宗
教
的
イ
ン
ペ
リ
ア
リ
ズ
ム
（
ま
た

は
キ
リ
ス
ト
教
絶
対
主
義
）」
か
ら
の
、
い
わ
ゆ
るÒE

xclusivism
Ó

（
排
他
主
義
）
か
ら
、ÒInculusivism

Ó

（
包
括
主
義
）
を
経
て
、
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ÒPluralism
Ó

（
多
元
主
義
）
へ
の
指
向
と
い
う
こ
と
も
当
然
の
こ
と
と
し
て
首
肯
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
宗
教
多
元
論
と
は
、
現
代
に
お

け
る
宗
教
理
解
の
た
め
の
一
つ
の
理
論
モ
デ
ル
で
あ
り
、
寛
容
の
基
礎
付
け
と
い
う
大
き
な
動
機
が
あ
る
。
真
理
の
多
元
的
承
認
が
、

真
理
と
は
相
対
的
で
し
か
あ
り
得
な
い
と
す
る
「
相
対
主
義
」
と
区
別
さ
る
べ
き
点
は
、
多
元
主
義
の
テ
ー
ゼ
の
核
心
が
、
真
理
の
否

定
や
恣
意
性
で
は
な
く
、
真
理
の
複
数
性
や
多
様
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

多
元
主
義
理
論
に
お
い
て
も
、
西
洋
的
宗
教
把
捉
の
視
点
の
一
点
に
集
中
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
唯
一
の
真
理
に
到
達
す
る
た
め
の

手
段
と
い
う
一
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
化
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
多
元
主
義
理
論
に
立
つ
上
は
、
た
ゆ
ま
ざ
る
「
自
己
批
判
」
と
、

「
異
質
性
の
認
識
」
が
何
に
も
ま
し
て
重
要
で
あ
る
。

「
一
元
論
的
な
神
」「
自
己
の
奉
ず
る
神
」
や
、「
絶
対
の
悟
り
」
の
み
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
先
の
実
体
的
原
理
の
導
入
で
あ
ろ
う

し
、
他
者
と
の
対
話
を
拒
否
し
、
相
互
理
解
を
疎
外
し
、
他
者
の
尊
厳
を
抹
殺
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
こ
の
帰
趨
す
る
と
こ
ろ

は
他
者
の
差
別
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
「
人
間
の
不
幸
な
歴
史
へ
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
こ
と
は
自
明
の
も
の
と
な
る
。
今
日

も
く
り
返
さ
れ
る
折
伏
と
迫
害
、
そ
し
て
殺
戮
の
数
々
の
底
に
は
、
常
に
価
値
の
絶
対
化
と
い
う
イ
ズ
ム
が
あ
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の

対
立
が
あ
る
。「
人
類
の
幸
福
の
た
め
に
」「
自
由
・
平
等
の
よ
り
良
き
社
会
の
た
め
に
」
と
い
う
錦
の
御
旗
の
下
に
、
他
者
の
喉
元
に

銃
を
突
き
つ
け
る
。

実
体
論
を
批
判
す
る
立
場
は
、
相
対
的
な
関
係
論
へ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の

は
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
絶
対
化
の
不
自
由
か
ら
は
逃
れ
得
て
も
、
実
体
論
と
い
う
強
者
に
よ
っ
て
い
と
も
簡
単
に
抹
殺
さ
れ
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

実
体
論
が
も
た
ら
す
も
う
一
つ
の
弊
害
に
「
差
別
」
と
い
う
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
丸
山
氏
は
先
の
弊
害
に
続
け
て
、

人
種
差
別
、
民
族
差
別
、
性
差
別
に
そ
の
典
型
を
見
る
ノ
モ
ス
内
の
諸
差
別
は
、
種
の
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
の
次
元
に
見
出
さ
れ
る
無
数
の
〈
差
異
〉
を
、
構
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造
的
同
一
性
と
い
う
全
く
無
根
拠
な
枠
に
よ
っ
て
括
る
こ
と
か
ら
反
照
さ
れ
て
生
ず
る
〈
人
為
的
差
異
〉
に
、
科
学
＝
宗
教
が
創
り
上
げ
た
虚
構
の
根
拠
を

与
え
、
こ
れ
を
実
体
視
す
る
こ
と
で
あ
る
。

（
同
四
三
頁
）

と
し
て
、
人
為
的
秩
序
の
中
に
発
生
す
る
、
絶
対
的
根
拠
志
向
に
よ
る
虚
構
と
価
値
の
一
元
化
、
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
差
別
に
つ
い
て

述
べ
る
。

道
元
禅
師
が
「
正
伝
の
仏
法
」
と
い
う
あ
く
ま
で
も
動
態
的
な
思
惟
を
強
調
し
、「
禅
」
や
「
悟
り
の
体
験
」
を
強
調
し
な
か
っ
た

の
も
、
こ
の
よ
う
に
実
体
論
的
弊
害
を
思
え
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
う
い
っ
た
肯
心
自
許
・
自
己
の
絶
対
肯
定
・
自

己
優
先
の
思
い
上
が
り
か
ら
自
己
自
身
を
解
放
し
う
る
こ
と
が
、
丸
山
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
道
元
禅
師
の
一
種
の
「
実
体
論
批
判
」

と
言
い
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
理
論
的
観
想
に
奉
仕
さ
せ
る
立
場
に
止
ま
る
こ
と
な
く
、
行
為
の
価
値
の
主
体
的
選
択
が
求
め

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

三

こ
こ
で
、
道
元
禅
師
が
「
実
体
」
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
立
場
を
採
ら
れ
た
の
か
を
見
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
道
元
禅
師
が
「
実

体
」
な
る
語
を
使
用
す
る
箇
所
は
、
述
作
中
六
十
巻
本
『
正
法
眼
蔵
』「
法
華
転
法
華
」
に
一
ヶ
所
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。

法
華
の
正
宗
を
あ
き
ら
め
ん
こ
と
は
、
祖
師
の
開
示
を
唯
一
大
事
因
縁
と
究
尽
す
べ
し
、
余
乗
に
と
ぶ
ら
は
ん
と
す
る
こ
と
な
か
れ
。
い
ま
法
華
転
の
実

相
実
性
、
実
体
実
力
、
実
因
実
果
の
如
是
な
り
、
祖
師
よ
り
以
前
に
は
、
震
旦
国
に
い
ま
だ
き
か
ざ
る
と
こ
ろ
、
い
ま
だ
あ
ら
ざ
る
と
こ
ろ
な
り

（
7
）

。

と
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
実
体
」
そ
の
も
の
を
疑
問
視
し
た
り
、
あ
る
い
は
否
定
の
対
象
と
す
る
謂
い
で
は
な
く
、『
法
華
経
』「
方
便
品
」

の
十
如
是
を
略
述
し
て
、
十
如
是
の
実
参
実
究
に
よ
っ
て
、「
法
華
転
」、
つ
ま
り
「
仏
法
に
お
け
る
、
諸
法
の
実
相
を
体
認
」
す
べ
き
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こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
こ
こ
か
ら
「
実
体
」
に
関
す
る
意
図
を
伺
う
こ
と
は
出
来
な
い
。

で
は
、
道
元
禅
師
の
基
本
的
立
場
を
ど
の
よ
う
に
窺
え
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。『
永
平
広
録
』
巻
六
に
は
、
仏
性
と
自
性
に
関
説
し

た
上
堂
語
が
み
ら
れ
る
が
、

四
三
〇
上
堂
　
…
…
今
朝
永
平
為
雲
水
衆
、
欲
重
説
之
。
良
久
云
、
打
開
向
上
関
�
。
仏
性
何
関
不
二
。
諸
法
本
無
自
性
。
時
人
乱
言
橘
枳
。

（『
全
集
』
四
・
一
六
頁
）

と
あ
る
。
こ
れ
に
先
立
ち
、
六
祖
の
風
幡
問
答
に
ま
つ
わ
り
、
仏
性
の
「
無
二
・
実
性
」
が
示
さ
れ
て
い
る
。
六
祖
の
見
解
で
あ
る

「
無
二
・
実
性
」
に
対
す
る
道
元
禅
師
の
拈
提
が
右
の
如
く
で
あ
る
。
向
上
の
関
�
と
は
す
な
わ
ち
仏
向
上
の
事
で
あ
り
、
向
上
の
関

�
を
知
り
、
修
行
し
、
証
し
て
い
く
と
き
、
仏
性
と
は
不
二
の
法
を
も
超
え
、
相
対
的
世
界
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
諸
法
（
諸
仏

の
行
法
）
は
本
来
無
自
性
空
で
あ
り
、
そ
の
関
�
子
を
把
握
せ
ぬ
ま
ま
に
、
乱
り
に
そ
れ
を
評
言
し
て
同
じ
木
を
橘
や
枳
と
、
憶
見
を

述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
だ
と
。
こ
の
六
祖
の
仏
性
説
に
対
す
る
道
元
禅
師
の
拈
提
は
、
中
国
禅
か
ら
の
止
揚
的
立
場
と
も
見
て
取

れ
よ
う
。

『
正
法
眼
蔵
』「
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
」
の
巻
で
は
、
空
・
無
常
・
無
相
と
い
う
諸
法
の
実
相
が
は
た
ら
き
出
る
姿
を
、
摩
訶
般
若
波

羅
蜜
と
し
て
説
示
さ
れ
る
が
、
こ
の
般
若
と
諸
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

し
か
あ
れ
ば
、
学
般
若
こ
れ
虚
空
な
り
、
虚
空
は
学
般
若
な
り
。
…
…
し
か
あ
れ
ば
す
な
は
ち
、
仏
薄
伽
梵
は
般
若
波
羅
蜜
多
な
り
、
般
若
波
羅
蜜
多
は

是
諸
法
な
り
。
こ
の
諸
法
は
空
相
な
り
、
不
生
不
滅
な
り
、
不
垢
不
淨
不
増
不
減
な
り
。

（「
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
」『
全
集
』
一
・
十
〜
十
二
頁
）

と
、
証
そ
の
も
の
で
あ
る
般
若
と
は
、
仏
の
説
い
た
諸
法
に
従
っ
て
仏
道
を
修
し
続
け
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
諸
法
と
は
空
相
で

あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

さ
ら
に
そ
の
般
若
を
承
当
し
て
生
き
る
行
持
と
、
そ
の
対
境
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
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行
持
に
よ
り
て
日
月
星
辰
あ
り
、
行
持
に
よ
り
て
大
地
虚
空
あ
り
。

（「
行
持
上
」『
全
集
』
一
・
一
四
五
頁
）

と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
菩
薩
道
に
生
き
る
と
い
う
「
行
持
」
そ
の
も
の
の
顕
現
に
よ
っ
て
こ
そ
、
日
月
星
辰
・
大
地
虚
空
と
い

う
、
諸
法
に
即
応
し
た
人
間
の
理
想
世
界
そ
の
も
の
が
見
え
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。

ま
た
こ
こ
に
お
い
て
、
心
性
理
解
の
正
否
は
仏
教
の
存
否
に
関
わ
る
問
題
と
な
ろ
う
が
、
そ
の
心
性
に
つ
い
て
、「
説
心
説
性
」
の

巻
に
は
、

お
ほ
よ
そ
仏
仏
祖
祖
の
あ
ら
ゆ
る
功
徳
は
、
こ
と
ご
と
く
こ
れ
説
心
説
性
な
り
。
平
常
の
説
心
説
性
あ
り
、
牆
壁
瓦
礫
の
説
心
説
性
あ
り
。
い
は
ゆ
る
心

生
種
種
法
生
の
道
理
現
成
し
、
心
滅
種
種
法
滅
の
道
理
現
成
す
る
、
し
か
し
な
が
ら
心
の
説
な
る
時
節
な
り
、
性
の
説
な
る
時
節
な
り
。
し
か
あ
る
に
、
心

を
通
ぜ
ず
、
性
に
達
せ
ざ
る
庸
流
、
く
ら
く
し
て
説
心
説
性
を
し
ら
ず
、
談
玄
談
妙
を
し
ら
ず
、
仏
祖
の
道
に
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
と
い
ひ
、
あ
る
べ
か
ら
ざ

る
と
を
し
ふ
。
説
心
説
性
を
説
心
説
性
と
し
ら
ざ
る
に
よ
り
て
、
説
心
説
性
を
説
心
説
性
と
お
も
ふ
な
り
。
こ
れ
こ
と
に
大
道
の
通
塞
を
批
判
せ
ざ
る
に
よ

り
て
な
り
。

（「
説
心
説
性
」『
全
集
』
一
・
四
五
〇
頁
）

と
さ
れ
、
心
性
が
説
そ
の
も
の
で
あ
り
、
説
と
い
う
個
々
の
存
在
の
立
ち
現
れ
に
他
な
ら
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
心
性
の
常
住
不
変
と

い
う
誤
っ
た
心
性
理
解
に
立
つ
こ
と
を
批
判
し
、
説
心
説
性
の
真
偽
の
明
確
な
る
見
分
け
が
仏
法
の
大
道
に
他
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。

そ
れ
故
、
心
・
性
は
、
談
玄
談
妙
と
い
う
存
在
の
具
体
的
現
成
の
諸
相
と
し
て
無
限
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
考
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
般
若
（
証
）
・
諸
法
・
行
持
・
境
・
心
性
の
説
示
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
無
自
性
空
・
心
性

不
可
得
と
い
う
道
元
禅
師
の
基
本
的
立
場
が
自
ず
と
承
認
さ
れ
よ
う
。
そ
う
し
た
基
本
的
見
地
か
ら
十
六
条
戒
の
戒
相
の
理
解
を
深
め

て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
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四

最
澄
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
一
実
円
頓
の
大
乗
戒
の
思
想
は
、
日
本
仏
教
の
中
に
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
し
か
し
時
代

を
経
る
に
従
っ
て
生
活
の
儀
則
と
し
て
の
戒
そ
の
も
の
は
、
最
澄
の
意
図
す
る
理
念
の
み
が
突
出
し
て
か
、
簡
略
か
ら
絶
無
へ
と
、
現

代
の
仏
教
界
に
お
い
て
は
一
部
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
根
絶
や
し
に
な
っ
た
観
の
あ
る
こ
と
も
否
め
な
い
。
こ
と
天
台
の
戒
学
で
あ
れ
、

曹
洞
の
戒
学
で
あ
れ
問
題
の
本
質
は
等
し
い
。

道
元
禅
師
の
戒
学
の
根
本
と
は
、
自
我
の
思
い
は
か
ら
い
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
働
い
て
い
る
、
本
来
の
自
己
の
現
成
へ
と
導
く
機
微

を
趣
向
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
辺
り
の
消
息
を
「
脱
落
の
行
を
行
ず
る
」
も
の
と
宗
門
で
は
言
い
習
わ
し
て
き
た
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。
こ
の
脱
落
の
行
と
し
て
の
戒
は
、
そ
れ
ま
で
の
戒
学
の
立
場
か
ら
説
か
れ
た
も
の
と
は
、
全
く
異
な
っ
た
説
明
が
付
与
さ
れ

る
が
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
小
論
の
表
題
と
如
何
程
か
の
関
わ
り
が
あ
り
は
し
ま
い
か
。

戒
学
に
お
け
る
実
体
的
原
理
を
考
察
す
る
と
き
、
戒
体
に
つ
い
て
も
論
ぜ
ら
れ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
戒
体

（
8
）

と
は
、
イ
ン
ド
仏
教

以
来
、
持
戒
者
の
「
現
象
の
背
後
に
潜
み
」「
心
の
拘
束
力
」
と
し
て
存
在
す
る
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
、
戒
学
に
お
け
る
重
要
な
論
点

の
一
つ
で
あ
る
。

し
か
し
、
禅
師
が
戒
の
教
相
門
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
極
め
て
稀
で
あ
る
。
体
を
論
ず
る
こ
と
す
で
に
、「
絶
対
的
根
拠
志

向
」
と
、
そ
の
も
た
ら
す
閉
塞
性
と
硬
直
化
を
免
れ
な
い
こ
と
を
十
分
警
戒
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

『
出
家
略
作
法
』
に
は
、
そ
の
辺
り
の
消
息
に
つ
い
て
、
若
干
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

講
戒
と
受
戒
と
は
、
そ
の
儀
、
別
な
り
。
こ
れ
を
詳
に
す
る
も
の
少
な
し
。
い
か
に
況
ん
や
大
僧
菩
薩
の
戒
相
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
多
か
ら
ず
。
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今
、
撰
す
る
所
は
、
講
戒
の
流
な
り
。
而
も
菩
薩
戒
の
儀
式
、
こ
れ
を
伝
授
す
る
も
の
稀
な
り
。
今
、
い
さ
さ
か
略
作
法
を
存
し
て
、
受
授
の
儀
を
示
す
。

諸
の
阿
笈
摩
教
お
よ
び
諸
の
教
家
に
云
う
所
と
同
じ
か
ら
ず
。
も
し
、
こ
の
儀
に
依
っ
て
受
授
す
べ
く
ん
ば
、
得
戒
す
べ
し
。
唐
土
も
我
が
朝
も
、
先
代
の

人
師
、
戒
を
釈
す
る
時
、
詳
し
く
菩
薩
の
戒
体
を
論
ず
る
は
、
甚
だ
以
て
非
な
り
。
体
を
論
ず
る
、
そ
の
要
や
如
何
。
如
来
世
尊
は
、
唯
だ
戒
の
徳
の
み
を

説
か
れ
た
ま
い
て
、
得
る
や
否
や
な
る
、
体
の
有
無
を
論
じ
た
ま
わ
ざ
り
し
な
り
。
但
だ
師
資
の
み
相
い
摸
し
て
、
即
ち
得
戒
す
る
而
已
。

（『
全
集
』
六
・
二
〇
八
頁
、
原
漢
文
）

講
説
し
誦
戒
す
る
こ
と
と
、
護
持
し
善
学
す
る
こ
と
と
は
自
ず
か
ら
そ
の
儀
則
は
異
な
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
が
、『
出
家
略
作
法
』

と
は
、
講
戒
の
相
を
明
か
し
て
い
る
こ
と
、
部
派
仏
教
以
来
論
じ
ら
れ
て
き
た
戒
体
の
如
く
、
潜
在
の
種
子
は
物
質
的
で
あ
る
か
、
精

神
的
で
あ
る
か
、
種
子
や
熏
習
力
が
何
処
に
保
存
さ
れ
る
の
か
、
ま
た
そ
の
有
無
な
ど
を
論
じ
る
こ
と
の
非
を
述
べ
、
釈
尊
は
、
戒
の

徳
を
説
か
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
護
戒
に
よ
っ
て
生
じ
る
戒
体
の
有
無
を
論
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
と
し
て
、
正
法
を
護
持
す
る
姿
勢
、

師
資
細
密
な
行
持
を
継
承
す
る
こ
と
と
同
軸
上
の
仏
作
仏
行
と
し
て
戒
法
を
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

『
教
授
戒
文
』
の
戒
相
は
、
伝
統
的
な
仏
教
教
団
の
理
解
か
ら
は
極
め
て
独
創
的
な
解
釈
で
あ
る
と
い
え
、
そ
れ
は
、
一
つ
に
は

『
出
家
略
作
法
』
に
表
さ
れ
る
よ
う
な
思
考
の
反
映
で
あ
り
、
脱
落
の
自
覚
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
独
創
性
に
つ
い
て
一
例
を
見

れ
ば
、
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

第
一
不
殺
生
　
生
命
不
殺
、
仏
種
増
長
。
可
続
仏
命
。
莫
殺
生
命
也
。

（『
全
集
』
六
・
二
一
四
頁
）

生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
命
を
殺
さ
な
い
こ
と
が
仏
種
の
増
長
で
あ
り
、
仏
慧
命
の
相
続
で
あ
る
と
い
う
。
不
殺
す
な
わ
ち
全
命
の
中

に
、
得
道
の
実
践
を
見
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
宗
内
最
古
の
註
釈
書
で
あ
る
『
梵
網
経
略
抄
』
は
、
右
記
を
拈
提
し
て
、

仏
性
常
住
ノ
不
殺
ト
可
心
得
。
生
ヲ
生
也
全
機
現
ト
習
上
ハ
、
殺
不
殺
ノ
詞
ア
リ
ト
云
ヘ
ト
モ
、
不
可
似
世
間
。
其
上
三
界
唯
一
心
ヲ
諸
法
実
相
ソ
ト
談

ス
ル
ト
キ
、
殺
ト
モ
不
殺
ト
モ
不
可
談
。
…
…
所
謂
不
殺
生
ト
云
ハ
殺
ノ
始
終
ニ
ア
ラ
ス
、
只
不
殺
ナ
リ
。
喩
ヘ
バ
諸
悪
莫
作
ノ
莫
作
ニ
習
ヘ
シ
。
生
ト
云
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ハ
死
ノ
前
後
ヲ
云
ニ
ア
ラ
ス
。
只
不
殺
生
ナ
リ
、
喩
ヘ
バ
生
也
全
機
現
ナ
ル
ヘ
シ

（
9
）

。

と
見
え
る
。
仏
性
常
住
の
不
殺
が
第
一
不
殺
生
戒
で
あ
り
、
殺
不
殺
の
立
た
な
い
全
機
現
の
生
を
相
続
し
て
い
く
こ
と
が
第
一
不
殺
生

戒
で
あ
る
と
す
る
。

三
界
が
一
心
に
集
約
さ
れ
る
と
き
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
す
べ
て
真
実
の
姿
…
…
実
相
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
殺
不

殺
の
立
て
よ
う
が
な
く
な
る
。
正
し
く
「
仏
戒
」
と
い
う
仏
の
視
点
が
そ
こ
に
立
て
ら
れ
て
い
る
。
不
殺
生
と
い
う
の
は
殺
と
い
う
具

体
的
行
為
そ
の
も
の
の
前
後
始
終
を
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
諸
悪
莫
作
」
の
「
莫
作
」
ほ
ど
に
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
な
す
こ

と
が
出
来
な
い
、
な
し
よ
う
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
不
殺
生
の
「
生
」
と
い
う
の
は
死
の
前
後
を
い
う
の
で
は
な
い
。

た
だ
不
殺
の
生
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
生
也
全
機
現
」

（
10
）

ほ
ど
の
意
味
合
い
で
あ
る
、
と
。「
生
也
全
機
現
」
に
関
し
て
は
『
正
法
眼
蔵
』

「
全
機
」
の
巻
に
詳
し
く
拈
提
さ
れ
る
通
り
で
あ
る
。

諸
佛
の
大
道
、
そ
の
究
盡
す
る
と
こ
ろ
、
透
脱
な
り
、
現
成
な
り
。
そ
の
透
脱
と
い
ふ
は
、
あ
る
ひ
は
生
も
生
を
透
脱
し
、
死
も
死
を
透
脱
す
る
な
り
。

こ
の
ゆ
え
に
、
出
生
死
あ
り
、
入
生
死
あ
り
、
と
も
に
究
尽
の
大
道
な
り
。
捨
生
死
あ
り
、
度
生
死
あ
り
、
と
も
に
究
尽
の
大
道
な
り
。
現
成
こ
れ
生
な
り
、

生
こ
れ
現
成
な
り
。
そ
の
現
成
の
と
き
、
生
の
全
現
成
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
、
死
の
全
現
成
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。
…
…

生
は
来
に
あ
ら
ず
、
生
は
去
に
あ
ら
ず
、
生
は
現
に
あ
ら
ず
、
生
は
成
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
し
か
あ
れ
ど
も
、
生
は
全
機
現
な
り
、
死
は
全
機
現
な
り
。

し
る
べ
し
、
自
己
に
無
量
の
法
あ
る
な
か
に
、
生
あ
り
、
死
あ
る
な
り
。

し
づ
か
に
思
量
す
べ
し
、
い
ま
こ
の
生
、
お
よ
び
生
と
同
生
せ
る
と
こ
ろ
の
衆
法
は
、
生
に
と
も
な
り
と
や
せ
ん
、
生
に
と
も
な
ら
ず
と
や
せ
ん
。
一

時
・
一
法
と
し
て
も
、
生
に
と
も
な
ら
ざ
る
こ
と
な
し
。
一
事
・
一
心
と
し
て
も
、
生
に
と
も
な
ら
ざ
る
な
し
。

（『
全
集
』
一
・
二
五
九
〜
二
六
〇
頁
）

私
た
ち
の
こ
の
「
生
」
絶
対
現
成
の
事
実
と
、
生
死
透
脱
の
あ
り
よ
う
を
示
さ
れ
る
も
の
か
。

『
教
授
戒
文
』『
略
抄
』
そ
れ
ぞ
れ
、
か
く
甚
深
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
う
し
た
独
特
の
「
宗
門
の
義
」
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か
ら
の
解
釈
が
十
六
条
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
仏
祖
正
伝
菩
薩
戒
作
法
』
に
、

上
来
十
六
条
の
仏
戒
は
、
謂
わ
ゆ
る
三
帰
・
三
聚
浄
戒
・
十
重
禁
戒
な
り
。
此
の
十
六
条
の
戒
は
、
千
仏
の
護
持
し
た
ま
う
所
、
曩
祖
の
伝
来
し
た
ま
う

所
な
り
。

（『
全
集
』
六
・
一
八
四
頁
）

と
あ
る
の
は
、
十
六
条
戒
そ
の
も
の
は
、
得
道
の
実
践
・
脱
落
の
自
覚
の
行
・
宗
門
の
義
を
ふ
ま
え
た
上
で
の
実
践
と
な
る
以
上
、

「
千
仏
の
護
持
し
た
ま
う
所
」
と
は
、
教
条
的
な
十
六
条
の
戒
そ
の
も
の
で
は
な
く
、「
理
と
し
て
は
」
仏
法
の
全
体
と
解
す
べ
き
で
あ

り
、
そ
れ
故
、
為
め
に
護
持
す
る
も
の
で
は
な
く
、
十
六
条
戒
は
仏
法
を
理
解
す
る
た
め
の
一
つ
の
方
便
と
な
り
、
深
く
広
く
道
元
禅

師
の
仏
法
の
全
体
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
十
六
条
戒
の
存
在
意
義
を
損
な
う
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で

は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
戒
条
に
実
体
的
な
規
定
は
な
い
以
上
、
十
六
条
戒
の
参
究
と
は
、
道
元
禅
師
の
仏
法
の
全
体
の
参
究
と
な
ら
ね

ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
図
を
云
わ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

『
出
家
略
作
法
』、『
教
授
戒
文
』、『
菩
薩
戒
作
法
』
な
ど
に
よ
っ
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
戒
条
に
小
乗
律
の
よ
う
な
具
体
的
な
生
活

規
定
を
明
確
に
せ
ず
、
戒
相
を
具
体
的
に
詳
説
し
な
い
「
脱
落
の
行
」
と
し
て
の
姿
勢
は
、『
梵
網
経
略
抄
』
に
受
け
継
が
れ
、

一
戒
ヲ
説
ニ
十
戒
モ
ソ
ナ
ハ
リ
、
十
戒
ヲ
説
ニ
一
戒
ト
極
マ
ル
ナ
リ
。
十
戒
ノ
離
即
ノ
義
尤
可
心
得
、
依
不
殺
生
戒
、
残
ノ
九
戒
ヲ
心
得
ム
ト
ス
レ
ハ
、

依
詞
替
不
被
心
得
然
者
宗
門
義
可
心
得
ナ
リ
。

（『
蒐
書
大
成
』
十
四
・
四
八
七
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
一
戒
を
説
け
ば
、
残
り
の
九
戒
の
戒
徳
が
備
わ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
不
即
不
離
の
関
係
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ

の
生
活
規
定
と
し
て
の
実
体
を
論
じ
な
い
こ
と
は
後
代
に
至
っ
て
も
宗
門
で
受
け
継
が
れ
、
具
体
的
な
教
団
内
の
生
活
規
定
か
ら
、
真

摯
で
峻
厳
に
宗
教
的
な
清
浄
な
生
活
を
具
体
的
に
規
定
す
る
戒
相
に
は
変
わ
り
な
い
が
、
戒
条
の
相
互
相
即
の
面
と
理
念
が
よ
り
強
調

さ
れ
る
に
至
っ
た
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
実
体
と
無
我
の
立
場
、
い
わ
ゆ
る
相
対
的
・
関
係
主
義
的
な
立
場
と
の
連
関
に
つ
い
て
は
、
末
木
文
美
士
氏
が
以
下
の
如
く
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に
述
べ
ら
れ
る
。

ダ
ー
ト
ゥ
が
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
常
に
ダ
ー
ト
ゥ
に
向
か
う
必
然
性
が
人
間
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
完
全
に
否
定

す
れ
ば
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
陥
る
。
無
我
や
空
は
、
一
方
で
ダ
ー
ト
ゥ
に
安
定
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
も
否
定
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
仏
教
の
無

我
や
空
は
必
然
的
に
極
め
て
不
安
定
な
構
造
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
不
安
定
性
こ
そ
仏
教
が
提
示
す
る
人
間
存
在
の
あ
り
方
で
あ
る

（
11
）

。

と
あ
る
よ
う
に
、
無
我
の
立
場
か
ら
ダ
ー
ト
ゥ
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
、
理
と
し
て
の
実
体
（
ダ
ー
ト
ゥ
）
と
の
抜
き
差
し
な
ら
な
い
関

係
、
無
我
の
立
場
か
ら
も
否
定
と
い
う
形
で
私
た
ち
は
ダ
ー
ト
ゥ
に
関
与
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
私
た
ち
人
間
存
在
の
そ
の
危

う
さ
の
一
面
と
、
ま
た
そ
こ
に
は
仏
教
的
無
我
と
主
体
的
な
自
己
（
自
灯
明
的
自
我
）
の
確
立
、
そ
し
て
仏
教
者
は
、
我
と
同
一
性
に

対
し
て
常
に
批
判
的
で
あ
る
べ
き
な
が
ら
、
な
お
「
ダ
ー
ト
ゥ
」
を
簡
単
に
は
切
り
捨
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
重
要
な
問
題
を

含
む
こ
と
を
示
唆
し
よ
う
。

注
　
　
記

1
、
本
稿
は
、
九
八
年
七
月
に
行
わ
れ
た
、
北
海
道
印
度
哲
学
仏
教
学
会
に
お
け
る
、
北
海
道
大
学
藤
井
教
公
氏
の
「
天
台
智

の
実
体
論
批
判
」
か
ら
ヒ

ン
ト
を
得
学
恩
を
蒙
り
な
が
ら
、
九
八
年
十
一
月
に
行
わ
れ
た
、
宗
学
大
会
の
発
表
原
稿
に
増
補
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

2
、
松
本
史
朗
氏
「『
勝
鬘
経
』
の
一
乗
思
想
に
つ
い
て
―
―
一
乗
思
想
の
研
究
（
Ⅲ
）」『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
第
四
一
号
（
昭
和
五
八
年
三
月
）、

四
一
六
―
三
八
九
頁
、『
縁
起
と
空
』（
大
蔵
出
版
、
一
九
八
九
年
に
再
録
）
に
よ
っ
て
問
題
提
起
さ
れ
た
仮
説
で
あ
っ
た
が
、
学
会
に
大
き
な
論
争
を
巻

き
起
こ
し
、「
批
判
仏
教
」
な
る
学
問
的
潮
流
を
促
し
、
仏
教
研
究
に
新
た
な
る
問
題
提
起
を
な
し
た
こ
と
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。

な
お
氏
の
論
稿
で
述
べ
ら
れ
るdha‐tu-va‐da

に
つ
い
て
は
「
一
に
し
て
実
在
な
るlocus
が
、
多
に
し
て
非
実
在
な
るsuper-locus

を
生
じ
る
と
主
張
す

る
も
の
（『
縁
起
と
空
』
三
一
三
頁
）」
で
あ
り
、
構
造
的
に
は
、「
単
一
な
実
在
で
あ
る
基
体
（dha‐tu

）
が
、
多
元
的
なdharm

a

を
生
じ
る
と
主
張
す
る
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説
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
簡
単
に
「
発
生
論
的
一
元
論
」
と
か
「
根
源
実
在
論
」
と
か
呼
ん
で
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。（
同
六
頁
）」
と
あ
る
。

3
、
源
淳
子
『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
問
う
仏
教
』
三
一
書
房
、
九
七
年
、
七
四
頁

4
、
奈
良
康
明
監
修
『
ブ
ッ
ダ
か
ら
道
元
へ
』
東
京
書
籍
、
九
二
年
、
一
六
二
頁

5
、
世
界
の
名
著
三
〇
、
下
村
寅
太
郎
編
『
エ
テ
ィ
カ
』
中
央
公
論
社
、
九
七
年
十
一
版
、
七
七
頁

6
、
丸
山
圭
三
郎
『
生
命
と
過
剰
』
河
出
書
房
新
社
、
八
七
年

7
、
春
秋
社
版
『
道
元
禅
師
全
集
』
巻
二
・
四
九
一
頁
、
以
下
『
全
集
』
と
略
記

8
、
戒
体
論
と
し
て
は
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
に
お
け
る
有
部
の
色
法
説
、『
成
実
論
』
に
見
ら
れ
る
非
心
非
色
説
、
経
量
部
さ
ら
に
は
そ
の
発
展
と
し
て
の
唯

識
派
の
種
子
説
な
ど
が
あ
る
。
上
座
部
仏
教
で
は
、
戒
を
破
棄
す
る
こ
と
を
宣
言
し
な
い
限
り
、
そ
の
戒
体
は
死
ぬ
ま
で
（
尽
行
寿
）
存
続
す
る
と
し
、

大
乗
で
は
、『
瓔
珞
経
』
大
衆
受
学
品
に
「
一
得
永
不
失
」（
大
正
二
四
・
一
〇
二
一
中
）
と
い
う
。（
平
川
彰
『
原
始
仏
教
の
研
究
』
春
秋
社
、
六
四
年
、

第
三
節
「
戒
体
と
戒
の
得
捨
」
一
七
三
―
一
七
五
頁
参
照
）

9
、『
永
平
正
法
眼
蔵
蒐
書
大
成
』
大
修
館
書
店
、
六
六
年
、
巻
一
四
・
四
八
八
〜
四
八
九
、
以
下
『
蒐
書
大
成
』
と
略
記

10
、『
圜
悟
仏
果
禅
師
語
録
』
巻
一
七
、
拈
古
（
大
正
四
七
、
七
九
三
下
）
に
見
え
る
語
で
、『
正
法
眼
蔵
』「
身
心
学
道
」
・
「
全
機
」
の
巻
に
拈
提
が
見
ら

れ
る
。

11
、
末
木
文
美
士
『
鎌
倉
仏
教
形
成
論
』
法
蔵
館
、
九
八
年
、
三
八
四
頁

（
さ
く
ま
　
け
ん
ゆ
う
・
本
学
講
師
）
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維
盛
都
落
小
考

清
　
水
　
賢
　
一

一
　
い
と
ぐ
ち

維
盛
都
落
は
、
数
少
な
い
男
性
悲
話
で
あ
る
。
平
家
物
語
巻
第
七
に
あ
り
、
主
人
公
小
松
殿
平
維
盛
と
そ
の
北
の
方
と
の
別
れ
の
場

面
で
あ
る
。
巻
第
七
の
う
ち
、『
朝
日
古
典
全
書
本
』
の
平
家
都
落
に
関
す
る
部
分
の
句
の
配
列
は
、

主
上
都
落

維
盛
都
落

忠
度
都
落

経
正
都
落

池
殿
都
落

福
原
落

と
続
い
て
い
く
。

苫
小
牧
駒
澤
大
学
紀
要
　
創
刊
号

キ
ー
ワ
ー
ド：

平
家
物
語
、
平
維
盛
、
覚
一
、
師
守
記
、
中
世
民
衆
と
話
し
こ
と
ば
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平
維
盛
が
平
家
の
大
将
軍
と
し
て
参
加
し
た
源
氏
と
の
戦
闘
の
、
第
一
回
は
平
家
敗
走
で
有
名
な
「
富
士
川
」
で
あ
り
、
第
二
回
は

平
家
の
大
軍
を
谷
底
に
失
っ
た
「
倶
利
伽
羅
峠
」
で
あ
る
。
こ
の
平
家
敗
退
を
も
た
ら
し
た
維
盛
の
都
落
を
記
し
た
句
が
、「
維
盛
都

落
」
で
あ
る
。

な
ぜ
彼
が
こ
の
「
維
盛
都
落
」
に
描
か
れ
た
よ
う
な
行
動
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
先
学
に

よ
っ
て
考
察
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
さ
ら
に
考
察
を
行
な
っ
て
み
た
い
。

最
初
に
、
維
盛
一
家
と
成
親
一
家
の
婚
姻
関
係
を
示
す
と
、

と
な
る
。

重
盛
や
維
盛
の
娶
っ
た
女
性
は
、「
鹿
ケ
谷
」
で
平
家
打
倒
の
首
謀
者
と
目
さ
れ
る
新
大
納
言
成
親
の
一
統
で
あ
り
、
平
家
一
門
か

ら
快
く
思
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
に
相
違
な
い
。
そ
の
う
え
重
盛
（
母
＝
右
近
将
監
高
階
基
章
の
女
）
と
宗
盛
（
母
＝
兵
部
権
大
輔
平
時

信
の
女
時
子
＝
八
条
二
位
）
は
同
じ
清
盛
の
子
ど
も
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
異
腹
で
あ
る
か
ら
、
維
盛
は
自
分
の
妻
子
を
西
国
に
お
も
む

藤
原
家
成
　
　
　
　（
新
大
納
言
）成
親
　
　
　
　
女�

�

　
　
　
　
　
　
　
　
女�

��

平
　
清
盛
　
　
　
　
重
盛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
維
盛
　
　
　
　
六
代�

�

　
　
　
　
　
　
　
　
宗
盛�
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く
宗
盛
の
陣
営
に
伴
う
決
意
が
で
き
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

こ
の
こ
と
が
文
学
的
に
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
　
維
盛
都
落
ち

「
維
盛
都
落
」
の
句
が
後
世
の
文
学
作
品
に
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
る
の
か
を
み
て
み
る
と
、『
謡
曲
二
百
五
十
番
』
に
は
入
っ

て
い
な
い
。

ま
ず
『
謡
曲
二
百
五
十
番
』
か
ら
、
平
家
物
語
と
関
係
の
あ
る
も
の
を
抜
き
出
し
て
み
る
と
、

二
番
目
物
に

八
島
（
義
経
）

0
4
5

え
び
ら

0
4
6

忠
度

0
4
7

俊
成
忠
度

0
4
8

経
正

0
4
9

通
盛

0
5
0

兼
平

0
5
1

知
章

0
5
2
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頼
政

0
5
3

実
盛

0
5
4

清
経

0
5
5

巴

0
5
7

敦
盛

0
5
8

生
田
敦
盛

0
5
9

三
番
目
物
に

千
手

0
7
5

熊
野

0
9
4

祇
王

0
9
7

大
原
御
幸

1
0
2

四
番
目
物
に

籠
祇
王

1
1
5
「
念
彼
観
音
力
　
刀
尋
段
々
壊
」
の
文
あ
り

景
清

1
5
3

俊
寛

1
5
4

摂
待

1
5
5

小
督

1
6
1

重
盛

1
6
4
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木
曽

1
6
8

安
宅

1
7
0

大
仏
供
養

1
8
8

忠
信

1
9
3

現
在
巴

1
9
5

正
尊

1
9
8

現
在
鵺

2
3
5

船
弁
慶

2
3
8

碇
潜

2
3
9

と
な
っ
て
い
る
。

謡
曲
で
み
る
か
ぎ
り
、「
平
家
都
落
」
に
関
係
の
あ
る
も
の
は
、
二
番
目
物
に
「
俊
成
忠
度
」
と
「
経
正
」
の
二
句
が
あ
る
の
み
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
維
盛
都
落
説
話
が
謡
曲
作
者
の
心
の
琴
線
に
ふ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

つ
ぎ
に
『
寛
永
版
舞
の
本
』
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
平
家
物
語
と
関
係
の
あ
る
も
の
は
、

築
島

硫
黄
が
島

文
学

木
曽
願
書
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敦
盛

那
須
余
一

景
清
上

景
清
下

腰
越

堀
河
夜
討

四
国
落

八
嶋

で
、
こ
こ
で
も
「
維
盛
都
落
」
は
取
り
込
ま
れ
て
い
な
い
。

さ
ら
に
『
名
作
歌
舞
伎
全
集
』
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
平
家
物
語
と
関
係
の
あ
る
も
の
は
、

第
一
巻

平
家
女
護
島

第
二
巻

義
経
千
本
桜

第
三
巻

源
平
魁
躑
躅

壇
浦
兜
軍
記

御
所
桜
堀
河
夜
討

ひ
ら
か
な
盛
衰
記

第
四
巻

一
谷
嫩
軍
記

たて組...大学用...63-102  99.3.30 8:54 PM  ページ 82



苫
小
牧
駒
澤
大
学
紀
要
　
創
刊
号

83

義
経
腰
越
状

嬢
景
清
八
嶋
日
記

で
あ
る
。

三
　
『
覚
一
本
』
が
編
集
・
増
補
さ
れ
た
時
代

中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
文
書
を
作
成
す
る
場
合
に
、
ラ
テ
ン
語
で
な
く
同
時
代
人
の
使
用
し
て
い
る
言
語
が
用
い
ら
れ
は
じ
め
た
。

第
一
に
イ
タ
リ
ア
で
ボ
ッ
カ
チ
オ
の
『
デ
カ
メ
ロ
ン
』
が
、
ト
ス
カ
ー
ナ
語
に
よ
っ
て
一
三
四
八
年
に
書
か
れ
、
第
二
に
イ
ギ
リ
ス
で

チ
ョ
ー
サ
ー
の
『
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
物
語
』
が
、
ロ
ン
ド
ン
語
に
よ
っ
て
一
三
八
七
年
に
書
か
れ
た
。

こ
の
後
一
四
四
五
年
に
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
っ
て
金
属
活
字
に
よ
る
印
刷
術
が
発
明
さ
れ
、『
四
十
二
行
聖
書
』
が
刊
行
さ
れ
た

の
は
有
名
な
事
実
で
あ
る
。

そ
の
わ
ず
か
三
○
年
後
の
一
四
七
六
年
に
ロ
ン
ド
ン
在
住
の
キ
ャ
ク
ス
ト
ン
に
よ
っ
て
、「
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
寺
院
の
印
刷
工

房
で
」、「
当
時
の
ロ
ン
ド
ン
の
標
準
語
で
書
か
れ
た
」、
こ
の
『
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
物
語
』
が
活
字
印
刷
さ
れ
、
出
版
さ
れ
た
（「
チ
ョ
ー

サ
ー
『
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
物
語
』」『
ピ
ヌ
ス
』
に
よ
る
）。

活
版
印
刷
工
房
を
も
っ
て
い
た
の
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
寺
院
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
工
房
を
利
用
し
て
キ
リ

ス
ト
教
関
係
の
図
書
で
な
く
、
民
衆
に
「
読
ま
れ
る
（
＝
売
れ
る
）」
こ
と
を
期
待
さ
れ
た
、
巡
礼
団
の
話
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
印
刷
物
（
図
書
）
が
現
代
ま
で
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
特
記
す
る
こ
と
に
値
す
る
。

『
平
家
物
語
覚
一
本
（
日
本
古
典
文
学
大
系
本
）』
の
奥
書
は
、「
応
安
四
年
（
一
三
七
一
）」
の
年
記
を
も
っ
た
「
沙
門
覚
一
」
の
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署
名
記
事
を
載
せ
て
い
る
。
覚
一
は
『
師
守
記
』
歴
応
三
年
（
一
三
四
○
）
二
月
十
四
日
の
記
事
に
「
今
日
予
参
六
条
御
堂
、
為
日
中

聴
聞
也
、
其
後
聞
覚
一
平
家
、
異
形
」、
貞
和
三
年
（
一
三
四
七
）
二
月
廿
一
日
の
記
事
に
「
今
日
予
為
矢
田
地
蔵
堂
聴
聞
説
法
併
覚

一
平
家
等
」
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
十
四
世
紀
な
か
ば
に
活
躍
し
て
い
た
琵
琶
法
師
で
あ
り
、『
覚
一
本
』
は
そ
の
奥
書
識
語
に
「
応

安
四
年
（
一
三
七
一
）」
の
年
記
を
も
っ
て
い
る
。

『
デ
カ
メ
ロ
ン
』、『
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
物
語
』、『
平
家
物
語
（
覚
一
本
）』
な
ど
の
よ
う
な
作
品
に
通
し
て
特
記
さ
れ
る
こ
と
は
、
十

四
世
紀
は
、
全
世
界
的
に
民
衆
の
話
し
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、
民
衆
の
欲
す
る
説
話
が
文
学
作
品
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。

四
　
巻
第
七
「
維
盛
都
落
」
の
位
置

『
平
家
物
語
（
覚
一
本
）』
巻
第
七
の
平
家
都
落
に
関
す
る
句
の
配
列
を
示
す
と
、

主
上
都
落

維
盛
都
落

忠
度
都
落

経
正
都
落

一
門
都
落

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
配
列
は
、
冨
倉
徳
次
郎
『
平
家
物
語
研
究
』
に
よ
れ
ば
、『
覚
一
本
』
編
集
の
段
階
で
、『
屋
代
本
』
な
ど
の

順
序
を
変
更
し
た
も
の
で
あ
る
。
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『
屋
代
本
』
で
は
、「
平
家
都
落
」
の
記
事
は
、「
平
家
一
門
落
都
趣
西
国
事
」
と
一
句
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
内
容
を
示
す

と
、

主
上
都
落

摂
政
春
日
童
子
を
見
る

薩
摩
守
忠
度
都
落

維
盛
都
落

一
門
都
落

と
な
っ
て
お
り
、「
経
正
都
落
」
は
、
ま
だ
収
載
さ
れ
て
い
な
い
。

読
み
も
の
系
諸
本
で
は
、『
長
門
本
』「
平
家
都
落
給
事
」
の
内
容
は
、

主
上
都
落

維
盛
都
落

と
な
っ
て
、「
池
大
納
言
都
留
給
事
」
が
つ
づ
く
。「
忠
度
都
落
」
も
「
経
正
都
落
」
も
収
載
さ
れ
て
い
な
い
。

『
源
平
盛
衰
記
』
は
、

平
家
都
落

維
盛
惜
妻
子
遺

経
正
参
仁
和
寺
宮

と
な
っ
て
、「
忠
度
都
落
」
の
句
は
な
い
。

『
延
慶
本
』
に
な
っ
て
、
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平
家
都
落
る
事

維
盛
与
妻
子
余
波
惜
事

頼
盛
道
よ
り
返
給
事

薩
摩
守
都
よ
り
返
っ
て
俊
成
卿
に
相
給
事

経
正
仁
和
寺
五
宮
御
所
参
す
る
事

平
家
福
原
に
一
夜
宿
事

と
、「
覚
一
本
」
の
よ
う
に
、
維
盛
、
忠
度
、
経
正
の
三
説
話
が
収
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
「
維
盛
都
落
」
を
中
心
と
す
る
本
文
移
動
に
つ
い
て
は
、
渥
美
か
を
る
『
平
家
物
語
の
基
礎
的
研
究
』
が
詳
し
い
考
察

を
行
っ
て
い
る
。

五
　
小
松
家
の
結
集

「
維
盛
都
落
」
の
句
は
場
面
が
三
展
開
す
る
。
ま
ず
第
一
が
維
盛
と
北
の
方
と
の
別
れ
で
あ
り
、
第
二
が
維
盛
と
子
ど
も
た
ち
と
の

別
れ
の
場
面
で
あ
る
。
さ
ら
に
第
三
場
面
で
平
家
物
語
は
平
重
盛
の
子
ど
も
た
ち
、
資
盛
・
清
経
・
忠
房
・
師
盛
の
兄
弟
四
人
が
、
屋

敷
の
門
の
な
か
ま
で
馬
に
乗
り
な
が
ら
入
り
込
ん
で
、
長
兄
維
盛
を
「
行
幸
は
遥
か
に
延
び
さ
せ
給
ひ
ぬ
ら
ん
。
い
か
に
や
今
ま
で
」

と
迎
え
に
く
る
。

中
世
の
地
方
、
と
く
に
関
東
の
低
い
家
格
の
武
士
た
ち
は
、
秩
父
七
党
の
よ
う
に
集
団
を
組
ん
で
戦
闘
に
従
事
し
た
。
し
か
し
、
こ

の
維
盛
兄
弟
も
冨
倉
徳
次
郎
『
平
家
物
語
全
注
釈
』
が
示
す
よ
う
に
、
宗
盛
が
指
揮
を
と
っ
て
い
る
陣
営
に
合
流
す
る
た
め
に
団
結
せ
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ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
富
士
川
」
で
「
赤
地
の
錦
の
直
垂
に
、
萌
黄
匂
い
の
鎧
」
を
き
て
大
将
軍
を
つ
と
め
、「
倶
利
伽
羅
落
」
で
お
な
じ
く
大
将
軍
を

つ
と
め
た
平
氏
嫡
流
を
意
識
す
る
維
盛
と
そ
の
兄
弟
た
ち
は
、
そ
の
屈
辱
に
個
人
と
し
て
は
絶
え
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
に
違
い
な

い
。
し
か
し
維
盛
は
京
都
残
留
を
お
こ
な
っ
た
池
殿
ほ
ど
の
平
家
本
流
へ
の
反
逆
も
ま
た
実
行
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

維
盛
の
ぎ
り
ぎ
り
の
決
着
が
妻
子
と
の
別
れ
の
場
面
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

六
　
恩
愛
の
人
・
維
盛

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
平
家
物
語
都
落
の
関
連
句
と
し
て
は
、「
維
盛
都
落
」
は
最
初
か
ら
存
在
し
て
い
た
の
に
、「
忠
度
都

落
」
と
い
う
和
歌
説
話
や
「
経
正
都
落
」
と
い
う
音
楽
説
話
に
よ
っ
て
享
受
者
へ
の
平
曲
効
果
を
あ
げ
る
た
め
に
順
序
を
入
れ
替
え
ら

れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
も
前
に
み
た
よ
う
に
『
謡
曲
二
百
五
十
番
』
に
も
取
り
入
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
原
因
は
す
べ
て
、
維
盛
の

恩
愛
の
人
と
し
て
の
妻
子
へ
の
愛
情
が
断
ち
切
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
ろ
う
。

こ
れ
も
前
に
の
べ
た
け
れ
ど
も
、
中
世
文
学
は
全
世
界
的
に
民
衆
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
た
。

平
家
物
語
が
書
か
れ
た
最
初
か
ら
存
在
し
て
い
た
「
維
盛
都
落
」
が
、
編
集
・
増
補
の
過
程
で
消
え
る
こ
と
な
く
、
存
在
し
つ
づ
け
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
維
盛
説
話
を
必
要
と
す
る
享
受
者
が
存
在
し
つ
づ
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仏
教
の
教
え
か
ら
み
れ
ば
、

維
盛
本
人
が
、
那
智
の
沖
で
滝
口
入
道
か
ら
恩
愛
の
道
を
断
つ
こ
と
を
教
え
ら
れ
て
入
水
し
て
最
期
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
（
巻
第
十

「
入
水
」）。
そ
の
彼
の
人
生
の
途
中
で
の
史
実
で
あ
る
。
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清
水
賢
一
　
維
盛
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落
小
考

88

七
　
ま
と
め

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、「
維
盛
都
落
」
は
、
平
家
物
語
に
当
初
の
段
階
か
ら
存
在
し
な
が
ら
、
中
世
後
期
、
近
世
初
期
に
お

い
て
、『
屋
代
本
』
が
包
含
し
て
い
た
内
容
を
減
殺
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
大
き
く
増
補
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
後
世
に
別
の
作
品
と

し
て
主
題
を
増
補
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
そ
の
点
で
み
る
か
ぎ
り
、
覚
一
が
「
維
盛
都
落
」
の
順
序
入
れ
替
え
を
行
っ
た
け
れ
ど

も
平
家
物
語
の
な
か
に
残
し
た
編
纂
は
正
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

二
十
世
紀
か
ら
、
二
十
一
世
紀
へ
と
転
換
す
る
現
在
、
男
性
が
企
業
の
た
め
に
家
族
を
残
し
て
、
単
身
赴
任
を
す
る
こ
と
も
お
お
く

な
っ
た
。
さ
ら
に
自
己
の
望
ま
な
い
場
面
へ
の
進
出
も
お
お
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
男
性
悲
話
で
あ
る
「
維
盛
都
落
」
説
話
は
、

ま
っ
と
う
な
生
活
を
、
社
会
の
な
か
で
続
け
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
民
衆
の
享
受
に
よ
っ
て
、
今
後
さ
ら
に
支
持
を
増
し
て
い
く

要
素
を
も
つ
作
品
で
あ
ろ
う
。

（
し
み
ず
　
け
ん
い
ち
・
本
学
教
授
）
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晃
　
平

江
戸
と
い
う
時
代
は
、
印
刷
技
術
の
導
入
に
よ
り
寺
社
の
略
縁
起
が
大
量
刊
行
さ
れ
、
霊
験
や
伝
説
も
そ
れ
に
応
じ
て
広
く
流
布
さ

れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
社
が
略
縁
起
を
刊
行
し
た
背
景
に
は
様
々
な
理
由
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

個
々
の
寺
社
の
縁
起
の
実
態
に
も
様
々
な
様
相
が
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
今
日
で
は
周
知
の
浦
島
伝
説
を
取
り
上
げ
る
な
ら
ば
、
浦
島
太
郎
に
ま
つ
わ
る
二
つ
の
著
名
な
浦
島
寺
と
通
称
さ
れ
る

寺
が
存
在
し
、
各
寺
に
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
な
略
縁
起
が
刊
行
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
多
年
に
わ
た
っ
て
刊
行
さ
れ
、
そ
の
流
れ
は
今
も

な
お
形
を
か
え
て
存
続
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
寺
の
場
合
、
同
じ
浦
島
伝
説
を
も
と
に
し
た
略
縁
起
な
が
ら
、
そ
の
刊
行
内
容

も
実
態
も
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

信
州
木
曽
に
あ
る
、
世
に
寝
覚
浦
島
寺
と
呼
ば
れ
る
臨
川
寺
の
略
縁
起
は
、
現
存
の
限
り
で
は
、
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
改
版
の

も
の
が
最
も
古
い
。
そ
の
後
、
こ
の
略
縁
起
は
六
十
年
後
の
文
化
十
六
年
、
更
に
三
十
二
年
後
の
嘉
永
元
年
、
そ
し
て
、
十
五
年
後
の

文
久
三
年
、
他
に
数
種
の
無
刊
記
本
、
と
い
く
つ
も
の
版
が
重
ね
ら
れ
て
い
く
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
に
至
っ
て
は
全
く
同
じ
と
い
っ

て
い
い
ほ
ど
違
い
は
な
い

（
注
一
）

。
臨
川
寺
は
、「
改
版
」
以
降
一
貫
し
て
同
内
容
の
も
の
を
同
じ
よ
う
に
刊
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

苫
小
牧
駒
澤
大
学
紀
要
　
創
刊
号

89

キ
ー
ワ
ー
ド：

浦
島
太
郎
、
略
縁
起
、
観
福
寺
、
浦
島
寺
、
神
奈
川

たて組...大学用...63-102  99.3.30 8:54 PM  ページ 89



し
か
し
、
も
う
一
つ
の
浦
島
寺
、
神
奈
川
の
観
福
寺
の
場
合
は
対
照
的
で
あ
る
。
観
福
寺
に
関
し
て
は
、
今
日
知
ら
れ
る
限
り
内
容

の
相
違
す
る
三
種
の
略
縁
起
が
存
在
し
て
い
る
。
発
端
の
内
容
は
、
お
お
よ
そ
同
じ
も
の
の
、
そ
の
先
で
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
異
な
る

部
分
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
三
種
の
成
立
と
先
後
関
係
、
内
容
の
相
違
に
つ
い
て
概
略
す
る
こ
と
で
、
江
戸
期
の
略
縁
起
の
実
態

と
伝
説
の
新
た
な
生
成
の
一
端
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。

一

神
奈
川
の
浦
島
寺
、
観
福
寺
の
略
縁
起
三
種
の
う
ち
、
二
種
に
つ
い
て
は
、
過
去
に
翻
刻
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る

（
注
二
）

。
し
か
し
、
両
者

の
内
容
の
相
違
及
び
そ
の
先
後
関
係
に
つ
い
て
の
詳
細
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
今
回
、
新
た
な
略
縁
起
を
調
査
確
認
し
た

と
こ
ろ
、
二
つ
の
縁
起
の
中
間
に
位
置
す
る
内
容
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
新
た
な
略
縁
起
の
存
在
に
よ
っ
て
、
両
者
の
間

に
距
離
の
あ
っ
た
略
縁
起
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
と
成
立
関
係
が
は
っ
き
り
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
三
種
の
略
縁
起
に
つ
い
て
成
立
の
古
い
と
思
わ
れ
る
順
に
略
述
し
て
お
く
。

一
つ
目
は
、
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
『
武
州
古
跡
考

（
注
三
）

』
所
収
の
縁
起
及
び
無
窮
会
神
習
文
庫
蔵
の
略
縁
起
で
あ
る
。
共
に
写
本

で
あ
り
、
他
の
略
縁
起
類
写
本
と
合
綴
さ
れ
て
い
る
が
、
書
写
の
文
字
は
他
の
略
縁
起
と
各
本
に
お
い
て
は
一
筆
で
か
つ
同
内

容
で
あ
る

（
注
四
）

。
も
と
の
縁
起
に
対
し
て
も
同
じ
く
「
絵
数
二
十
四
枚
」
と
奥
書
に
あ
る
の
で
、
絵
を
と
も
な
っ
た
絵
巻
か
冊
子
の
上
下
二

巻
本
の
縁
起
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
縁
起
の
本
文
中
に
「
観
音
出
現
よ
り
享
保
十
四
己
酉
ま
で
九
百
五
年
を
経
た
り
」
と
あ
る
。
こ

の
享
保
十
四
年
は
西
暦
一
七
二
九
年
に
当
た
り
、
浦
島
の
帰
郷
が
天
長
二
年
（
八
二
五
）
で
あ
っ
た
か
ら
九
百
五
年
と
い
う
経
過
年
は

計
算
上
も
正
し
い
。
ま
た
、
奥
書
に
は
「
今
年
寛
政
十
二
年
修
復
セ
ン
ト
シ
テ
」
と
あ
る
。
寛
政
十
二
年
は
一
八
〇
〇
年
。
奥
書
を
信
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ず
る
な
ら
ば
、
享
保
十
四
年
成
立
の
略
縁
起
を
、
そ
の
七
十
一
年
後
の
寛
政
十
二
年
に
修
復
し
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
そ
の
奥
書
の

中
に
「
年
号
ハ
享
保
十
戌
年
月
日
ト
ア
リ
」（
両
本
共
）
と
記
す
が
、
享
保
の
戌
年
は
三
年
戊
戌
と
十
五
年
庚
戌
で
あ
る
。
該
当
す
る

戌
年
を
探
す
よ
り
は
、
こ
こ
で
は
字
形
の
相
似
か
ら
本
文
中
に
も
あ
る
享
保
十
四
年
の
「
四
」
の
誤
り
と
見
た
い
。『
武
州
古
跡
考
』

の
筆
者
は
巻
末
の
署
名
に
「
縣
麿
記
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
県
麿
斎
藤
幸
孝
（
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
〜
文
化
十
五
年
（
一
八
一
八
）

三
月
九
日
・
四
十
七
歳
）
と
思
わ
れ
、
採
集
も
彼
自
身
と
す
れ
ば
、
こ
の
書
物
の
成
立
は
、
幸
孝
没
年
の
文
化
十
五
年
以
前
と
な
る

（
注
五
）

。

こ
の
略
縁
起
を
そ
の
奥
書
か
ら
便
宜
上
「
享
保
本
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
こ
の
享
保
本
は
、
寺
名
を
「
観
福
教
寺
」
と
「
教
」

字
を
楷
書
で
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
観
福
寿
寺
の
「
寿
」
字
の
誤
り
と
思
わ
れ
る
。
江
戸
期
の
こ
の
寺
の
名
に
は
観
福
寿
寺
と
観
福

寺
の
両
様
が
文
献
に
は
見
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
観
福
寺
で
統
一
す
る
。

次
の
略
縁
起
は
、
東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文
庫
と
国
立
国
会
図
書
館
に
存
す
る
刊
本
で
、
今
回
初
め
て
調
査
し
報
告
す
る
も
の

で
あ
る

（
注
六
）

。
た
だ
し
、
国
会
本
は
補
修
さ
れ
「
諸
国
寺
社
諸
縁
起
」
と
い
う
略
縁
起
集
に
合
綴
さ
れ
て
い
る
。
両
本
と
も
同
一
内
容
の
も

の
で
あ
る
が
、
本
文
に
は
数
箇
所
の
異
同
が
存
す
る
。
版
面
か
ら
推
定
す
る
と
狩
野
文
庫
本
が
先
で
、
国
会
図
書
館
本
は
そ
れ
に
埋
木

し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
奥
書
に
刊
年
の
記
載
等
は
な
い
が
「
武
州
金
川
宿
浦
嶋
寺
別
當
」
と
し
て
「
曇
譽
大
龍
」
の
名
を
記
し
「
拜

写
、
再
刻
」
と
し
て
い
る
。

こ
の
大
龍
な
る
僧
侶
は
、
そ
の
生
没
年
等
を
詳
ら
か
に
し
な
い
が
、
幸
い
に
観
福
寺
別
当
在
任
中
に
彼
が
な
し
た
事
績
の
一
部
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
十
月
に
亀
趺
を
伴
う
「
浦
島
寺
」
碑
を
新
刻
建
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
碑
に
よ
れ

ば
、
元
の
碑
は
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
に
建
て
ら
れ
た
も
の
と
い
う
が
、
四
十
一
年
後
に
建
て
直
し
た
こ
と
に
な
る
。。
ま
た
、
同

八
年
に
は
「
勅
願
所
」
の
碑
を
大
坂
堀
江
西
講
中
の
寄
進
に
よ
り
建
立
し
て
い
る

（
注
七
）

。
こ
れ
ら
に
よ
り
、
大
龍
の
在
任
活
躍
期
間
は
天
明

期
と
知
ら
れ
、
ま
た
次
の
縁
起
の
奥
書
か
ら
も
、
こ
の
縁
起
が
そ
の
頃
の
刊
行
と
推
定
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
便
宜
上
「
天
明
本
」
と
呼
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ぶ
こ
と
に
す
る
。

三
つ
目
は
、
水
府
明
徳
会
彰
考
館
蔵
の
刊
本
で
あ
る
。
版
本
原
装
の
ま
ま
他
の
縁
起
類
と
合
綴
さ
れ
て
い
る
。
奥
書
に
は
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。

く
は
し
く
は
廣
縁
起
の
こ
と
し
。
こ
の
畧
縁
起
、
延
徳
二
年
ノ
古
版
、
天
明
再
版
ス
。
當
ニ
今
行
者
ノ
由
緒
ヲ
加
ノ
ミ
。
全
古
版
ヲ
冩
テ
重
梓
ス
。
文

政
三
年
秋
七
月
使
訂
。

浦
嶌
院
觀
福
寺
執
事

こ
の
奥
書
を
信
ず
れ
ば
、
観
福
寺
に
は
広
略
二
種
の
縁
起
が
存
し
、
略
縁
起
は
延
徳
二
年
（
一
四
九
〇
）
の
古
版
を
天
明
期
（
一
七

八
一
〜
八
九
）
に
再
版
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
そ
の
所
謂
再
版
が
、
前
述
の
「
天
明
本
」
と
考
え
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
こ
の
文
政
三
年
の
縁
起
は
そ
の
縁
起
に
徳
本
行
者
の
由
緒
だ
け
は
加
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
だ
か
ら
、
そ
れ
以
外
は
全
く

古
版
を
写
し
て
刊
行
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
刊
行
年
は
改
訂
の
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
七
月
と
あ

る
の
は
、
縁
起
本
文
中
の
七
月
七
日
の
浦
島
亀
の
故
事
を
念
頭
に
お
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
成
立
時
期
も
は
っ
き
り
と
し
て
い
る
の

で
、
便
宜
上
「
文
政
本
」
と
呼
称
す
る
。
な
お
、
こ
の
文
政
本
に
は
刊
本
以
外
に
、
巻
子
本
写
本
が
存
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

二

さ
て
、
こ
の
三
種
の
縁
起
を
奥
書
か
ら
考
え
た
場
合
、
文
政
本
は
天
明
本
に
徳
本
行
者
の
由
緒
を
付
加
し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
こ
の
由
緒
以
外
は
両
本
と
も
に
同
じ
内
容
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
天
明
本
は
延
徳
二
年
本
の
再
版
で
あ
る
か

ら
、
延
徳
二
年
本
と
も
同
じ
内
容
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
一
方
、
観
福
寺
に
は
そ
れ
以
外
に
、
天
明
本
に
先
行
す
る
享
保
本
の

略
縁
起
が
あ
っ
た
。
と
な
る
と
、
略
縁
起
は
こ
の
時
点
で
既
に
二
種
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
享
保
本
は
、
天
明
本
を
跨
い
で
寛
政
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十
二
年
に
補
修
さ
れ
て
い
る
。
も
し
、
こ
の
享
保
本
が
補
修
さ
れ
る
ま
で
ず
っ
と
観
福
寺
に
収
蔵
さ
れ
て
い
た
の
な
ら
ば
、
天
明
本
刊

行
の
時
点
に
は
享
保
本
を
参
照
す
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

奥
書
の
内
容
を
検
討
し
た
の
で
、
次
に
実
際
の
略
縁
起
の
内
容
の
検
討
に
入
る
こ
と
に
す
る
。
具
体
的
に
三
本
を
原
文
の
ま
ま
、
振

り
が
な
を
省
き
句
読
点
の
み
を
施
し
、
比
較
対
照
さ
せ
た
も
の
が
、
付
表
「
観
福
寺
略
縁
起
　
四
本
・
対
照
表
」
で
あ
る
。

ま
ず
、
冒
頭
部
分
は
三
本
と
も
、
大
き
な
違
い
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。
共
に
相
州
三
浦
の
住
人
で
あ
る
浦
島
太
夫
な
る
人

物
が
浦
島
太
郎
の
父
と
し
て
登
場
し
、
彼
が
丹
後
の
国
水
江
に
公
務
と
し
て
移
り
住
ん
で
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
に
続
く
、
浦
島
太
郎
が
亀
を
助
け
龍
宮
へ
行
く
場
面
に
な
る
と
、
相
違
は
は
っ
き
り
と
し
て
く
る
。「
大
き
な
る
亀
」
を
釣
っ
た

こ
と
は
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
釣
っ
た
場
所
は
、
享
保
本
・
天
明
本
が
「
海
上
」
で
あ
る
の
に
、
文
政
本
は
「
澄
の
江
の
浦
」
で
あ
る
。

ま
た
、
享
保
本
・
天
明
本
が
亀
を
放
ち
、「
美
女
」
が
船
に
来
る
の
に
対
し
て
、
文
政
本
は
「
霊
亀
」
が
船
中
で
美
人
と
化
す
、
古
代

の
漢
文
伝
類
の
浦
島
伝
説
の
内
容
を
も
っ
て
い
て
、
そ
の
女
も
漢
文
伝
の
如
く
「
神
女
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
享
保
本
・
天
明
本
は

行
先
も
「
と
こ
よ
の
国
海
神
の
都
」
と
「
わ
た
津
み
の
都
」
と
共
通
し
て
い
る
が
、
文
政
本
は
「
龍
宮
」
と
だ
け
記
さ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
享
保
本
と
天
明
本
が
比
較
的
近
い
内
容
を
持
つ
の
に
対
し
て
、
文
政
本
と
他
の
二
本
と
の
距
離
は
大
き
い
。

だ
か
ら
、
文
政
本
の
奥
書
に
あ
る
「
全
（
て
）
古
版
ヲ
冩
テ
重
梓
ス
」
と
い
う
文
句
を
天
明
本
そ
の
ま
ま
の
意
と
と
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
文
政
本
の
い
う
古
版
が
延
徳
古
版
の
こ
と
な
ら
ば
、
天
明
の
再
版
は
古
版
と
は
内
容
の
異
な
る
略
縁
起
だ
っ
た
と
考
え
る
べ
き

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
因
み
に
文
政
本
は
漢
文
伝
と
い
う
古
い
か
た
ち
の
内
容
を
保
持
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
一

方
で
は
、
距
離
が
あ
る
は
ず
の
享
保
本
と
文
政
本
に
も
近
い
部
分
は
あ
る
。「
玉
楼
金
殿
」
と
「
金
殿
玉
楼
」、「
珎
膳
美
食
」
と
「
珎

膳
美
味
」
の
語
は
、
天
明
本
に
は
見
え
ず
享
保
本
と
文
政
本
に
共
通
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
か
ら
先
へ
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
三
本
間
の
距
離
は
ま
す
ま
す
離
れ
て
い
く
。
基
本
的
に
は
享
保
本
と
天
明
本
が
近
い
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関
係
で
は
あ
る
が
、
相
違
す
る
部
分
も
多
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
に
は
欠
落
や
増
補
か
と
思
わ
れ
る
部
分
が
存
し
、
独
自
の
記
述
も
存
す

る
の
で
あ
る
。三

観
福
寺
の
略
縁
起
に
記
さ
れ
た
浦
島
伝
説
の
特
徴
は
、
浦
島
太
郎
が
乙
姫
か
ら
玉
手
箱
と
と
も
に
観
音
像
を
も
ら
っ
て
帰
郷
し
、
そ

の
後
、
父
の
み
ま
か
っ
た
所
を
観
音
像
に
祈
っ
て
教
え
ら
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
浦
島
が
観
音
像
を
背
負
っ
て
関
東
へ
下
る
部
分
は
、
善

光
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
如
来
が
運
ば
れ
た
善
光
寺
縁
起
を
想
起
さ
せ
る
。
背
負
っ
て
い
る
観
音
像
が
突
然
重
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
浦

島
太
夫
の
塚
の
あ
り
か
を
教
え
、
堂
宇
が
建
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
享
保
本
・
天
明
本
で
は
、
更
に
こ
の
途
中
に
、
浦
島
太
郎
が
玉
手

箱
を
開
け
た
山
を
「
玉
手
は
こ
根
」
と
い
う
話
を
記
し
て
い
る
。
特
に
天
明
本
で
は
、
そ
れ
を
豆
州
と
相
州
の
境
に
あ
る
箱
根
の
地
名

起
源
に
結
び
付
け
て
い
る
。

享
保
本
・
天
明
本
で
は
、
そ
の
後
に
、
淳
和
天
皇
の
妃
と
な
っ
た
如
意
尼
を
登
場
さ
せ
、
帝
の
夢
告
げ
に
よ
り
、
空
海
と
そ
の
弟
子

実
恵
が
七
堂
伽
藍
を
建
立
し
て
「
真
言
秘
密
の
道
場
」
と
し
た
、
と
説
く
。
因
み
に
そ
の
如
意
尼
は
浦
島
九
世
の
孫
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
如
意
尼
の
部
分
は
、『
元
亨
釈
書
』
に
依
っ
た
も
の
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。『
元
亨
釈
書
』
は
永
和
三
年
（
一
三
七
七
）
の
初
版
刊

行
以
降
、
江
戸
期
に
も
、
慶
長
四
年
か
ら
寛
文
元
年
の
七
十
四
年
の
間
に
五
回
以
上
も
版
を
重
ね
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
に
対
し
て
の
注

を
加
え
た
『
元
亨
釈
書
便
蒙
』
や
『
元
亨
釈
書
和
解
』
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
更
に
『
江
戸
名
所
図
会
』
の
中
の
観
福
寺
の
記
事
で
も

こ
の
部
分
に
引
用
し
て
注
釈
さ
れ
る
よ
う
に
、
比
較
的
活
用
さ
れ
た
書
物
で
あ
る
。
直
接
に
依
っ
た
と
み
て
も
よ
い
が
、
既
に
『
本
朝

高
僧
伝
』『
本
朝
列
仙
伝
』
や
『
扶
桑
故
事
要
略
』
な
ど
諸
書
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
間
接
的
援
用
と
見
て
も
よ
い
。
た
だ
し
、
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天
明
本
で
は
如
意
尼
が
「
如
意
姫
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
こ
の
後
、
略
縁
起
は
、
応
長
正
和
の
頃
に
白
旗
寂
恵
上

人
が
中
興
し
て
、
浄
土
宗
と
し
た
こ
と
を
述
べ
、
浦
島
観
音
の
利
益
な
ど
を
説
い
て
結
ば
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
享
保
本
と
天
明
本
の
間
で
一
番
異
な
る
の
は
、
天
明
本
に
の
み
、
次
の
記
述
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
神
祠
に
い
わ
ひ
、
浦
嶋
の
神
祠
と
も
網
野
の
社
と
も
申
し
て
、
霊
験
殊
勝
に
て
、
子
縁
薄
き
も
の
、
惣
じ
て
壽
命
長
久
の
願
、
渡
海
の
舩
子
、

魚
漁
網
人
、
龜
を
画
て
、
繪
馬
に
捧
げ
、
さ
ま

く
奇
特
な
る
な
ぞ
書
あ
へ
る
に
ぞ
、

浦
島
を
祀
っ
た
神
社
と
し
て
網
野
神
社
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
前
後
に
必
然
的
脈
絡
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
略

縁
起
で
は
、
三
本
と
も
に
浦
島
太
夫
の
赴
任
地
を
与
謝
郡
筒
川
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
太
郎
が
帰
郷
し
て
浦
島
を
祀
る
社
と
し

て
は
与
謝
郡
筒
川
に
あ
る
浦
島
神
社
（
宇
良
神
社
）
を
出
す
こ
と
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
れ
な
の
に
、
丹
後
半
島
の
反
対
側
に
あ
る
竹

野
郡
の
網
野
神
社
が
い
き
な
り
こ
こ
に
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
丹
後
半
島
の
地
理
と
信
仰
に
明
る
く
な
い
者
が
補
っ
た
も
の
と
見

る
べ
き
か
。

こ
の
網
野
神
社
が
浦
島
を
祀
っ
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
正
徳
二
年
自
序
（
一
七
一
二
）
同
五
年
跋
の
『
和
漢
三
才
図
会
』
な
ど
に
も

「
浦
島
明
神
」
と
見
え
て
い
る
。
ま
た
、
正
徳
六
年
刊
行
の
『
本
朝
怪
談
故
事
』
巻
第
一
第
十
五
「
網
野
愛
亀
」
で
は

則
、
其
浦
嶌
ヲ
祭
リ
テ
、
網
野
社
ト
云
。
故
（
ニ
）
此
ノ
神
、
専
ラ
龜
ヲ
愛
ス
。
神
前
ノ
繪
馬
ニ
モ
亀
ヲ
畫

ヱ
カ
キ

テ
寳
納
ス
レ
バ
、
諸
願
成
就
ス
ト
云
傅
ヘ

タ
リ
ト
諸
社
一
覧
ニ
見
ヘ
タ
リ

（
句
読
点
を
加
え
書
き
下
し
文
と
し
た
）

と
、
亀
の
絵
馬
に
も
言
及
し
て
記
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
、
も
っ
と
も
注
目
に
値
す
る
の
は
、
草
双
紙
の
『
対
紫
雲
篋
』
で
あ
ろ
う
。
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
刊
行
の
鳥
居
清
経
画

『
対
紫
雲
篋
』
は
改
題
本
『

雜
店
寐
間
着
浦
島
』（
鶴
屋
版
）
を
持
つ
。
一
般
に
浦
島
伝
説
は
、
丹
後
国
で
も
、
与
謝
郡
を
舞
台

百
疋
乙
姫
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と
す
る
も
の
が
多
い
中
に
、
こ
れ
は
、
丹
後
国
竹
野
を
舞
台
と
し
て
浦
島
伝
説
に
取
材
し
た
草
双
紙
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
冒
頭
か
ら

竹
野
社
（
網
野
神
社
）
が
登
場
す
る
。
浦
島
は
美
男
子
で
竹
野
社
の
斎
宮
姫
を
妻
と
し
、
妻
の
死
後
は
龍
宮
の
乙
姫
と
関
わ
り
を
持
つ
。

こ
の
作
品
に
は
、
参
考
と
し
た
書
物
の
名
が
文
中
に
そ
の
ま
ま
記
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
『
本
朝
怪
談
故
事
』
の
先
の
引
用
部
分
は
第

十
五
丁
末
尾
に
そ
の
ま
ま
引
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
元
亨
釈
書
』
に
も
言
及
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
如
意
尼
の
こ
と
も
「
に
よ
い
ひ

め
」
と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
如
意
姫
は
入
内
前
の
竹
野
社
に
参
詣
の
折
り
、
帰
郷
し
た
浦
島
と
出
会
い
相
愛
と
な
る
。
し
か
し
、

運
命
は
既
に
決
ま
っ
て
お
り
、
ま
た
の
縁
を
、
と
姫
の
櫛
と
浦
島
二
つ
の
玉
手
箱
の
う
ち
の
一
つ
と
を
取
り
替
え
て
、
別
れ
て
い
く
の

で
あ
る
。
こ
れ
が
、
如
意
尼
の
紫
雲
篋
と
な
る
。

『
対
紫
雲
篋
』
が
『
本
朝
怪
談
故
事
』
を
参
考
に
筋
書
き
を
作
り
上
げ
た
こ
と
は
、
三
好
修
一
郎
氏
も
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
が

（
注
八
）

、
如
意
尼
や
紫
雲
篋
は
登
場
し
て
も
、
如
意
姫
と
い
う
呼
称
は
『
本
朝
怪
談
故
事
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。
如
意
姫
と
の
出
会
い
を

含
め
て
、
こ
の
部
分
は
『
元
亨
釈
書
』
を
参
考
に
し
た
『
対
紫
雲
篋
』
独
自
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

先
に
天
明
本
が
無
刊
記
ゆ
え
、
そ
の
成
立
を
曇
誉
大
龍
の
在
任
期
間
か
ら
推
定
し
て
凡
そ
天
明
期
と
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
よ
り
お

よ
そ
十
年
前
刊
行
の
『
対
紫
雲
篋
』
が
こ
の
天
明
本
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
そ
し
て
、
内
容
や
引
用
の
方
法
か
ら

し
て
そ
の
逆
は
考
え
に
く
い
。
そ
う
考
え
る
時
、
こ
れ
は
、
草
双
紙
が
略
縁
起
に
影
響
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
略
縁
起

に
は
当
時
流
布
し
て
い
た
文
学
作
品
の
影
が
落
ち
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

お
そ
ら
く
は
、
天
明
本
は
享
保
本
か
そ
れ
に
近
い
縁
起
を
も
と
に
し
て
、
簡
略
化
す
る
一
方
で
、
当
時
の
人
々
に
理
解
と
興
味
を
ひ

く
よ
う
な
潤
色
を
施
し
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
更
に
い
え
ば
、『
武
江
年
表
』
に
よ
れ
ば
、
詳
細
は
未
詳
な
が
ら
観
福
寺
は
天
明
直

後
の
寛
政
二
年
（
一
八
九
〇
）
に
浦
島
観
音
の
開
帳
を
行
っ
て
い
る
の
で
、
あ
る
い
は
そ
の
開
帳
に
合
わ
せ
た
略
縁
起
で
は
な
か
っ
た

か
と
も
推
定
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
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四

で
は
、
前
二
本
と
大
き
く
異
な
る
文
政
本
略
縁
起
に
は
ど
ん
な
特
徴
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
徳
本
行
者
の
由
緒
の
付
加
に
つ
い
て
は
既

に
触
れ
た
。
そ
れ
以
外
で
は
、
先
ず
、
如
意
尼
の
逸
話
の
欠
落
で
あ
る
。
先
に
大
龍
が
「
勅
願
所
」
碑
を
建
立
し
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、

天
明
本
は
こ
の
寺
が
「
草
創
四
百
有
余
年
、
勅
願
所
相
續
し
け
り
」
と
、
享
保
本
に
は
見
ら
れ
な
い
「
勅
願
所
」
の
語
を
使
用
し
て
い

る
。
勅
願
の
由
来
は
天
明
本
に
よ
れ
ば
、
如
意
姫
が
、
夢
の
告
げ
で
先
祖
の
浦
島
太
郎
の
龍
宮
伝
来
の
霊
像
の
こ
と
を
知
り
、
間
違
い

が
な
い
の
で
、
淳
和
天
皇
に
奏
す
と
、
帝
は
感
じ
入
り
、
空
海
に
勅
し
て
七
堂
伽
藍
の
建
立
が
な
り
、
檜
尾
僧
都
が
真
言
の
密
場
と
し

た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
文
政
本
で
も
「
勅
願
所
」
の
語
は
使
わ
れ
て
い
る
。
で
は
、
い
っ
た
い
如
意
姫
の
逸
話
を
抜
い
て
ど
ん
な

勅
願
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

爾
来
、
觀
世
音
の
靈
験
、
日
々
盛
に
な
り
、
ほ
の
か
に
天
聴
に
達
し
、
淳
和
天
皇
深
く
叡
信
ま
し

く
、
敕
願
所
の
宣
命
を
下
し
賜
ふ
。
故
に
、
浦

嶌
の
神
社
と
も
、
八
千
歳
の
御
社
と
も
申
奉
り
き
。

以
上
の
如
く
あ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
如
意
姫
ば
か
り
か
、
空
海
も
檜
尾
僧
都
実
恵
も
登
場
し
な
い
。
当
然
「
真
言
の
密
場
」

と
な
る
こ
と
も
な
い
。
後
に
寂
恵
上
人
が
中
興
し
て
「
念
仏
門
に
な
し
た
」
と
の
記
述
は
あ
る
も
の
の
、
真
言
宗
に
つ
い
て
は
な
ん
ら

触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
浄
土
宗
ゆ
え
の
真
言
宗
的
記
述
排
除
の
た
め
の
意
図
的
な
削
除
と
見
る
べ
き
か
、
あ
る
い
は

延
徳
古
版
に
既
に
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
も
の
か
。
理
由
と
し
て
は
、
こ
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

観
福
寺
の
勅
願
寺
と
な
る
経
緯
な
ど
略
縁
起
の
内
容
に
つ
い
て
の
真
偽
も
含
め
江
戸
期
以
前
の
こ
と
は
他
の
文
献
か
ら
は
た
ど
り
が

た
い

（
注
九
）

。
文
献
で
確
認
で
き
る
最
古
の
由
来
は
、
元
禄
九
年
の
「
浄
土
宗
寺
院
由
緒
書
」
に
記
載
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
「
開
山
實
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惠
法
師
、
起
立
天
長
二
歳
、
實
惠
結
一
宇
、
浦
嶋
太
郎
所
持
之
觀
音
之
安
置
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、「
委
細
由
緒
傳
記
有
之
」
と
も
あ

る
。
委
細
は
別
に
記
さ
れ
た
も
の
が
存
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
空
海
や
如
意
尼
の
記
載
の
有
無
に
つ
い
て
は
確
定
的
な
こ
と

は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
を
見
る
限
り
で
は
、
本
山
を
通
じ
て
幕
府
に
届
け
た
時
に
は
記
載
の
あ
っ
た
実
恵
の
開
山
の
記
述
が
、

文
政
本
で
は
欠
落
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
文
政
本
の
意
図
的
な
削
除
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
如
意
姫
を
介
在
し
な
い
で
、
帝
に
届
い
た
観
音
の
霊
験
と
は
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
内
容
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
直
後
に
記

さ
れ
た
「
浦
嶌
の
神
社
と
も
、
八
千
歳
の
御
社
と
も
」
と
い
う
記
述
に
か
か
わ
る
。
寺
院
で
あ
る
が
、
霊
験
は
神
の
社
に
関
わ
る
も
の

な
の
で
あ
る
。

文
政
本
に
お
け
る
浦
島
伝
説
で
は
、
浦
島
太
郎
は
観
音
像
を
背
負
っ
て
父
の
故
郷
神
奈
川
県
の
三
浦
半
島
ま
で
帰
っ
て
、
子
孫
か
ら
、

父
母
が
武
蔵
の
国
白
幡
の
峰
に
葬
ら
れ
た
こ
と
を
聞
き
、
詣
で
追
善
供
養
し
逆
修
の
塔
を
建
て
、
子
孫
に
暇
を
告
げ
る
。
そ
し
て
、

「
玉
匣
を
念
じ
て
、
御
影
の
前
に
置
、
そ
の
身
は
霞
が
浦
の
浜
辺
を
た
ど
り
行
く
と
見
え
し
が
、
一
む
ら
の
紫
氣
海
天
に
た
な
び
く
や
、

齊
く
靈
龜
に
乘
し
、
雲
か
く
れ
に
ぞ
飛
去
し
と
か
や
」
と
。
世
間
で
は
「
蓬
莱
仙
宮
に
至
る
」
と
う
わ
さ
し
た
と
い
う
。
さ
て
、
こ
の

文
政
本
の
浦
島
は
玉
手
箱
を
開
け
な
い
。
年
も
寄
ら
な
い
。
そ
し
て
、
次
の
く
だ
り
が
続
く
の
で
あ
る
。

そ
の
ゝ
ち
、
天
長
七
年
七
月
七
日
、
霞
が
浦
の
海
中
頻
に
耀
金
波
浮
雲
に
映
じ
、
清
風
異
香
を
送
け
れ
は
、
浦
人
奇
特
の
思
ひ
を
な
し
、
い
か
な
る

瑞
祥
に
や
あ
ら
ん
と
、
磯
邊
に
走
集
け
る
。
稍
あ
つ
て
、
優
艷
な
る
双
容

靈
龜
に
乘
じ
、
忽
然
と
し
て
浪
上
に
顯
れ
、
我
々
壽
命
長
久
の
願
に
報
、

今
爰
に
形
を
現
し
、
迹
を
白
幡
の
峯
に
と
ゞ
め
、
天
下
泰
平
、
國
家
安
全
、
萬
民
豊
楽
の
爲
、
觀
世
音
の
尊
像
を
擁
護
し
奉
る
と
、
明
に
託
宣
を
は
り

て
、
御
影
失
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
已
に
見
聞
の
人
々
、
仰
信
の
あ
ま
り
、
即
神
體
を
模
作
し
、
浦
嶌
大
明
神
、
龜
化
龍
女
神
と
崇
め
奉
り
ぬ
。

こ
こ
に
、
も
う
一
つ
の
文
政
本
縁
起
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
浦
島
と
亀
姫
（
乙
姫
）
の
姿
を
模
作
し
て
浦
島
大
明
神
と
亀

化
龍
女
神
と
い
う
二
体
の
神
像
を
造
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
観
音
の
霊
験
と
は
い
う
も
の
の
、「
浦
嶌
の
神
社
と
も
、
八
千

太
郎
姫
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歳
の
御
社
と
も
」
呼
ば
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
人
々
の
信
仰
の
関
心
は
む
し
ろ
浦
島
大
明
神
に
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

因
み
に
こ
の
観
福
寺
の
現
世
利
益
に
つ
い
て
、
三
本
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
享
保
本
で
は
、
子
安
の
観
音
と
呼
ば
れ
、
難
産
逆
子
の

憂
い
が
な
い
。
渡
海
の
守
り
風
波
の
難
を
逃
れ
る
、
福
寿
の
願
い
が
い
ち
じ
る
し
い
の
で
玉
緒
の
観
音
と
も
い
う
。「
惣
し
て
七
難
二

求
諸
願
成
就
の
し
る
し
を
得
、
横
病
横
死
の
難
を
遁
る
者
筆
を
は
す
る
に
い
と
ま
な
し
」
と
記
し
て
い
る
。

天
明
本
で
は
、
観
音
出
現
よ
り
お
よ
そ
一
千
年
「
利
物
濟
度
枚
挙
す
る
に
い
と
ま
あ
ら
す
」
と
し
、
延
年
転
寿
の
願
い
及
び
諸
願
を

述
べ
、
転
寿
守
、
疱
瘡
守
、
渡
海
守
、
除
疫
病
守
、
開
運
守
、
安
産
護
符
、
除
不
浄
守
、
牛
馬
平
安
守
を
列
挙
し
て
い
る
。

文
政
本
で
は
先
に
引
い
た
寿
命
長
久
、
天
下
泰
平
、
国
家
安
全
、
万
民
豊
楽
、
海
上
安
全
以
外
に
は
取
り
立
て
て
記
さ
れ
て
い
な
い

が
、「
現
世
に
は
無
病
息
災
に
し
て
、
壽
命
長
久
を
持
ち
、
来
世
に
は
極
樂
浄
土
に
往
生
し
て
、
安
穏
微
妙
の
快
樂
を
得
ん
こ
と
を
、

實
に
、
是
、
觀
音
薩
捶
の
本
懐
、
明
神
守
護
の
冥
慮
に
應
ず
る
も
の
歟
」
と
結
ん
で
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
文
政
本
に
至
っ
て
初
め
て
略
縁
起
に
登
場
し
て
き
た
観
福
寺
の
二
神
で
あ
る
が
、
そ
の
信
仰
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
顕
在
化

し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
武
江
年
表
』
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
七
月
一
日
か
ら
の
両
国
回
向
院
で
の
六
十
日
の
開
帳
に
「
浦
島

大
神
守
仏
観
世
音
」
と
記
さ
れ
る
の
が
、
管
見
で
は
古
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
安
永
九
年
刊
行
草
双
紙
『〈
浦
島
太
郎
〉
二
度
目

の
龍
宮
』
の
末
尾
挿
絵
に
東
海
道
神
奈
川
の
宿
近
く
街
道
の
鳥
居
に
「
浦
島
大
明
神
」
の
額
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
一
神

の
み
で
あ
り
、
ま
た
確
実
な
も
の
と
は
い
い
が
た
い
。

実
は
、
確
実
な
も
の
は
、
先
に
も
触
れ
た
大
龍
の
建
立
し
た
「
勅
願
所
」
碑
で
あ
る
。
碑
は
石
柱
で
四
方
の
碑
面
の
う
ち
、
現
在
西

向
き
の
面
に
は
「
浦
島
大
明
神
」「
龜
化
龍
女
神
」
鎮
座
と
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
碑
は
天
明
八
年
建
立
で
あ
っ
た
か
ら

（
注
十
）

、
既
に
、
大

龍
の
刊
行
し
た
天
明
本
の
時
期
に
は
二
神
の
存
在
は
顕
在
化
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
大
龍
は
そ
れ
を
略
縁
起
の
中
に
は
記
そ
う

と
は
し
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
で
は
、
文
政
本
で
は
な
ぜ
、
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
確
定
的
な
理
由
を
今
見
い
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だ
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
流
れ
か
ら
判
断
す
る
な
ら
ば
、
大
龍
が
碑
を
建
て
る
こ
と
に
よ
り
天
明
期
に
宣
伝
さ
れ
始

め
た
二
神
の
信
仰
が
、
徐
々
に
広
が
っ
て
文
政
期
に
は
大
々
的
に
縁
起
と
し
て
も
宣
伝
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
に
し
ろ
、
文
政
本
で
は
「
そ
の
驗
に
や
、
毎
年
七
月
七
日
、
霞
が
浦
の
海
中
に
、
大
な
る
靈
龜
浮
て
、
往
来
漁
舟
彼
此
の
客
舩
拝

見
の
も
の
多
く
、
是
を
世
に
浦
嶌
龜
と
い
ひ
つ
た
ふ
」
と
も
記
す
の
で
あ
る
。
こ
の
伝
聞
記
事
の
内
容
の
詳
細
に
つ
い
て
は
寡
聞
に
し

て
い
ま
だ
確
認
で
き
な
い
が
、
文
政
本
で
の
熱
の
入
れ
よ
う
が
伺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

結
　
　
び

以
上
、
三
種
の
略
縁
起
の
内
容
と
特
徴
を
概
観
し
て
き
た
。
そ
の
流
れ
を
総
括
す
れ
ば
、
享
保
本
を
も
と
に
天
明
本
は
作
ら
れ
、
そ

の
両
者
を
も
と
に
改
め
て
文
政
本
は
別
の
視
点
か
ら
作
り
な
お
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
享
保
か
ら
文
政
ま
で
お
よ
そ
百
年
の
間
に

も
略
縁
起
は
幾
多
の
変
遷
を
経
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
要
因
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

結
論
か
ら
い
え
ば
、
そ
の
時
々
の
寺
院
経
営
の
実
態
が
如
実
に
反
映
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
特
に
檀
家
を
持
た
な
か
っ
た
観
福
寺

の
場
合
、
経
営
の
盛
衰
は
信
仰
信
者
の
盛
衰
が
左
右
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
時
々
の
世
の
中
の
動
き
に
合
わ
せ
て
、
略
縁
起
が
か
た

ち
を
徐
々
に
変
え
て
い
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
世
の
中
の
人
々
が
何
に
興
味
を
示
し
、
何
を
求
め
て
い
る
か
、
宗
教
は
そ
れ

に
ど
う
応
え
て
い
け
る
の
か
。
現
世
利
益
の
変
遷
は
そ
の
答
え
で
も
あ
っ
だ
。

こ
う
し
た
略
縁
起
の
価
値
に
つ
い
て
は
、
久
野
俊
彦
氏
も
「
寺
社
へ
の
信
仰
を
広
め
参
詣
者
を
獲
得
す
る
の
を
目
的
と
し
て
、
新
た

に
霊
験
を
強
調
し
て
書
か
れ
た
説
話
で
あ
る
」
と
し
、「
民
衆
の
歴
史
認
識
を
知
る
手
が
か
り
」
と
な
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
る

（
注
十
一
）

。

か
つ
て
、
稿
者
は
、
次
の
よ
う
な
趣
旨
を
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る

（
注
十
一
）

。
伝
説
は
宗
教
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
更
な
る
成
長
を
遂
げ
て
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い
く
。
宗
教
の
側
も
伝
説
を
布
教
活
動
に
積
極
的
に
利
用
し
て
展
開
を
は
か
っ
て
い
く
。
文
学
と
宗
教
と
は
そ
う
い
っ
た
相
互
に
発
展

し
て
ゆ
く
関
係
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
、
と
。
こ
の
三
種
の
略
縁
起
の
変
遷
も
そ
れ
を
如
実
に
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

〔
注
〕

注
一
　
そ
の
刊
本
の
詳
細
は
、
白
石
克
氏
「
既
見H

寺
社
縁
起
類I

目
録
稿
（
江
戸
小
冊
子
）」（
斯
道
文
庫
論
集
・
一
九
輯
・
昭
和
五
八
年
三
月
）
や
、『
略

縁
起
集
』（
平
成
二
年
六
月
三
〇
日
・
宮
本
記
念
財
団
）
に
詳
し
い
。

注
二
　
「
神
奈
川
浦
島
寺
資
料
・
稿
」、『
苫
小
牧
駒
澤
短
期
大
学
紀
要
』
第
二
〇
号
（
昭
和
六
三
年
三
月
一
〇
日
）
所
収
。

注
三
　
『
江
戸
名
所
図
会
事
典
』（
一
九
九
七
年
六
月
一
〇
日
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）
の
解
説
で
「『
江
戸
名
所
図
会
』
を
読
む
た
め
に
」
で
市
古
夏
生
氏
が

紹
介
さ
れ
た
斉
藤
幸
孝
『
武
州
古
跡
考
』
で
あ
る
。
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
の
天
地
人
三
巻
三
冊
の
写
本
の
「
人
の
巻
」
に
収
め
ら
れ
た
略
縁
起
類

は
、
木
母
寺
の
梅
若
権
現
縁
起
以
外
は
同
じ
も
の
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

注
四
　
こ
の
二
本
は
内
容
的
に
ま
っ
た
く
一
致
し
、
ど
ち
ら
か
が
先
行
す
る
関
係
に
あ
る
本
か
否
か
は
即
断
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
観
福
寺
を
江
戸
名
所
図

会
で
は
「
観
福
寿
寺
」
と
し
て
い
る
も
の
が
、
両
本
と
も
に
「
観
福
教
寺
」
と
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
、「
寿
」
の
字
形
の
相
似
に
よ
る
誤
写
で
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
両
本
の
元
と
な
る
も
の
が
速
写
の
メ
モ
書
き
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
。
内
閣
文
庫
本
が
後
述
の
よ
う
に
斎
藤
幸
孝
の
筆
録

で
幸
成
の
所
蔵
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
お
そ
ら
く
、
刊
行
に
あ
た
っ
て
校
訂
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ゆ
え
に
、
両
本
は
共
に
原
本
で
は
な
く
、

そ
の
写
し
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

注
五
　
こ
の
書
物
に
つ
い
て
『
国
書
総
目
録
』
は
編
者
を
県
麿
と
し
て
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
成
立
と
す
る
が
、
延
宝
七
年
は
、
収
録
さ
れ
た
人
巻
の
梅

若
権
現
の
木
母
寺
の
再
興
に
関
す
る
年
記
「
于
時
延
宝
七
暦
己
未
弥
生
中
旬
」
を
本
書
の
奥
書
と
誤
認
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
降
の
奥
書
を
有
す

る
略
縁
起
類
を
収
録
す
る
こ
の
書
の
成
立
と
し
て
は
当
た
ら
な
い
。「
江
戸
齋
藤
氏
」「
齋
藤
文
庫
」「
白
雪
堂
」
な
ど
の
蔵
書
印
は
、
日
本
書
誌
学
大
系
24
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『
近
世
名
家
蔵
書
印
譜
』
で
も
、
斎
藤
市
左
衛
門
幸
成
の
蔵
書
印
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
筆
録
者
「
縣
麿
」
は
前
述
の
市
古
氏
が
既
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、

幸
成
の
父
で
あ
る
県
麿
の
号
を
持
つ
斎
藤
幸
孝
と
認
め
て
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

注
六
　
こ
の
本
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
既
に
国
会
本
に
つ
い
て
は
中
野
猛
氏
「
近
世
略
縁
起
集
一
覧
」、『
都
留
文
科
大
学
研
究
紀
要
』
第
二
七
集
（
一
九
八

七
年
一
〇
月
一
日
）
所
収
、
狩
野
文
庫
本
に
つ
い
て
は
白
石
氏
前
掲
目
録
に
記
載
が
あ
る
。

注
七
　
ど
ち
ら
も
移
転
さ
れ
て
、
現
在
は
慶
運
寺
に
観
音
堂
の
前
に
現
存
し
、
浦
島
観
音
等
と
と
も
に
平
成
七
年
十
一
月
一
日
に
横
浜
市
地
域
有
形
民
俗
文

化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

注
八
　
「
青
本
・
黒
本
『
浦
島
出
世
亀
』
に
つ
い
て
」、『
叢
　
草
双
紙
の
翻
刻
と
研
究
』
第
一
七
号
（
平
成
七
年
五
月
）
所
収
。

注
九
　
観
福
寺
の
史
的
変
遷
や
実
態
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
神
奈
川
浦
島
寺
興
亡
│
│
浦
島
伝
説
の
残
照
│
│
」（
伝
承
文
学
研
究
・
第
四
四
号
・
平
成
七
年
九

月
三
一
日
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

注
十
　
お
そ
ら
く
、
こ
の
碑
は
東
海
道
分
間
絵
図
に
記
さ
れ
た
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
当
初
東
海
道
の
街
道
沿
い
に
建
立
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
街
道
を
ゆ
く
ひ
と
び
と
の
目
を
引
き
徐
々
に
そ
の
信
仰
が
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注
十
一
　
久
野
俊
彦
氏
「
略
縁
起
の
流
行
」『
国
文
学
・
解
釈
と
鑑
賞
』
第
63
巻
12
号
（
平
成
一
〇
年
一
二
月
一
日
）
所
収
。

注
十
二
　
「
浦
島
伝
説
の
文
学
史
的
展
開
│
│
そ
の
宗
教
的
部
分
を
中
心
に
│
│
」（
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
・
平
成
二
年
六
月
一
〇
日
）、
こ
の
時
は

「
宗
教
と
文
学
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
の
発
表
で
、
通
史
的
概
括
的
な
把
握
が
中
心
で
あ
っ
た
た
め
に
、
個
々
の
詳
細
な
分
析
は
し
て
い
な
い
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
平
成
七
年
に
素
稿
を
作
成
し
、
掲
載
に
当
り
略
縁
起
対
照
表
と
手
控
え
の
年
表
及
び
文
献
目
録
を
付
し
、
若
干
の
改
訂
を
行
っ
た
。
校
正

に
際
し
、
改
め
て
関
連
資
料
を
見
直
し
た
と
こ
ろ
、
中
野
猛
編
『
略
縁
起
集
成
』
第
四
巻
（
一
九
九
八
年
二
月
二
八
日
・
勉
誠
社
）
に
天
明
本
の
翻
刻
が
あ

る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
本
文
注
等
で
言
及
は
で
き
な
か
っ
た
。

（
は
や
し
　
こ
う
へ
い
・
本
学
助
教
授
）
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武
州
橘
樹
郡
神
奈
川

観
福
教
寺
浦
島
太
郎
持
尊
観
音

同
浦
嶌
太
郎
来
由
（
』
表
紙
）

〔
内
題
〕

武
蔵
国
橘
樹
郡
神
奈
川
帰
国
山
浦
嶋
院
観
福
教

寺
浦
嶋
太
郎
守
本
尊
観
世
音
菩
薩
略
縁
起

①
抑
此
観
世
音
ほ
さ
つ
の
尊
像
は
、
そ
の
か
み

人
王
廿
二
代
雄
畧
天
皇
の
御
宇
、
相
州
三
浦
の

住
人
水
江
の
浦
嶌
太
夫
と
い
ふ
者
、
大
内
の
御

役
に
付
、
し
は
ら
く
丹
州
余
佐
郡
管
川
と
云
所

に
移
住
す
。

②
其
子
浦
嶌
太
郎
と
い
ふ
有
。
あ
る
時
〈
天

皇
／
廿
二
年
〉
七
月
の
事
な
る
に
、
小
舩
に
棹

さ
し
て
海
上
に
釣
り
を
た
れ
、
い
と
大
な
る
亀

を
つ
り
得
た
り
。
つ
く

く
と
見
る
に
、
り
ん

か
う
の
有
様
よ
の
つ
ね
に
あ
ら
す
。
幾
千
代
を

か
へ
ぬ
ら
ん
と
あ
は
れ
み
思
ひ
、
則
是
を
は
な

つ
。
し
は
ら
く
あ
り
て
、
い
つ
く
と
も
な
く
一

人
の
美
女
化
し
来
る
。
其
生
れ
つ
き
氣
た
か
く
、

花
頭
（
か
ほ
か
た
ち
）
緑
髪
（
か
み
の
さ
ま
）

た
ん
せ
い
ひ
れ
い
に
し
て
、
此
世
の
人
と
も
お

も
ほ
へ
す
。
浦
島
ほ
う
せ
ん
と
し
て
け
う
の
お

も
ひ
を
な
し
ぬ
。
彼
美
女
い
ふ
よ
ふ
は
、
は
か

ら
さ
る
に
君
の
恵
に
あ
ひ
ぬ
。
何
を
以
て
か
其

恩
に
む
く
は
ん
。
只
ね
か
は
く
は
我
住
方
へ
い

さ
な
い
奉
ら
ん
と
。
則
浦
島
か
手
を
と
り
て
、

と
こ
よ
の
国
海
神
の
都
に
至
る
。
い
は
ゆ
る
蓬

莱
龍
宮
の
類
な
ら
ま
し
。
既
に
か
し
こ
に
至
り

龍
宮

浦
嶋
観
世
音
　
略
縁
起

傳
來
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
』
表
紙
）

〔
内
題
〕

龍
宮
　
　
　
　
　
　
　
　
御
長
一
尺
三
寸

浦
嶋
観
世
音
略
縁
起

傳
來
　
　
　
　
　
　
　
　
聖
観
世
音

①
そ
も

く
人
王
廿
二
代
雄
略
天
皇
御
宇
相
州

三
浦
の
住
人
浦
嶋
太
夫
と
云
も
の
あ
り
。
大
内

の
貢
を
奉
行
し
て
、
海
陸
往
來
忠
勤
他
事
な
く

つ
い
に
丹
後
の
都
、
与
佐
郡
管
川
に
移
り
住
む
。

水
の
江
の
浦
嶋
太
夫
と
て
名
に
し
逢
有
吏
也
。

②
其
子
、
浦
嶋
太
郎
、
天
皇
二
十
二
年
ふ
み
月

七
日
、
海
上
ニ
釣
を
た
れ
大
な
る
龜
を
得
た
り
。

あ
や
し
み
思
ひ
、
つ
く

く
見
る
に
、
緑
甲
鮮

尾
、
光
彩
舟
中
を
照
し
、
首
尾
目
出
た
き
相
な

れ
は
、
あ
わ
れ
み
う
や
ま
ひ
て
是
を
放
つ
に
、

ふ
し
き
な
る
か
な
、（
一
）
人
の
美
女
こ
つ
ぜ

ん
と
ふ
ね
の
内
ニ
あ
ら
わ
れ
て
、
わ
れ
り
う
ぐ

う
に
住
し
も
の
な
る
か
、
は
か
ら
さ
る
に
君
か

手
の
糸
に
む
す
ほ
れ
て
、
深
き
め
く
み
に
あ
へ

り
。
ね
か
わ
く
は
わ
か
住
む
か
た
へ
と
も
な
ひ

ゆ
き
て
、
恩
惠
を
報
い
ん
と
、
浦
嶋
を
と
も
な

ひ
て
、
わ
た
津
み
の
都
に
至
り
、
七
宝
所
成
の

そ
な
へ
、
世
に
た
く
い
な
き
娯
楽
す
る
事
幾
ば

く
、

龍
宮
　
　
浦
嶌
大
明
神

厄
除
聖
觀
世
音
菩
薩
　
畧
縁
起

傳
來
　
　
龜
化
龍
女
神

武
州
神
奈
川
東
山
際

敕
願
所
　
觀
福
寺
（
』
表
紙
）

〔
内
題
ナ
シ
〕

①
抑
、
當
山
に
鎮
坐
奉
る
厄
除
聖
觀
世
音
菩
薩

浦
嶌
大
明
神
龜
化
龍
女
神
の
由
来
を
案
じ
奉
る

に
、
徃
昔
、
人
王
二
十
二
代
雄
畧
天
皇
の
御
宇
、

相
州
三
浦
の
住
人
水
江
浦
嶌
大
夫
、
公
務
に
よ

り
て
暫
丹
後
の
國
餘
佐
の
郡
管
川
に
移
住
す
。

②
そ
の
男
太
郎
重
長
は
容
貌
端
嚴
に
し
て
、
天

下
無
双
の
美
童
な
り
し
が
、
恒
に
仙
学
を
好
小

舩
に
乗
り
て
は
滄
海
に
遊
魚
釣
矜
て
、
七
日
ま

で
家
に
も
来
ず
て
あ
り
し
と
ぞ
。
さ
れ
は
仙
術

も
な
ら
ひ
え
し
や
、
歳
二
十
餘
の
頃
、
澄
の
江

の
浦
に
舩
を
浮
て
遊
び
け
る
が
、
大
な
る
龜
を

釣
得
て
頻
に
眠
る
。
そ
の
間
に
、
靈
龜
變
じ
て

美
人
と
な
り
、
玉
細
海
上
に
映
じ
、
花
貌
舩
中

に
耀
芳
顔
薫
體
た
と
ふ
る
に
も
の
な
し
。
太
郎

感
て
、
相
誂
比
、
遂
に
、
神
女
に
携
て
、
龍
宮

に
到
。
是
す
な
は
ち
、
蓬
莱
の
仙
境
、
銀
臺
碧

樹
花
麗
に
し
て
、
金
殿
玉
樓
七
寳
を
鏤
、
都
て

宮
裏
の
艶
彩
池
庭
の
幽
微
比
目
言
語
の
及
と
こ

ろ
に
あ
ら
ず
。
あ
ま
た
の
玉
女
は
、
秋
星
の
天

に
連
が
ご
と
く
、
衣
香
馥
々
と
し
て
春
色
の
百

和
を
恵
に
齊
く
、
親
属
相
會
て
管
絃
歌
舞
し
、

晝
夜
の
遊
宴
、
花
月
の
桂
興
際
な
く
、
太
郎
神

本
堂
　
本
尊
聖
観
世
音
菩
薩
〈
立
像
に
て
御
長

一
尺
三
寸
あ
り
。
世
に
浦
島
の
観
世
音
と
の
み

も
称
せ
り
。

護
國
山
観
福
壽
寺
、
世
俗
浦
島
寺
と
称
す
。
昔

は
歸
國
山
浦
島
院
と
い
ひ
け
る
由
、
縁
起
に
見

え
た
り
。

寺
記
云
、
相
州
三
浦
の
住
人
水
江
浦
島
太
夫
と

い
へ
る
も
の
、
大
裡
の
役
に
付
て
、
し
は
し
丹

波
國
餘
佐
郡
管
川
と
云
所
に
う
つ
り
住
す
。
其

子
に
浦
島
太
郎
と
い
ふ
あ
り
云
々
。

相
傳
、
往
古
、
雄
略
天
皇
の
御
宇
、
丹
後
國
與

謝
郡
管
川
の
人
に
水
江
浦
島
子
と
い
ふ
あ
り
。

一
時
七
月
の
事
あ
る
に
獨
小
舟
に
乗
し
て
海
上

に
釣
し
霊
亀
を
得
た
り
。
そ
の
形
勢
を
見
に
尋

常
に
あ
ら
さ
り
け
れ
は
、
恠
み
思
ひ
且
つ

舊

て
是
を
放
や
り
つ
。
浹
辰
あ
り
て
彼
亀
化
し
て

一
人
の
美
女
と
な
り
前
の
恩
を
報
は
ん
と
て
島

子
か
手
を
携
へ
て
蓬
莱
山
海
和
歌
神
の
都
に
至

り
ぬ
。
か
く
て
後
浦
島
子
は
仙
室
の
筵
に
侍
し

常
に
霊
藥
の
味
ひ
を
嘗
目
に
花
麗
を
視
、
耳
に

雅
樂
の
聞
、
観
宴
日
を
送
れ
り
。

さ
れ
と
本
土
を
懐
ふ
心
起
り
、
獨
二
親
を
戀
故

に
神
女
に
此
事
を
告
け
れ
は
、
神
女
は
島
子
が

別
を
戀
慕
ふ
と
い
へ
と
も
竟
に
止
る
へ
き
色
も

見
え
ね
は
か
ひ
な
く
一
箇
の
玉
匣
を
與
へ
て
云

く
、
子
遂
に
賎
妾
を
遺
れ
す
し
て
再
ひ
此
神
仙

境
へ
来
ら
ん
と
な
ら
は
必
此
匣
の
裏
を
開
き
見

享
　
保
　
本
（
神
習
文
庫
・
武
州
古
跡
考
）

天
明
本
・
略
縁
起
（
国
会
・
狩
野
文
庫
）

文
　
政
　
本
（
彰
考
館
）

『
江
戸
名
所
図
会
』
所
載
・
縁
起
類

観
福
寺
略
縁
起
　
四
本
・
対
照
表

そ
れ
ぞ
れ
の
縁
起
に
つ
い
て
、
内
容
ご
と
に
適
宜
段
落
に
区
切
り
①
か
ら
番
号
を
付
し
て
、
各
縁
起
と
の
対
照
を
図
っ
た
。

江
戸
名
所
図
会
に
つ
い
て
は
「
縁
起
」「
寺
記
」「
相
伝
」
な
ど
引
用
が
多
岐
に
わ
た
る
が
、
当
該
に
近
い
箇
所
に
対
照
さ
せ
た
。
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て
見
る
に
、
玉
楼
金
殿
七
宝
を
以
て
か
さ
り
と

し
、
庭
に
は
金
銀
の
い
さ
こ
を
し
き
、
瑠
璃
瑪

瑙
を
以
て
た
ゝ
み
と
し
、
珎
膳
美
食
を
そ
な
へ
、

晝
夜
へ
た
て
な
く
浦
島
を
な
く
さ
む
。

③
か
く
て
十
日
餘
り
も
と
ゝ
ま
る
と
お
も
ふ

比
、
古
郷
へ
帰
ら
ん
事
を
）
思
ひ
出
、
お
と
ひ

め
に
い
と
ま
を
こ
ふ
。
姫
猶
別
を
随
ひ
更
に
留

れ
と
。
老
た
る
父
母
の
か
な
し
み
を
お
ほ
す
ら

ん
に
、
し
は
ら
く
立
帰
り
こ
む
と
い
へ
は
、
姫

も
せ
ん
か
た
な
く
、
玉
手
箱
一
箇
を
取
出
し
、

浦
島
に
授
て
い
わ
く
。
こ
〔
二
ヲ
傍
記
〕
た
ひ

こ
ゝ
に
来
た
ら
む
と
お
も
は
ゝ
、
必
こ
の
ふ
た

を
あ
け
玉
ふ
事
な
か
れ
。
又
一
躰
の
本
尊
な
ら

ひ
に
数
の
宝
物
を
あ
た
ふ
。
時
に
う
ら
嶋
、
此

本
尊
の
御
名
を
と
ふ
に
、
姫
ね
ん
こ
ろ
に
つ
け

て
い
わ
く
。
是
は
観
世
音
菩
薩
の
像
な
り
。
救

世
大
悲
の
ち
か
ひ
い
み
し
き
中
に
、
別
し
て
は

な
み
女
人
を
守
り
玉
へ
は
、
自
身
を
は
な
た
す

と
い
へ
と
も
、
君
今
は
る
か
に
本
国
に
帰
る
に

よ
り
、
且
は
渡
海
の
難
を
し
の
き
、
ま
た
は
壽

命
の
つ
ゝ
か
な
か
ら
ん
事
を
念
し
、
守
り
の
為

に
お
く
り
ぬ
と
て
、
尊
像
を
わ
た
し
奉
る
と
な

ん
。
浦
島
こ
よ
な
ふ
け
つ
た
ひ
や
う
や
く
龍
の

都
を
出
、
古
郷
へ
帰
る
。
時
に
天
長
二
年
乙
巳

十
月
な
り
〈
龍
宮
に
お
る
事
／
三
百
四
拾
八
年

也
〉。

④
か
く
て
日
本
の
地
に
至
り
て
見
る
に
、
さ
ら

に
一
人
も
し
れ
る
も
の
な
し
。
こ
は
い
か
に
と

あ
や
し
み
お
と
ろ
き
、
村
里
の
人
々
に
問
に
、

い
さ
し
ら
す
。
ふ
る
き
長
な
る
人
い
へ
ら
く
。

親
の
親
よ
り
子
の
子
の
今
に
申
傳
る
は
、
い
に

し
へ
浦
島
子
と
い
ふ
も
の
、
釣
に
出
、
龍
宮
に

あ
そ
ん
て
帰
ら
す
と
。
さ
れ
と
も
、
其
子
孫
、

今
つ
き
て
こ
れ
有
と
。
浦
島
聞
て
夢
の
さ
め
た

る
心
地
し
て
、
み
れ
は
ま
の
あ
た
り
相
好
げ
ら

ん
ね
ん
と
く
天
一
體
の
尊
像
、
我
身
に
そ
ふ
て

立
給
へ
り
。
亦
あ
や
し
く
妙
な
る
一
箇
の
玉
手

③
日
は
か
り
と
お
も
ひ
出
て
、
郷
里
の
父
母
帰

省
と
竜
女
に
い
と
ま
を
こ
ひ
け
れ
は
、
名
残
を

し
み
、
離
情
切
な
る
餘
り
、
一
箇
の
玉
笥
を
浦

嶋
に
さ
つ
け
、
再
ひ
こ
ゝ
に
來
ら
ん
と
な
ら
は
、

必
此
蓋
を
あ
け
玉
ふ
事
な
か
れ
、
扨
又
一
躰
の

尊
像
、
端
嚴
微
妙
な
る
を
、
う
や

く
敷
よ
せ

す
へ
て
、
こ
れ
は
吾
濟
守
と
念
す
れ
と
も
、
こ

と
の
つ
け
あ
り
て
、
君
に
ゆ
づ
り
あ
た
ふ
る
な

り
。
人
の
た
め
世
の
た
め
本
國
へ
も
り
奉
り
玉

へ
、
と
い
へ
は
、
浦
嶋
、
此
御
名
を
と
ふ
に
、

龍
女
念
比
に
お
し
へ
て
い
わ
く
。
是
は
、
こ
れ

大
慈
大
悲
救
世
観
世
音
ぶ
つ
也
。
三
世
の
仏
の

御
じ
ひ
は
、
み
な
此
く
わ
ん
ぜ
お
ん
に
攝
て
、

ひ
ぐ
わ
ん
の
ふ
か
き
事
一
切
に
す
く
れ
、
二
せ

あ
ん
ら
く
、
一
時
ら
い
は
い
の
ま
こ
と
に
か
な

ひ
、
七
な
ん
九
お
う
は
一
し
ん
せ
う
み
や
う
の

し
ん

ぐ
に
の
か
る
也
。
今
君
本
國
に
帰
る
に

よ
り
、
渡
海
風
波
の
な
ん
も
な
ふ
た
ま
の
お
の

な
が
き
壽
、
よ
ろ
づ
の
守
、
と
た
つ
と
ぶ
へ
し
、

と
告
給
へ
ば
、
浦
嶋
う
や
ま
ひ
拝
受
て
、
龍
の

都
を
出
る
と
お
も
へ
は
、
い
つ
し
か
よ
佐
の
郷

國
に
か
へ
り
出
け
り
。

④
さ
れ
共
、
も
の
か
わ
り
、
星
う
つ
り
て
、
五

十
三
代
淳
和
天
皇
の
御
宇
、
三
百
四
十
八
年
を

へ
た
り
。
天
長
二
年
み
つ
の
と
の
う
し
の
十
月

也
。
郷
國
に
し
る
人
も
な
く
人
家
こ
と

く
く

か
わ
り
は
て
目
に
な
れ
し
は
只
山
端
月
渕
源
流

れ
、
里
人
に
父
の
行
衛
を
と
ふ
に
、
し
る
も
の

も
な
く
、
只
語
り
傳
ふ
る
は
、
昔
浦
嶋
が
子
龍

宮
に
入
る
と
い
へ
り
。

女
と
與
に
玉
房
に
入
て
は
、
同
鸞
鏡
を
照
し
、

羅
帷
翠
被
、
珎
膳
美
味
、
萬
端
心
に
恊
、
娯
楽

盡
こ
と
な
し
。

③
斯
て
三
春
を
歴
し
が
、
花
飛
鳥
鳴
に
つ
け
、

父
母
を
慕
の
情
止
こ
と
な
く
思
ひ
、
切
に
迫
神

女
に
暇
を
乞
、
一
度
故
郷
に
帰
ら
ん
こ
と
を
、

は
か
り
け
れ
は
、
神
女
い
た
く
歎
、
し
ば
し
の

離
別
も
惜
し
か
ど
、
詮
か
た
な
く
、
さ
ら
ば
送

り
ま
ゐ
ら
せ
ん
と
て
、
先
觀
世
音
の
像
を
あ
た

ひ
、
是
は
龍
宮
の
守
護
尊
に
し
て
、
諸
の
厄
難

を
除
、
福
聚
圓
満
し
た
ま
ひ
、
靈
威
あ
ら
た
に

ま
し
ま
せ
ば
、
君
が
故
郷
へ
の
つ
と
に
ま
い
ら

す
ぞ
、
又
、
玉
匣
を
あ
た
ひ
、
再
こ
の
界
に
帰

ら
ん
と
お
ぼ
す
時
、
こ
の
筥
に
告
た
ま
ひ
、
妾

す
み
や
か
に
迎
侍
ら
ん
、
か
な
ら
ず
蓋
を
あ
け

た
ま
ふ
な
と
、
懇
に
い
ま
し
め
、
世
の
風
俗
整
、

玉
女
龍
人
あ
ま
た
送
て
、
洞
裏
を
出
け
る
に
、

④
頓
て
澄
の
江
の
浦
に
揚
り
、
忙
然
と
し
て
四

方
を
望
み
見
る
に
、
野
山
の
け
し
き
は
見
な
れ

あ
れ
ど
、
村
里
の
家
居
、
お
ぼ
つ
か
な
く
、
あ

た
り
の
人
に
か
ゝ
る
館
は
い
づ
こ
ぞ
と
尋
侍
る

に
、
里
人
不
測
の
思
ひ
を
な
し
、
さ
る
こ
と
も
、

昔
の
か
た
り
に
は
聞
つ
。

る
事
な
か
れ
と
島
子
其
事
を
約
し
を
は
り
事
外

喜
ひ
彼
匣
を
受
傳
へ
つ
ゝ
手
を
分
ち
辞
し
去

る
。
頓
蓬
嶺
の
仙
都
を
出
る
か
と
思
へ
は
い
つ

し
か
與
謝
の
舊
里
に
皈
り
着
ぬ
。

さ
れ
と
物
換
り
星
移
り
家
園
は
變
し
て
河
濱
と

な
り
山
岳
は
改
て
紅
海
と
な
る
荒
蕪
の
閭
邑
煙

り
絶
え
塘
寂
寞
と
し
て
道
路
跡
な
し
。
ま
し
て

あ
た
り
に
知
人
さ
へ
な
か
り
け
れ
は
か
つ
恠
し

み
か
つ
驚
き
郷
人
に
旧
俗
の
行
方
を
問
ふ
。
一

人
の
翁
荅
へ
て
云
く
。
昔
聞
く
水
江
の
浦
島
子

と
い
へ
る
も
の
釣
を
好
み
舟
に
遊
ひ
永
く
家
に

歸
ら
す
と
い
へ
り
さ
れ
と
幾
數
百
歳
を
經
る
事

を
し
ら
す
と
。

こ
ゝ
に
於
て
蓬
嶺
の
仙
宮
に
遊
ふ
の
間
時
世
遙

に
隔
り
舊
里
の
變
遷
せ
し
事
を
悲
歎
し
又
仙
遊

の
未
央
を
想
像
て
悲
戀
に
堪
す
前
の
誓
ひ
を
忘

れ
て
忽
に
玉
匣
を
開
き
け
れ
は
裡
よ
り
紫
雲
出

て
蓬
城
を
さ
し
て
靉
靆
と
し
て
去
る
の
み
。
時

に
其
形
容
忽
然
と
し
て
老
衰
皓
白
の
人
と
変
す

云
云
。
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箱
目
前
に
有
し
に
依
、
初
て
龍
宮
に
至
る
事
を

知
ぬ
。

⑤
我
身
な
か
ら
ふ
し
き
に
お
も
ひ
、
玉
手
箱
の

ふ
た
少
し
開
き
し
に
、
箱
の
内
よ
り
紫
の
雲
一

む
ら
た
な
引
出
、
は
る
か
に
海
上
に
さ
る
と
い

な
や
、
今
ま
て
盛
な
り
し
か
た
ち
、
た
ち
ま
ち

白
髪
の
翁
と
な
れ
り
〈
今
此
山
を
玉
手
／
は
こ

根
と
云
〉。

⑥
今
は
た
よ
る
か
た
な
く
、
只
此
尊
像
に
向
ひ
、

是
を
な
け
き
ひ
た
す
ら
頼
み
奉
る
は
、
我
父
母

は
此
世
に
な
く
と
も
、
せ
め
て
み
ま
か
り
し
処

を
教
へ
給
へ
と
祈
る
に
、
有
か
た
く
も
、
尊
像

夢
の
う
ち
に
つ
け
給
は
く
。
汝
か
子
孫
、
今
猶

天
皇
の
妃
と
な
り
て
い
ま
す
〈
淳
和
帝
／
第
四

妃
〉。
汝
今
帰
り
来
る
事
を
聞
玉
は
ゝ
、
大
に

悦
ひ
玉
は
ん
。
又
な
ん
ち
か
父
浦
嶌
太
夫
は
汝

に
別
れ
て
後
本
国
〈
相
州
／
三
浦
〉
へ
お
も
む

き
、
東
海
の
邊
に
て
む
な
し
く
な
り
ぬ
。
我
を

お
ゐ
て
吾
妻
の
方
へ
行
は
、
そ
の
お
は
る
所
を

し
め
さ
ん
と
、告
に
任
せ
て
急
て
関
東
に
至
る
。

⑦
す
て
に
武
州
霞
の
浦
〈
今
の
／
か
な
川
〉
を

過
る
時
、
俄
に
此
像
お
も
く
な
ら
せ
給
ひ
て
あ

か
ら
す
。
よ
つ
て
、
か
た
へ
の
石
に
腰
を
懸
け

し
は
し
や
す
ら
ひ
、
あ
た
り
を
見
れ
は
、
古
き

塚
有
り
。
青
苔
空
し
く
埋
み
、
碑
文
さ
た
か
な

ら
す
。
折
ふ
し
里
人
通
り
け
れ
は
、
是
を
と
ふ

に
、
是
は
む
か
し
浦
嶌
太
夫
と
い
ふ
も
の
、
爰

に
来
り
て
死
ぬ
そ
の
し
る
し
な
り
と
云
。
是
を

聞
て
、
か
な
し
み
し
た
ひ
追
善
の
心
さ
し
を
つ

⑥
こ
ゝ
に
豆
州
相
州
の
さ
か
ひ
な
る
山
に
て
、

彼
の
玉
笥
を
斎
異
の
も
の
よ
と
お
も
ひ
け
ん
、

少
し
ひ
ら
き
見
れ
は
、
あ
や
し
き
紫
の
雲
、
一

む
ら
た
な
ひ
き
さ
り
け
る
が
、
浦
嶋
が
子
た
ち

ま
ち
白
翁
と
変
じ
け
り
。
夫
よ
り
此
山
を
た
ま

手
は
こ
ね
と
い
ゝ
傳
ふ
。

⑤
こ
ゝ
に
神
祠
に
い
わ
ひ
、
浦
嶋
の
神
祠
と
も
、

あ
み
の
ゝ
社
と
も
申
て
、
れ
い
け
ん
し
ゆ
せ
う

に
て
子
ゑ
ん
う
す
き
も
の
、
惣
し
て
壽
命
長
久

の
願
、
渡
海
の
舩
子
、
魚
り
よ
う
あ
み
人
龜
を

画
て
、
繪
馬
に
さ
ゝ
げ
、
さ
ま

く
奇
特
な
る

な
ぞ
書
あ
へ
る
に
そ
、

浦
嶋
み
つ
か
ら
あ
や
し
み
思
ひ
な
が
ら
、
彼

の
龍
女
附
属
の
く
わ
ん
ぜ
お
ん
に
む
か
ひ
、
せ

め
て
に
父
の
身
ま
か
る
所
を
し
め
し
た
ま
へ
、

と
單
心
に
ね
ん
し
け
れ
ば
、
仏
勅
有
り
て
、
い

わ
く
。
汝
が
父
は
生
國
ち
か
き
あ
つ
ま
の
か
た

ニ
て
お
わ
る
。
わ
れ
ま
た
か
の
地
に
と
ゞ
ま
る

べ
し
。
お
ひ
て
吾
妻
に
下
れ
よ
。
今
又
、
汝
が

九
代
の
す
衛
こ
そ
、
天
長
帝
第
四
の
妃
に
て
あ

り
け
る
そ
、
と
、
や
が
て
、
浦
嶋
太
郎
尊
像
を

お
ひ
、
吾
妻
に
下
る
。

⑦
翁
ハ
、
只
尊
像
を
力
に
、
む
さ
し
の
國
霞
が

浦
を
過
る
に
、
尊
像
俄
に
上
り
給
は
す
〈
今
の

神
奈
川
／
の
浦
な
り
〉。
よ
つ
て
、
路
傍
の
石

に
こ
し
を
か
け
、
山
の
あ
な
た
を
見
れ
ば
、
古

き
塚
あ
り
。
浦
嶋
太
夫
の
墓
也
、
と
い
ゝ
つ
た

へ
し
も
、
し
る
し
あ
り
、
と
つ
い
に
此
所
に
跡

を
し
め
、
浦
嶋
院
と
称
し
け
り
。
後
又
、
八
千

歳
の
齢
を
得
て
、
再
び
龍
仙
の
境
に
入
る
、
と

い
へ
り
。
齢
塚
と
て
自
建
お
き
し
塚
堂
の
ま
へ

⑤
今
は
、
知
人
も
な
し
、
と
、
い
ひ
す
つ
れ
ば
、

初
て
夢
の
寤
る
心
地
し
、
た
の
む
か
た
な
く
、

身
の
あ
は
れ
を
催
し
、
唯
一
心
に
觀
世
音
を
念

じ
奉
り
、
わ
が
父
母
の
行
末
衞
知
せ
た
ま
ひ
と

祈
け
れ
は
、
汝
、
生
國
相
州
三
浦
に
帰
る
べ
し
、

と
の
告
を
蒙
。
そ
れ
よ
り
、
尊
像
を
脊
負
奉
り
、

彼
玉
匣
を
抱
、
本
國
さ
し
て
下
り
け
る
。

⑦
爰
に
浦
嶌
大
夫
九
代
の
孫
〈
相
州
三
浦
に
あ

り
て
な
を
存
す
／
一
説
に
は
三
浦
黨
の
先
祖
と

い
ふ
〉
現
前
と
し
て
あ
り
け
れ
ば
尋
か
へ
り
て
、

委
に
物
語
せ
し
か
ど
、
姿
容
秀
美
に
し
て
、
壮

年
の
風
躰
な
れ
ば
、
誰
人
も
不
審
ま
こ
と
ゝ
せ

ず
。
細
し
く
聞
續
侍
り
て
、
子
孫
相
寄
、
万
歳

を
唄
。
太
郎
は
た
ゞ
父
母
の
こ
と
の
み
尋
け
る

に
、
父
の
太
夫
は
三
百
餘
年
の
往
年
身
ま
か
り

た
ま
ひ
、
故
あ
り
て
、
武
蔵
の
國
、
白
幡
の
峯

寺
傳
に
云
く
、
當
時
、
浦
島
子
、
蓬
壺
の
蘭
臺

に
あ
そ
ひ
、
旧
里
に
走
ん
と
す
る
の
日
、
神
女
、

一
箇
の
玉
匣
と
共
に
大
悲
の
尊
像
を
あ
た
へ
て

曰
く
、
子
、
今
本
土
に
か
へ
り
去
ら
ん
と
す
。

仍
、
渡
海
風
波
の
難
を
凌
ぎ
又
長
生
な
か
ら
し

め
ん
事
を
ね
き
思
ふ
と
。
竟
に
嶋
子
、
故
郷
に

帰
り
去
る
の
後
、
む
さ
し
の
國
、
霞
か
浦
に
い

た
り
《
今
の
か
な
川
の
地
也
》
霊
像
の
告
に
よ

り
、
父
の
つ
ゐ
の
地
を
し
り
、
傍
に
草
堂
を
結
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く
し
、
終
に
其
所
に
菴
を
む
す
ひ
、
観
音
に
つ

か
へ
奉
り
て
。〈
以
下
／
魚
食
〉

下
巻

⑧
然
る
に
、
彼
淳
和
帝
第
四
の
妃
は
、
も
と
丹

州
余
佐
の
郡
の
産
れ
、
浦
島
九
世
の
孫
な
り
し

か
、
十
歳
の
時
、
神
女
一
の
箱
を
さ
つ
け
て
、

に
あ
り
。

⑨
扨
、
時
の
帝
第
四
の
后
、
如
意
姫
と
申
せ
し

が
、
夢
の
つ
げ
正
し
く
た
が
は
さ
れ
は
、
天
皇

に
事
の
よ
し
を
そ
う
し
て
け
れ
は
、
汝
先
祖
浦

に
葬
奉
る
。
母
御
前
も
お
な
し
所
と
な
ん
い
ひ

傳
ふ
よ
し
、
太
郎
打
き
ゝ
て
、
偖
驚
、
且
歎
、

わ
れ
仙
宮
に
あ
る
こ
と
、
三
と
せ
の
ほ
ど
ゝ
お

ぼ
え
し
に
、
三
百
餘
年
の
星
霜
を
歴
し
と
は
、

思
ひ
き
や
、
身
の
娯
楽
に
孝
道
を
う
し
な
ひ
し

な
ぞ
、
か
こ
ち
な
が
ら
、
し
ば
ら
く
旧
里
に
や

す
ら
ひ
、
子
孫
い
ひ
あ
は
せ
、
諸
共
白
幡
の
里

に
詣
て
、
父
の
墳
墓
を
〈
觀
福
寺
境
内
／
山
の

上
に
あ
り
〉
拝
し
、
懇
に
追
善
を
な
し
、
嘗
て

菩
提
の
た
め
、
更
に
諸
人
結
縁
の
た
め
、
観
世

音
の
御
堂
を
造
営
し
、
父
の
肖
像
を
彫
刻
し
て

大
士
の
傍
に
安
置
し
、
因
に
自
身
逆
修
の
塔
を

建
、
不
老
不
死
の
仙
楚
を
し
る
し
、
追
孝
こ
と

を
は
り
て
、
子
孫
に
暇
を
告
、
か
の
玉
匣
を
念

じ
て
、
御
影
の
ま
へ
に
置
、
そ
の
身
は
霞
が
浦

〈
神
奈
川
〉
の
濱
邊
を
た
ど
り
行
く
と
見
え
し

が
、
一
む
ら
の
紫
氣
海
天
に
た
な
び
く
や
、
齊

く
靈
龜
に
乘
し
、
雲
か
く
れ
に
ぞ
飛
去
し
と
か

や
。
是
ぞ
、
實
に
浦
嶌
太
郎
蓬
莱
仙
宮
に
至
る

と
、
世
の
口
碑
に
つ
た
ふ
も
宜
な
る
か
な
。

⑧
そ
の
ゝ
ち
、
天
長
七
年
七
月
七
日
、
霞
が
浦

の
海
中
頻
に
耀
金
波
浮
雲
に
映
じ
、
清
風
異
香

を
送
け
れ
は
、
浦
人
奇
特
の
思
ひ
を
な
し
、
い

か
な
る
瑞
祥
に
や
あ
ら
ん
と
、
磯
邊
に
走
集
け

る
。
稍
あ
つ
て
、
優
艷
な
る
双
容
〈
太
郎
／
姫
〉

靈
龜
に
乘
じ
、
忽
然
と
し
て
浪
上
に
顯
れ
、

我
々
壽
命
長
久
の
願
に
報
、
今
爰
に
形
を
現
し
、

迹
を
白
幡
の
峯
に
と
ゞ
め
、
天
下
泰
平
、
國
家

安
全
、
萬
民
豊
楽
の
爲
、
觀
世
音
の
尊
像
を
擁

護
し
奉
る
と
、
明
に
託
宣
を
は
り
て
、
御
影
失

せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
已
に
見
聞
の
人
々
、
仰
信
の

あ
ま
り
、
即
神
體
を
模
作
し
、
浦
嶌
大
明
神
、

龜
化
龍
女
神
と
崇
め
奉
り
ぬ
。

⑨
爾
来
、
觀
世
音
の
靈
験
、
日
々
盛
に
な
り
、

ほ
の
か
に
天
聴
に
達
し
、
淳
和
天
皇
深
く
叡
信

ま
し

く
、
敕
願
所
の
宣
命
を
下
し
賜
ふ
。
故

ん
て
、
彼
大
悲
の
霊
像
を
う
つ
し
ま
ゐ
ら
す
、

と
あ
り
〉

寺
記
云
、
後
又
八
千
歳
の
齢
を
持
ち
て
再
ひ
海

神
の
都
に
入
と
い
へ
り
〈
諸
書
の
要
を
つ
む
〉

浦
島
明
神
〈
本
堂
に
安
す
。
八
千
歳
の
御
社
と

も
称
す
よ
し
縁
起
に
み
え
た
り
。
此
社
は
乃
ち

浦
島
太
郎
の
霊
を
ま
つ
る
。
開
山
檜
尾
僧
都
よ

り
五
世
の
後
、
勝
海
上
人
の
時
に
至
り
、
寛
平

七
年
七
月
七
日
霊
告
あ
り
し
よ
り
毎
歳
七
月
七

日
を
祭
日
と
す
る
と
い
へ
り
。（
略
）〉

抑
當
寺
は
淳
和
天
皇
の
勅
願
に
し
て
凡
九
百
七

十
有
餘
年
を
歴
る
の
古
藍
た
り
。
同
帝
第
四
の

妃
は
浦
島
子
か
九
世
の
孫
な
り
。
妃
深
く
佛
に
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是
を
持
せ
は
か
な
ら
す
后
妃
の
位
に
至
ら
ん
と

つ
く
。
か
く
て
廿
歳
の
時
、
都
の
春
に
あ
そ
は

れ
し
に
、
帝
霊
夢
を
感
し
給
ひ
て
、
花
鳥
の
使

を
以
て
宮
中
に
入
奉
る
。
容
儀
た
く
ひ
な
く
、

平
生
ゆ
あ
み
し
た
ま
は
ね
と
も
躯
に
垢
つ
く
事

な
く
、
美
香
自
然
に
御
身
に
薫
す
。
是
に
依
て

帝
の
寵
愛
浅
か
ら
す
。
い
と
け
な
き
時
よ
り
如

意
輪
観
音
を
信
し
、
後
天
女
の
告
に
よ
り
宮
中

を
出
て
御
く
し
を
お
ろ
し
如
意
尼
と
名
つ
け
奉

り
き
。
弥
仏
道
の
つ
と
め
い
と
ふ
か
く
、
御
信

心
な
ら
ひ
な
く
わ
た
ら
せ
た
ま
ふ
う
ち
に
、
わ

け
て
此
く
わ
ん
世
音
は
先
祖
う
ら
嶋
太
郎
龍
宮

よ
り
傳
来
の
事
を
思
召
出
さ
れ
、
御
堂
こ
ん
り

う
な
さ
し
め
た
ま
は
ん
と
て
、
其
時
の
高
僧
空

海
あ
さ
り
に
は
か
り
玉
ふ
。
大
師
す
な
は
ち
御

弟
子
実
恵
法
印
に
命
し
て
、
七
堂
伽
藍
に
そ
う

く
の
こ
う
を
と
け
、
本
尊
を
安
置
し
て
真
言

ひ
み
つ
の
霊
場
と
な
さ
し
む
。

⑨
其
後
星
霜
ふ
り
ゆ
く
ま
ゝ
に
、
院
宇
あ
れ
は

て
ゝ
住
す
る
人
も
な
く
、
宮
殿
風
に
破
れ
、
悲

時
雨
に
そ
ゝ
き
、
朝
の
霧
香
の
煙
に
か
は
り
、

夕
の
月
燈
の
光
に
継
き
、
機
縁
感
應
の
時
を
待

玉
ふ
に
、
應
長
正
和
の
頃
、
鎌
倉
光
明
寺
の
三

世
白
旗
寂
恵
上
人
、
故
郷
往
来
の
度
毎
に
當
寺

の
観
音
へ
詣
し
、
由
緒
の
古
跡
霊
験
の
尊
像
守

も
の
も
な
き
事
を
歎
き
、
法
弟
子
恵
光
上
人
に

住
持
を
す
ゝ
め
、
二
た
ひ
堂
舎
を
造
営
し
て
、

相
つ
ゝ
ゐ
て
浄
土
宗
と
な
り
ぬ
。

⑩
今
に
至
て
六
十
一
代
中
興
よ
り
四
百
余
年
観

嶋
太
郎
龍
宮
傳
來
の
靈
像
な
れ
ば
、
七
堂
か
ら

ん
に
建
立
す
べ
し
と
御
感
の
あ
ま
り
、
時
の
大

徳
空
海
に
勅
し
給
ひ
、
な
を
檜
尾
の
僧
都
承
に
、

真
言
の
み
つ
塲
と
な
り
て
、
草
創
四
百
有
余
年
、

勅
願
所
相
續
し
け
り
。
其
後
、
天
下
度
々
の
兵

乱
に
て
、
堂
宇
こ
と

く
く
廃
亡
せ
り
。

⑩
こ
ゝ
に
當
山
の
邊
り
に
、
白
籏
と
い
ふ
郷
あ

り
。
浄
土
宗
の
列
祖
、
寂
惠
上
人
の
生
縁
の
地

也
。
郷
國
往
來
の
毎
度
、
霊
傷
彼
壞
を
な
げ
き

た
ま
ひ
て
、
則
中
興
し
た
ま
ひ
け
る
。
相
續
て

浄
土
宗
と
な
れ
り
。

⑬
観
音
出
現
よ
り
凡
一
千
年
、
利
物
濟
度
枚
挙

に
、
浦
嶌
の
神
社
と
も
、
八
千
歳
の
御
社
と
も

申
奉
り
き
。
わ
け
て
、
壽
命
長
久
、
海
上
安
全

を
守
護
し
た
ま
ふ
。

そ
の
驗
に
や
、
毎
年
七
月
七
日
、
霞
が
浦
の

海
中
に
、
大
な
る
靈
龜
浮
て
、
往
来
漁
舟
彼
此

の
客
舩
拝
見
の
も
の
多
く
、
是
を
世
に
浦
嶌
龜

と
い
ひ
つ
た
ふ
。

又
、
山
の
頂
に
古
松
の
大
樹
あ
り
。
折
に
は

龍
燈
の
か
ゝ
る
こ
と
あ
る
な
り
。
ま
こ
と
や
、

龍
宮
傳
來
の
尊
像
、
靈
威
の
著
明
こ
と
、
み
な

人
の
知
と
こ
ろ
に
し
て
、
奇
瑞
目
出
た
き
靈
場

な
り
。
然
あ
れ
ば
寳
前
に
詣
る
輩
心
願
成
就
せ

ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。

⑩
か
ゝ
る
靈
地
な
れ
ば
、
浄
土
宗
の
第
四
祖
、

白
幡
の
寂
惠
上
人
、
五
百
餘
年
の
む
か
し
、
中

興
し
て
、
念
佛
門
に
な
し
た
ま
ふ
。
因
縁
の
然

る
べ
き
に
や
。

⑪
徳
本
上
人
、
關
東
飛
錫
の
時
、
自
坊
最
初
の

地
に
し
て
、
留
錫
根
本
の
道
場
な
り
。
依
て
、

専
修
念
佛
弘
通
の
爲
、
行
者
の
肖
像
客
殿
に
安

置
し
、
相
繼
で
弟
子
、
中
住
務
を
な
し
、
浄
業

の
志
倍
深
、
稱
名
の
聲
弥
高
、
勇
猛
精
進
、
怠

あ
ら
ね
は
、
罪
障
の
闇
路
に
迷
凡
夫
も
、
を
の

づ
か
ら
光
明
遍
照
の
念
佛
門
に
歸
入
し
、

⑫
現
世
に
は
無
病
息
災
に
し
て
、
壽
命
長
久
を

帰
し
玉
ひ
、
帝
に
告
奉
り
て
空
海
阿
闍
梨
に
計

り
檜
尾
僧
都
實
慧
を
し
て
是
を
司
ら
し
め
梵
宇

営
構
あ
り
て
真
言
の
密
塲
と
な
し
玉
ふ
。

其
後
、
星
霜
を
經
て
、
宮
殿
風
に
破
れ
て
、
悲

躰
雨
に
そ
ゝ
き
、
朝
の
霧
、
夕
の
月
は
、
香
の

煙
り
、
燈
の
光
り
に
か
は
る
。
仍
て
、
唯
機
縁

感
應
の
時
を
期
す
る
の
み
。

然
に
、
應
長
正
和
の
頃
、
鎌
倉
光
明
寺
第
二
世

寂
慧
上
人
〈
記
主
の
家
弟
に
し
て
白
籏
流
の
大

祖
也
傳
は
こ
ゝ
に
畧
す
〉
故
郷
白
籏
へ
往
来
す

る
毎
に
、
當
寺
観
音
へ
詣
し
、
守
者
も
な
き
を

歎
き
、
法
弟
慧
光
上
人
〈
姓
大
森
氏
相
州
人
〉

を
し
て
住
持
た
ら
し
め
、
二
度
寺
院
を
営
建
し
、

あ
ら
た
め
て
、
浄
業
の
精
舎
と
せ
し
と
な
り
。

たて組...大学用...103-112  99.3.30 8:57 PM  ページ 107



林
　
晃
平
　
浦
島
寺
略
縁
起
の
変
貌
を
め
ぐ
り

108

音
出
現
よ
り
享
保
十
四
年
己
酉
ま
て
九
百
五
年

を
經
た
り
。
霊
験
日

く
に
あ
ら
た
に
利
生

月
々
に
あ
ま
ね
し
。
此
里
の
住
婦
、
難
産
逆
子

の
愁
な
け
れ
は
、
子
安
の
観
音
と
も
名
つ
け
奉

り
、
海
上
往
来
の
輩
信
念
す
れ
は
、
皆
風
波
の

難
を
の
か
る
ゝ
ゆ
へ
に
、
世
に
ま
た
渡
海
の
守

り
観
音
と
字
し
奉
る
。
或
は
福
寿
願
ひ
に
随
ひ

て
い
ち
し
る
し
け
れ
は
、
玉
の
緒
の
観
音
と
も

申
傳
ふ
。
夫
世
に
厄
と
し
を
う
れ
ふ
る
男
女
、

祈
念
す
る
に
必
さ
は
り
を
ま
ぬ
か
る
。
惣
し
て

七
難
二
求
諸
願
成
就
の
し
る
し
を
得
、
横
病
横

死
の
難
を
遁
る
者
筆
を
は
す
る
に
い
と
ま
な

し
。
実
な
る
か
な
。
能
救
世
間
苦
の
誓
ひ
い
ち

し
る
し
。
定
業
亦
能
転
の
益
、
此
の
尊
に
顕

る
ゝ
事
然
也
。
仍
而
畧
縁
起
如
件
。
浦
島
太
郎

龍
宮
へ
入
る
は
、
人
王
廿
二
代
雄
畧
天
皇
廿
二

年
戊
午
七
月
な
り
。
同
五
十
三
代
淳
和
天
皇
天

長
二
年
乙
巳
十
月
出
る
。
此
間
王
代
丗
一
代
を

經
た
り
。
龍
宮
に
居
る
事
三
百
四
拾
八
年
な
り
。

爰
に
傳
来
せ
る
所
の
玉
手
箱
数
百
年
来
に
て
當

寺
第
一
の
重
宝
な
り
。
金
堂
の
前
濱
に
浦
島
足

洗
の
井
と
名
つ
く
る
あ
り
。
是
浦
島
太
郎
の
用

水
也
と
云
傳
ふ
。
今
猶
此
は
ま
に
つ
か
ひ
用
ゆ

る
水
也
。
亦
ほ
て
い
ま
る
の
井
と
も
い
へ
り

〈
此
間
十
四
五
字
／
魚
食
し
て
不
知
〉。
親
子
の

両
塚
有
。
亦
腰
掛
石
な
と
云
名
も
云
傳
れ
と
跡

さ
た
か
な
ら
す
。
山
に
龍
燈
の
松
と
て
頂
上
に

古
松
あ
り
。
今
猶
ま
の
あ
た
り
龍
燭
を
捧
る
事

あ
り
。
拝
見
の
人
多
し
。
誠
に
利
物
度
生
あ
ふ

ひ
て
信
す
へ
き
も
の
也
。

⑫
包
信
筆
　
印

右
縁
起
二
巻
浦
嶌
寺
ニ
藏
セ
リ
。
間
々
ニ
画
ヲ

加
ヘ
タ
リ
。
画
工
ノ
名
右
ノ
如
シ
。
今
年
寛
政

十
二
年
修
復
セ
ン
ト
シ
テ
軸
ヲ
開
テ
見
ル
ニ
、

江
戸
本
石
町
三
丁
目
、
径
師
永
田
八
兵
衛
内
五

郎
兵
衛
ト
ア
リ
。
年
号
ハ
享
保
十
戌
年
月
日
ト

ア
リ
。
繪
數
二
十
四
枚
ア
リ
。

す
る
に
い
と
ま
あ
ら
す
。

た
ゝ
た
の
め
ね
か
ひ
も
つ
い
に
か
な
川
の

う
ら
し
ま
か
け
て
ふ
か
き
め
く
み
を

一
、
山
上
に
龍
燈
樹
と
て
名
も
久
し
き
古
松
あ

り
。
龍
燈
拜
す
る
も
の
遠
近
少
か
ら
ず
。

一
、
浦
嶋
太
郎
実
植
の
菩
提
樹
、
山
林
ニ
数
多

あ
り
て
、
年
々
叢
生
す
。

一
、
延
年
轉
壽
の
願
、
及
び
諸
願
を
か
け
る
ニ
、

年
季
を
切
、
何
年
の
御
奉
公
、
人
ニ
相
成
べ
く

と
ね
か
ふ
事
、
い
に
し
へ
よ
り
世
俗
の
い
た
し

來
ル
処
な
り
。

一
、
轉
壽
守
。
一
、
疱
瘡
守
。
一
、
渡
海
守
。

一
、
除
疫
守
。
一
、
開
運
守
。
一
、
安
産
護
符
。

一
、
除
不
淨
守
。
一
、
午
馬
平
安
守
。

⑫
〈
武
州
金
川
宿
浦
嶋
寺
別
當
／
護
國
山
觀
福

壽
寺
〉
中
興
從
白
籏
上
人
六
十
六
主
、
曇
誉
大

龍
、
拜
写
、
再
刻
。

持
ち
、
来
世
に
は
極
楽
浄
土
に
往
生
し
て
、
安

穏
微
妙
の
快
楽
を
得
ん
こ
と
を
、
實
に
、
是
、

觀
音
薩
捶
の
本
懐
、
明
神
守
護
の
冥
慮
に
應
ず

る
も
の
歟
。
く
は
し
く
は
廣
縁
起
の
こ
と
し
。

⑬
こ
の
畧
縁
起
延
徳
二
年
ノ
古
版
天
明
再
版

ス
。
當
ニ
今
行
者
ノ
由
緒
ヲ
加
ノ
ミ
全
古
版
ヲ

冩
テ
重
梓
ス
文
政
三
年
秋
七
月
使
訂
　
　
浦
嶌

院
觀
福
寺
執
事

⑭
浦
嶌
ノ
塚
ハ
子
安
ム
ラ
ノ
濱
辺
ニ
ア
リ
母
ノ

塚
ハ
所
在
シ
レ
ス
玉
匣
當
山
ニ
在
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西
暦
　
天
皇
　
年
号
　
　
年
　
　
月
　
　
　
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
項
　
　
（
出
　
　
典
）

雄
略

・
相
州
三
浦
の
住
人
水
江
浦
嶌
大
夫
、
公
務
で
餘
佐
の
郡
管
川
に
移
住
す
（
彰
）。
大
内
の
お
役
で
（
教
）。
水
江
浦
嶋
、
役
義
で
餘
佐
の
郡
管
川
に
移
住
す
。（
塚
）

・
水
江
某
（
い
づ
く
の
産
か
知
ら
ず
）、
丹
後
国
竹
野
郡
浦
嶋
の
領
主
た
り
。（
寝
）

雄
略
（
戊
午
）
二
〇

7
浦
嶋
か
子
、
小
舟
で
湖
水
に
出
て
大
き
な
亀
を
釣
る
。
美
女
（
龍
女
）
に
連
れ
ら
れ
常
世
国
龍
宮
城
へ
行
く
。「
巳
午
つ
ち
の
へ
う
ま
」（
塚
）（
寝
）
不
審
？

同

太
郎
海
上
で
五
色
の
糸
を
あ
や
ど
り
甲
に
八
卦
の
文
あ
る
亀
を
釣
る
が
、
従
者
殺
そ
う
と
す
る
を
助
け
る
。
少
女
に
誘
わ
れ
、
常
世
国
龍
宮
城
へ
行
く
。「
巳
午
」（
寝
）

二
二

7
あ
る
時
そ
の
子
、
浦
嶌
太
郎
、
小
船
で
海
上
に
出
て
大
き
な
亀
を
釣
る
。
美
女
に
連
れ
ら
れ
と
こ
よ
の
国
海
神
の
都
へ
行
く
。（
教
）

・
二
十
余
り
の
頃
、
太
郎
重
長
、
船
で
水
の
江
浦
に
出
て
大
き
な
亀
を
釣
る
。
亀
化
し
美
女
と
な
り
龍
宮
（
蓬
宮
・
仙
宮
）
へ
行
く
。（
彰
）

・
太
郎
は
三
春
を
過
ご
し
、
故
郷
へ
帰
る
が
知
る
人
な
し
。
観
音
の
告
げ
に
よ
り
、
相
州
三
浦
へ
帰
り
、
九
代
の
孫
と
会
う
。
父
母
は
三
百
餘
年
前
に
死
ん
で
い
る
と
い
う
。

墳
墓
の
あ
る
神
奈
川
の
白
幡
で
観
世
音
の
御
堂
を
建
て
、
玉
匣
を
置
き
、
霊
亀
に
乗
り
飛
び
去
る
。（
彰
）

8
25

淳
和
　
天
長
　
　
二

10
十
日
余
逗
留
の
後
、
故
郷
へ
帰
る
。
三
百
五
十
一
年
を
経
て
い
る
。
箱
を
開
く
。
霊
夢
で
東
国
へ
行
き
古
墳
を
見
つ
け
、
そ
こ
に
住
む
。（
塚
）

同
「
乙
巳
」、
十
日
余
逗
留
の
後
古
郷
へ
帰
る
。
三
百
四
十
八
年
を
経
て
い
る
。
箱
を
開
く
。
霊
夢
で
如
意
尼
の
事
と
本
国
へ
行
き
古
塚
を
見
つ
け
庵
を
結
ぶ
。（
教
）

30

同
　
　
七

7
／
7
霞
ヶ
浦
の
浪
上
に
太
郎
と
乙
姫
、
霊
亀
に
乗
っ
て
託
宣
す
。
人
々
、
浦
嶌
大
明
神
、
亀
化
龍
女
神
を
刻
し
崇
め
奉
る
。（
彰
）

淳
和

・
霊
験
、
天
聴
と
な
り
、
勅
願
所
の
宣
命
を
下
賜
さ
れ
る
。（
彰
）

・
第
四
妃
、
天
女
の
告
で
出
家
如
意
尼
と
な
り
、
観
音
の
御
堂
建
立
を
空
海
に
相
談
。
空
海
は
弟
子
の
実
恵
に
命
じ
七
堂
伽
藍
を
建
て
、
真
言
の
霊
場
と
す
る
。（
教
）

8
96

寛
平
　
　
七

7
／
7
観
福
寺
、
勝
海
上
人
の
時
、
霊
告
あ
っ
て
、
以
後
毎
歳
七
月
七
日
を
浦
島
明
神
の
祭
日
と
す
る
。（
江
）

9
38

天
慶
　
　
一

春
老
翁
と
な
っ
た
浦
島
、
行
方
知
れ
ず
。
里
人
、
弁
財
天
を
小
社
に
納
め
、
寺
を
建
て
る
。（
寝
）

12
96

永
仁
　
　
四

・
西
蓮
寺
の
浦
島
塚
の
五
輪
の
石
塔
の
傍
ら
の
古
碑
に
永
仁
四
年
の
文
字
見
ら
れ
る
（
風
）

13
11
〜
17

応
長
　
正
和

鎌
倉
光
明
寺
の
三
世
白
幡
の
寂
恵
上
人
、
恵
光
上
人
に
住
持
さ
せ
、
堂
舎
を
造
営
、
浄
土
宗
と
な
す
〔
今
六
十
一
代
、
中
興
よ
り
四
百
余
年
〕。（
教
）

・
浄
土
宗
の
第
四
祖
白
幡
の
寂
恵
上
人
、
中
興
し
て
、
念
仏
門
と
な
す
〔
五
百
餘
年
の
む
か
し
〕。（
彰
）

13
34
〜
　
　
　
建
武
〜
永
正
15
04
〜
21

兵
乱
で
荒
廃
す

14
90

延
徳
　
　
二

観
福
寺
略
縁
起
の
「
古
版
」
な
る
。
広
縁
起
の
成
立
は
こ
れ
以
前
か
？
。（
彰
）

15
90

天
正
　
一
八

細
川
幽
斎
「
東
國
陣
道
記
」
小
田
原
征
伐
の
帰
陣
に
際
し
て
信
濃
ま
わ
り
で
木
曽
路
を
通
る

│

・
細
川
玄
旨
「
老
の
木
曽
越
」（「
玄
旨
法
印
道
之
記
」）
江
戸
か
ら
京
へ
の
紀
行
文
、
信
濃
で
歌
七
二
首
詠
む

92

同
　
二
〇

1
蒲
生
氏
郷
「
氏
郷
紀
行
」
木
曽
路
を
過
ぎ
る
。
紀
行
文
と
和
歌

16
24

寛
永
　
　
一

尾
張
藩
祖
先
・
義
直
、
木
曽
代
官
村
守
良
勝
に
命
じ
、
堂
宇
を
再
建
。
甲
斐
恵
林
寺
の
快
川
国
師
の
法
孫
・
鉄
船
宗
昆
禅
師
を
請
じ
て
開
山
と
し
、
寺
田
を
付
し
て
祈
願
所
と

浦
島
寺
関
係
年
表
〔
神
奈
川
・
信
州
〕（
未
定
稿
）
一
九
九
八
・
一
二
／
二
四
　
再
訂

出
典
略
称

（
彰
）
彰
考
館
本
版
本
略
縁
起
・
（
教
）
無
窮
会
本
写
本
縁
起
・
（
狩
）
東
北
大
狩
野
文
庫
「
浦
嶋
観
世
音
略
縁
記
」
・
（
寝
）
版
本
「
寝
覚
浦
島
寺
略
縁
起
」
・
（
塚
）
版
本
浦
島
塚
縁
起
・
（
石
）

版
本
「
浦
島
観
音
堂
両
石
坂
并
本
堂
建
立
募
縁
記
」
・
（
武
）
武
江
年
表
・
（
風
）
新
編
武
蔵
国
風
土
記
稿
・
（
帳
）
開
帳
差
免
帳
・
（
横
）
横
浜
近
郊
文
化
史
・
（
稿
）
横
浜
史
稿
仏
寺
編
・

（
江
）
江
戸
名
所
図
会
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林
　
晃
平
　
浦
島
寺
略
縁
起
の
変
貌
を
め
ぐ
り

110

し
た
（
延
宝
一
六
七
三
〜
八
一
年
間
の
臨
川
寺
縁
起
）

34

同
　
一
一

沢
庵
和
尚
（
一
五
七
三
〜
一
六
四
五
）「
木
曽
路
紀
行
」
で
「
浦
島
が
つ
り
石
」
と
あ
る
（
沢
庵
和
尚
全
集
・
巻
三
）

73
〜
81

延
宝
16

年
間
　
室
鳩
巣
（
一
六
五
九
〜
一
七
三
四
）『
鳩
巣
文
集
』
の
中
に
「
寝
覚
牀
二
首
」
あ
り
。
近
世
儒
家
文
集
集
成
第
十
三
巻
（
ぺ
り
か
ん
社
・
平
3
）

85

貞
享
　
　
二

1
、
井
原
西
鶴
作
・
画
、
序
文
無
署
名
、
西
鶴
諸
国
咄
（
近
年
諸
国
咄
大
下
馬
）
大
阪
池
田
屋
三
良
右
衛
門
刊
、

88

元
禄
元

芭
蕉
「
ひ
る
顔
に
ひ
る
寝
せ
ふ
も
の
床
の
山
」「
東
武
吟
行
の
こ
ろ
、
美
濃
路
よ
り
李
由
が
許
へ
文
の
お
と
づ
れ
に
」
と
あ
る
も
の
）
句
碑
あ
り

90

同
　
　
三

大
淀
三
千
風
「
日
本
行
脚
文
集
」（
近
世
文
学
資
料
類
従
・
古
俳
諧
編
37
）

95

同
　
　
八

9
検
地
行
わ
れ
る
〔
浄
土
宗
観
福
寺
、
境
内
三
〇
間
一
八
間
、
一
反
八
畝
歩
〕（
神
奈
川
町
検
地
水
帳
）

96

同
　
　
九

浄
土
宗
寺
院
由
緒
書
〔
蓮
門
精
舎
旧
詞
〕
に
神
奈
川
・
観
福
寺
の
記
事
あ
り
。

17
09

宝
永
　
　
六

貝
原
益
軒
（
一
六
三
〇
〜
一
七
〇
四
）「
木
曽
路
之
記
」
＝
（
岐
蘇
路
記
）
益
軒
全
集
巻
之
七
（
益
軒
会
編
纂
・
益
軒
全
集
刊
行
部
・
明
治
44
）

12

正
徳
　
　
二

国
君
尾
陽
黄
門
吉
通
〔
尾
張
四
代
藩
主
〕、
弁
財
天
の
霊
社
建
立
。
そ
の
後
代
々
手
づ
か
ら
松
を
植
え
る
。（
寝
）

・
摂
政
近
衛
家
照
〔
熈
？
〕「
谷
川
の
音
に
は
夢
も
能
は
し
を
ね
覚
の
床
と
誰
れ
名
つ
く
ら
ん
」
の
歌
を
詠
む
。（
寝
）

・
南
化
和
尚
「
路
歴
蜀
難
遊
石
梁
、
傳
聞
此
景
色
達
君
王
、
嶺
松
風
冷
溪
流
漲
、
遙
怪
何
人
寢
覺
牀
」
の
詩
を
詠
む
。（
寝
）

25

享
保
　
一
〇
乙
巳
　
画
工
「
包
信
筆
印
」
の
二
巻
縁
起
、
江
戸
本
石
町
三
丁
目
、
経
師
、
永
田
八
兵
衛
、
内
、
五
郎
兵
衛
が
表
装
（
教
・
奥
書
）

・
こ
れ
以
前
に
「
観
福
教
寺
」
の
略
縁
起
成
立
か
？
た
だ
し
「
享
保
十
戌
年
月
日
」
不
審
？
〔
三
年
戊
戌
・
十
五
年
庚
戌
〕（
教
・
奥
書
）

29

同
　
一
四

「
己
酉
」
の
こ
の
年
ま
で
、「
観
音
出
現
よ
り
」「
九
百
五
年
を
経
た
り
」
と
い
う
？
（
教
）

・
西
蓮
寺
を
念
稱
（
享
保
一
七
一
六
〜
三
六
の
頃
の
人
）
が
中
興
す
る
。（
横
）

40

元
文
　
　
五
庚
申
　
齋
藤
忠
明
・
大
須
賀
氏
久
米
女
等
、「
浦
島
寺
」
碑
を
再
立
す
る
。（
天
明
一
年
「
浦
島
寺
」
碑
背
面
の
文
）

45

延
享
　
　
二

4
横
井
也
有
「
岐
岨
路
紀
行
」
尾
張
侯
と
福
島
の
山
村
代
官
邸
に
泊
ま
っ
た
翌
日
の
四
月
一
三
日
に
訪
れ
た

※
「
筏
士
に
何
を
か
問
ん
青
あ
ら
し
」
の
也
有
の
句
碑
が
臨
川
寺
に
あ
り

46

同
　
　
三

烏
丸
光
栄
「
丙
寅
紀
行
」
東
国
下
向
の
折
、
信
濃
を
通
り
そ
の
紀
行
を
『
丙
寅
紀
行
』
と
し
て
ま
と
め
る

※
「
た
び
枕
か
り
寝
も
の
う
き
夜
の
夢
の
ね
ざ
め
に
か
は
る
松
風
の
音
」
烏
丸
光
栄

56

宝
暦
　
　
六
丙
子
　
8
「
寝
覚
浦
島
寺
略
縁
起
」〔
内
題
〕
改
板
（
寝
）

64

同
　
一
四

『
市
井
雑
談
集
』「
信
州
安
曇
郡
寝
覚
山
臨
川
寺
に
、
彼
の
遺
跡
と
号
し
、
寝
覚
の
床
と
て
大
石
あ
り
。
同
釣
り
舟
と
云
ふ
あ
り
。
或
は
相
州
箱
根
山
に
、
彼
の
玉
手
匣
を
開
き

た
る
所
也
な
ん
ぞ
伝
称
す
」
三
巻
三
冊
、
林
自
見
（
正
森
）
編
、

改
題
本
に
「〈
見
聞
正
説
〉
武
勇
雑
談
集
」
ア
リ

51
〜
64

宝
暦
　
年
間

『
木
曽
古
道
記
』（
大
日
本
地
誌
大
系
十
四
・
「
蕗
腹
拾
葉
」
四
）

65

明
和
　
　
二

天
長
（
八
二
五
）
二
年
か
ら
九
四
〇
年
め
富
川
房
信
の
『〈
浦
島
／
観
世
音
〉
名
玉
出
世
龜
』（
黒
本
）
が
刊
行
（『
小
説
年
表
』）

66

同
　
　
三

7
／
1
〔
江
戸
〕
回
向
院
に
て
〔
朔
か
ら
六
〇
日
〕
神
奈
川
観
福
寺
浦
島
大
神
守
仏
観
世
音
（
亀
に
乗
る
、
霊
宝
に
玉
手
箱
あ
り
）
開
帳
（
武
・
比
留
間
「
年
表
」）

69

同
　
　
六

・
長
唄
「
浦
島
八
千
代
釣
竿
」
初
演

80

安
永
　
　
九

・
市
場
通
笑
の
『
浦
島
太
郎
二
度
目
の
龍
宮
』
の
挿
絵
に
神
奈
川
の
浦
島
大
明
神
の
鳥
居
が
見
ら
れ
る
。

81

天
明
　
　
一
辛
丑
　
10
神
奈
川
新
町
大
坂
屋
庄
兵
衛
ら
「
浦
島
寺
」
碑
を
新
刻
し
建
て
直
し
、
澤
圓
上
人
新
田
を
寄
付
す
（「
浦
島
寺
」
碑
の
文
）〔
六
十
六
世
曇
譽
大
龍
〕

88

同
　
　
八
申

11
街
道
沿
い
に
「
勅
願
寺
」
の
碑
を
大
阪
堀
江
浦
島
西
講
中
「
白
籏
上
人
六
十
六
世
潤
蓮
社
曇
譽
神
阿
上
人
大
龍
和
尚
代
」
建
立
す
る
（
石
塔
銘
）
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81
〜
89

天
明

東
北
大
狩
野
文
庫
蔵
「
浦
嶋
観
世
音
略
縁
記
」
武
州
金
川
宿
浦
嶋
寺
別
當
／
護
國
山
觀
福
壽
寺
／
中
興
從
白
籏
上
人
六
十
六
主
曇
誉
大
龍
刊
行
（
狩
）

観
福
寺
略
縁
起
の
「
古
版
」
を
再
版
す
る
。（
彰
）

90

寛
政
　
　
二

神
奈
川
浦
島
寺
観
世
音
、
江
戸
に
て
開
帳
（
其
の
場
所
不
詳
、
霊
宝
に
玉
手
箱
を
見
せ
た
り
）〔
期
間
詳
細
未
詳
〕（
武
）

97

同
　
　
九

秋
里
舜
福
編
『
東
海
道
名
所
図
会
』
六
巻
七
冊
出
版
、
巻
之
六
に
浦
島
寺
〔
本
尊
正
観
音
・
一
尺
八
分
、
古
は
真
言
宗
今
は
浄
土
宗
〕
と
浦
島
足
留
め
の
所
（
今
西
蓮
寺
）
の

記
事
あ
り
。

99

同
　
一
一

『
江
戸
名
所
図
会
』
成
稿
。

18
00

同
　
一
二

「
観
福
教
寺
」
の
略
縁
起
を
修
復
す
る
。
書
写
す
る
？
（
教
、
奥
書
）

02

享
和
　
　
二

3
太
田
南
畝
、
大
坂
を
立
ち
江
戸
へ
向
か
い
、
後
「
壬
戌
紀
行
」
と
し
て
ま
と
め
る
（
太
田
南
畝
全
集
・
第
八
巻
）

03

同
　
　
三

・
西
蓮
寺
、
火
災
に
よ
り
消
失
、
後
は
再
建
せ
ず
、
小
堂
を
建
て
て
石
像
の
地
蔵
を
安
置
し
た
だ
け
と
い
う
。（
風
・
横
）

同
　
　
同

12
「
神
奈
川
宿
明
細
書
控
」
に
観
福
寺
の
記
事
「
淳
和
天
皇
勅
願
所
石
塔
壱
本
」。
東
海
道
分
間
延
絵
図
の
為
の
書
上
げ
か
。（
神
奈
川
県
史
資
料
編
9
・
近
世
6
）

04

文
化
　
　
一

・
秋
里
舜
福
編
『
木
曽
名
所
図
会
』
六
巻
七
冊
出
版
、
巻
之
三
に
寝
覚
浦
島
寺
臨
川
寺
の
記
事
あ
り
。

05

同
　
　
二

秋
里
籬
島
『
木
曽
路
名
所
図
会
』「
藤
波
記
」
と
「
貝
原
氏
の
記
」
を
引
用
〈
藤
波
記
は
明
暦
元
（
一
六
五
五
）
年
。
／
貝
原
記
は
貞
享
二
（
一
六
八
五
）
年
〉

06

同
　
　
三

・
東
海
道
分
間
延
絵
図
（『
五
海
其
外
〈
分
間
／
見
取
〉
延
絵
図
』）
完
成
。
神
奈
川
宿
は
享
和
三
年
に
明
細
書
控

09

同
　
　
六

・
曲
亭
馬
琴
の
『
夢
想
兵
衛
胡
蝶
物
語
』
に
浦
島
塚
登
場
す
る
。『
燕
石
雑
志
』
巻
四
に
も
西
蓮
寺
「
浦
島
太
郎
が
塚
」
と
「
縁
起
一
冊
あ
り
」
の
記
事
あ
り
。

11

同
　
（
八
）
未
　
徳
本
行
者
、
化
益
の
道
場
と
す
る
。（
慶
運
寺
観
音
堂
棟
札
銘
）

12
〜
16

九
〜
一
三
　
十
返
舎
一
九
（
一
七
六
五
〜
一
八
三
一
）『
岐
曽
街
道
續
膝
栗
毛
』、
喜
多
川
歌
麿
の
挿
絵
。

13

同
　
一
〇

6
長
唄
「
浦
島
の
帰
帆
」（「
閏
茲
姿
八
景
色
」
の
内
）

14

同
　
一
一

戌
夏
徳
本
上
人
、
関
東
来
臨
（
石
）。

15

同
　
一
二

5
／
21
斎
藤
幸
孝
、
長
谷
川
雪
旦
と
神
奈
川
地
区
を
実
地
調
査
す
る
（『
郊
遊
漫
録
』
元
）。

同
　
　
同
乙
亥
　
12
徳
本
上
人
の
六
字
名
号
碑
を
二
十
八
主
薫
譽
と
信
徒
ら
建
立
（
同
碑
銘
）

16

同
　
一
三

9
／
13
斎
藤
幸
孝
、
神
奈
川
地
区
を
再
調
査
す
る
（『
郊
遊
漫
録
』
東
）。

同
　
　
同

3
「
寝
覚
浦
島
太
郎
略
縁
起
」、
改
板
さ
れ
る
。
丙
子
〔
宝
暦
六
か
ら
六
十
年
後
〕

17

同
　
一
四

丑
夏
徳
本
上
人
、
他
国
へ
遊
化
せ
ん
と
し
留
め
ら
れ
る
。
里
人
、
寺
の
全
て
を
上
人
に
捧
げ
奉
る
（
石
）。
弟
子
本
忍
に
住
務
を
命
ず
。

同
　
　
同

12
徳
本
上
人
、
寺
を
第
三
転
法
輪
所
で
あ
る
と
示
す
。
里
人
、
上
人
の
像
を
安
置
す
（
石
）。

18

文
政
　
　
一

徳
本
上
人
（
宝
暦
八
年
一
七
五
八
〜
一
八
一
八
文
政
元
年
）、
入
寂

20

同
　
　
三

7
観
福
寺
略
縁
起
の
「
古
版
」
に
行
者
（
徳
本
）
の
由
緒
を
加
え
再
版
す
る
。（
彰
）

21

同
　
　
四
巳

3
「
浦
島
観
音
堂
両
石
坂
并
本
堂
建
立
募
縁
記
」
出
版
、
勅
願
所
浦
嶌
別
当
天
長
護
国
山
観
福
寿
寺
（
観
福
寺
と
も
）
知
事
（
石
）。

22

同
　
　
五
壬
午
　
5
二
王
門
成
就
、
8
月
名
号
塔
・
徳
本
上
人
廟
塔
成
就
、
名
号
塔
前
石
灯
籠
・
本
尊
真
鍮
灯
籠
寄
進
さ
れ
る
（
石
）、
六
字
名
号
碑
が
孟
夏
〔
4
月
〕
建
立
（
銘
文
）

23

同
　
　
六
未

8
開
山
堂
成
就
〔
客
殿
・
本
堂
再
建
残
る
〕（
石
）。

24

同
　
　
七
前

『
神
奈
川
砂
子
』
に
観
福
寺
境
内
及
び
浦
島
父
子
塔
・
龍
燈
松
、
西
蓮
寺
と
浦
島
塚
の
図
版
あ
り
。
仁
王
門
な
ど
建
立
済
。

25

同
　
　
八
乙
酉
　
11
江
都
大
門
通
大
澤
久
左
衛
門
「
浦
島
寺
」
碑
台
座
を
建
て
直
す
（
同
碑
文
）
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林
　
晃
平
　
浦
島
寺
略
縁
起
の
変
貌
を
め
ぐ
り

112

28

同
　
一
一

新
編
武
蔵
風
土
記
稿
二
百
六
十
六
巻
な
る
。
天
保
元
（
30
）
年
浄
書
献
上
。

同
　
　
同

長
唄
「
浦
島
」（「
拙
筆
七
以
呂
波
」
の
内
）
二
世
瀬
川
如
皐
作
詞
、
四
世
杵
屋
三
郎
助
（
十
世
六
左
衛
門
）
作
曲
、
上
方
曲
を
三
郎
助
修
訂

29

同
　
一
二

8
「
神
奈
川
町
耕
地
図
」
で
観
福
寺
の
あ
る
山
の
下
に
か
な
り
広
い
耕
地
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。（
神
奈
川
区
誌
・
一
〇
五
頁
）

34

天
保
　
　
五

松
濤
軒
斎
藤
長
秋
著
、
長
谷
川
雪
旦
画
『
江
戸
名
所
図
会
』
成
稿
（
文
化
一
二
自
序
）
刊
行
、
全
七
巻
二
〇
冊
、
巻
之
二
に
護
国
山
観
福
寿
寺
の
記
事
あ
り
。
〜
七
年

39

同
　
一
〇

4
／
14
原
正
興
、
江
戸
か
ら
熱
海
箱
根
へ
の
湯
治
の
往
路
で
浦
島
塚
を
見
、
復
路
（
5
／
8
）
の
で
は
浦
島
寺
を
見
る
（『
玉
匣
両
温
泉
路
記
』）。

42

同
　
一
三

3
朔
よ
り
、〔
江
戸
〕
永
代
寺
〔
深
川
八
幡
〕
に
て
、
神
奈
川
観
福
寺
（
浦
島
寺
と
云
ふ
）
観
世
音
開
帳
〔
六
〇
日
〕（
帳
・
武
）

44

同
　
一
五
以
降
　
三
代
豊
国
（
国
貞
）「
東
海
道
五
十
三
対
／
神
奈
川
の
駅
／
浦
島
づ
か
」
〜
弘
化
四
（
一
八
四
七
）
の
間
、
略
縁
起
文
あ
り

天
保
　
　
頃

○
広
重
「
東
海
道
張
交
図
会
」

○
広
重
「
武
相
名
所
旅
絵
日
記
」
天
保
一
二
（
一
八
四
一
）
〜
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）

48

嘉
永
　
　
一
戊
申
　
9
「
寝
覚
浦
島
太
郎
略
縁
起
」、
改
板
さ
れ
る
。
丙
子
〔
宝
暦
六
か
ら
九
十
二
年
後
、
文
化
一
三
か
ら
三
十
二
年
後
〕

63

文
久
　
　
三

5
臨
川
寺
最
後
の
火
災
、
再
建
な
ら
ず
、
大
工
の
作
業
用
に
立
て
た
仮
小
屋
に
板
を
張
っ
た
仮
の
本
堂
、
庫
裏
と
し
た
。

63

同
　
　
同

11
応
需
周
麿
「
東
海
道
名
所
之
内
／
神
奈
川
浦
島
古
跡
」〔
河
鍋
暁
斎
〕

同
　
　
同

○
「
寝
覚
浦
島
太
郎
略
縁
起
」、
改
板
さ
れ
る
。
丙
子
〔
宝
暦
六
か
ら
百
七
年
後
、
文
化
一
三
か
ら
四
十
七
年
後
、
嘉
永
一
か
ら
十
五
年
後
〕

66

慶
応
　
　
二

横
浜
市
の
大
半
を
焼
い
た
大
火
（
豚
屋
火
事
）
に
よ
り
消
失
（
中
村
吾
郎
・
霞
ケ
浦
・
浦
島
寺
）

67

同
　
　
三
丁
卯
　
春
類
火
の
た
め
殿
堂
什
宝
と
も
に
灰
塵
と
な
る
。（
慶
運
寺
観
音
堂
棟
札
銘
）

68

明
治
　
　
一

1
／
10
桑
名
屋
か
ら
の
出
火
で
全
焼
（
蓮
法
寺
縁
起
）
／
27
神
奈
川
仲
之
町
妓
楼
桑
名
屋
か
ら
の
出
火
で
類
焼
（
栗
1
）
7
／
大
火
で
類
焼
し
観
福
寺
炎
上
す
（
横
）

69

同
　
　
二

・
大
火
に
伽
藍
も
灰
塵
に
帰
す
（
栗
5
）

72

同
　
　
五

11
／
8
無
檀
無
住
の
寺
院
廃
止
の
布
令
に
よ
り
廃
絶
（
稿
）

73

同
　
　
六

冬
無
住
無
檀
廃
寺
の
布
令
に
よ
り
県
令
の
厳
告
に
よ
り
霊
像
仏
具
を
慶
運
寺
に
移
す
（
慶
運
寺
観
音
堂
棟
札
銘
）。

74

同
　
　
七

7
／
10
慶
運
寺
に
観
音
堂
上
棟
、
9
／
18
供
養
（
慶
運
寺
観
音
堂
棟
札
銘
）。
廃
寺
（
蓮
法
寺
縁
起
・
中
村
）

76

同
　
　
九

3
藤
波
庵
二
溪
企
画
『
神
奈
川
浦
島
観
世
音
永
代
掛
額
発
句
合
』
発
行

81

同
　
一
四

・
石
碑
を
慶
運
寺
に
遷
し
た
。（
横
）

19
11

同
　
四
四

12
蓮
法
寺
、
足
柄
下
郡
荻
野
村
か
ら
（
神
奈
川
区
）
青
木
町
字
広
台
千
八
十
番
地
に
移
り
、
大
正
元
年
十
二
月
堂
宇
新
築
遂
げ
る
（
稿
）

12

同
　
四
五

3
／
1
小
島
烏
水
、
浦
島
塚
保
存
を
望
む
記
事
を
横
濱
貿
易
新
報
に
掲
載
（『
小
島
烏
水
全
集
』
第
13
巻
）

23

大
正
　
一
二

9
／
1
関
東
大
震
災
に
よ
り
慶
運
寺
観
音
堂
倒
壊
し
棟
札
が
発
見
さ
れ
た
。（
横
浜
近
郊
文
化
史
）
蓮
法
寺
、
堂
宇
大
破
（
稿
）

同

10
／
17
浦
島
太
郎
齢
塚
を
浦
島
丘
か
ら
西
方
一
町
ば
か
り
に
遷
す
。（
横
）

26

同
　
一
五

8
／
17
蓮
法
寺
、
許
可
を
得
て
現
在
地
に
移
転
し
再
建
す
る
（
稿
）

31

昭
和
　
　
六

蓮
法
寺
、
本
間
修
一
郎
が
震
災
死
者
の
菩
提
を
弔
う
た
め
寄
付
し
観
音
堂
（
本
尊
聖
観
音
一
寸
八
分
黄
金
像
）
建
築
中
（
稿
）

同

10

石
渡
江
逸
画
「
神
奈
川
町
浦
島
寺
」
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タ
　
　
イ
　
　
ト
　
　
ル

出
典
・
翻
刻
・
出
版
社
・
掲
載
誌

成
立
・
出
版
年
月
日

神
奈
川
見
地
水
帳
　
『
神
奈
川
区
誌
』

元
禄
　
八
（
一
六
九
五
）

浄
土
宗
寺
院
由
緒
書
巻
下
（
武
蔵
）『
増
上
寺
史
料
集
』
七
（
昭
55
・
3
／
29
）

蓮
門
精
舎
舊
詞
・
十
九
『
浄
土
宗
全
書
』
続
十
八

元
禄
　
九
（
一
六
九
六
）

東
海
道
名
所
図
会
　
巻
之
六
　
武
蔵
　
秋
里
舜
福
編
　
（
日
本
名
所
風
俗
図
会
・
一
七
・
諸
国
の
巻
Ⅱ
）

寛
政
　
九
（
一
七
九
七
）

観
福
教
寺
略
縁
起
（
内
閣
文
庫
『
武
蔵
古
跡
考
』
所
収
・
無
窮
会
神
習
文
庫
蔵
）

続
日
本
古
典
全
集
『
浦
島
子
伝
』
・
紀
要

寛
政
一
二
（
一
八
〇
〇
）

享
和
三
年
十
二
月
　
神
奈
川
宿
明
細
書
控
　
（
神
奈
川
県
史
・
資
料
編
9
近
世
（
6
）
昭
49
）

享
和
　
三
（
一
八
〇
三
）

観
福
寺
略
縁
起
（
彰
考
館
蔵
）

紀
要

文
政
　
三
（
一
八
二
〇
）

浦
島
観
世
音
縁
起
　
『
昔
の
浦
島
か
ら
昭
和
の
浦
島
へ
』

文
政
　
三
（
一
八
二
〇
）

浦
島
観
音
堂
両
石
坂
并
本
堂
建
立
募
縁
記
　
金
沢
文
庫
蔵

文
政
　
四
（
一
八
二
一
）

神
奈
川
駅
中
図
会
　
煙
管
屋
喜
荘
　
横
浜
市
歴
史
博
物
館
蔵
『
東
海
道
と
神
奈
川
宿
』

文
政
　
六
（
一
八
二
三
）

金
川
砂
子
　
三
井
文
庫
旧
蔵
史
料
館
蔵
　
横
浜
市
教
育
委
員
会
『
横
浜
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
二
集
』（「
神
奈
川
砂
子
」
昭
40
・
3
／
31
）

金
川
砂
子
　
『
武
相
叢
書
』
史
料
篇
二
（
昭
5
・
3
）

文
政
　
七
（
一
八
二
四
）

西
蓮
寺
浦
島
塚
縁
起
　
都
立
公
文
書
館
蔵
　
『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
8
近
世
5
下
・
昭
58

江
戸
名
所
圖
會
　
巻
二
　
護
國
山
観
福
壽
寺
　
七
巻
二
〇
冊
　
斎
藤
幸
雄
・
幸
孝
・
幸
成
　
長
谷
川
雪
旦

天
保
　
五
（
一
八
三
四
）

角
川
文
庫
版
・
上
（
鈴
木
棠
三
校
注
）、
角
川
書
店
版
『
日
本
名
所
風
俗
図
会
』、
ち
く
ま
文
庫
新
訂
版
・
二
（
市
古
夏
生
・
鈴
木
健
一
校
訂
）

神
奈
川
浦
島
觀
音
永
代
掛
額
發
句
合
　
企
　
藤
波
庵
二
溪

明
治
　
九
・
　
三
・

「
浦
島
塚
│
│
市
の
舊
蹟
保
存
に
就
い
て
鐵
道
院
に
望
む
│
│
」
小
島
烏
水
『
小
島
烏
水
全
集
』
第
13
巻
　
横
濱
貿
易
新
報
　
第
一
面

明
治
四
五
・
　
三
・
一
〇

「
附
浦
島
塚
の
記
」〔
無
署
名
〕

横
濱
貿
易
新
報
　
第
一
面

明
治
四
五
・
　
三
・
一
一

「
浦
島
塚
の
記
事
に
就
て
」
上
・
下
　
神
仙
老
人
　
横
濱
貿
易
新
報
　
第
一
面

明
治
四
五
・
　
三
・
二
〇
、
二
二

『
横
濱
社
會
辭
彙
』
改
訂
版
再
版
　
松
村
育
│
│
横
濱
通
信
社
（
後
、『
横
浜
近
代
史
辞
典
』
と
し
て
復
刻
昭
六
一
・
一
／
二
七
湘
南
堂
書
店
）

大
正
　
七
・
　
六
・
二
〇

足
洗
川
・
浦
島
町
・
浦
島
塚
・
浦
島
子
の
墓
跡
・
浦
島
丘
・
觀
福
寺
・
慶
運
寺
・
・
西
蓮
寺
な
ど
の
目
ア
リ

『
浦
島
と
羽
衣
』
中
田
千
畝
　
坂
本
書
店
出
版
部

大
正
一
五
・
一
一
・
一
〇

神
奈
川
浦
島
寺
関
係
資
料
目
録

一
九
九
八
・
一
二
・
二
四
現
在

『

』
は
単
行
本
・
「

」
は
論
文
〔

〕
は
私
注
を
示
す
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『
横
濱
近
郊
文
化
史
』
石
野
瑛
　
平
安
時
代
・
室
町
時
代
・
江
戸
時
代
（
昭
五
三
・
一
〇
・
一
歴
史
図
書
社
）
文
学
社

昭
和
　
二
・
　
六
・
一
五

『
横
濱
の
史
蹟
と
名
勝
』
栗
原
清
一
　
〈
横
濱
叢
書
第
一
編
〉
浦
島
太
郎
の
舊
蹟

昭
和
　
三
・
一
一
・
一
〇

『
今
昔
横
濱
案
内
・
神
奈
川
の
巻
』
栗
原
清
一
　
〈
横
濱
叢
書
第
二
編
〉

昭
和
　
四
・
　
四
・
二
四

「
浦
島
太
郎
」
奥
田
太
郎
　
本
文
・
浦
島
龍
燈
の
松
写
真
　
『
旅
と
伝
説
』
第
三
巻
・
七
号
（
復
巻
六
号
・
通
巻
三
一
号
）

昭
和
　
五
・
　
七
・

『
横
濱
の
傳
説
と
口
碑
』
栗
原
清
一
　
〈
横
濱
叢
書
第
三
編
〉

昭
和
　
五
・
一
一
・
　
三

『
横
濱
史
稿
』
佛
寺
編
　
口
絵
・
慶
運
寺
・
蓮
法
寺
・
觀
福
寺
　
（
昭
六
一
・
三
・
五
臨
川
書
店
）

昭
和
　
六
・
一
一
・
二
五

「
浦
島
傳
説
の
跡
を
た
づ
ね
て
」
平
戸
喜
太
郎
　
國
語
教
育
　
17
│
10

昭
和
　
七
・
一
〇

「
昔
の
浦
島
か
ら
昭
和
の
浦
島
へ
」
平
戸
喜
太
郎
『
里
俗
と
民
譚
』
第
十
五
号
　
単
美
社
〔
昭
7
〜
9
、
一
〜
一
六
号
〕

昭
和
　
八
・
一
一

『
昔
の
浦
島
か
ら
昭
和
の
浦
島
へ
』
横
浜
市
浦
島
尋
常
高
等
小
学
校
―
二
八
頁

昭
和
　
九

『
う
ら
し
ま
』
横
浜
市
浦
島
小
学
校
教
育
後
援
会
発
行
　
昭
和
九
年
　
校
歌
・
写
真
・
表
紙

昭
和
　
九

「
横
濱
の
浦
嶋
太
郎
譚
」（
一
）
〜
（
四
）
栗
原
清
一
『
神
奈
川
文
化
』
二
│
1
〜
3
・
5

昭
和
一
六
・
　
一
〜
五
月

「
觀
福
壽
寺
址
」
栗
原
清
一
　
『
史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
報
告
書
』
第
十
輯

昭
和
一
七
・
　
三
・
三
〇

『
浦
島
説
話
の
研
究
』
阪
口
保
　
新
元
社

昭
和
三
〇
・
　
九
・
二
〇

『
浮
世
絵
　
江
戸
か
ら
箱
根
ま
で
』
丹
羽
恒
夫

昭
和
三
八
・
　
三

「
横
浜
市
の
浦
島
伝
説
」
伊
川
公
司
　
『
日
本
民
俗
学
会
報
』
二
九

昭
和
三
八
・
　
七

『
浦
島
伝
説
』
牧
村
史
陽

昭
和
四
一
・
　
一
・
　
一

『
神
奈
川
県
昔
話
集
』
第
1
冊
　
神
奈
川
県
民
俗
シ
リ
ー
ズ
4

浦
島
太
郎
　
小
島
瓔
禮
　
神
奈
川
県
教
育
委
員
会

昭
和
四
二
・
　
三
・
三
一

『
浦
島
丘
中
学
校
20
年
史
』

昭
和
四
二
・
　
六
・
二
四

「
武
蔵
国
浦
島
伝
説
　
霞
ケ
浦
・
浦
島
寺
」
中
村
吾
郎
　
『
歴
史
研
究
』

昭
和
四
五
・
　
六

『
神
奈
川
の
伝
説
』
読
売
新
聞
社
横
濱
支
局
編
集
　
浦
島
寺
　
浦
島
寺
の
狸
と
夜
泣
き
石
（
有
隣
堂
）

昭
和
四
八
・
　
四
・
一
〇

『
神
奈
川
の
伝
説
』
角
川
書
店

昭
和
四
八
・
一
〇
・

「
か
な
が
わ
の
伝
説
と
昔
話
」
小
島
瓔
禮
　
『
神
奈
川
文
化
』
二
〇
│
1

昭
和
四
九
・
　
四
・
　
四

『
神
奈
川
県
の
民
話
と
伝
説
』
上
　
萩
坂
昇
　
ふ
る
さ
と
の
心
を
訪
ね
て
　
浦
島
太
郎
　
有
峰
書
店

昭
和
五
〇
・
　
四
・
二
〇

『
広
重
武
相
名
所
旅
絵
日
記
』
楢
崎
宗
重
編
　
鹿
島
出
版
会

昭
和
五
一
・
　
四
・
　
五

『
浦
島
伝
説
の
探
究
』
水
野
祐

昭
和
五
二
・
　
一
・
一
五

『
神
奈
川
区
誌
』
区
制
五
十
周
年
記
念

昭
和
五
二
・
一
〇
・
　
一

『
浦
島
太
郎
』
岡
崎
柾
男
　
ふ
る
さ
と
の
昔
ば
な
し
2
神
奈
川
編
　
ス
ポ
ニ
チ
出
版

昭
和
五
二
・
一
二
・
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『
神
奈
川
県
』
神
奈
川
新
聞
社
　
各
駅
停
車
全
国
歴
史
散
歩
15

新
子
安
　
河
出
書
房
新
社

昭
和
五
五
・
　
二
・
二
九

『
伝
説
の
旅
』
谷
真
介
　
創
林
社

昭
和
五
五
・
　
七
・
一
〇

『
横
須
賀
市
文
化
財
総
合
調
査
報
告
書
』
第
一
集
│
│
浦
賀
地
区
│
│
文
書
　
浦
島
彦
右
衛
門
家

昭
和
五
六
・
　
三
・
三
一

『
よ
こ
は
ま
の
民
話
』
萩
坂
昇
　
神
奈
川
の
民
話
1

横
浜
の
浦
島
太
郎
（
神
奈
川
区
）
む
さ
し
の
児
童
文
学
会

昭
和
五
六
・
　
六
・
二
五

『
武
相
昔
話
集
』
小
島
瓔
礼
編
　
全
国
昔
話
資
料
集
成
三
五
　
浦
島
太
郎
（
栗
原
清
一
採
集
　
神
奈
川
区
白
幡
）

昭
和
五
六
・
一
〇
・
二
八

『
市
民
グ
ラ
フ
ヨ
コ
ハ
マ
』
№
38

「
横
浜
の
伝
説
」

横
浜
市
民
局

昭
和
五
七
・
　
一
・

『
鬼
の
風
土
記
』
服
部
邦
夫
　
創
林
社

昭
和
五
七
・
　
二
・
二
二

『
横
濱
の
伝
説
ノ
ー
ト
』
重
富
昭
夫
　
浦
島
太
郎
　
駒
込
書
房

昭
和
五
七
・
　
八
・
二
五

『
か
な
が
わ
の
む
か
し
ば
な
し
50
選
』
神
奈
川
県
教
育
庁
文
化
財
保
護
課
編
著
　
浦
島
太
郎
　
神
奈
川
合
同
共
版

昭
和
五
八
・
　
三
・
二
二

『
浦
島
太
郎
は
歩
く
』
服
部
邦
夫
　
青
土
社

昭
和
六
〇
・
　
五
・
　
五

『
日
本
仏
教
人
名
辞
典
』
徳
本
・
良
暁
の
項

昭
和
六
一
・
　
五
・

「
お
も
し
ろ
地
名
散
歩
9
（
浦
島
＆
亀
住
）
編
」
林
丈
二
『
旅
』
一
九
八
八
年
九
月
号
（
通
巻
七
三
八
号
）
日
本
交
通
公
社

昭
和
六
三
・
　
九
・
　
一

『
昔
話
の
変
容
』
服
部
邦
夫
　
青
弓
社

平
成
　
一
・
　
三
・
二
〇

『
河
鍋
暁
斎
展
』
太
田
記
念
美
術
館

平
成
　
一
・
　
四
・
　
一

『
近
世
武
相
名
所
め
ぐ
り
│
│
浮
世
絵
・
絵
図
・
名
所
記
に
み
る
江
戸
庶
民
の
楽
し
み
│
│
』（
図
録
）
神
奈
川
県
立
博
物
館

平
成
　
三
・
　
二
・
　
二

「
浦
島
太
郎
伝
説
の
移
り
変
わ
り
」
平
出
洸
　
『
文
人
』
第
一
九
号
　
〔
史
話
・
伝
承
を
め
ぐ
っ
て
（
二
）〕

平
成
　
三
・
　
三
・
一
五

『
江
戸
時
代
の
神
奈
川
　
古
絵
図
で
み
る
風
景
』
神
奈
川
近
世
史
研
究
会
編
　
有
隣
堂

平
成
　
六
・
　
一
・
二
〇

『
美
術
の
な
か
の
横
浜
』
宮
野
力
哉
　
有
隣
堂

平
成
　
六
・
　
六
・
三
〇

『
江
戸
時
代
の
神
奈
川
』
神
奈
川
近
世
史
研
究
会
編
　
有
隣
堂

平
成
　
六
・
　
一
・
二
〇

『
東
海
道
と
神
奈
川
宿
』（
展
覧
会
図
録
）

横
浜
市
歴
史
博
物
館

平
成
　
八
・
　
三
・
　
五

〔
図
版
・
地
図
〕

東
海
道
分
間
絵
図
　
遠
近
道
印
　
菱
川
師
宣
筆
〔
山
に
「
く
わ
ん
お
ん
（
観
音
）」
と
あ
り
〕

元
禄
　
三
（
一
六
九
〇
）

東
海
道
分
間
延
絵
図
（『
五
海
其
外
〈
分
間
／
見
取
〉
延
絵
図
』）
享
和
18
01
〜
04
調
査
　
文
化
三
18
06
年
完
成
　
東
京
国
立
博
物
館
・
逓
信
総
合
博
物
館
蔵
　
享
和
　
三
（
一
八
〇
三
）

五
街
道
分
間
延
絵
図
　
全
百
三
巻
之
内
　
東
海
道
分
間
延
絵
図
　
第
一
巻
　
昭
52
・
11
／
20

児
玉
幸
多
監
修
　
東
京
美
術

新
編
武
蔵
風
土
記
　
巻
之
七
十
　
橘
樹
郡
之
十
三
　
小
机
領
（
大
日
本
地
誌
大
系
・
第
七
巻
）

江
戸
名
所
圖
會
　
巻
二
　
護
國
山
観
福
壽
寺
　
斎
藤
幸
雄
・
幸
高
孝
他

天
保
　
五
（
一
八
三
四
）

細
見
神
奈
川
絵
図
　
穆
斎
　
金
沢
文
庫
蔵
　
横
浜
開
港
資
料
館
蔵

天
保
一
五
（
一
八
四
四
）
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錦
絵
　
東
海
道
五
十
三
對
　
神
奈
川
の
驛
浦
島
づ
か
　
應
需
豊
國
画
　
遠
州
屋
又
兵
衛
版
　
名
古
屋
市
博
物
館
・
平
木
浮
世
絵
美
術
館
蔵
・
横
浜
市
歴
史
博
物
館
蔵

弘
化
年
間
（
一
八
四
四
〜
八
）

錦
絵
　
東
海
道
風
景
図
會
　
前
　
神
名
川
　
一
立
斎
広
重
（
初
代
歌
川
広
重
）
画
　
柳
亭
種
員
文
　
江
戸
（
笑
寿
屋
庄
七
）
錦
昇
堂

嘉
永
　
四
（
一
八
五
一
）

錦
絵
　
東
海
道
張
交
圖
會
　
神
奈
川
　
初
代
安
藤
広
重
　
（
丹
羽
恒
夫
『
浮
世
絵
　
江
戸
か
ら
箱
根
ま
で
』（
昭
38
・
3
）

嘉
永
　
五
（
一
八
五
二
）

武
相
名
所
旅
絵
日
記
　
神
奈
川
浦
島
寺
遠
望
　
安
藤
広
重
　
『
広
重
武
相
名
所
旅
絵
日
記
』
・
『
江
戸
時
代
図
誌
』
14

天
保
一
二
（
一
八
四
一
）
〜
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）

錦
絵
　
東
海
道
五
十
三
次
図
会
　
神
奈
川
・
程
ケ
谷
・
戸
塚
・
藤
沢
　
歌
川
広
重
〔
浦
島
が
玉
手
箱
を
開
く
図
〕
平
木
浮
世
絵
美
術
館
蔵

安
政
　
三
（
一
八
五
六
）

瓦
版
　
〈
東
海
道
／
神
奈
川
／
横
濱
〉
御
貿
易
塲
　
横
浜
開
港
資
料
館
蔵
『
江
戸
時
代
の
神
奈
川
』（
平
6
・
1
／
20
）

安
政
　
六
（
一
八
五
九
）

錦
絵
　
東
海
道
五
十
三
駅
勝
景
〔
浦
嶋
観
音
〕
五
雲
亭
貞
秀
　
無
窮
会
蔵
『
江
戸
時
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楽器による音楽表現研究

─リコーダーを使った音楽教育と指導法─

今　井　敏　勝

はじめに

人間が自己を表現するには、さまざまな方法をとるであろう。ことば

や動作を使い相手に自分の気持ち、思い、考えを伝える方法もある。文

字や活字を使い文章として伝える方法もある。又、音により自分の感情

を表現し、伝える方法も、自己表現の一つである。音をつなげ、重ね合

わせながら一つの音楽として発展している。言葉を加えて、歌唱として

の音楽表現や音楽と一緒に身体全体による表現としてバレエがある。オ

ペラは、歌と身体表現を加えた音楽の総合芸術である。

これらオペラ、バレエなどの表現のほかに楽器による音楽表現がある。

楽器による音楽表現は、それぞれの発音体により音色が異なり、声とは

違う音楽世界を醸し出すのである。オーケストラや吹奏楽などは、たく

さんの楽器のアンサンブルである。私たちが、子どものころ、学校教育

で触れ親しんだ楽器の一つに、リコーダーがある。日本の音楽教育の中

の楽器としては、とても長い間使用する教具である。中学校のアルトリ

コーダー歴を加えたら、7年間になる。又、高校音楽で、リコーダーを

使用する学校も多い。とすると8～9年間にもなるだろう。

リコーダーを使用した音楽教育が、日本において何故こんなに重要に

されているのか。又、リコーダーを使用することにより、音楽するおも

しろさ、楽しさ、楽器を通して学習する体験学習の必要性。以上のこと
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から、リコーダーを使用した音楽教育について考察する。

1

（1）リコーダーについて

リコーダーは、学校教育において最も身近な教育楽器の一つとして使

用されている。しかし、一方ではリコーダーについての関心や音楽的可

能性への認識、指導法など十分研究されていない場合もある。もちろん、

しっかりとした考えの下で指導されていることの方が多いと思われる

又、そう願っている。

リコーダーは素朴でシンプル（Simple）な発音原理をもち、とても繊

細な音程感を必要とする木管楽器である。玩具のような音の簡易楽器と

して扱われてはならないのである。

（2）リコーダー（Recorder）の名称

Record、vt（他動詞）記録する、記載する、書き留める、録音する、写

す、n（名詞）記録、登記、登録、記録、レコードRecorder、n（名詞）

記録者、記録係、記録器、受信機、レコーダー。→昔用いられた一種の

たて笛、近年また用いだされた。と日本の英和辞典で訳されている
（＊1）

。

イギリスでリコーダーがよく使われ始めた頃、小鳥にさえずりを教え

込むことが流行した時代（エリザベス王朝）、旋律を教える道具として

使われたとも考えられている。イギリスの呼称は、リコーダーの語源に

も深く関わっている。

リコーダーの名称は各国により異なる。

今井敏勝　楽器による音楽表現研究─リコーダーを使った音楽教育と指導法─
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ブロックフレーテ�
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イギリス�
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Recorder�
Block flote�
Flute a bec�
Flauto dolce
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ドイツでは、木栓のついた笛。

フランスでは、くちばしのついた笛。

イタリアでは、やわらかな音の笛。

以上各国の名称にも国柄が出ている。

日本においては、イギリス語が使用されている。

イギリスのリコーダーテキスト『The School Recorder Book 1』
（＊2）

におい

て、「1665年と 1666年のロンドンにおいての疫病の大流行と大火事で、

すぐれたリコーダーがかなり失われてしまった」ことなどが記述されて

いる。又、テキストの中で、自国の 4つの大きな歴史的事実と共に、リ

コーダーの歴史を記してもいる。『リコーダー復興史の秘密』（安達弘潮）

の中では、「リコーダーは決して玩具的なものではなく、イギリスでは

自国の伝統的な楽器という意識で子どもたちに指導がなされているとい

うことです。」と述べている
（＊3）

。

2

（1）日本における学校音楽教育の現状

日本の音楽教育の中心的楽器として、リコーダーが現在も使われてい

る。しかし、学習指導要領の中で、「リコーダー」という正式名称で記

されたのは、平成元年六次学習指導要領からである。今から10年ほど前

のことである
（＊ 4）

。それまでは、「笛」であったり「たて笛」という名称で

あった。昭和 22年の一次学習指導要領においては、「笛」という名称で

記されていた。昭和 26年の二次学習指導要領において、「たて笛」と記

され、昭和 43年四次学習指導要領においては又、「笛」という名称に戻

っている
（＊5）

。昭和40年代の音楽教育を受けて現在指導主事でおられるA氏

は、「よこ笛で授業があった」という。しかし、なかなか音を出すまで

が大変であったとも付け加えていた。
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学校音楽教育におけるリコーダー指導は、教育的意義をしっかり兼ね

備えてあたらなければならない。

（2）リコーダー教育への意義

楽器を通して音を創り出し、表現する喜びを体験により学習すること。

そのために、リコーダーは、最適の楽器といえよう。

①音が誰にでも出しやすい点

音を出すために、時間的、技術的に多くの時間を有しなければならな

かったり、表現することに高度な技術を必要であったために、子ども

たちの興味が薄れてはならない。

②早期のうちから音色、音程を作り出すことが可能

発音が容易であり、早期のうちに自分自身が創造した音色を作り出す

ことができる。音程の面でもブレスコントロールにより、自分自身で

作り出すことができる。又、ソルフェージュ学習の発展にもつなが

る。

③呼吸法による歌唱指導、吹奏楽器の導入

呼吸をエネルギーとすることで、フレージングの学習が体験できる。

又、吹奏楽器の呼吸法や、ブレスコントロールの基礎力をも同時に体

験することができる。

④純正律の響きを体験

ピアノのような平均律の和音の響きではなく、純正律の和音の響きを、

自分たちで作り出し、響き合う音を体験することができる。

⑤アンサンブルの展開

アンサンブル指導に発展し、中学校でのリコーダーのコンソートの展

開につながる。又、他の楽器や歌唱とのアンサンブルも体験すること

ができる。それにより、よりいっそうのハーモニー感を育てることが

できる。

今井敏勝　楽器による音楽表現研究─リコーダーを使った音楽教育と指導法─
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⑥生涯学習

生涯に渡り音楽を表現する楽器の基礎を築くことができる。さらに他

の管楽器への発展にもつながる。

以上の点から音楽教育に使用する楽器として、すぐれた特性を兼ね備

えている。これは、作音楽器であるからである。

（3）作音楽器

音を自分の心で創造し、音程、音色を自分自身で作り出すことのでき

る楽器→作音楽器である。リコーダー指導においては、作音楽器の特性

を効果的に活用した指導法を行わなければならない。それにより体験を

通した音楽教育ができる楽器である。

3 指導法の重要ポイント

（1）リコーダーの種類

苫小牧駒澤大学紀要　創刊号
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図1．指導者と学生のためのリコーダー教

本吉沢実著
（＊6）

①ガークライン　Garklein flo¬telein（クライネ・ソ
プラニーノ　Kleine sopranino）

②ソプラニーノ　Sopranino
③ソプラノ　Soprano（Descanto〔英〕）
④アルト　Alto（Treble〔英〕）
⑤テノール　Tenor
⑥バス　Bass
⑦大バス　Gross Bass（Great bass〔英〕）
⑧コントラ・バス　Kontra Bass（Sub Bass〔独〕、

Contra Bass、Double Bass〔英〕）
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（2）リコーダーの音域

今井敏勝　楽器による音楽表現研究─リコーダーを使った音楽教育と指導法─
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図2．指導者と学生のためのリコーダー教本吉沢実著
（＊7）
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（3）運指法による種類

それぞれの小学校により、リコーダーの種類が異なっている。全道に

おいてソプラノリコーダーでは、ジャーマン式が半数以上の小学校で使

用されている。

北海道教育大学札幌校学生の授業の中で、小学校時代のソプラノリコ

ーダーの調査を行った。

○小学校において使用したリコーダーは、バロック式かジャーマン式

か

教育大学生2・3・4年生178名対象

（平成6年度）

ジャーマン式…………67％

バロック式……………28％

忘れた…………………05％

教育大学生2・3・4年生223名対象

（平成7年度）

ジャーマン式…………61％

バロック式……………32％

忘れた…………………07％

教育大学生2・3・4年生219名対象

（平成8年度）

ジャーマン式…………56％

バロック式……………38％

忘れた…………………06％

教育大学生2・3・4年生186名対象

（平成9年度）

ジャーマン式…………54％

バロック式……………44％

苫小牧駒澤大学紀要　創刊号

7

よこ組...大学用...  99.3.30 8:47 PM  ページ 7



忘れた…………………02％

教育大学生2・3・4年生208名対象

（平成10年度）

ジャーマン式…………55％

バロック式……………41％

忘れた…………………04％

以上の調査により、毎年少しづつではあるがバロック式ソプラノリコ

ーダーが増える傾向である。中学校で使用されているアルトリコーダー

においては、ほぼ100％バロック式であった。

リコーダーは本来のリコーダーとして、歴史的にも音楽的にも理解を

深め、より良い音楽表現とより良い音程を可能にするには、バロック式

リコーダーを使用した方が望ましい。初歩の段階から本来の伝統的古楽

器であるバロック式リコーダーを使用し、正しい指導法を子どもたちに

与える必要性がある。わが国のリコーダー教育の面から見て、いわゆる

簡易楽器として考えられている一部もあるのではないだろうか。管楽器

の中の古楽器として考え、伝統的な楽器を使い教育に生かしていること

を、指導者はおさえて扱う必要性がある。

アンケートの学生の中には、バロック式とジャーマン式があることも

初めて知った学生もいる。各地の講習会などで、先生方から「バロック

式、ジャーマン式があるが、どちらを採用したらよいのか？」の質問が

ある。又、「自分がジャーマン式で教わったので、ジャーマン式にして

いる。」とリコーダーの楽器本来のことを研究せず、運指のみで採用し

ている指導者もおられた。自分の専門とは違う教科の授業を、担当しな

ければならない全科制教育の現状もある。

『ドイツ式リコーダーの誕生の舞台裏』（安達弘潮）の中に「ドイツ

のペーター・ハルランが間違った運指のアイディアで作らせてしまった

ドイツ式リコーダーを、本人がその間違いに気付き、それを元に戻そう

今井敏勝　楽器による音楽表現研究─リコーダーを使った音楽教育と指導法─
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として懸命になっている心境での努力に似ているようです。」又、さら

に「現在のわが国の学校教育でのリコーダー指導のあるべき姿について

一考を促がしてみる」といっている
（＊ 3）

。「そしてまた、現在のわが国の現

状は、運指の簡単さから、ドイツ式だけを使用する人たちが多くなって

しまい、この事も、ハルランが心ならずもドイツ式を大量に作らざるを

得なかった 1930年代のドイツでの様子と、極めて類似しているようで

す。」とも記されている。現在のドイツにおいては、バロック式のリコ

ーダーが、多く使用されていて、70％対30％の割合でバロック式が多く

なっている。日本においても、本来の伝統古楽器として扱わなければな

らない。運指面から見ても、派生音が多くなるとジャーマン式の運指で

は非常に難しくなり、又、音程も不安定になる。そのためには、バロッ

ク式リコーダーも小学校から採用する必要性を感じる。

（4）導入指導法

ブレスコントロールの体験

いろいろな音を出して体験し、耳と身体で体験させる必要性がある。

初めからいわゆるいい音、良い音だけを出させようとするのではなく、

いろいろな息のコントロール、息のスピード（ブレスコントロール）に

より音が変化することを体験させることが導入指導においてとても重要

なことである。その中から、自分が音楽（メロディーなど）に使ってい

きたい音を自分が探していくよう指導者は、指導し支援していかなけれ

ばならない。

導入指導例として、図 3のように［シ］の音を→の方向で息のスピー

ドを変化させる。そうすると、子どもたちが一つの音［シ］で、音程、

音色、ニュアンスなどが変化することを、体験できる。

音の遊び（play）の中で、リコーダーの持つ特性を感じ取ることがで

きる。音楽的には、ブレスコントロールによる音色、音程を体験的に理
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解することができる。又、遊び（play）の中からリコーダーに対する興

味を持たせる必要性が、導入指導において重要である。

次に、図3の①②③の息の部分のみを吹いてみる。

まだまだたくさんのスピードを図3では、一息で出しているのである。

いわゆる良い音としては図 4の②のスピードの音になるであろう。しか

し、①や③、又はその他いろいろな音を出すことにより、息のコントロ

ール、スピード感を体験できる。そこで②のこれから音楽に使っていく

音のブレスコントロールを目標に学習が進められることが必要である。

子どもにとっては、①の音を出すことがとても難しく、②の音の方が簡

単に感じることも少なくない。

今井敏勝　楽器による音楽表現研究─リコーダーを使った音楽教育と指導法─
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指導者が注意しなければならないことに、全体奏のみで、「もっと強

く、弱く」「もっと息を少なく、多く」などといってしまわないことで

ある。そのクラスの中には、弱々しく吹いている子どもがいるかも知れ

ないのである。そこで、指導者が「もっと静かな息で」とか「息の量を

少なく」などということにより、その子どもは、もっと弱々しくなって

しまう恐れがある。その反対もあろう。一人一人のリレーにより、子ど

も自身も、指導者も、いまどのような音が出ているのか確認することが

必要である。そこで又、新しい発見が生まれるであろうし、指導者も体

験することができる。

（5）タンギング tonguing［英］、Zungenstoss［独］、delangue［仏］

管楽器の演奏において、舌を使用する奏法の総称である
（＊8）

。

リコーダーにおいて、音楽を表現する上で最も重要なテクニックであ

り、正しく指導されなければならない。この指導において、音の終わり

（リリース）の指導がされていないことが多い。音の始まりについては、

現在の教科書に記載されているが、音の終わりについては記載されてい

ないことがある。それにより指導がなされていないことも多い。音の終

わりの音程が下がったりする原因にもなる。それにより音楽表現に大変

な影響を与えてしまう。図 5のように舌を使用し、音の始まり終わりを

苫小牧駒澤大学紀要　創刊号
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はっきりさせ、呼吸のコントロールを整え作用する正しいタンギングを

指導することが重要である。

音の終わりは、舌がタンギングの始まりの位置におき、音を止め、次

の音の始まりの準備をする。

（6）シラブル（Syllable）

いろいろなシラブルにより、音の響き、長さを微妙に変えることがで

きる。それにより、音の変化が生まれ、音楽の表現を行うことができ

る。

Ｔｏ → Ｔｕ → Ｔｉ
トォー　　トゥー　　ティー

これらのタンギングとシラブルを組み合わせることにより、口の中の

空間が狭くなる。又、o、u、iの母音の変化により、息のスピードも速

くなってくることになる。このようなシラブルを使い音楽を表現する楽

器である。

シラブルの変化により舌の位置も変

わっていく。

今井敏勝　楽器による音楽表現研究─リコーダーを使った音楽教育と指導法─
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母音と子音の組み合わせによりいろ

いろな発音が生まれる。

（7）アーティキュレーション（Articulation）

「e」＝「え」「え？」「え～」

たった一言の「え」においても、いろいろな表現や感情を現すことが

できる。それが「驚き」であったり、「悲しみ」であったり、「問いかけ」

であったりする。音においても、アーティキュレーションを変えること

により、表現を変えることができる。リコーダーのアーティキュレーシ

ョンを大きく4つに分け、指導される。

図 8のように、いろいろなアーティキュレーションで音を出すことに

より、一つの音符においても、いろいろな表現力を表わせることを体験

苫小牧駒澤大学紀要　創刊号
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的に指導する必要がある。

4 リコーダーを使った音楽表現

リコーダーを指導するにあたり、リコーダーのテクニックの方にポイ

ントをおきすぎて、さもすると音楽がどこかに置き去りになってしまう

危険性もある。指導者は、音楽を表現する一つの楽器としてとらえ、タ

ンギング、シラブル、アーティキュレーションなどのテクニックは、音

楽を表現するためのものであることを、いつも頭の中において指導にあ

たらなければならない。決して、タンギングの指導など、そのことのみ

に終ってしまってはならない。自分自身が感じた音楽を表現し創り出す

ためにリコーダーを使用し、練習し、習得させていることを、指導者は

常に考えていなければならないのである。

ま と め

日本においてリコーダーを使った音楽教育は、戦後急速に発展し情報

量も豊かになった。学校の音楽教育になくてはならない楽器になってい

る。又、子どもが早い時期に接する楽器としても、重要な楽器であろう。

音楽を表現するための楽器として、本来のリコーダーの理解を深め、指

導にあたらなければならない。「楽器自体の指導力を生かすことによっ

て、音楽するおもしろさ、喜びの体験を保証したい。一つの楽器を選ぶ

ことは、一つの音楽を選ぶことに通じる」とリコーダーを使い音楽教育

をしてきた柳生力氏は述べている
（＊9）

。子どもたちが、生涯音楽を友として

育つための一つの興味、きっかけになるためにも必要不可欠な楽器と考

えられる。

今井敏勝　楽器による音楽表現研究─リコーダーを使った音楽教育と指導法─
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注　　釈

＊1 『新クラウン英和辞典』

＊2 『The School Recorder Book1』E. PRIESTLEY & F. FOWLER 1962年

＊3 『リコーダー復興史の秘密』安達弘潮（音楽之友社）ドイツ式リコーダー誕生

の舞台裏

＊4 『小学校学習指導要領』文部省平成元年2月

＊5、6、7 『指導者と学生のためのリコーダー教本』（ソプラノ、アルト、導入とア

ンサンブル）吉沢実（ヤマハ株式会社）

＊8 『標準音楽辞典』（音楽之友社）P181

＊9 教員養成大学小学校課程用『音楽科教育法』柳生力（音楽之友社）第2章器楽

指導P116

参考文献

1）柳生力著音楽教育論集『自分のためにうたがあるとき』音楽之友社1986年

2）教員養成大学小学校課程用『音楽科教育法』音楽之友社1995年

3）安達弘潮著『リコーダー復興史の秘密』音楽之友社1996年

4）『小学校学習指導要領』（音楽）文部省1989年

5）マリー・シェイファー著高橋悠訳『教室の犀』

6）吉沢実著『指導者と学生のためのリコーダー教本』ヤマハ株式会社1995年

7）今井敏勝　楽器による音楽表現研究 I 『リコーダー実技と合奏指導法』1994年

8）今井敏勝　楽器による音楽表現研究 II 『小学校における楽器を使った音楽教育

の必要性』日本吹奏楽学会1997年

9）『標準音楽辞典』音楽之友社

（いまい　としかつ・本学非常勤講師）
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イギリス文化教授法の改善をめざして
─ハノーヴァー朝（ヴィクトリア女王まで）

をめぐって─

谷　村　善　通

1．はじめに

大学の講義は、研究者の研究がおよぼす可能なカテゴリーにおいて扱

われる題材・教材を基にして行われてきた。少なくともバブル崩壊以前

においては、研究者は講義の内容・スタイル・テキスト（教材）・指導

過程等を、日本的に、主体的に、自由に選択して行うことができた。日

本的にというのは、欧米の大学での一般的な授業スタイルに対比してあ

まりにも硬直した「あの」種の授業を暗示する言葉である。「主体的」

という言葉も、最善の選択と行動を意味するものではなく、対象を考慮

に入れない「一方的」という意味合いが強い。

ところが、バブル崩壊後の急激な景気後退と明確な少子化傾向の予測

にもかかわらず、過去10数年の間、若者のモラトリアム傾向と子弟に高

等教育を望む世論は依然高く、そのため高等教育機関の新設・拡大が続

いた。実際に18才人口が減少に転じてからも、上級学校をめざす高等学

校卒業生の数は漸増の傾向をたどり、その結果、多くの大学に見られる

入学者の質的低下は避けるべきもなかった。

大学内部に、大学教育の危機意識と改革の機運が高まるのは当然であ

る。しかし、不思議なことに改革が目に見えて動き出したのは、文部省

の「大学等における教育研究の高度化、個性化および活性化等のための

苫小牧駒澤大学紀要　創刊号
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具体的方策について」の諮問をうけ、大学審議会が審議・検討し、昭和

63年から現在までに答申したものを受けてからなのである。答申は主と

して大学院制度の改善に関するものであったが、個々の大学こそが時代

の変化、学生の変化を予測し、改善への方策を模索するべきものなのに、

かかる対応の遅れをとってしまったのをどう見たらよいのであろうか。

しかし、根本的に大学当事者の改革に対する意識の不足または欠如があ

ったことは否めない。このことは、大学の講義そのものにも言えること

である。

はじめに戻るが、いくつかの社会的要因による大学入学者の質的変化

に対応する大学の取り組みは、先見の明のある個々の大学人による実践

はあっても、組織的な取り組みは遅れており、いま始まったばかりと言

っても過言ではない。しかも、大学人による討議の積み重ねによるもの

ではなく、およそ大学にふさわしくない上意下達方式が大半である。

イギリス文化に関する講義も、当然ながら従来の講義式を脱してテー

マ別に学生の発表と討論形式にすることになる。教材はテキストを用い、

ビデオ、スライド、OHP等の機器を利用する。これは、簡単なようだが、

大変な準備と指導力が必要となる。つまり学生の質、考え方、基礎学力

の知識と、それらに見合う授業の組み立て・展開の工夫が必要になるか

らである。

克服しなければならない難点はいくつもある。多数の学生は漫画を読

んでも活字読書を好まない。シリアスな文面には興味も関心も湧かない。

したがってエッセイ程度の比喩や抽象的表現が理解できない。2行ほど

の文の文意や文脈がつかめない。段落ごとのまとめができないなどない

ないづくしである。しかも、戦後50年の初等中等教育の中で、画一的に

多くの必修科目を学習させられ、安易に選択肢から解答を求めさせられ

た（選択肢解答は近年大勢を占めてきている）結果、日本人学生はいま

や選択肢がなければ何事も解答ができない思考パターンが出来上がって

谷村善通　イギリス文化教授法の改善をめざして─ハノーヴァー朝（ヴィクトリア女王まで）をめぐって─
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しまった。さらに悪いことに、日本の家庭でも学校でも、子供と辛抱強

く話し合う習慣がない。特に学校教育の中でグループ単位に話し合わせ

る授業が極端に少ない。そのために子供たちは与えられたテーマについ

てまとまった基礎知識を蓄積することも、思考過程を育てることも習慣

化されなかった。このような環境下で成長した大学生に対して討論形式

の授業を成立させていくのはいかに大変なことか容易に想像できうると

ころである。

2．イギリス文化授業の基本姿勢

この稿ではVTR等のAV教材の扱いについては触れないで、もっぱら

興味を持たせる教材の精選、わかりやすい授業の組み立て、そのための

資料の分析等を中心とする。また、基本姿勢については「現代の学生に

イギリス文化をいかに教えるか（その 1）」（駒澤大学苫小牧短期大学紀

要第29号）で詳述しているので簡単に記述することになるが、セメスタ

ー制や、履修登録人数等の変更などによる若干の変更がある。

（1）授業形態

小人数（20～ 30人）によるディスカッション方式が望ましいが、40

人以上のクラスになれば、任意または指名による意見交換、さらにパネ

ルディスカッションが考えられる。講義部分はなるべく少なくし、まと

めやヒューマンドキュメントに限りたい。

（2）教材とその扱い

①　現代のイギリス文化を扱うテキストを採用する。

②　ハノーヴァ朝時代（ヴィクトリアまで）の影響を色濃く残してい

る文化を限定する。

③　特色ある文化の歴史的背景（政治・経済・世界的状況）について

はプリント、発表、講義等で簡単に補う。

苫小牧駒澤大学紀要　創刊号
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④　比較文化として何が、どこがイギリス的なのかを常に意識させる。

（3）講義時間数

ハノーヴァ朝期は、イギリス文化史の中で大きな転換期であったし、

現代に隣接し、現代文化の特徴をもっとも際立たせるものなので 15講時

中3～4講時をあてる。

3．ハノーヴァ朝期（ヴィクトリアまで）の文化特色の特定

スチュアート朝期の 2つの重大な政治革命；ピュリタン革命（1640～

1649）と名誉革命（1689）を経て、王権に対する議会の優位性を確立し

ていったイギリスはハノーヴァ朝に入り、さらに政治革命とは異なるい

くつもの革命を経て文化に大きな変化をもたらした。

（1）商業革命

名誉革命後、立憲君主制をスタート（スチュアート朝末期）させたイ

ギリスは、ハノーヴァ朝初期にかけて地中海および大西洋の制海権を一

手に握るようになって、海外貿易と植民地拡大に力を入れ、輸出・輸

入・再輸出の形で貿易の世界制覇をめざすことになった。この70年余り

の期間をイギリスの商業革命とよび、貴族階級だけでなく、庶民の生活

文化を変える革命になっていった。

（2）第2次農業革命

ジョージ三世（1760～1820）治世に起こった産業革命と農業革命は重

大な相関関係を持つが、産業革命の途中で、農業革命は早くも達成され

てしまった。

①　1760年以後、科学や衛生観念の向上により人口が急増加した。

②　ノーフォーク農法によって農産物生産量は爆発的増加をたどっ

た。

③　第 2次囲い込みが徹底し、貧農は土地を持たない労働者か都市労

谷村善通　イギリス文化教授法の改善をめざして─ハノーヴァー朝（ヴィクトリア女王まで）をめぐって─
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働者になった。

④　農業における資本主義体制（地主―農業経営者―農業労働者）が

確立していった。

農業革命の結果、農業地帯から大量の労働力が都市に流出し、都市の

新しい庶民文化を育てることになった。一方、地主の利益は莫大に膨れ

上がり、庶民院の強力なジェントリー層を構成した。その結果、上流階

級の文化はいち早く地主たちによって吸収され、ジェントリーたちは中

央に負けない文化（美術・文学・科学・スポーツ）の擁護者となった。

（3）産業革命

産業革命は、上述の商業革命に技術革新が結びついて急激に発展した

過程である。ヨーロッパ大陸諸国が戦争に明け暮れているうちにイギリ

スは海外貿易と植民地の拡大に精力を集中し、確実に成功を収めていっ

た背景がなければ、産業革命はイギリスに起こらなかったのではなかろ

うか、そして現代の世界文化に及ぼした影響は明らかに違ったものにな

ったのではなかろうかと想像される。

①　毛織物から綿織物への転換と生産量の飛躍的増大

②　蒸気機関の発明―水力から石炭へ（織物産業・鉄鋼産業・交通産

業等の発達）

③　織物・工業製品の輸出増大と植民地拡大、活発な海外投資で世界

市場独占体制に入る。

100年以上にわたる産業革命によって、世界の富のイギリス集中が生

じた。急激な変化のために、国内では貧富の差は増大したが、幾多の階

級闘争を経て、次第に労働者の生活改善や、貧困者救済の法整備が進み、

19世紀の後半ころには初等教育法も制定され、労働者の生活水準は向上

した。

産業革命の結果、イギリス国民（スコットランド、ウエルズ、アイル

ランドも含めて）の生活に根本的な変化が起こり、その影響は文化全体
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に及んだ。

4．資料としてのハノーヴァ朝期（ヴィクトリアまで）の国内

外情勢

この期の政治・経済を簡単にプリントし、1時間ほどで概説する。取

り上げる観点は、対外的な情勢、産業革命、農村と都市の変化の相互関

係をいかに明確にするかというところにある。そのために少なくともチ

ューダー朝の一部、さらにスチュアート朝との関連は重要なので、その

関係部分を含む。しかし、この稿では文化の歴史過程や背景に必要な歴

史事実を資料として少し詳しく列挙し、文化との関わりの中で取捨選択

する作業は授業の直前の作業とする。

まず学生たちに銘記させる2つの重要な歴史的経緯がある。

①　スチュアート朝、ハノーヴァ朝の 3世紀はイギリスの近代化に向

かう激動期であった。古い体制の辺境の島国から世界の最強国にの

しあがるイギリス史上まれに見る活力ある変動期であった。

②　同時に文化面においては、スチュアート朝の後期まで、イギリス

の文化は多く、残念ながらフランス文化のコピーであった。それが

2つの政治革命を経て、次第にヨーロッパ諸国から政治・経済面だ

けでなく、文化の面でも注目される存在に変身していき、ハノーヴ

ァ朝で開花することになった。

（1）政治的資料

ア．チューダー朝関係分

（ア）宗教改革（1529～1536） ヘンリー8世の離婚問題から端を発し、

イギリス国教会が設立（1534）され、ローマ協会からの離脱を宣言し、

カトリックからプロテスタントへ宗旨変えを行った。

関連事項：①国王至上法、修道院解散、教区簿冊の作成等王権によ
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る中央集権化が強化される。②ジェントリーの勃興（議会の優位、子

弟の大学進学）③トーマス・モア（土地囲み込みへの批判［ユートピ

ア］、国王離婚に伴う宗教的合法化に対する批判）④ロンドン塔の悲

劇

（イ）エリザベス時代（1558～ 1603） 列強の脅威、特にスペインの

脅威を排除し、海外進出を積極的に進めた。国内では大陸よりは遅れ

たが見事なイギリスルネッサンスが開花した。

関連事項：①イギリス海賊の横行　②スペイン無敵艦隊撃破　③都

市文化の形成　④貴族、ジェントリー、庶民を結ぶシェクスピア劇

イ．スチューアート朝関係分

（ア）ピューリタン革命（1640～ 60） スコットランドとの和平の賠

償金支払い問題で「長期議会」を招集したことに端を発した。議会は

国王の大権行使を議会制定法で制限することに成功したが、プロテス

タント虐殺事件等にチャールズ国王が画策、42年国王による議会への

のり込みで議会が分裂し、第 1次内乱が始まった。45年第 1次内乱終

結し国王は捕虜となったが、議会や軍隊の内部分裂で抗争は激化した。

48年議会と軍隊の衝突で第 2次内乱が起こったが、クロムウエルは独

立派とレヴェラーズの和解から内戦を勝ち抜き、その年に勝利を収め、

49年1月チャールズ一世は処刑された。

関連事項：①コモン・ロー（マグナカルタ）の復活　②「パトニ討

論」③共和国ー王政復古　④ピルグリム・ファーザーズ（1620）⑤ガ

イ・フォークス・デー（1605．11．5）⑥土地の私有財産権の確立（後

見裁判所の廃止）

（イ）名誉革命（1688～ 89） ジェムズ 2世の専制とプロテスタント

に対する迫害の恐れから、議会（トーリー、ホイッグ両派）はオラニ

エ公ウィレムに援助を要請、ジェムズ二世はフランスに逃亡した。
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議会は、王権を制約する「権利と自由」を宣言（後の権利章典）し、

この承認をウィレムとメアリから得て、両名を共同統治者として王位

につけた。ここに立憲君主国の基礎が固まった。

関連事項：①トーリー党、ホイッグ党　②地方自治体法（1661）・

審査律（1675）によるローマ・カトリック教会員への差別　③ニュー

トンの変身　④商業革命（航海法の保護の下による）と植民地拡大政

策との関連　⑤グランド・ツアー　⑥スコットランドとの連合王国

ウ．ハノーヴァー朝関係分

（ア）ジョージ一世～ウィリアム四世期。この約　100　年間、国内の政治

は、名誉革命体制の維持・拡張の時期であった。名誉革命は内容的に

は専制的な君主権力に対する議会、立法部の勝利ではあったが、それ

は社会を根本から改革する革命ではなく、貴族・ジェントリーの既得

権を保証する革命であった。したがって、古い慣習法を守る保守的な

空気が支配的で、18世紀前半に起こった王位奪回の 2度の反乱（ジャ

コバイトの反乱）も大事に至らず、政治は安定期に入った。体制が保

守的で悪弊が多かったにもかかわらず、なぜ、この期がイギリスの大

きな繁栄期になったのであろうか。それは王権を制約した①議会政治

が、貴族・地主階級に有利に展開し、彼らは②言論・出版・人身の自

由を謳歌し、才能のある人々が活気に満ちた活動を展開したことと、

植民地の拡大に伴う貿易・海外投資の伸長によって商人や地主・工場

経営者等が急速に莫大な利益を得るようになったためである。上記の

①②の点は大陸のアンシァン・レジュームの諸国のケースと全く異な

るところである。

貿易の活発化により綿織物の需要は高まり、生産技術は向上し、

1760年代の紡績機械の発明に端を発し、産業革命時代へと突入した。

そして次々と新発明、新技術の開発、その早急な利用が続き、イギリ
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スに未曾有の繁栄がもたらされたのである。

対外的には戦争の多い世紀であったが、アメリカ独立戦争での敗退

を除いて、スペイン継承戦争、オーストリア王位継承戦争、七年戦争

を勝ち抜き、さらにナポレオン戦争に勝利して、植民地領土は飛躍的

に拡大していった。

関連事項：①内閣の誕生（ウォルポール）②大ピット、小ピット③

ノーフォーク農法　④蒸気機関と鉄道　⑤東インド会社　⑥奴隷貿易

⑦生活革命（砂糖・綿・紅茶、コーヒーハウス、ドルアリー・レイン

劇場）⑧アイルランド合併　⑨フランス文化とアングロマニア　⑩貴

族・地主階級の文化への貢献　⑪ピータール事件（社会激変のひずみ）

⑫庭園の変化（ルネッサンス様式から風景式庭園へ）

（イ）ヴィクトリア女王期。

対外情勢：女王時代を含む19　世紀のイギリスは、産業革命と植民地拡

大の盛んな活動期が絶頂に達した時期にあり、同時に　1870　年ころを境

として成熟期から衰退へ向かう時期にあった。ナポレオン戦争終結後、

ヨーロッパに 100年の平和が訪れた。イギリスの植民地拡大は旺盛で

アメリカを失ったが、カナダ、インド、中国等半植民地化した地域も

含めてその領有権はヴィクトリア女王時代に最大となった。

1851年に世界初の万国博覧会がロンドンで開かれたが、この50年代、

60年代がイギリス繁栄の絶頂期であった。そしてイギリス第 2帝国は

その版図、富においてめざましい発展を遂げ、世界に敵無しの状態で

あった。増大する人口増加のはけ口は世界各地の植民地で、その数は

毎年ひきも切らなかった。

重商主義の時代は終わりをつげた。独占がなくても海運業界は世界

をリードできたし、どの植民地も本国の貿易独占を望まなくなってい

た。かくして、自由貿易政策が取られ、関税も航海法も廃止（1849）に
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追い込まれた。このことは、イギリスにとって重大な利益と損失を生

ずることになった。利益は自由貿易政策により他国との経済摩擦がな

くなり、長いイギリスの平和に貢献した。損失は、すぐにはやってこ

なかったが、やがて各植民地が、自治領になり、各自治領でイギリス

に対しても関税を課すことのできる自由を得たこと、そしてアメリカ、

ドイツ、フランスなどの後進国が急速に生産力、輸出力をつけてきた

のに、イギリスは旧態依然の国内体制を完全に脱却できず、20　世紀初

頭には完全に逆転現象が起こったことである。

対内情勢：古い階級制度を維持しつつ、かつ、民主主義の道をゆっ

くりとそして確実に歩んできた 18・ 19世紀のイギリス史の過程は、

イギリス人の保守的な体質とピュリタン革命に懲りて何事も話合いで

穏健に事を処理するイギリス人（イギリス議会）の英知のなせる業で

ある。

しかし、産業革命の急激な社会変化は、次第に、しかも必然的に社

会構造を変えざるを得なかった。

産業革命は、その発展途上においてイギリスに新しい工業都市を

次々に誕生させ、巨大化させていったが、同時に農業改革にもつなが

り、生産力を増大させた。そのため資本主義的農業体制（地主－農業

経営者－農業労働者）が確立した。農業労働者（および農村部におけ

る家内労働者）の生活（一家共稼ぎ）は苦しかったが、1850年前まで

は農村の人口は都市生活者を上回っていた。一方、都市部の工業化は

活発で、前世紀から急増していた人口の多くは、都市部と植民地へと

集中した。

都市部と農村部の労働者は低賃金と劣悪な労働条件（工場では、1

日 16～ 18時間労働）を長年耐え忍んでいたが、1831年の深刻な経済

不況、コレラ流行などで極度の社会不安が起こった。社会混乱を恐れ

て、議会改革案は難産の末に成立した。これが第一次選挙法改正法で
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あった。十分な改革と言えない内容であるが、国民が支配階級からは

じめて彼らの特権（マグナカルタ）の一部をもぎ取って自分のものに

したのである。

この世紀は　20　世紀にかけて、人権擁護の民主主義の戦いが、ひと

つひとつ解決されていった画期的な世紀である。大陸やアジアの国々

の一夜にして起こった政変や、内戦、外国からの干渉などの急激な過

程をとらず、危機一髪のときに必ず人々の英知が働いて流血を見ない

で済んできたのである。その項目の主なものを列挙してみると、

1．団結禁止法廃止（1824）―労働組合結成が盛んになり、全国的な

組織化も進められた。

2．審査法・都市自治体法の廃止（1828）―ローマ・カトリック教徒

の権利回復

3．第一次選挙法改正法（1832）―大半の腐敗選挙区議席の廃止、選

挙権者の拡大

4．帝国内における奴隷制度の廃止（1833）

5．新救貧法（1834）―労働者の貧民状態からの脱却、救貧院の性格

変更（刑罰的な収容から実質的な救済へ。法的には社会再編成への

第一歩となる改革。失業者救済などの法的措置を考慮しないで不

評）

6．穀物法廃止法（1846）―中産階級のジェントリーに対する勝利、

高度集約農業の普及（低利資金の長期貸付）―ジェントリー存続

7．10時間法（1847）―上述にあるように工場の労働時間は 1日に 10

数時間に上り、しかも年少者酷使の傾向があった。この世紀に 6度

以上の工場法改正を経てやっと10時間法が成立した。

8．第二次選挙法改正法（1867）―都市自治体のすべての戸主と家賃

10ポンドを支払う借家人まで選挙権拡大、連合王国全体で有権者数

は倍増。初めて地方自治体の選挙で女性納税者に選挙権が与えられ
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た。しかし、女性に普通選挙権を認めたのは　1928　年である。

9．第三次選挙法改正法（1884）―農村・炭坑の労働者（州選挙区）

に拡大。普通選挙に近づいた。全人口の12～13％を占めた。

関連事項：①クリミア戦争　②チャーチス運動　③万国博覧会　④

ジェントルマンの変質（新ブルジョアジーの誕生）⑤初等教育義務化

と無償化（1891）⑥ボーア戦争　⑦国会議事堂の建築と再建築の逸話

⑧チャールズ・ディッケンズ　⑨ゴシック建築　⑩田園風景の変化

⑪イギリス英語（標準化、コックニー）

5．授業で扱うハノーヴァ朝文化の骨格と肉付け

ハノーヴァ朝の文化を扱う際の観点は、すでに最初のほうで述べたが、

一番簡単なのは、ハノーヴァ朝期の歴史を扱い、その時代にあった文化

の主要なものを主題として提供することである。しかし、これでは平板

すぎて工夫も何もないものになってしまう。

そこで立体的に、またはスパイラルな手法で、しかも簡潔で理解しや

すい授業ということになると、イギリス文化の軸をしっかりさせること

である。

（1）国民性を文化の軸に

それは、文化の現象面ではなく、人種、民族、風土の長い歴史によっ

て培われたイギリスの国民性、精神・行動性を軸に展開しなければなら

ない。わたしは、イギリス人の気質に、ヨーロッパ大陸の諸国民と共通

なもの、例えば合理主義、積極的な行動性を感ずると共に、彼らにはな

い異質なもの、たとえば日本人には共通する反骨精神、頑固、保守性を

強く意識する。また、この国民は自由をもっとも尊重する。イギリスの

歴史は束縛された国民が自由を求めて戦ってきた歴史といって過言では

ない。自由は個人のプライバシイの尊重であり、他人に干渉しない自由
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でもある。自分の自由も他人の自由も守るところからフェアプレイの精

神が育成される。

中世や近代における農民や都市労働者が地主や経営者から苛酷な待遇

を受け、また、植民地の諸国民が、されるままに収奪されたきた歴史的

事実があるのに、なぜかイギリス国民には他を思いやる寛容の精神が強

い。わたしの独断が入るかもしれないが、これはアジア的な「愛」とも

「人類愛」とも少し違うようだ。つまり、自由の精神の延長線上にある

他人への干渉を抑制する精神構造がイギリス人にはあるのではないかと

いうことである。世界歴史でいろいろな民族が征服者となり、植民地の

被征服者への苛酷な圧政が伝えられてきているが、イギリスの場合、弾

圧や搾取はあったが、その政治的支配は、人道主義、啓蒙主義に基づく

ものであった。上述のイギリス人に特有とみなされる幾多の国民性に関

する事例はいろいろあるが、この稿の目的ではないので割愛する。しか

し、授業では、この国民性を軸として、イギリスの各階層、上は国王か

ら下は一般労働者まで、そして中世・近世・現代を貫くイギリス歴史に

一本筋を通す。

（2）テーマの設定

一期のセメスター内でイギリス文化のすべてを伝えることはできな

い。しかも、ハノーヴァー朝期を全体の 4時間程度とすると、国民性を

軸としてどの文化面をどれほど扱うのがもっとも効果的かは難しい選択

である。文化を広くとれば政治を含めてすべての分野が対象となる。狭

くするとハノーヴァー朝の社会背景が希薄になって現象面の事実の紹介

に過ぎなくなる。一応それらのことを念頭において、教師側として取り

あげたいものと、学生側が関心を抱くであろうものに大別して次のテー

マを候補にしてみた。

（教師が入れたいテーマ）

1．コピー文化と自国文化の確立
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2．国王と議会

3．階級制の変遷

4．法改革と社会変化

5．商業革命、農業革命、産業革命、

6．産業革命時における教会、大学

7．農村生活者と都市生活者

（学生が好むと思われるテーマ）

1．ジェントルマンと疑似ジェントルマン

2．都市と田園

3．海外に新天地を求めた人々の軌跡

4．交通の発達

5．万国博覧会

6．都会の風俗の変化

7．現代に残る風習

（3）テーマの骨格と肉付け

ハノーヴァー朝期に 4講義時間をあてるとしたら、上記のテーマから

精々 4項目の選択となろう。どのテーマにしてもその時代のイギリス人

の生活、活動、国民性を十分に反映できるものである。どのテーマを最

終的に選択するかは、シラバス作成時の諸々の条件に左右されることに

なる。そこで実際の授業展開として、上記のテーマから一つ選んで教材

内容の組み立てと肉付けをしてみよう。教師側のテーマの中で、「階級

制の変遷」が政治・経済・社会のどの文化面にも豊富な話題性を持ち、

しかもイギリス人の国民性を如実に示す好例と思われるので、これをと

りあげることにする。
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Ａ．階級制の変遷

1．骨組み部分の項目

①　身分と階級の歴史―過去のみでなく現代とのつながりを重視す

る。

②　階級の種類

（1）ハノーヴァー朝期以前　王族―貴族―平民

（2）ハノーヴァー朝期　王族・貴族（上流階級）―小地主・専門

職・経営者・商人（中流階級）―農民・労働者（下層階級）

（3）現代　王族・貴族・社会（政治・経済・学問）貢献者（上流階

級）―知的経済富裕者（地主・各界の専門上級者・経営者）（上

層中流階級）―知的労働者（各界の下級専門者）（下層中流階

級）・熟練技能者―肉体労働者（未熟練労働者、機械工、ウエイタ

ーなど）

③　階級指標

（1）固有な文化・風俗―言葉・生活様式・住居

（2）職業・収入

（3）教育

（4）家系

④　階級温存の理由

（1）上流・中流階級に保守性が強く、垣根をより強固にする。

（2）労働者は昔から政治より経済に関心が強く、自分の暮らしが豊

かになればそれ以上のことを望まない。

（3）イギリスは、日本と違って実質的な学歴尊重の国なので、青年

達は、階級移動に必要な高度の教養・専門知識を身につけるより

も早いうちに収入が得られる職を求める。

⑤階級変遷過程における可変条件

（1）封建制から資本主義経済体制へ
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（2）農業革命、商業革命、産業革命

（3）選挙法改正等に見られる新興勢力の権利闘争

（4）植民地の拡大

2．肉付け部分の項目

①　階級の種類

（1）上流階級のうち貴族はほとんどが大地主であった。

（2）中流階級の専門職とは、農商工業の経営者、官吏、聖職者、教

師、軍士官等を指した。

（3）構成比は 1803年におこなわれた社会別所得調査では 3等分であ

った。

（4）近代のイギリス社会構造についての或る調査は次のように報告

している。

（ア）貴族（国王・貴族）約200家族

（イ）上流階級庶民（ジェントリ）約20、000家族

（ア）（イ）を合わせて上流階級。全体人口の約5％

（ウ）中流階級（市民・富豪・ブルジョア・ヨーマン）。全体人口の

約20％

（エ）都市住民・レイバラー・貧民・浮浪者。全体人口の約75％

②　階級指標の（1）が重要で、イギリス人には階級意識の自覚が強

い。昔から貴族階級には noblesse oblige　の義務感があり、時代を経

て貴族だけでなく、また階級だけでなく、身分や地位が上のものは

下のものに対してその義務を遂行して、自分の階級を誇りにする傾

向がある。

（ア）階級で言葉が、語彙およびアクセントが異なる。サッチャー

もブレアーも矯正して上流英語または標準英語をつかっている。

発音を聞いてその人がどこで教育を受けたかわかるそうだ。コク
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ニーは完全にロンドンの下町なまりである。また、貴族を呼ぶと

きは姓名でなく、爵位を呼ぶ。

（イ）上流の人々は、現在でも地主が多く、カントリハウスの所有

者である。開放したり、民宿をさせたりして税金対策をする貴

族・ジェントリもいる。カントリハウスの所有がステイタスとな

る。

（ウ）食事では、上・中流階級のディナーは夕食、労働者階級のデ

ィナーは昼食である。

17世紀はコーヒーもティーも薬として貴族階級で愛飲された。

次第に飲み物とし定着し、18世紀から19世紀にかけて中流階級に、

そして労働者階級へと広まった。コーヒーハウスは上・中流の

人々の社交の場になった。19世紀中頃までにアフタヌーン・ティ

ーの習慣が中流階級に定着した。

（エ）貴族やジェントリーは、家紋をもつ。それ以外の人々は家紋

をもつことを許されなかった。

（オ）クリケット、ラグビーは上・中流の子弟に大いに奨励された

スポーツである。サッカーはどちらかというと労働者階級のスポ

ーツである。

（カ）新聞は上・中流階級の読み物であったが、19世紀末から 20世

紀にかけて、国民の教育向上が促進され、いまでは前国民が新聞

を読む毎日であるが、上級紙は、上・中流階級に、大衆紙は労働

者階級の新聞に分かれていった。

3．全体的な組み立て

このあとはどう教材を精選し、授業を組み立てるかである。

（1）中心軸に国民性として保守的で、頑固な特権意識がおかれるが、

自由の尊重、寛容、上位の者のノーブレス・オブリージェの精神等
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は、それらの下位におかれる。

（2）3角柱のピラミッド型の上位から、王・貴族ジェントリー・中産

階級・労働者の順で 3～ 4層に輪切りにして階層を作る。中産階級

の変化について社会変化（上記の可変条件）の記述を添える。

（3）左右に時代順と各層の固有な文化・風俗を配置し、上流から下層

へ文化の伝播する経緯も明示する。

最後の「授業の組み立て」作業についてチャート化する時間がな

く残念であったが、この構図でかなり豊富な教材を立体化し、当時

の階級制の明確な全体図を学生に提示できるのではないかと思う。

このチャート化によって、階級性についていろいろな角度から、討

論の糸口を引き出せると確信する。

参考文献

1．Britain (James O’Driscoll   Oxford)

2．History of England (G. M. Trevelyan   Longmans,  Green & Co.) vol. 1, 2, 3

3．A People’s History of England (A. L. Morton   Lawrence& Wishart,  Rondon)

4．イギリスの生活と文化事典（出口保夫ほか　研究社出版）

5．イギリス文化史入門（井野瀬久美恵　昭和堂）

6．イギリス文化論序説（高山信雄　こびあん書房）

7．アングロサクソンと日本人（渡部昇一　新潮選書）

8．イギリス（小池滋　監修　新潮社）

9．イギリス人（アントンー．グリン　研究社出版）

10．イギリス（今井宏　山川出版社）

（たにむら　よしみち・本学講師）
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A Study of Othello

─On the Character of Iago─

嶺　　　金　治

序

この劇の主人公は　Othello であって、Iago はあくまで脇役である。

しかし、優れた知力と強い意志で奸計をめぐらせ、Cassio を毒牙にか

け、Othello と　Desdemona を破滅させ、Roderigo と　Emilia を

死に追い込んだのは　Iago である。それは、彼の妻で、Desdemona

の侍女でもある　Emilia が、彼女の死を見て、彼に‘your reports have

set the murder on.’（V. ii. 187）「あなたの告げ口から起った人殺しなんだ

よ」と言っていることからでも明らかであり、更に殺害された

Roderigo、Emilia、Desdemona および自害した　Othello の死体を前

にして、ヴェニスの元老院議員の一人　Lodovico が　Iago に向って

Look on the tragic loading of this bed;

This is thy work: ....................................................... (V. ii. 364-4)

寝床に折り重なっているこの悲惨な姿を見ろ。

これがお前のしたことだぞ。………………

と言っていることからでも明らかである。Iago は気転の利く行動的な

人で、この劇を進展させる‘an interesting rogue’（1）である。知力に優れ
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ていると自認する彼は、他人の幸福を見ると自分の優越感が傷つけられ

ていると思い、我慢できないのである。彼は副官の地位についた

Cassio を憎み、Cassio を任官させた単純で内省を欠く　Othello を

謀り、無垢な　Desdemona を捲き込んで、自負心を傷つけられたうっ

憤を晴らそうとする利己的で非情冷酷な人間である。彼は、このうっ憤

晴らしを　Cassio の副官免職から手掛け、臨機応変に計画し、結果的

には、彼自身も捲き込まれて破滅することになる。

堂々として行動的ではあるが、単純で思索力に乏しい将軍　Othello

が‘My life upon her faith’（I. iii. 295）「彼女の真実に私の命をかける」と

言って、深く愛した清純無垢な　Desdemona を、欺されて絞殺する結

果になるところにこの劇の痛ましい悲劇がある。そしてその源はすべて

Machiavelian の　Iago にある。こゝでは、その　Iago に焦点を絞っ

て考察することにする。

I

Iago のうっ憤晴らしの策略は、彼の第一独白にその奇怪なあらまし

が見られる。

Thus do I ever make my fool my purse;

For I mine own gain'd knowledge should profane,

If I would time expend with such a snipe,

But for my sport and profit. I hate the Moor;

And it is thought abroad, that 'twixt my sheets

He has done my office: I know not 't be true;

But I, for mere suspicion in that kind,

Will do as if for surety. He holds me well;
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The better shall my purpose work on him.

Cassio's a proper man: let me see now:

To get his place and to plume up my will

In double knavery─How, how?─Let's see:─

After some time, to abuse Othello's ear

That he is too familiar with his wife.

He hath a person and a smooth dispose

To be suspected, framed to make woman false.

The Moor is of a free and open nature,

That thinks men honest that but seem to be so,

And will as tenderly be led by the nose

As asses are. (I. iii. 389-408)

こうして、いつも阿呆が俺の財布になるんだ。

慰さみや利益のため以外の目的で

あんな馬鹿と時間をつぶすようでは

自分でつけた知恵を汚すことになる。俺はムーアが憎い。

世間では、俺の寝床で俺の代理をつとめたという噂だ。

真偽のほどは知らないが

そういう嫌疑だけで、それが事実で

あるかのように行動してやる。彼は俺を信用している。

彼をやっつけるのに、ますます好都合だ。

キャシオーは美男子だ。ええと、

あいつの他位を奪い取って、二重の悪だくみで

俺の欲望を思う存分見事に遂げたい。─どうして？─ええと─

しばらく経ってからオセローの耳に

あいつは奥さんと仲が良過ぎると欺いてやる。

苫小牧駒澤大学紀要　創刊号

37

よこ組...大学用...  99.3.30 8:48 PM  ページ 37



キャシオーは嫌疑をかけられるような

風采や身振りだし、女たらしのようにできている。

ムーアは人がよくて、心の寛い率直な性質で

高潔に見えるだけで、本当に高潔だと思う。

ろ馬のように、鼻面とってやすやすと

引きずりまわされる。

財布になっている阿呆とは、ヴェニスの紳士　Roderigo のことで、

彼は　Desdemona を恋慕し、Iago に金を贈って仲立ちを依頼してい

る人物である。彼女が　Othello のもとに駈け落ちしてしまったので、

彼は失望し　Iago を非難するが、気転の利く　Iago は彼女の父であ

る元老院議員の　Brabantio に通報し、Othello と　Desdemona の関

係を破綻させることによって　Roderigo の希望を持続させることにす

るが、それは表面だけのことであって、裏面は彼自身の　Othello に対

する腹いせであり、また　Roderigo から金を搾り取ることにある。彼

は　Roderigo に　Brabant io を呼び立てさせ、卑猥な言葉で

Desdemona の駈け落ちを通報して大騒ぎを起こす。Brabantio が部下

を連れて娘の捜査追跡に向かうことを知ると、彼は急いで　Othello と

Desdemona がいる　Sagittary 館へ向ってその場を立ち去る。その際、

Roderigo には旗手としての役目柄仕方ないことで、それは看板（sign）、

つまり見せかけだと偽り、Othello には彼のことをざん言し、Brabantio

が部下を連れて追跡して来ると知らせる。Roderigo に案内されて一行

が姿を現わすと　Iago は‘You, Roderigo! come, sir, I am for you’（I. ii.

59）「やあ、ロダリーゴー！　来い、俺が相手だ」と言い、Othello に

は忠実な旗手だと思わせることを忘れない。つまり、Iago は表裏が乖

離した二重人格者である。彼が悪党（villain）とか毒蛇（viper）と言わ

れるゆえんは、正に彼の二重性にある。

嶺　金治　A Study of Othello─On the Character of Iago─

38

よこ組...大学用...  99.3.30 8:48 PM  ページ 38



Brabantio の追跡と時を同じくして　Othello にヴェニス太公からの

出頭命令が　Cassio によって伝えられる。内容はトルコ艦隊のサイプ

ラス島攻撃に備えて　Othello を指揮官として派遣することである。ヴ

ェニス太公の前で　Brabantio に告訴された　Othello は　Desdemona

と結婚したことを認めるが、彼女が彼の体験してきた艱難話をいとおし

く思って愛してくれたこと、彼としては彼女のそうした心根を愛したが

故の相愛による結婚であって、魔法によるものではない、と弁明する。

最終的には、ヴェニス太公の取り成しで　Brabantio も歎きながら、娘

の結婚を認める。Othel lo はサイプラスへトルコ征討に向かい、

Desdemona は彼の後を追って行くことになる。

再び落胆するのは　Roderigo である。Iago は絶望的になっている

彼に変装してサイプラスへ行くことを勧める。理由は、ムーア人は気が

変りやすいこと、Desdemona もやがて気が変って、自分が間違ってい

たと思うようになるというのである。つまり、二人の関係は、野蛮人と

ヴェニスの上流家庭の淑女との一時的な情熱の気まぐれだから、熱が冷

めると　Roderigo に彼女と楽しめる機会が必らず来るから金を用意し

て行くように説得する。金を用意することを八回も繰り返す　Iago の

狙いは、血迷っている彼から金を捲きあげることである。Iago が他人

を軽蔑する利己主義者であるといういわれもこの点にある。彼が‘I am

not what I am.’（I. i. 65）「俺は見かけとは違う人間だ」と言っているのは、

臨気応変な彼が　Roderigo を欺す際の言葉であるが、血迷っている当

の彼は分る筈もなく、言われるままにサイプラスへ行くことにする。舞

台はヴェニスからサイプラスへと移る。

Iago は、前述の第一独白で「ムーアが憎い」と言ってはいるが、彼

自身も知っている通り、Othello は堂々とした誠実で寛大な将軍であり、

えこひいきで　Cassio を副官に選ぶ人ではなく、Cassio をより立派

な軍人であると考えて副官としたのである。しかし　 I ago は、
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Harrison も指摘しているように‘But that is hardly sufficient an excuse

for vengeance even to such a twisted nature as Iago's. He therefore deliber-

ately sets out to persuade himself that he has been cuckolded by Othello.’（2）

というような人間である。Coleridge の‘motiveless malignity’に端を

発して、よく評される　Iago の「動機なき悪意」の動機さがしである（3）。

‘a twisted nature’の彼の意図は‘double knavery’である。つまり、

Cassio の地位を奪い取ることと　Othello に‘a jealousy so strong/That

judgement cannot cure.’（II. i. 310-1）「思慮分別では押えきれない猛烈な

嫉妬」を起させることである。Cassio に対する罠を正当化するために、

彼は第一独白では触れなかった動機として、第二独白で‘I fear Cassio

with my night-cap too─’（II. i. 316）「キャシオーも俺の枕で寝た疑いが

ある」と述べ、その腹いせに　Othello にざん言して猛烈な嫉妬を起こ

させ、しかも‘Make the Moor thank me, love me and reward me,’（II. i.

317）「ムーアに感謝させ、好きにならせ、褒美を進呈させるようにして

やる」という毒蛇のような冷酷非情な奸計をめぐらそうとする。彼は

Cass io と　Desdemona の一挙一動を見逃がさない。そして

Roderigo に彼女を得るためには　Cassio を除くことだと説得する。

つまり、Othello に対する愛情が冷めると、彼女は　Cassio に近づく

から、彼を除くことが　Roderigo にとって彼女に近づく道であると言

うのだが、狡猾で利己主義者である　Iago は、Cassio を除けば自分

が副官になれるということも考慮に入れている。彼の企みは極めて簡単

である。戦勝と　Othello の結婚とを兼ねた祝賀会の夜、夜警の指揮を

とる副官　Cassio と　Roderigo を喧嘩させることである。酒に強く

ない　Cassio は　Iago に強いられて飲みすぎ、生来、短気な彼は

Roderigo に喧嘩を売られて乱闘になる。仲裁に入ったサイプラスの前

総督　Montano が彼に切りつけられて負傷する。Iago は　Roderigo

にその場を離れ、大声で騒動を触れまわるように指示する。Othello が
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現場に現われ、事の次第の説明を　Iago に求める。Iago は　Cassio

をかばうように見せかけながら説明するが、結局　Othello の

I know, Iago,

Thy honesty and love doth mince this matter,

Making it light to Cassio. Cassio, I love thee;

But never more be officer of mine. (II. iii. 246-9)

分っている、イアゴー

お前は誠実で愛情があるから、キャシオーの罪を軽くしようとして、

事件を小さくしている。キャシオー、俺はお前が好きだ。

しかし、もう俺の士官にしておくわけにはいかない。

という裁決がくだる。Roderigo を利用して周到に仕組んだ彼の悪だく

みは見事に成功し、誠実な人間と評価されるばかりでなく、狙い通り

Cassio を蹴落すことができたのである。Iago は、まず　Cassio が

Roderigo を知らないことを確かめてから　Cassio の味方であること

を装いながら、復職のための助言をする。それは、復職嘆願を直接

Othello にではなく、将軍の将軍である　Desdemona にする方が有効

であるということである。その真の意図は、第一独白の「キャシオーは

奥さんと少々仲が良過ぎる」というざん言の材料として利用し、彼女が

彼を復職させたがるのは、彼に気があるからだと　Othello を謀ること

にある。Iago の第三独白は、Othello に対する復讐計画を更に具体化

したものである。

And by how much she strives to do him good,

She shall undo her credit with the Moor.
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So will I turn her virtue into pitch,

And out of her own goodness make the net

That shall enmesh them all. (II. iii. 364-8)

そうすれば、彼女があの男に親切にしようと努力すれば

するほど、ムーアの信用を失ってしまうことになる。

そのようにして彼女の貞節を不貞に変えて

彼女の親切から彼ら全部を

捕える網を作ってやろう。

Iago は　Cassio だけでなく、Othello と共に罪のない清純な

Desdemona も破滅させる最後の計画に取りかかる。

II

Emilia の取り計らいで　Cassio は　Desdemona と会う機会を得

る。諸批評家が指摘する「誘惑の場面」の展開である。Iago の助言通

り　Cassio が彼女に復職嘆願をしているところへ　Othello と　Iago

が現われる。Cassio は　Othello の姿を見ると彼女が引き止めるのも

聞かないで、急いで立ち去る。罠にかけようと虎視眈々と二人の行動を

見守っている　Iago の最初の言葉は‘Ha! I like not that.’（III. iii. 34）

「あっ！　嫌だなぁ」で始まり、Othello の注意を引き、徐々に彼を疑

惑へと誘う。Othello の‘Was not that Cassio parted from my wife?’（III.

iii. 37）「家内と別れて行ったのはキャシオーではなかったか？」の問い

に対しては、

Cassio, my lord! No, sure, I cannot think it,
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That he would steal away so guilty-like,

Seeing you coming. (III. iii. 38-40)

キャシオーですって、閣下！　いやあ、そんな筈はありません。

あの人なら閣下がおいでになるのを見て、悪いことしたみたいに

あんなにこそこそ逃げることはないでしょう。

と　Cassio であることを事前に知っていながら、遠まわしに　Othello

に不審の念を起こさせるようなことを言う。

Othello と　Iago の対話について何も知らない　Desdemona は、

すぐに、しかも幾分しつっこく　Cassio の願いを訴える。その中の一

つの文言──‘What! Michael Cassio,/That came a-wooing with you,’（III.

iii. 70-1）「まあ！　マイケル・キャシオーは、あなたと一緒に私に結婚

の申し込みに来た人ですよ」──を気転の利く彼は聞き逃さない。

Othello と二人だけになって、求婚時代に　Cassio が二人の仲を知っ

ていたかどうかを確かめると‘I did not think he had been acquainted with

her.’（III. iii. 99）「彼が奥様と知りあいだったとは知りませんでした」と

遠まわしに　Cassio の秘密を握っているような思わせぶりをする。そ

して　Cassio は確かに正直者だと思うと言い、Othello もそれを認め

ると‘Men should be what they seem;/Or those that be not, would they

might seem none!’（III. iii. 126-7）「人は見かけ通りであるべきです。そう

でない人は正直そうな顔をするのはやめてもらいたい」と述べ、恰も

Cassio が見かけ通りの人間ではないかのようなことを言って　Othello

の好奇心を煽り、遂には‘By heaven, I'll know thy thoughts.’（III. iii. 162）

「どうしても、お前の考えを聞かなければならない」という気を起こさ

せる。われわれは　Iago の狡猾さと同時に鋭い洞察力を読みとること

ができる。Othello は　Desdemona の貞淑を確信して疑ったこともな
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いし、嫉妬など考えられないと言いながら

I'll see before I doubt; when I doubt, prove;

And on the proof, there is no more but this,──

Away at once with love or jealousy! (III. iii. 190-2)

俺は疑う前によく見る。疑う時は、証明する。

そして事実が証明されれば、これ以外にはない。──

直ちに愛情を捨てるか、嫉妬を捨てるかだ！

と断言するが、実際は彼女に対する愛情を捨てることができないから嫉

妬も捨てることができない。Othello の苦悶と悲劇はこゝにある。Iago

は　Cassio をかばい　Othello に対する忠誠を装いながら徐々に復讐

の刃を向けて行く。‘Look to your wife; observe her well with Cassio;’（Ⅲ.

iii. 197）「奥様にご注意下さい。キャシオーと一所の時をよくごらん下さ

い」と疑惑を煽り立てながら、更に続けて

I know our country disposition well;

In Venice they do let heaven see the pranks

They dare not show their husbands; .................. (III. iii. 201-3)

私は自分の国の人の気心はよく知っています。

ヴェニスの女は、火遊びは、神に知られても

亭主にだけは見つからないようにします。……

と　Desdemona の貞節にも疑問があることをそれとなく述べながら、

その実例として‘She did deceive her father, marrying you:’（III. iii. 206）
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「奥様はお父さんを欺して、あなたと結婚された方です」と説明する。

それは、彼に　Bragantio が　Desdemona を与える時に言った言葉─

─‘Look to her, Moor, if you have eyes to see/She has deceived her father,

and may thee.’（I. iii. 293-4）「ムーア、眼があるなら彼女に気をつけるが

いゝ。彼女は父親を欺したのだから、君も欺すかもしれない」──を思

い出させて、Desdemona が不貞であるかもしれないという疑惑を一層

深刻なものにすることに成功する。Iago は、この疑惑が絶対的なもの

ではなく自分の推測に過ぎないと前置きして‘Cassio's my worthy friend’

（III. iii. 223）と彼をかばうことによって、思索に欠ける　Othello に

‘honest Iago’だと信用させ、自ら調査に乗り出さないように配慮して

いる。この配慮は見事に成功し、彼の思惑通り　Othello は‘I am

bound to thee for ever.’（III. iii. 213）「お前の厚意は一生忘れない」と感謝

する。Othello の謝意は、彼が　Iago の罠にはまった証拠である。そ

れは　Othello の独白──

Why did I marry? This honest creature doubtless

Sees and knows more, much more, than he unfolds. (III. iii. 242-3)

どうして俺は結婚したのか？　この正直な男は確かに

今言ったよりもずっと多くのことを見て知っている。

──に最もよく表われている。

清純な　Desdemona は　Othello の心の動揺に気づく筈もなく、彼が

頭痛がするというので、肌身離さず持っていた記念の贈物であるハンカ

チで縛ろうとするが、彼は小さすぎると言って、それを取り払う。それ

は彼女に気づかれないで床に落ちる。そして　Emilia の手に入る。「疑

う時は、それを証明する」と言った　Othello の言葉を忘れていない狡
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猾な　Iago は、証明する物として、Emilia に盗むように頼んでおい

た物で、彼女は唯彼の機嫌をとるためにそれを彼に渡す。彼はそれが

Cassio の手に入るように彼の下宿へ投げ込んでおき、Cassio がそれ

を所有していることがわかれば、Othello の疑惑がいよいよ確実になる

ことを十分心得ている。

Desdemona の言動からは疑惑の余地は全くないが、Iago の誘惑に

接すると、知性に欠ける単純な　Othello は真偽の判断がつかない。彼

は　Desdemona を中傷し、自分を拷問に掛けた、と　Iago に対して

激怒するが、自ら調査し、探究しようとはしない。偽善者の　Iago が

不貞腐れて‘take mine office’（III. iii. 375）「免職にして下さい」と言っ

て立ち去ろうとするのを呼び止めて、彼は‘I'll have some proof.’（III. iii.

386）「俺は何か証拠が欲しい」と訴える。この願望は、狡猾で気転の利

く　Iago の思うつぼである。‘Trifles light as air/Are to the jealous confir-

mations strong/As proofs of holy writ.’（III. iii. 322-4）「空気のように軽い事

柄でも、嫉妬している人間には、聖書の文句程強い証拠となる」と自信

をもって予言していた彼は、証拠となるには取るに足らない事を用意し

ていたのである。まず、Cassio が寝言で　Desdemona のことを言っ

たと話し、嫉妬心を掻き立てながら、記念のハンカチを　Cassio が持

っているのを見たと話す。このハンカチを持っているということは、既

に嫉妬のとりこになっている　Othello には動かぬ確たる証拠に思われ

る。彼には思索をめぐらせ吟味する余裕はない。時が経てば復職させよ

うと考えていた　 Ca s s i o の殺害を　 I a g o に命じ、自分は

Desdemona を殺害することを決意すると同時に　Iago を副官に任命

する。Iago の陰謀の一つが達成されたことになる。

Othello の心がこのような状態になっていることに気づく筈もない純

心潔白な　Desdemona は　Cassio の復職の話を持ち出す。それに対

して彼はハンカチを要求し、その魔力について説明する。事の重大さに
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驚いた彼女は、失ったことを告白できず、Cassio の復職を嘆願するこ

とによって彼の注意をそらそうとする。Cassio がそのハンカチで髯を

拭いていたと　Iago に知らされている彼は、感情をおさえることがで

きなくなって遂に部屋から出て行く。Iago は誘惑の効果があったこと

を知ると更に自信をつけたかのように嘘の上塗りをする。Cassio が

Desdemona と一所に寝たことを白状したと聞くと、Othello は嫉妬と

不面目のあまり失神してしまう。その時の　Iago の独白は、正に　vil-

lain というよりも悪魔か魔女の呪文である。

Work on,

My medicine, work! Thus credulous fools are caught; 

And many worthy and chaste dames even thus,

All guiltless, meet reproach......... (IV. i. 45-8)

廻れ、廻れ、

俺の毒薬、廻れ！　この調子で人のよい阿呆共が引っ掛る。

立派な貞淑な婦人たちでさえ身に覚えがなくても

この調子でやられるのだ。……

丁度その時、Cassio が現われるが、Iago は、Othello が意識を取

りもどして　Cassio に詰問するようなことがあれば、陰謀が露見する

ことを恐れる。そこで気転を利かして彼をその場から立ち去らせ

Othello が意識を回復すると、自分と　Cassio の話を立ち聞きするこ

とができるように巧妙に企画する。彼と　Cassio の話は、Cassio と

彼の情婦　Bianca に関することであるが、Othello には　Cassio と

Desdemona に関する話であるように入れ知恵してある。彼の巧妙な術

策にはまって、Othello が　Cassio の一挙一動に激怒している時に、
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Cassio からその模様を写しとるように頼まれていた　Bianca が、例

のハンカチを返しにやって来る。Othello は、確かに自分が妻に贈った

ハンカチであると受けとめ、後で　Iago からもそれが事実であったと

聞くと、嫉妬で判断力を失い、‘I would have him nine years a-killing!’

（IV. i. 188）「あの男を九年殺しにしてやりたい」と激怒するが、彼は、

その怒りを　Desdemona へ向けさせ、彼女を絞殺するように勧め、

Cassio の始末は自分が引き受ける約束をする。

III

Othello が夜になってから　Desdemona の殺害を決行することにし

たその日、ヴェニスからの使者として　Desdemona の従兄の

Lodovico が、Othello の帰国と　Cassio のサイプラス総督昇進を知

らせる元老院からの手紙を持ってサイプラスに到着する。

Lodovico が‘Is there division 'twixt my lord and Cassio?’（Ⅳ. i. 242）

「将軍とキャシオーとの間に仲たがいでもあるのですか」との質問に対

して清純無垢の　Desdemona は

A most unhappy one: I would do much 

To atone them, for the love I bear to Cassio. (IV. i. 243-4)

本当に不幸なことです。仲直りできるなら私は

何でもします。私はキャシオーが好きだから。

と応える。不貞で疑惑をかけられるような事実があれば、このようなこ

とは言わない筈であるが、疑惑をかけられていることさえ知らぬ誠実な

彼女の‘ for the love I bear to Cassio’という言葉にかっとなった
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Othello は彼女を‘devil’と怒鳴り、打擲する。それを目撃して驚愕

する　Lodovico に対して　Iago は平然として　Othello のことを

‘He is much changed.’（IV. i. 279）「随分お変りになりました」と述べる

程、冷酷非情な人間である。Desdemona 絞殺を決行する直前、彼は侍

女の　Emilia に不審なところはなかったかを尋問するが、彼女の応え

は、Desdemona が潔白（honest）で貞淑（chaste）で真実（true）であ

ったということだけである。この尋問は　Iago の毒に完全に犯される

前にするべきであったろう。嫉妬に狂った彼には最早　Emilia の誠意

を込めた説明を聞く耳がない。思慮の足りない彼は唯　Iago を誠実な

人間だと信じ、Cassio についても自分で調査することをしなかった。

Desdemona に対する尋問もあまりに遅すぎた。彼女は彼が何を怒って

いるのかさえ理解できない程、彼は一方的に　Iago の陰謀にはめこま

れてしまっていた。彼は彼女を姦婦（whore）と言い、淫売（strumpet）

と罵って部屋を去って行く。そこへ　Emilia に伴なわれて来た　Iago

は、泣いている　Desdemona に同情する振りを見せながら‘'tis but his

humour.’（IV. ii. 165）「ちょっとした気まぐれですよ」と言って、自分の

注ぎ込んだ毒の効果を楽しげに眺めている様子である。しかし、この場

面で　Emilia が、誰か大嘘つきの悪党が企らんだ悪事であり、Othello

が欺されていることを指摘し、自分と　Othello が怪しいと思わせたの

もその悪党だと気づき始めたことは注目に価する。彼女の推測に対する

Iago の応えは‘Fie, there is no such men; it is impossible.’（IV. ii. 134）

「馬鹿、そんな奴はいない。いる筈がない」であり、‘You are a fool; go

to.’（IV. ii. 148）「馬鹿、何を言っているんだ」である。Emilia が推測し

て言っている大嘘つきの悪党が自分であることを十分知っているのは、

当の　Iago 自身であることを考えると、彼が表裏の乖離した二重人格

者であることが窺われる。無論、この時点で彼女が彼を疑っている訳で

はない。夕食会に出るために　Iago と　Desdemona が退場すると
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Roderigo が現われ、Iago に詰問し始める。Iago に危機が迫ってく

る。つまり、Roderigo が彼の取り成しのいい加減さを非難し、直接

Desdemona に会って心を打ちあけると脅し始め、彼女への贈物として

彼に托していた宝石の損害賠償を要求するからである。Roderigo が

Desdemona に会って話せば、真相が露見して身の破滅になることを恐

れた彼は、優れた知力と行動力に物を言わせて、Desdemona をサイプ

ラスに留めておくためには‘none can be so determinate as the removing

of Cassio.’（IV. ii. 232）「キャシオーを片づけるのが一番有効だ」と言っ

て、頭の悪い　Roderigo を説得してしまう。それは、サイプラスの総

督になった　Cassio を片づければ、当分　Othello が滞在する必要が

あるから、というのが建て前で、本音は　Cassio と　Desdemona が

死んで　Othello が告発され解職になれば、自然に彼がサイプラスの総

督になれるからである。

彼の言うまゝに　Roderigo は待ち伏せして　Cassio に切りかかる

が、逆に切りつけられて倒れる。助太刀という建て前で側にいた　Iago

は背後から　Cassio の脚を切って暗闇の中に消える。Cassio の助け

を求める声に　Lodovico と　Gratiano が現われ、事件が徒事でない

ことを知る。既に家に逃げ帰っていた　Iago は、何気ない顔をして下

着一枚の姿で明りを持って現われ、Cassio に傷を負わせた者を

‘treacherous villains!’（V. i. 59）「怪しからん悪党」と叫び、Lodovico

と　Gratiano に助力を求め、近くに倒れている　Roderigo を悪漢の

片割れだと称して、とどめを刺す。しかも　Lodovico と　Gratiano

に対しては‘What may you be? are you of good or evil?’（V. i. 65）「君たち

は何者だ？　適か味方か？」と空々しくたずね、ヴェニスからの使者で

あることを認めると、職務に忠実で勇敢な軍人のような振舞い方をする。

とどめを刺した男が自分の友人の　Roderigo であることを確かめる

と、Cassio にどんな怨みがあったか、とさえ尋ねる極悪非道な二重人
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格者である。Cassio が　Roderigo を知らないと言うと、事件に何の

関係もない、居合わせた　Cassio の情婦　Bianca を仕掛人に仕立て

上げて、注意をそらそうとする。臨機応変に事をてきぱきと処理し、

Emilia に　Othello と　Desdemona に事件の報告を命じた後、彼は

‘This is the night/That either makes me or fordoes me quite.’（V. i. 128-9）

「今晩が、成功するか完全にひっくり返るかだ」と傍白する。それは、

Othello が彼の奸計に気づかないで、一気に彼女を絞殺すれば成功であ

り、さもなければ身の破滅となることを意味している。

城内の寝室で　Desdemona の絞殺を決行しようとしている　Othello

の彼女に対する愛は消えていない。しかし、Iago の毒にすっかり犯さ

れている彼は、‘Yet she must die, else she'll betray more men.’（V. ii. 6）

「でも殺さなければならない。さもないと、もっと多くの男を欺すだろ

う」と言っているごとく、謀られていることも知らず、世の男性を救う

ための犠牲とする正義のための殺害を決行しようというのである。殺害

を決行する時になって初めて彼は、彼女の　Cassio との不倫を、例の

ハンカチを　Cassio が持っていることを証拠として指摘しながら詰問

する。彼女の否認や弁明は最早彼には通用しない。彼女の殺害は

Othello には正義のための犠牲であるが、Desdemona には‘A guiltless

death I die.’（V. ii. 122）「無実の罪の死」である。Iago の奸計が巧妙で

極悪非道であるだけに無実の彼女の死は尚更痛ましい。Emilia の非難

に対して　Othello は‘Thy husband knew it all.’（V. ii. 139）と応える。

それに対して彼女は‘My husband!’を三回も繰り返し喫驚する。

Othello は念を押すように‘I say thy husband........./My friend, thy husband,

honest, honest Iago.’（V. ii. 153-4）「お前の夫だと言っているではないか

……俺の友人でお前の夫の実に誠実なイアーゴーだ」と応える。Othello

と　Emilia の対話は、Iago の奸計がいかに洞察力に優れ、巧妙であ

ったか、ということと同時に外観だけから‘honest Iago’と絶対的に信
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頼した　Othello の単純さと無思慮を窺わせる。Emilia の「人殺し」

の叫び声に　Montano, Gratiano, Iago が現われるが、事の源が　Iago

のざん言であることを知ると、彼が制するのも聞かず、Desdemona が

Othello に殺害されていることを話す。Othello が殺害理由の証拠とし

て、彼が贈った記念のハンカチを　Cassio が持っているのを見たと弁

明すると、身に覚えのある　Iago は　Emilia が真実を吐露すること

を恐れて‘Be wise, and get you home.’（V. ii. 223）「いゝから、黙って家

へ帰れ」と制するが、彼女は彼の言いなりにはならず、真相を明らかに

する。Othello は例のハンカチの経緯を知り、Iago に走りかゝるが、

その　Iago は背後から　Emilia を刺して逃走する。間もなくして

Emilia も息を引き取り、Gratiano の前で自分の犯した罪の重大さに

途方に暮れている　Othello のところに　Lodovico, Montano、椅子に乗

せられた　Cassio および逮捕された　Iago を引っ立てて、役人たち

が姿を現わす。引き出された　Iago を見て　Othello は切りつけるが、

‘I bleed, sir; but not kill'd.’（V. ii. 288）「血は出たよ。でも死にはしない」

と言い、彼の奸計について尋問されることになることを聞くと、‘From

this time forth I never will speak word.’（V. ii. 304）「今後俺は一切口をき

かない」と抵抗とも不貞腐されとも思われる台詞を言い、反省の色を見

せないどころか最後まで悔い改めないまゝである。彼は職業軍人らしい

が、Othello のような勇敢な軍人らしいところは全くない。生き長らえ

て拷問と裁判を待つだけである。

IV

Iago の所業を見ると、彼は本来徹底した利己主義者である。優れた

知力、強い意志、鋭い洞察力を持ち、利己のためには如何なる手段も厭

わない人間であることは　A. C. Bradley の指摘を待つまでもなく（4）、彼
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の独白を見ても明らかである。彼は他人を愚かな人間であると軽蔑する

が、態度には表わさない。つまり、彼は表裏の乖離した二重人格者であ

る。知力と意志に物を言わせて、利己的な目的を立て、それに適合する

手段を合目的的に追求する人間である。表裏一体でない彼は　Roderigo

を謀かる場合には「俺は見かけとは違う人間だ」と真実を吐露して彼を

納得させるし、Othello を謀かる場合には、臨機応変な彼は「人は見か

け通りであるべきだと思います。そうでない人は正直そうな顔をするの

はやめてもらいたいものです」と表裏一体であるかのように振舞う。前

者は、Roderigo が恋敵の旗手になっている　Iago を非難するのを欺

すための口実として用いた言葉であり、後者は、遠まわしに　Cassio

が見かけ通りの人間でないことを仄めかして　Othello を誘惑するため

に用いた言葉である。彼は　Roderigo を激励したり、協力する振りを

するが、本音は利己のために利用しているだけで全くの欺瞞である。サ

イプラスでは、Desdemona の気が　Cassio に向けられていると言い、

彼女に接近するためには　Cassio を免職させることだと説き、彼に喧

嘩を売らせて騒動を起こさせ、Cassio を免職に追い込み、自分の利益

をはかる。失望落胆している　Cassio に同情するように装い、その復

職を　Desdemona に取りなす彼の行為は、彼を親切で誠実な人である

と思わせる。しかし、その狙いは　Cassio と　Desdemona を近づけ、

策略をめぐらして　Othello に嫉妬心を起こさせ、彼らを破滅させるこ

とである。彼には、誠実、友情、思いやりはないが（5）、あるように装う

表と裏がある。彼の奸計は、予定通り効を奏するが、Roderigo が

Desdemona に近づく機会がないことに業を煮やして、直談判すると言

い出し、危機が迫る。そもそも　Iago の方法は、裏面が露見しないこ

とを考慮して当事者たちを近づけないように配慮することである。

Cassio と　Desdemona を近づけたのは、他人に親切で誠実な人間で

あると思わせる表の効果があることと次の策略の準備のためであり、当
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面、裏が露見する恐れがないからである。Roderigo による危機が迫っ

た時、ヴェニスからの使者が　Othello の帰国と　Cassio の総督昇進

を知らせる書状を持参するが、気転の利く　Iago はすぐこのことを利

用して危機を免がれようとする。人に倍する知力を持つ彼は、

Desdemona をサイプラスに留めておくためには総督になる　Cassio

を除くことである、と　Roderigo を説得し、Cassio を襲わせる手筈

を整え、実行させるが、逆に負傷する。しかし　Cassio も背後から

Iago に脚を切りつけられ重傷を負う。実は　Iago は　Cassio 殺害を

Othello と約束していたのである。倒れている二人の負傷者をそのまゝ

にして家に逃げ帰り、助けを求める　Cassio の声で騒然となると、何

喰わぬ顔で下着一枚で現われ、Cassio を介抱し、Roderigo を悪漢の

一味だと言って止めを刺す　Iago の変り身の早い狡猾さには、憎らし

いが舌を巻くものがある。Cassio が生きていても　Roderigo が死ね

ば、当面の危機は免がれることを彼は十分知っている。Othello が

Desdemona を絞殺すれば、彼の予想通り、Cassio は不義密通で、

Othello は殺人の罪で裁かれることになるから、自然にサイプラス総督

の地位が自分にまわってくることも知っている筈である。ところが清純

無垢の　Desdemona の死は、Iago が思いのまゝになると思っていた

妻の　Emilia に良心と憐憫の情を目覚めさせ、彼女が真実を供述した

ことによって、また死んだと思っていた　Roderigo の断末魔の告白と

所持していた手紙によって、Iago の陰謀はすべて明らかになる。彼は

Roderigo を財布としてばかりではなく、自分の目的達成のために利用

し、Desdemona と　Cassio を　Othello を破滅させるために利用し

ている極悪非道な人間である。悪魔（devil）、悪党（villain）、毒蛇

（viper）などと呼ばれる彼は、結果的には、Roderigo、Desdemona、

Emilia、Othello を死に至らしめ、Cassio に重傷を負わせる。Harrison

は‘In a contest between simple goodness and subtle evil, goodness usually
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loses, at least for the half-dozen rounds（6）.’と述べているが、彼の奸計は

最後の土壇場まで明るみに出ない程、巧妙なものである。水も漏さぬ巧

妙な奸計によって、潔白な　Desdemona を殺害させ、思慮は足りない

が純粋で偉大な　Othello を転落させる　Iago は、典型的なマキアヴ

ェリ型の極悪人である。犯した非道が暴露しても、正義感のない彼は

Brutus や　Cassius のような武人としての身の処し方を知らない。他

人を欺く時、あれほど多弁であった彼の身の処し方と言えば、「今後俺

は一切口をきかない」ということである。Desdemona の愛に命をかけ

た　Othello が　Iago に謀られて嫉妬に苦しんでいた時、Cassio を

‘nine years a-killing’「九年殺し」にしたいと言った憤りは、真相が曝か

れると　 I ago に向けられ、斬りつけるが致命傷には至らない。

Shakespeare は　Iago に死を与えず、（死という瞬間的な苦痛は、正

義感のある人間には長期間の拷問より幸せである）この偽善的で極悪非

道な人間を生かして、厳しい拷問と裁きにかけることによって、つまり、

いわゆる　poetic justice を用いることによって、誠実で高潔な

Othello に同情を示していることは言うまでもないが、一方では、Iago

のような表裏の乖離した邪悪で陰険な人間は、この世においては永久に

尽きることがないことを暗示しているようにも思われる。
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〔注〕

（1）G. B. Harrison,: shakespeare's Tragedies. Routledge ＆ kegan Paul Lts. P. 154.

（2）G. B. Harrison,: Ibid., P. 140.

（3）“the motive hunting of motiveless malignithy”Cit., Qscar James Campbell (ed.) The

Reader's Encyclopedia of Shakespeare. P. 600.

（4）A. C. Bradley は、“Indeed, in intellect (always within certain limits) and in will (con-

sidered as a mere power, and without regard to its objects) Iago is great.”と述べてい

る。

Shakespearean Tragedy. The Macmillan Press Ltd. P. 179.

（5）A. C. Bradley は　Iago の信条を指摘して“His creed is.........that conscience or

honour or any kind of regard for others is an absurdity.”と述べている。Cit., Ibid., P.

179.

（6）G. B., Harrison,: Ibid., P. 148.

（みね　きんじ・本学教授）
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Non-duality and the Interrelatedness of 
Existence: Penetrant Buddhist Notions in 

Tim WintonÕs Cloudstreet

George Watt

In Tim WintonÕs masterpiece, Cloudstreet, nine-year-old Samson ÒFishÓ

Lamb drowns when on an family fishing expedition.  Olive Lamb, his doughty,

implacable mother, brings him back to life through her concrete will, but what

at first seems miraculous turns out to be otherwise, for the resurrected Fish is

alive but abnormal, seemingly stuck in a permanently infantile impasse.  So

after initially proclaiming this modern miracle to their country-town Church of

Christ congregation, the Lambs must face the embarrassing reality of the horri-

ble joke God seems to have played on them.  Their quid-pro-quo kind of

Christianity cannot withstand the assault, the walls of their life-long held beliefs

tumbling down around them.  As newly converted atheists they head for the

nearest big city, Perth in Western Australia, where they rent half of a huge

decaying mansion recently inherited by the neÕerdowell Pickles family.

Cloudstreet describes the rumbustious saga of the lives of the two families

who share a common corridor in the centre of the house with each family on a

side.  The action moves from the closing years of World War II to the early six-

ties when the inevitable happens and Fish Lamb drowns for the second time.  So

the novel begins and ends with FishÕs drowning.

key words: Tim Winton, Perth, Nirvana, Interrelatedness of Existence,

the Australian Aborigine
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Fish & Nirvana 

The second drowning is no surprise for the reader, for throughout the novel

whenever he is near water, Fish must be tied to a tree or the seat of a boat to

stop him plunging himself into the kind of eternity of which he was robbed in

the first place.  At the end of the novel he finally has his wish:

The water.

And the mirror it makes.

Ah, the water, the water, the water....

Fish leans out and the water is beautiful.  All that country below, the

soft winy country with its shifts of colour, its dark, marvellous call....

Fish goes out sighing, slow, slow to the water that smacks him kisses

when he hits.  Down he slopes into the long spiral, drinking, drinking his

way into the tumble past the dim panic of muscle and nerve into a queer

bursting fullness.  And a hesitation, a pause for a few moments.  IÕm a man

for that long.  I feel my manhood, I recognize myself whole and human,

know my story for just that long, long enough to see how weÕve come, how

weÕve all battled in the same corridor that time makes for us, and IÕm Fish

Lamb for those seconds it takes to die, as long as it takes to drink the river,

as long as it took to tell you all this, and then my walls are tipping and I

burst into the moon, sun and stars of who I really am.  Being Fish Lamb.

Perfectly.  Always.  Everyplace.  Me.1

How to read this death?  It is neither the pathetic death of a half-wit, nor a

tragic or ironic end; it bears none of the conventional horror of suicide, the tone

exultant, perhaps even Romantic.  Cloudstreet has all the vivacity of a comic
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novel, but it ends in death instead of marriage which convention expects.

And in it there is something perplexing and intriguing about WintonÕs view

of FishÕs Self as something fluid and constantly changing even in the few

moments he describes at the time of death.  In the extract above, Fish is at first

the half wit seen by himself in the mirror surface of the sea.  Then a whole man

who speaks briefly.  And after that a third Self which Òbursts into the moon, sun

and stars of who I really amÓ Ñ an Everyplace Me that has much more in com-

mon with the Buddhist notions of Nirvana, non-duality and the interrelatedness

of existence as Fish describes its coming on than it does with the Christian view

of salvation.  In the Christian Platonic-Augustinian tradition the soul ultimately

hopes to find itself as a fixed entity in Heaven.  As Nolan Pliny Jacobson

reminds us in this tradition the Òabstract universal is exalted over concrete par-

ticulars, static being over becoming and change....Ó2 The Christian transposition

of soul from earth to heaven is rebirth in the true sense of the word.  And

although the Buddhist notion of Nirvana is as ineffable as attempts to define the

Christian God, it is commonly accepted that in Nirvana the passing individual

does not go to Heaven, he becomes part of it.  Not rebirth but re-becoming.

But what actually happens to Fish?  Does he exist or in merging with

something universal cease to exist?  Does he become part of an all encompass-

ing One?  If he still exists after death is the novel ending with the promise of a

kind of eternalism, or if he is annihilated as Fish then does the novel close

nihilistically.  WintonÕs description of Fish death does neither.  What it does do

is take a middle way Ñ Fish does not entirely disappear, but he does not stay

the same.  What we witness is an explosive moment of change.

SangharakshitaÕs view of Nirvana as seen from the Middle Path mirrors

WintonÕs position:
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Transcending as it does both affirmative and negative predications,

Nirvana may be thought of as occupying a middle position Ôbetween,Õ or

better still ÔaboveÕ the two extreme conceptions of existence and non-exis-

tence.  Metaphysically this amounts to a repudiation of eternalism and

nihilism....3

So Fish can be ÒEveryplaceÓ and ÒMeÓ.  He can be a man for a few

moments Ñ Òa man for that longÓ, Òlong enough to see how far weÕve comeÓ Ñ

or he can be part of the universe (Òwho I really amÓ).  Jacobson could be con-

cluding for Winton and vice versa when the philosopher writes that

There is a new Many in every momentary emerging One.  What

makes it possible to speak of the Buddhist nirvana is that all acquisitive

feelings attached to previous moments can be eliminated in the richness of

the present moment.  The now is forever, the fleeting instant preserved in

the vast interrelatedness of existence.4

Winton uses the complex moment of FishÕs death to reveal Self as process

rather than as a fixed entity, at the same time blurring discrete boundaries

between person and place, subject and object, life and death Ñ in fact the very

dualities which we in the West traditionally use to define our selves and our

place in the world.  In Fish LambÕs final self (Òwho I really amÓ) we discover

what might be called a state of undifferentiation, where One is All and All is

One.  As Winton writes of FishÕs death it is as a challenge to the idea of duality

for there is ultimately neither simple subject nor simple object.
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NON-DUALITY

Zen philosophy often begins with place Ñ either through a disarmingly

simple description of something in the landscape (Òmountains are mountains;

waters are watersÓ5) or through a seemingly nonsensical statement about it (Òall

the rivers run backwardsÓ6).  Cryptic or straightforward, these statements actual-

ly contain the essences of much Buddhist thinking,  all but obliquely told.

ChÕing-yuan Wei-hsin (Zen Master from the TÕang Dynasty) even presents his

life history through interrelating with place:

Thirty years ago, before I began the study of Zen, I said, ÔMountains

are mountains, waters are waters.Õ

After I got an insight into the truth of Zen through the instruction of a

good master, I said, ÔMountains are not mountains, waters are not waters.Õ

But now, having obtained the abode of final rest [that is Awakening],

I say, ÔMountains are really mountains, waters are really watersÕ.7

In the first part  of this tripartite Zen journey we seemingly live in a world

governed by dualities which begin with me (subject) looking at the mountain

(object).  This is unenlightened man, for it presupposes the existence or even

dominance of the ego Ñ the mountain only makes sense because I see it.  A fol-

lower of Buddha would immediately see the danger of fixating on this first

stage, knowing that the greatest cause of suffering as described in the Four

Noble Truths is the trenchant desire of the ego-self for possessions, for gratifica-

tion, but above all for permanence or glorification.  Bishop Stephen Neill

describes the radically startling Buddhist solution to this kind of egocentric

desire: Òabolish the entity, and therewith we shall abolish the sufferer; abolish
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the ego, which believes that it suffers, and there will no longer be anything that

can suffer....Ó8 This seems to call for nothing less than the banishment of the

notion of subject and object.  Winton ultimately explores the same thing in

Cloudstreet, and in doing so is running counter to mainstream Western philoso-

phy which has been thoroughly dualistic.  As in the example from ChÕing-yuan

Wei-hsin, Winton will work through descriptions of the concrete world and the

landscape itself, something that we have already seen him do as he cosmologi-

cally describes FishÕs Òre-becomingÓ death.

Cloudstreet is a ripsnorting catalogue of human inadequacies and limita-

tions, capabilities and strengths, but it is a catalogue which reveals one universal

for every character in the book, that of suffering.  The first of the Four Noble

Truths, that all life is suffering, is adequately born out by the inventory of suf-

fering which is replete in the homely adventures of the characters.  Sam Pickles,

inveterate gambler and failed father, speaks for most of the cast when he uncon-

sciously rewords it:

Well the shadow was on him, the Hairy Hand of God, and he knew

that being a man was the saddest, most useless thing that could happen to

someone.  To be alive, to be feeling, to be conscious.  It was the cruelest

bloody joke. (161)

Sam views his life at any given moment according the state of play

between his Self and his own odd, infrequently benign God who is part shadow,

part Lady Luck, and part Hairy Hand of Fate.  Sam accepts this duality unques-

tioningly, only hoping that on days when his luck is going to be bad that he can

stay in bed and avoid the inevitable.  Dolly Pickles, SamÕs blowsy wife, uses

alcohol and lashings of extra-marital sex to cover her quota of suffering.  And
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the Lambs, Lester and Oriel, who have tried to banish their God, spend twenty

frustrating years of incompletion in the house because their Object has gone.

Because their thinking is essentially dualistic they cannot envisage salvation

without a replacement for their banished God.  And of course the collective suf-

fering of the parents is passed on to the many children who inhabit No. 1 Cloud

Street, though it is through two of these children, Quick and Fish Lamb, that a

sphere of non-duality will be encountered and explored, the recognition of

which is a means through which human suffering can be ameliorated.

Quick Lamb, a tall, lanky shambling young man, is so named because he is

basically not quick at all, but he is decent, down-to-earth, sincere and deliberate.

That he lacks intellectuality is something that Winton will not view as demerit,

for it will leave him open to discoveries that are essentially unreasonable or

non-rational.  Guilt about FishÕs first drowning leaves him with a self hatred and

shame, one which he indulges by pasting on his bedroom wall newspaper

images of war and suffering that will act as an objective correlative to his inner

disquietude, that will respond to his Òmisery radar.Ó  His role in the novel is to

bring about a blurring of the duality of self and other.

Quick  whose natural bent is to the outdoors, peace and quiet, feels the

rumbustious community of No.1 Cloud Street is smothering him, so he escapes

to the bush to live independently for a while, where he can exploit his one

exceptional talent, for shooting.  There is more than enough work to be had in

culling the kangaroo population which is literally and figuratively eating away

at the income of the farmers of the Western Australian wheat belt.  But the job

is to end prematurely when he keeps seeing himself fleeing from the line of his

own gunfire instead of the kangaroo.  It is through QuickÕs acceptance of this

vision as belonging to a higher reality that Winton raises the possibility of a

non-dual way of looking at existence and of the practicalities of restraint which
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accompany it:

Then a strange thing begins.  One night by the dam, as he waits for the

roos, he hears a familiar bashing in the wheat and raises the rifle with the

spotlight ready.  He hears the hacking of breath and sees the crop swaying

in the dark....  But itÕs a human, a man running shirtless in the light.  His

face is tough with fear, thereÕs a sweat on him, and he runs right past and

out of the light to the dark margins of bushland.  Long after the runner is

gone and the light turned out, Quick has the face burnt into his retina,

because that face is his....  He rolls a smoke and thanks God that he didnÕt

shoot. (204-5)

Here Quick Lamb is moving within the second part of ChÕing-yuan Wei-

hsinÕs life story Ñ the acceptance that mountains are not mountains and waters

are not waters.  QuickÕs version is of course more antipodean: kangaroos are not

kangaroos; I am not I all of the time.  Unquestionable subject-object duality has

been subverted.  But more than that, to borrow a phrase from D. T. Suzuki,

when QuickÕs Òego shell is broken and the ÔotherÕ is taken into its own body, we

can say that the ego has denied itself or that the ego has taken its first steps

towards the infinite.Ó9

Remove the subject  and the object disappears, even something as big as a

mountain Ñ a different kind of faith for removing mountains.  What Wei-hsin

discovers is quite similar in spirit to FishÕs momentary perception at death and

QuickÕs vision in the wheat fields: I have trouble distinguishing between myself

and other things in the universe.  They are in the Buddhist realm of Mu, a

Japanese word that can been translated into ÒNothingnessÓ.  Even allowing for

difficulties in translation, the rational Western mind disciplined in notions of
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duality, has great trouble understanding Wei-hsinÕs second stage where

Everything meets in Nothingness, or where Fish finds one of his selves in the

Sun, or where Quick sees himself as a kangaroo or a black man.  Christian

Hebraic and Greek inheritances are ardently dualistic, the former separating

spirit and flesh, God and creature, etc., and the latter separating the world of

intellect from the world of the senses.  Furthermore reason has not only been

accepted by many in the West as our most valued function, it has often been

posited as the very centre of our being.  So how can there be no self when com-

mon sense and corporeal reality insist otherwise Ñ I see that mountain therefore

I am.

After a lecture by Zen scholar, Masao Abe, a puzzled Father de Weirdt

speaks for the Western mind:

...what...puzzles me is the concept of Nothingness.  As you said in

your lecture, ÔThe realization of oneÕs Nothingness is the realization of

oneÕs true SelfÕ, and ÔI am nothing whatsoever.Õ  If that is true, both in the

ontological and in the actual sphere of life, what is the use of talking? What

are we doing in this life if we are absolutely nothing?10

Wei-hsinÕs second stage of undifferentiation when Òmountains are not

mountainsÓ is founded on the Buddhist view of the interconnectedness of all

things.  I have said the two aims of Buddhism are to relieve suffering, and to

remove the power of the ego.  The third is to connect us to a greater reality that

exists beyond language, beyond definition, beyond doctrine, beyond argument,

even or especially beyond religion Ñ a place of absolute fullness where we can

name no-thing.  Mu is perhaps better translated as a sphere where no single

thing can be named since it is beyond the capacity of the intellect to do so.  We
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could be working here with TillichÕs theonomous reasoning, or we could be

close to WittgensteinÕs ÒmysteryÓ, which has been defined as the Òimmediate

experience of unsayable qualities illuminating the face of the world.Ó11 In Zen

terminology undifferentiation is something to do with the discovery in medita-

tion that the isness of the mountain and the isness of the self are deeply and

mysteriously and for that thoughtless moment interconnected Ñ or in QuickÕs

discovery that the animal world and the world of man are one in the same.  Of

course this kind of intuition cannot define, for in the very act of definition is the

danger of creating the inert, of reducing instead of enriching.  The Eastern

notion that defining takes us away from the truth has had some support in the

West since Heraclitus.  According to Henri Bergson, the intellect which is

Òskillful in dealing with the inert is awkward the moment it touches the living;

the intellect is characterized by a natural inability to comprehend life.Ó12 In

Buddhism we come close to these philosophers mentioned above who refuse to

be a footnote to Plato.  They argue that philosophy must try to deal with the

unthought and the unthinkable, the ever changing and the dynamic.  You can-

not, Heraclitus and Wei-sing and others insist, step into the same river twice,

even though every sense and intellect will convince you that you are.  Nor

indeed does the same self do the stepping.

THE INTERRELATEDNESS OF EXISTENCE

In the images of FishÕs death we  can actually see the Self as process, and

interrelatedness of existence in process.  Fish is himself but not himself; the uni-

verse is the universe but it is not external to him, he is a part of it.  On a lesser

level this is so with Quick and the fleeing kangaroo when he accepts himself in

it.  ÒThroughout its long history,Ó writes Jacobson, ÒBuddhism has been one of
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the worldÕs systematic formulations of reality as social process, with everyone

and everything being related to everyone and everything else in what Hajime

Nakamura and Daisetz Suzuki call Ôthe interrelatedness of existence.Õ Ó13

Cloudstreet is a novel that allows for interconnected yet initially separate

spheres of existence, separate because the average character in the book is tied

to the workaday world of duality hence cannot sense the dynamism and com-

plexities of lifeÕs complex network of interrelating causes.  Cloudstreet

describes the struggles and sufferings of the Lambs and the Pickles, what hap-

pens to them, and their daily problems.  This is plot, or linear history if you will.

But behind and beyond and around this world, Winton reveals a sphere which

looks at the dynamics of place and time in a more complex and intertwined

manner.

The Aboriginal presence in the novel helps to establish this non-rational

sphere of existence which dynamically refuses to separate history and now, me

and you.  It is a commonplace that Aboriginal culture is one that is based on

synthesis, interconnectedness rather than on separation, so it suits WintonÕs pur-

pose to include it is the novel, while at the same time acting as the novelistÕs

movement toward reconciliation of white and black Australia.  The notion of

Aboriginal totem spirit is one that encapsulated the notion that things are not

distinctly separate.  One black man is seen to be as Òmuch a bird as he was a

manÓ (62).  Another, who plays the role of watchful guardian over Fish, is also

given the qualities of bird-man: ÒA dark man comes flying by the tree, you see

the whites of his eyes and tingle with the rumours of gloryÓ (178).  Just before

Fish ÒdiesÓ for the second time this same totem appears almost to presage the

explosive rebecoming of the drowning man: Ò...a black mean leaves the trees

like a bird and goes laughing into the sun with a great hot breeze that rolls of the

roof of the worldÓ (422).  At its simplest level the inclusion of this detail sug-
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gests that the complete 40,000 year-old Aboriginal world is part of every

Australian, whether we live with Aboriginals in the same street or have never

met one at all.  Mountains are easy to see, but the complex forces that make the

past a woven part of our present, remain unseen to the normal rational eye in the

novel.  As the novel approaches its climax the interconnection of the two

spheres becomes more obvious.  First to the Aboriginal spirit that lives in the

walls of the house.

Winton does not let the reader think of the house, No. 1 Cloud Street, as an

inanimate object.  It is personified throughout the novel.  Because the Lamb side

of the dwelling is a hive of activity led by the indefatigable general, Olive, and

the PicklesÕ side more the scene of passive lethargy, it resembles Òan old stroke

survivor paralysed down one sideÓ (59).  The house Òsighs at night but no one

lets themselves listen.  Except FishÓ (187).  Fish later tells Quick that Òthe house

hurtsÓ (307).  And Olive permanently retreats to sleep in a tent in the garden to

avoid facing the very voices that Fish listens to daily Ñ ÒOriel wasnÕt the sort to

argue with a living breathing houseÓ (134).  One source of the houseÕs personal-

ity is the presence of shadows in the walls.  There is one room in the house

without a window, the old library.  The original bored spinster owner of the

house was persuaded by her local clergyman to become a home for domesticat-

ing Aboriginal girls.  ÒMissionary purpose came on her like the flu.  Girls were

procured and the house filled.  She aimed to make ladies of them so they could

set a standard for the rest of their sorry raceÓ (36).  For the girls the house was a

prison, one inmate unfortunately killing herself in the windowless library by

taking rat poison.  A few weeks later the philanthropist also dies at of a heart

attack at the piano in the same room, her nose hitting middle C as her face

strikes the keyboard.  Only the non-intellectual Fish constantly gives the soaked

up spirits a present reality.  He stills hears middle C reverberating.  Other char-
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acters see or hear the shadows of the walls but only briefly: Rose Pickles who

will go on to marry Quick Lamb hears crying in the walls, but thinks it comes

from one of the living inhabitants; in a rare sober moment Dolly Pickles sees the

old woman and falls down the stairs in fright; and Sam Pickles also sees the old

crone once, immediately assuming that it is Lady Luck out to get him.

Of course the inclusion of the spirits in the wall is WintonÕs symbolic way

of making the past part of the present, rendering history as a workaday part con-

temporary social reality.  It is also a way of showing that something from the

Aboriginal past, albeit one death, is going to leave an almost indelible mark on

the white Australian community, whether or not that community recognizes it.

In one of the most positive scenes in the novel,  the love that Quick and Rose

share in the library is going to liberate the spirits to continue their own re-

becoming in another place.  So even intimate love between man and woman has

multilinear repercussions above and beyond the immediate relationship: ÒAfter

theyÕre dressed and gone, hurrying out into the daylit house with news for the

world, their sudden love remains in the room, hanging like incenseÓ (314).

Using the symbol of the wall spirits, and the ultimate liberating effect of

the love of Rose and Quick, Winton posits through poetic image the suggestion

not only that the past is always part of the present, but that the present can

almost have an effect on the past, especially as they intermingle in a creative

now.  In all of this Winton reminds that Òthe worlds are still connected, the lives

still related and the Here still feels the pangs of history.  Those who have gone

before do not lose their feelings, only their bodiesÓ (164).

When characters in the novel open themselves to the spirit of the

Aboriginal presence they experience something approaching salvation.

Towards the close of the novel Sam Pickles is thinking about selling the house,

but he meets a strange black man who talks him out of it.  Sam describes him as
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not quite belonging to the normal world for his Òshadow comes out on four sides

of him like a footy player under lights at training.Ó  Sam is told not to Òbreak a

placeÓ because Òtoo many places are bustedÓ (406).  He doesnÕt in the end.

WintonÕs notion that white Australia has much to gain from the wisdom of

black Australia is not unusual in contemporary fiction, but what is unusual is the

way he uses the Aboriginal presence to emphasize the themes of interconnected-

ness and non-duality.  If Sam Pickles benefits from this, it is Quick who benefits

the most, for he has most contact with the same Aborigine who persuades Sam

not to break place.

I have already mentioned that in SuzukiÕs view the undiferrentiation Quick

experiences between subject and object when shooting the kangaroos, and the

commensurate collapse of the walls of the ego, is his first step into sensing or

experiencing infinity.  Quick is driving away from the wheat belt after his odd

vision.  He sees the Aborigine thumbing a lift, but does not stop.  Several kilo-

meters down the road he sees the same man again: ÒQuick who isnÕt in the

mood to think it throughÓ picks him up.  It is a telling phrase, Òthink it through,Ó

for it represents Quick abandonment of intellectual representations of reality.

Instead Quick opens himself to the momentary reality of his visitor, something

which is going to throw into a haze normal ways of thinking and measuring.  In

a parody of the Christian sacrament and an indirect allusion to the parable of the

loaves and fishes, they share a bottle of wine and a loaf of bread which seem

ÒinexhaustibleÓ.  The fuel in the car also seems to be replenishing itself for the

fuel gauge remains static, as if they have become stuck in time and in a sphere

where spatial orientation loses distinction:

Quick taps the fuel gauge which seems to be on the blink.  The wine

and bread seem inexhaustible, and he has a good look at his passenger.
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HeÕs never seen and Aborigine in a pinstripe suit before.  The blackfella

pulls out a fob watch as big as a plate and consults it.

How we doin fer time?  Asks Quick

Aw, as well as can be expected.

Quick feels warm with wine, and emboldened.

Where you from mate?

Aw, all over.

I mean whereÕs your family.

All over. (209)

In the second Christian parody which centres on a meeting with this Òblack

angelÓ Quick is fishing.  In the distance he sees the Òfigure of a man walking on

the water and it made him laugh.Ó  And like the experience of the kangaroo

Quick has another disquieting vision in which he cannot separate self from

other.  As he drives home:

Quick kept seeing figures.  Along the road every mile or so, some

mad bugger would jump out waving from behind a karri tree.  Half the

time it would be that black bastard and the other half it was him. (218)

In another extract Quick meets this same Aborigine when he is vaguely

pondering the meaning of life.  He asks the stranger

HavenÕt you got a home to go to?

Not this side.

Quick looked across the river.  Through the steam he thought he saw
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moving figures, dark outlines on the far bank.

Are you real?

The black fellow laughed.  Are you? (367)

Quick finds himself in a rather delightful but challenging world where

Ònothing computesÓ any more.  The presence of the black man with whom he

identifies is to change the way Quick thinks and feels about the world he lives

in.  He can no longer judge in terms of immovable fixed ideas, rather is obliged

to react with the concrete particular of the moment, however rational or non-

rational that might be.  He becomes an unconscious Bergsonian because he cele-

brates the fluidity of experience above trying to fit it into abstract categories of

experience, something that Bergson felt was the major demerit in mainstream

Western philosophy:

ÒLet us expand our thought,Ó he says; Òlet us strain our understanding;

break, if need be, all our frameworks, but let us not claim to shrink reality

to the measure of our ideas.Ó14

But it is Fish who is the most open to perceiving the rich fluidity of the

moment; it is he who has the most comprehensive vision of interconnectedness

of everything in existence.  He goes into a paroxysm of grief when they burn the

guy on Guy Fawkes day since he cannot separate the idea of burning a body

from the actuality of doing so.  He constantly hears the house whispering and he

has no trouble seeing two spirits in the walls; the first is an aboriginal girl who

80 years before was driven to suicide by a perverse do-gooder who used the

house as a training institution for the domestication of the blacks.  The philan-

thropist dies soon after the girl, and does so while she is playing the piano, her
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face falling and hitting middle c.  Fish can still hear the note reverberating.  He

inhabits a private world where the living and the dead meetÑaccording to his

father he is part alive and part dead himself.  Nor can he separate the human and

the animal world, loving his pet pig who speaks in tongues that only he can

understand.  Fish is so tenuously connected to the matter-of-fact world that he

has to be tied to it physically to keep him there.  ÒYou know the rules,Ó Quick

reminds Fish when they are out fishing.  ÒI have to have stringÓ (305).

I have been talking about that middle phase of undifferentiation in Wei-

hsinÕs tripartite passage as it appears all but obliquely in Cloudstreet.  But there

is also a third phase when he sees Òmountains as really mountainsÓ.  Does he go

back to square one?  Yes and no.  He is actually restating in a simple form the

great NagarjunaÕs notion of the Middle Way.  We have gone from differentia-

tion to undifferentiation, two poles of all self and no self.  Nagarjuna Òseverely

criticizes a oneness of everything without discrimination as a false equality or a

false sameness.Ó15 Following the Middle Way allows for the here and the now

and the body I have to live with, and for the vast unspeakable current that under-

lies all life and exists beyond definition. But more than that the Middle Way

makes it easy to suspend yourself calmly on top of the tension arc created by the

two poles.  WintonÕs description of FishÕs process death or process becoming or

whatever we might call it, is finally posited in a middle way and all three of

Wei-hsinÕs stages are included by Winton: Fish in the sea as mirror object and

as whole man; undifferentiated Fish as moon and stars; then finally Fish in the

middle of both Everyplace and Me.

Cloudstreet is not finally a Buddhist novel, though it does contain central

Buddhist ideas in the text.  Winton does not set out to write a Buddhist tract.

But unwittingly the novel contains some of the great germs of Buddhist thought;

they can be summed up in the aspects of the novel described in this paper.
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What I am suggesting is this Ñ that the novel earnestly explores what it really

means to be in this world of ours.  In describing this sincerely Winton cannot

capture his sense of being in one religious tradition, unconsciously borrowing

from several and agreeing with Quick Lamb, at least in part, when he says that

ÒWe all turn into the same thing, donÕt we?  Memories, shadows, worries,

dreams.  We all join up somewhere in the endÓ (402).  Not a happy thought for

fundamentalists in any creed.
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